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昭和３８年３月１４日 

条 例 第 ５ 号   

資料１－１  瀬戸市防災会議条例  
                                                           

                                                       

 

              改正   平成９年３月３１日条例第１１号 

                   平成１２年３月３１日条例第２号 

平成２４年９月２８日条例第２５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第

６項の規定 に基づき、瀬戸市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌

事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条  防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

⑴ 瀬戸市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

⑵ 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議するこ

と。 

⑶ 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に

属する事務 

 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員３０人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理す

る。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

⑴ 愛知県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

⑵ 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

⑶ 市の教育委員会の教育長 

⑷ 市の消防機関の長のうちから市長が任命する者 

⑸ 市の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員 

 又は職員のうちから市長が任命する者 

⑹ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命 

 する者 

⑺ 市長が特に必要と認めて任命する者 
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６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残 

 任期間とする。 

７ 委員は再任されることができる。 

 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置く

ことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、市の職員、関係指定

公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちか

ら、市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるも

のとする。 

 

（会議） 

第５条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 防災会議は、委員の総数の２分の１以上の出席がなければ会議を開き、議決

をすることができない。 

３ 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

 

（雑則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及

び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。 

 

附 則 

  この条例は、昭和３８年４月１日から施行する。 

附 則  （平成９年３月３１日条例第１１号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

附 則  (平成１２年３月３１日条例第２号)抄 

 (施行期日) 

１ この条例は､平成１２年４月１日から施行する。 

    附 則（平成２４年９月２８日条例第２５号） 

  この条例は、公布の日から施行する。
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資料１－２  瀬戸市防災会議運営要綱 
 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、瀬戸市防災会議条例（昭和３８年瀬戸市条例第５号。以下

「条例」という。）第６条の規定に基づき、瀬戸市防災会議（以下「防災会議」

という。）の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長代理） 

第２条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。 

（会議） 

第３条 防災会議は、会長が議長となる。 

２ 防災会議は、毎年、会長が必要と認めるときに開催する。 

３ 委員は、やむをえない事由により防災会議に出席できないときは、その旨を

会長に届け出なければならない。 

４ 委員は、前項により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させるこ

とができる。 

（専決処分等）  

第４条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものにつ

いて専決処分することができる。 

⑴  会長において、防災会議を招集する暇がないと認めたとき。 

⑵  軽易な事項で、速やかに措置を要するとき。 

２ 一部特定な機関にのみ関係のある事項については、会長が関係委員と協議し

て専決処分することができる。 

３ 会長は、前各項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告し

なければならない。 

（幹事） 

第５条  防災会議に幹事を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、会長が任命する。 

（幹事会） 

第６条 防災会議の幹事をもって幹事会を組織する。 

２ 幹事会は、あらかじめ会長が指名する者が議長となり、必要に応じ議長が招

集する。 

３ 幹事会は、防災会議に委任された事項を処理し、防災会議の所掌事務につい

て委員及び専門委員を補佐する事務を行う。 

 （事務局） 

第７条  防災会議の事務を処理させるため、事務局を瀬戸市市長直轄組織危機管

理課に置く。  
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２ 事務局に局長及び書記を置く。 

３ 局長及び書記は、瀬戸市職員のうちから市長が指名する。 

（準用規定） 

第８条 第３条第２項及び第３項の規定は、幹事会の会議について準用する。 

（異動報告） 

第９条 条例第３条第５項第１号から第５号に規定する委員に異動があった場

合は、後任者は、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。 

（会議の傍聴） 

第１０条 防災会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める瀬戸市防災会議傍聴

要綱によるものとする。 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成９年７月１日から実施する。  

附 則 

  この要綱は、平成１４年４月１日から実施する。  

附 則 

  この要綱は、平成１７年９月２９日から実施する。 

附 則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

附 則 

  この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

  この要綱は、令和元年６月１日から実施する。 

   



資 1-3-1 

 

資料１－３   瀬戸市防災会議委員等名簿 
 

 職            名 備 考 

会 長 瀬 戸 市 長  

委 員 愛 知 県 瀬 戸 警 察 署 長 第１号委員 

委 員 瀬 戸 市 副 市 長 第２号委員 

委 員 瀬 戸 市 教 育 委 員 会 教 育 長 第３号委員 

委 員 瀬 戸 市 消 防 長 第４号委員 

委 員 瀬 戸 市 消 防 団 長 〃 

委 員 西日本電信電話㈱東海支店名古屋設備部長 第５号委員 

委 員 日 本 郵 便 ㈱ 瀬 戸 郵 便 局 長 〃 

委 員 
 東邦ガスネットワーク㈱設備部名古屋地域センター 

瀬戸事業所長兼春日井事業所長 
〃 

委 員 中 部 電 力 パ ワ ー グ リ ッ ド ㈱ 旭 名 東 支 社 長  〃 

委 員   ( 一 社 )  瀬 戸 旭 医 師 会  副 会 長    〃 

委 員 瀬 戸 歯 科 医 師 会  会 長 〃 

委 員 瀬 戸 旭 長 久 手 薬 剤 師 会  副 会 長 〃 

委 員 (一社) 愛知県ＬＰガス協会尾張支部瀬戸旭分会長  〃 

委 員 瀬 戸 市 自 治 連 合 会 長 第６号委員 

委 員 瀬 戸 市 自 治 連 合 会 防 火 防 災 部 会 長 〃 

委 員 瀬 戸 市 女 性 防 火 ク ラ ブ 協 議 会 長 〃 

委 員 愛 知 工 業 大 学  教 授 〃 

委 員 瀬 戸 市 議 会 議 長 第７号委員 

委 員 瀬 戸 市 議 会 副 議 長 〃 

委 員 瀬 戸 市 議 会 総 務 生 活 委 員 長 〃 

委 員 愛 知 県 尾 張 県 民 事 務 所 長 〃 

委 員 愛 知 県 尾 張 建 設 事 務 所 長 〃 

委 員 愛 知 県 瀬 戸 保 健 所 長 〃 

委 員 公 立 陶 生 病 院 長 〃 

委 員 瀬 戸 市 社 会 福 祉 協 議 会 長 〃 

委 員 愛知県ﾄﾗｯｸ協会尾東支部瀬戸旭・守山部会長 〃 

委 員  ２６名 
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 職       名 備 考 

 

 

 

 

 

備 考 

幹 事 愛 知 県 瀬 戸 警 察 署 警 備 課 長  

幹 事 西日本電信電話㈱東海支店名古屋営業所所長  

幹 事 日 本 郵 便 (株 )瀬 戸 郵 便 局 総 務 部 長  

幹 事 東邦ガスネットワーク㈱春日井事業所チーフ  

幹 事 中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱旭名東支社総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

幹 事 ( 一 社 ) 瀬 戸 旭 医 師 会 事 務 局 長  

幹 事 愛 知 県 尾 張 県 民 事 務 所 防 災 安 全 課 長  

幹 事 危 機 管 理 監 （議長） 

幹 事 経 営 戦 略 部 長  

幹 事 行 政 管 理 部 長  

幹 事 地 域 振 興 部 長  

幹 事 市 民 生 活 部 長  

幹 事 健 康 福 祉 部 長  

幹 事 都 市 整 備 部 長  

幹 事 議 会 事 務 局 長  

幹 事 教 育 部 長  

幹 事 消 防 署 長  

幹 事 経 営 戦 略 部 政 策 推 進 課 長  

幹 事 行 政 管 理 部 行 政 課 長  

幹 事 地 域 振 興 部 産 業 政 策 課 長  

幹 事 市 民 生 活 部 生 活 安 全 課 長  

幹 事 健 康 福 祉 部 社 会 福 祉 課 長  

幹 事 都 市 整 備 部 都 市 計 画 課 長  

幹 事 都 市 整 備 部 維 持 管 理 課 長  

幹 事 都 市 整 備 部 水 道 課 長  

幹 事 教 育 部 学 校 教 育 課 長  

幹 事 瀬 戸 市 小 中 学 校 長 会 長  

幹 事 消 防 本 部 総 務 課 長  

幹 事 公 立 陶 生 病 院 事 務 局 長  

幹 事 瀬 戸 市 社 会 福 祉 協 議 会 事 務 局 長  

幹 事  ３０名 

※防災会議事務局：市長直轄組織危機管理課 
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資料１－４  瀬戸市防災会議傍聴要綱 
 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、瀬戸市附属機関等の設置及び運営に関する指針第７に基づ

き、防災会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。 

２ 報道関係者席には、報道関係者が報道のために会議を傍聴しようとする場合

に、あらかじめ議長に申し出て、その許可を得た者でなければ入ることができ

ない。報道のために映像の撮影、音声等の録音をしようとする場合についても、

あらかじめ議長の許可を得なければならない。 

 

（傍聴の手続） 

第３条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴の申込みをしなければならない。 

２ 前項の申込みは、住所及び氏名を記入した傍聴申込書を議長に提出して行わ

なければならない。 

３ 前項の傍聴の申込みの受付は、当該会議の開始予定時刻の６０分前から開始

し、開始予定時刻の１５分前に締め切る。 

４ 傍聴を希望する者の人数が傍聴の定員を超える場合は、抽選により傍聴者を

決定するものとする。 

 

（傍聴の定員） 

第４条 傍聴人の定員は、１０人とし、このうち、一般席の傍聴人の定員は、６

人とする。 

 

（傍聴整理券） 

第５条 傍聴を認めた者に対しては、傍聴整理券を交付する。 

２ 傍聴人は、傍聴席に入るとき又は係員に提示を求められた場合は、傍聴整理

券を提示しなければならない。 

３ 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴整理券を返還しなけ

ればならない。 

 

（傍聴席に入ることができない者） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

⑴ 銃器、棒、その他他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを

持っている者
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⑵ 酒気を帯びていると認められる者 

⑶ 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、傘の類を持っている者 

⑷ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

⑸ ラジオ、拡声器、無線機、マイク、写真機、映写機、ポケットベル、携帯

電話、パーソナルコンピュータの類を携帯している者（あらかじめ議長の許

可を得た報道関係者を除く。） 

⑹ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそ

れがあると認められる者 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第７条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。 

⑴ 会議における言論に対し、批評を加え、又は拍手その他の方法により可 

否を表明しないこと。 

⑵ 静粛にすること。 

⑶ はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。 

⑷ 帽子、襟巻、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由 

により議長の許可を得た場合は、この限りでない。 

⑸ 飲食又は喫煙をしないこと。 

⑹ みだりに席を離れないこと。 

⑺ 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。 

⑻ 前各号に定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は議事の妨害 

となるような行為をしないこと。 

 

（傍聴人の退場） 

第８条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場し 

なければならない。 

 

（違反に対する措置） 

第９条 議長は、傍聴人がこの要綱に反するときはこれを制止し、その命令に 

従わないときはこれを退場させることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年９月２９日から施行する。 
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資料１－５  瀬戸市災害対策本部条例 
 

                                                      

                                                                

 

               改正   平成８年３月２９日条例第１４号 

                   平成２４年９月２８日条例第２５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の

２第８項の規定に基づき、瀬戸市災害対策本部（以下「本部」という。）の組

織及び運営に関する事項を定めるものとする。 

 

  （災害対策本部長及び災害対策本部副本部長） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、

本部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策本部副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を補佐し、

本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

  （部） 

第３条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。 

２ 部に部長及び部員を置く。 

３ 部長は災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が

指名する。 

４ 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 

５ 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。 

 

  （現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その

他の職員を置き、副本部長、災害対策本部員その他の本部の職員のうちから本

部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

  （雑則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、

本部長が定める。 

        （平８条例１４・旧第４条繰下） 

 

 

昭和３８年３月１４日 

条 例 ６ 号  



 

資 1-5-2 

 

      附 則 

  この条例は、昭和３８年４月１日から施行する。 

      附 則  （平成８年３月２９日条例第１４号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

    附 則（平成２４年９月２８日条例第２５号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 
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資料１－６    瀬戸市災害対策本部運営要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、瀬戸市災害対策本部条例(昭和３８年瀬戸市条例第６号。以下「条

例」という｡)第５条の規定に基づき、瀬戸市災害対策本部(以下「本部」という｡)の

組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（本部の設置及び廃止） 

 第２条 市長は、本市域内において災害が発生するおそれがある場合又は災害が発生

した場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、本部を設置

し、非常配備体制を指令する。  

２ 本部の非常配備体制については、第９条に定めるとおりとする。 

 ３ 災害対策本部長(以下「本部長」という｡)は、災害が発生するおそれが解消し、又

は災害応急対策が完了し、本部による組織的対応の必要がないと認めたときは、こ

れを廃止するとともに、非常配備体制を解除する。 

 

  （副本部長） 

 第３条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という｡)は、副市長及び教育長をもって

充てる。 

２ 副本部長が条例第２条第２項の規定に基づき本部長の職務を代理する場合の順位

は、副市長を第１順位とし、教育長を第２順位とする。 

  

  （本部員） 

第４条 災害対策本部員(以下「本部員」という。）は、経営戦略部長、行政管理部長、

地域振興部長、市民生活部長、健康福祉部長、都市整備部長、教育部長、消防長及

び議会事務局長をもって充てる。 

 

  （本部員会議） 

 第５条 本部に本部員会議を置く。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が必要に応

じて招集する。 

 ３ 本部員会議は、本部長が議長となり、災害予防及び応急災害対策に係る重要な活

動方針等を協議する。 

 

  （室、部及び班) 

 第６条 本部に別表第１に掲げる室、部及び班を置く。ただし、災害の状況により、

本部長が別に指示したときは、この限りではない。 

 ２ 室に室長及び副室長、部に部長及び副部長並びに班に班長及び班員を置く。 
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３ 室長及び副室長、部長及び副部長並びに班長は、それぞれ別表第２に掲げる者と

し、班員は、同表に掲げる担当課に属する職員から、部長が選任する。 

 ４ 室長及び部長は、本部長の命を受けて、室及び部に属する班の担当業務の実施を

監督指導する。 

 ５ 副室長及び副部長は、室長又は部長を補佐し、室長及び部長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

６ 班長は、班員を指揮して担当業務を遂行し、班長に事故があるときは、室長又は

部長が班員の中から適任者を指名し、その職務を代理させる。 

 ７ 班の担当業務は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 

  （総務チーム)  

 第７条 部の業務遂行体制の強化を図るため、各部に総務チームを置く。 

 ２ 総務チームは、部長が指名する者をもって編成するとともに、その内の１名をチ

ームリーダーとして指定する。 

 ３ 総務チームの担当業務は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 

（地域防災支援員） 

第８条 災害時の避難所非常配備職員として、各避難所に地域防災支援員を置く。 

２ 地域防災支援員の担当事務は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 

  （本部運営会議） 

 第９条 本部運営室に本部運営会議を置く。 

２ 本部運営会議は、本部運営室長、本部事務局班長、統括部の各班長又はその指名

する者及び本部運営室長が指名する者をもって構成し、本部運営室長が必要に応じ

て招集する。 

 ３ 本部運営会議は、本部運営室長が議長となり、災害予防及び災害応急対策に係る

本部長の指揮活動に資する情報の分析と整理及び活動方針案の検討等の諸業務を行

う。 

 

  （非常配備体制） 

第１０条 第２条第２項に規定する非常配備体制の配備基準及び配備要員については、

別表第３に掲げるとおりとする。ただし、本部長が指示したときは、この限りでは

ない。 

２ 室長、部長、班長及びその他の各課（公所）長は、前項の非常配備体制に基づき、

職員の招集計画を作成し、これを各職員に周知させておくものとする。 

 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 
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   附 則 

  この要綱は、平成２１年４月 1日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

 附 則 

この要綱は、令和元年６月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 
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資料１－７ 瀬戸市災害対策本部組織図 

別表第１（第６条関係）

　瀬戸市災害対策本部の組織

行政班

議会班

本部員会議

避難部 避難所管理班

本部運営室

統括部 情報班

広報渉外班

人事班総務チーム

環境衛生班

本部事務局班

地域防災支援員

本部長 文教対策班

副本部長 物資班総務チーム

市民部 市民相談班

こども班総務チーム

本部員 本部運営会議 調査班総務チーム

被災者管理班

現地連絡班

福祉保健部 要配慮者班
現地災害対策本部

福祉班

医療支援班

建設部 建物対策班

土木対策班

給水班総務チーム

下水道班

消防部 消防統制班

消防活動班

総務チーム
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資料１－８ 瀬戸市災害対策本部業務分担 

別表第２（第６条、第７条、第８条関係）

１　基本事項

1
部は、本要綱に定める班の編成により、担当業務を遂行する。この際、班の
職員数が不足する場合には、部内の班相互間で支援することを原則として、
部一丸となって担当業務の完遂に努める。

2
部長は、部に新たな業務が命ぜられ、既存の班編成では業務の遂行ができな
い場合、必要な班を編成し、担当課を指定して業務を遂行する。

3
部長は、部内での支援の調整ができない場合、本部長に要請して必要な支援
を受け、担当業務に必要な体制を整備する。

1 部内の非常時の連絡員への呼集連絡

2 部内の参集状況及び職員被災状況の把握及び報告

3 部内の情報の取りまとめ及び報告並びに関係機関への通報

4 各班の災害応急対策活動状況の把握及び報告

5 部内の班相互間での職員の支援に係る調整

6 本部運営室との連絡及び調整

7 部長指示事項及び情報共有すべき事項の伝達及びその他部長の命ずる事項

1 災害時の避難所非常配備職員として、避難所の開設・運営

2 地域で行われる防災訓練への参画等、地域防災への支援

1 所管する施設及び設備の被害状況の把握及び報告並びに必要な防災対策処置

2
所管する施設が避難所となる場合の開設及び初動期の運営管理並びに避難所
の自主運営組織に対する協力及び支援

3
担当業務に関係する防災関係機関(協定締結機関及び団体等)への応援要請に
関する連絡調整及び受入れ

4 担当業務に関係する被災者の相談への対応

5 部が実施した災害予防及び災害対策に関する記録・整理

6 災害対策本部(本部運営室)への連絡員の配置

7 部間における業務連携及び人的支援

8 その他、本部長から命じられた事項

２　本部の編成及び担当業務
部
室

班
部
局

担当課等
＊班長

業務内容

1 災害対策本部の設置及び廃止に関すること

2 現地災害対策本部の設置及び廃止に関すること

3 災害救助法の適用申請に関すること

4 避難勧告等の決定及び伝達に係る事務に関すること

5 災害の公示及び災害報告(国・県等)に関すること

6 気象予警報の受理、情報収集及び伝達に関すること

7 本部員会議及び本部運営会議の庶務に関すること

8 応援協定都市等への応援要請に関すること

9 自衛隊災害派遣の要請に関すること

10 防災行政無線の確保に関すること

11 県情報ネットワークに関すること

12 あいち災害対応業務支援システム全般に関すること

13 災害記録の総括に関すること

※部局名・担当課等名は行政組織における名称

瀬戸市災害対策本部の編成と担当業務

担当業務の遂行要領

総務チーム担当業務

地域防災支援員担当業務

各部共通の担当業務

※地域防災支援員の配備は、災害時の必要に応じて決定、指示するものとする。

室長：危機管理監　　副室長：危機管理課長

本
部
運
営
室

本
部
事
務
局
班

市
長
直
轄
組
織

危機管理課＊
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部
室

班
部
局

担当課等
＊班長

業務内容

1 本部長及び副本部長との連絡・参集に関すること

2 本部長等の秘書に関すること

3 災害・被害情報の収集及び取りまとめに関すること

4 災害事案の集約・分析(あいち災害対応業務支援システム･消防防災ＧＩＳ)に関すること

政策推進課＊ 5 災害事案のトリアージに関すること

情報政策課 6 あいち災害対応業務支援システム(被害情報管理)に関すること

7 災害対策活動状況の取りまとめに関すること

8 収集資料の整理に関すること

9 市情報システムの運用に関すること

10 災害復興計画等の企画立案及び進捗管理に関すること

1 避難情報（避難所、避難勧告等）等の広報に関すること

2 災害状況の広報資料等の収集作成に関すること

3 災害記録の撮影に関すること

4 報道関係機関への対応に関すること

5 要望陳情に関すること

6 災害情報の提供に関すること

7 その他防災上必要な広報に関すること

1 職員の動員に関すること

2 各部の人員状況の取りまとめに関すること

3 災害応急対策等のための職員の応援の調整に関すること

4 職員の被害調査に関すること

5 職員の給食及び健康管理に関すること

6 災害応急対策活動従事者(職員等)の公務災害補償及び労働安全衛生に関すること

7 職員等の派遣要請及び斡旋に関すること

8 殉職者に対する慰霊措置に関すること

1 市庁舎等の被害調査及び応急対策に関すること

2 市有財産の被害調査の取りまとめ及び応急対策に関すること

3 災害対策用車両、資機材及び燃料の確保に関すること

4 車両の運用調整に関すること

5 災害対策用電話等通信連絡手段の確保に関すること

6 他部に属さない事項に関すること

7 災害応急対策等に係る財政措置に関すること

8 災害応急対策等経費の統計整理に関すること

9 災害事案の登録(あいち災害対応業務支援システム･消防防災ＧＩＳ)支援に関すること

10 財政全般に関すること

11 見舞金及び義援金の出納に関すること

12 災害応急対策経費の出納に関すること

13 その他の経費の出納に関すること

1 市議会議員の被災状況の把握及び連絡調整に関すること

2 市議会議員からの被害情報の集約及び報告に関すること

3 市議会議員への災害・被害情報の提供に関すること

4 国・県関係者の災害視察・見舞等の対応に関すること

※部局名・担当課等名は行政組織における名称

統
括
部

部長：経営戦略部長　　副部長：行政管理部長

議
会
班

議

会
事

務
局

シティプロモーション課＊

人事課＊

行政課＊
財政課
会計課

行政委員会事務局

議事課＊

人
事
班

行
政
管
理
部

行
政
班

行

政

管

理

部
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室

・

行

政

委

員

会

事
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局

広
報
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班

市
長
直
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織

情
報
班

経
営
戦
略
部
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部
室

班
部
局

担当課等
＊班長

業務内容

1 避難所の運営管理に係る統制に関すること

2 避難所に係る状況の把握及び報告に関すること

3 避難者名簿の作成(避難所関連システム)に関すること

4 あいち災害対応業務支援システム(避難所・避難者管理)に関すること

5 自治会等との連絡調整(情報伝達)に関すること

1 教育施設等の被害調査及び応急対策に関すること

2 児童生徒の避難及び救護に関すること

3 学校教育再開に関すること

教育政策課＊ 4 児童生徒のこころのケアに関すること

学校教育課 5 保健衛生及び学校給食の保全措置に関すること

図書館 6 教育行政に係る相談に関すること

7 避難所開設及び運営の支援に関すること

8 学校給食施設における応急炊出しの支援に関すること

9 その他学校教育全般に関すること

1 被災者用救援食料、物資の確保、管理及び供給に関すること

2 救援物資の受付け及び保管に関すること

3 あいち災害対応業務支援システム(救援物資管理)に関すること

4 応援協定事業所等への物資及び輸送等の協力要請に関すること

5 商業に係わる被害調査に関すること

6 農業用施設の被害調査及び応急対策に関すること

7 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること

8 産業施設の被害調査及び応急対策に関すること

9 被災した中小企業者に対する金融措置に関すること

10 農林業に係わる罹災証明に関すること

11 事業所の被害状況の把握に関すること

12 雇用及び事業再建等に係る相談窓口の設置に関すること

13 産業の早期復旧支援に関すること

14 工業及び農林業に係わる被害調査に関すること

15 罹災失業者の相談に関すること

16 中小企業向けの罹災証明に関すること

17 文化財の被害調査及び保全対策に関すること

18 文化施設に係わる被害調査及び応急対策に関すること

※部局名・担当課等名は行政組織における名称

部長：地域振興部長　　副部長：教育部長

避
難
部

避
難
所
管
理
班

市
長
直
轄
組
織

まちづくり協働課＊

文
教
対
策
班

教
育
部

物
資
班

地
域
振
興
部

産業政策課＊
ものづくり商業振興課

観光課
文化課

スポーツ課
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部
室

班
部
局

担当課等
＊班長

業務内容

1 被災者の各種相談窓口の総括に関すること

2 罹災証明の受付に関すること

3 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること

4
公営住宅、みなし仮設住宅及び応急仮設住宅等のあっせん、入居受付等及び
入居管理（仮設住宅管理システム）に関すること

5 交通安全及び防犯対策に関すること

6 遺体の収容施設及び火葬場の確保等に関すること

7 遺体の収容、安置、埋火葬及び慰霊に関すること

8 その他市民との応対に関すること

1 廃棄物処理施設の被害調査及び応急対策に関すること

2 トイレ利用の確保に関すること

3 ごみ及びし尿の処理処分に関すること

4 塵芥及び災害廃棄物の収集処理に関すること

5 廃棄物処理等に係る広域応援の受入れ調整等に関すること

6 清掃用車両及び作業員の確保に関すること

7 死亡獣畜の処理に関すること

8 被災者の防疫に関すること

9 その他被災地の衛生に関すること

1 電話等による被害通報の受付、整理及び伝達に関すること

2 災害事案の登録(あいち災害対応業務支援システム･消防防災ＧＩＳ)に関すること

3 被害状況(被災住家等)の調査に関すること

税務課＊ 4 被災住家調査結果の被災家屋台帳への登録(被災者支援システム)に関すること

5 罹災証明書及び被災住家等証明書の発行(被災者管理システム)事務に関すること

6 被災に伴う市税等の減免措置及び徴収猶予に関すること

7 その他被害通報等に係る現地調査に関すること

1 被災者台帳(被災者支援システム)の作成及び管理に関すること

2 安否情報の照会・回答に関すること

市民課＊ 3 安否情報システムの運用及び管理に関すること

4 埋火葬の許可及び斎苑の火葬炉の使用許可に関すること

5 現地連絡班及び市民サービスセンターとの連絡調整に関すること

1 対象地域内の被害状況等の収集に関すること

水野支所＊ 2 市民からの問い合わせや相談への対応に関すること

幡山支所＊ 3 被害対策情報等の地域住民への周知及び提供に関すること

品野支所＊ 4 現地対策本部が当該地区に設置された場合の支援に関すること

5 その他市民との対応に関すること

※部局名・担当課等名は行政組織における名称

市
民
部

部長：市民生活部長　　副部長：生活安全課長

市
民
相
談
班

市
民
生
活
部

環
境
衛
生
班

調
査
班

被

災

者

管

理

班

現
地
連
絡
班

生活安全課＊

環境課＊
クリーンセンター
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部
室

班
部
局

担当課等
＊班長

業務内容

1 高齢者・障害者等要配慮者(避難行動要支援者)の避難支援に関すること

2 避難行動要支援者名簿(災害時支援台帳)に関すること

3 高齢者・障害者等要配慮者の避難生活に関すること

4 福祉避難所の開設及び運営に関すること

1 福祉施設の被害調査及び取りまとめに関すること

2 犠牲者遺族(犠牲者遺族管理システム)に関すること

3 義援金及び見舞金の配分に関すること

4 被災者生活再建支援金(被災者支援システム)に関すること

社会福祉課＊ 5 災害弔慰金(被災者支援システム)に関すること

高齢者福祉課 6 災害障害見舞金(被災者支援システム)に関すること

こども未来課 7 災害援護資金(被災者支援システム)に関すること

国保年金課 8 福祉関係団体との連絡調整に関すること

9 災害ボランティアセンターの設置及び連絡調整に関すること

10 災害ボランティアの募集及び運用に関すること

11 災害ボランティアの受入れに関すること

12 ボランティア活動に必要な資機材等の調達に関すること

1 被災者に対する子育て支援及び相談に関すること

2 こども及び保護者のこころのケアに関すること

3 保育所等管理施設の被害調査及び応急復旧に関すること

4 園児の安全対策及び応急保育に関すること

5 避難所における乳幼児保育に係わる支援や相談に関すること

6 園児及び保護者のこころのケアに関すること

1 医師会等医療関係団体との連絡調整に関すること

2 医療ボランティアの運用に関すること

3 救護所の開設に関すること

4 救急患者の収容及び診療助産に関すること

5 救急医薬品の配送調整に関すること

6 医療救護の応援要請に関すること

7 防疫及び消毒に関すること

8 被災者の保健医療及び相談に関すること

9 その他医療救護及び保健衛生に関すること

※部局名・担当課等名は行政組織における名称

部長：健康福祉部長　　副部長：社会福祉課長

福
祉
保
健
部

要
配
慮
者
班

健
康
福
祉
部

高齢者福祉課＊
社会福祉課
国保年金課

福
祉
班

こ
ど
も
班

保育課＊
こども未来課

健康課
国保年金課

児童発達支援センター

医
療
支
援
班

健康課＊
社会福祉課

高齢者福祉課
こども未来課

保育課
国保年金課

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  資 1-8-6 

 

 

 

 

部
室

班
部
局

担当課等
＊班長

業務内容

1 建物の被害調査に関すること

2 市内公共交通に関すること

3 避難所の応急危険度判定の実施に関すること

4 被災建築物応急危険度判定の実施に関すること

5 被災宅地危険度判定の実施に関すること

6 危険度判定結果に伴う避難勧告等に係る助言に関すること

7 応急仮設住宅の建設に関すること

8 被災住宅の応急修理に関すること

9 建築業者との連絡調整に関すること

10 災害救助法に定める住家流入土砂等の除去に関すること

11 損壊家屋及びがれき等の処理(倒壊家屋管理システム)に関すること

12 災害事案の登録(あいち災害対応業務支援システム、消防防災ＧＩＳ等)に関すること

13 その他建築相談に関すること

1 道路及び河川等の被害調査及び応急対策に関すること

2 道路障害物等の除去及び緊急輸送道路の確保に関すること

3 危険場所立入制限及び監視強化措置等の実施に関すること

4 危険地域からの避難勧告等に係る助言に関すること

維持管理課＊ 5 所管工事現場の災害防止措置に関すること

建設課 6 通行不能箇所の表示に関すること

用地課 7 都市公園等(避難及び防災活動拠点)の確保に関すること

8 道路等の災害復旧に係る国及び県等との連絡調整に関すること

9 災害事案の登録(あいち災害対応業務支援システム、消防防災ＧＩＳ等)に関すること

10 土木業者との連絡調整に関すること

1 水道施設の被害調査及び応急復旧の工事に関すること

2 給水関係団体及び関係業者との連絡調整に関すること

3 応急復旧資機材の調達及び会計に関すること

4 ダム関係施設の貯水放流に関すること

5 断水の巡回広報に関すること

6 送水及び配水の応急措置に関すること

7 被災地の応急給水に関すること

8 緊急送水及び配水工事に関すること

9 所管工事現場の災害防止措置に関すること

10 災害事案の登録(あいち災害対応業務支援システム、消防防災ＧＩＳ等)に関すること

11 その他給水に関すること

1 下水道施設の被害調査及び応急復旧の工事に関すること

2 下水道関係団体及び関係業者との連絡調整に関すること

下水道課＊ 3 応急復旧資機材の調達及び会計に関すること

浄化ｾﾝﾀｰ管理事務所 4 所管工事現場の災害防止措置に関すること

5 災害事案の登録(あいち災害対応業務支援システム、消防防災ＧＩＳ等)に関すること

6 その他下水道に関すること

※部局名・担当課等名は行政組織における名称

部長：都市整備部長　　副部長：都市計画課長

建
設
部

建
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対
策
班

都
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備
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都市計画課＊
財政課

土
木
対
策
班

給
水
班

水道課＊
浄水場管理事務所
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部
室

班
部
局

担当課等
＊班長

業務内容

1 災害及び被害情報並びに気象情報の収集に関すること

　　総務課＊ 2 県防災航空隊、緊急消防援助隊等との連絡調整に関すること

　　予防課 3 消防相互応援に関すること

4 消防団及び自主防災組織との連携に関すること

5 消防部等の活動記録及び集計に関すること

6 災害事案の登録(あいち災害対応業務支援システム、消防防災ＧＩＳ等)に関すること

7 他部及び関係機関との連絡調整に関すること

8 その他消防に関すること

消防署＊ 1 災害に対する防除及び被害の軽減に関すること

2 救助(行方不明者捜索含む)及び救急業務に関すること

3 避難勧告等発令時の住民の避難誘導に関すること

4 警戒及び災害情報の広報の実施に関すること

※部局名・担当課等名は行政組織における名称

部長：消防長　　副部長：消防次長

消
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部

消
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班
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資料１－９ 非常配備基準と非常配備体制 
別表第３（第９条関係） 

瀬戸市災害対策本部等の非常配備体制 
１ 風水害等の場合 

区 分 配 備 基 準 配 備 要 員 

準備体制 

 大雨、洪水、強風のいずれかの「注意報」が発

表されたとき 

１ 各部班は、必要な当番者を定めておく。 

２ 当番者は、自宅又は登庁可能な場所で情報収集に努める。 

 

警 

戒 

本 

部 

体 

制 

第
１
警
戒
体
制 

１ 大雨、洪水、暴風のいずれかの「警報」が発

表されたときで、市域が警報の基準雨量等以下

の気象状況で推移するとき 

 

１ 本部運営室：２名（警戒本部長（代行）を含む） 

２ 建設部：４名 

３ 消防部：通常体制で対応する。 

第
２
警
戒
体
制 

１ 台風の接近等に伴い、大雨、洪水、暴風のいずれ

かの「警報」が発表されたときで、市域が警報の基

準雨量等以下の気象状況で推移するとき 

２ 市域が台風の進路上にあり、その接近が一両

日に迫ったとき 

３ その他警戒本部長が必要と認めたとき 

１ 本部運営室：３名（警戒本部長（代行）を含む）  

２ 統括部：４名 

３ 避難部：１名 

４ 市民部：２名 

５ 建設部：４名 

６ その他必要に応じて警戒本部長（代行）が招集 

第
３
警
戒
体
制 

１ 大雨、洪水、暴風のいずれかの「警報」が発

表されたときで、市域が警報の基準雨量等を超

過又は継続する気象状況にあるとき 

２ 市域への台風襲来が確実視され、接近が間近

となったとき 

３ 風水害等による軽微な被害が発生しているとき 

４ 庄内川水防警報（準備）が発表されたとき 

５ その他警戒本部長が必要と認めたとき 

１ 本部運営室：５名（警戒本部長、本部事務局班長を含む） 

２ 統括部：７名    

３ 避難部：５名 

４ 市民部：３名    

５ 福祉保健部：３名 

６ 建設部：５名（土木対策班長を含む） 

７ その他必要に応じて警戒本部長が招集 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

体 

制 

第
１
非
常
配
備
体
制 

１ 次の場合で本部長が必要と認めたとき 

 ⑴ 大雨、洪水、暴風の「警報」が発表され、広

範囲にわたる災害の発生が予測されるとき 

 ⑵ 土砂災害警戒情報が発表されたとき 

 ⑶ 台風による被害が予測されるとき 

 ⑷ 大規模な火事、爆発その他の事故が発生し、

総合的な防災対策を必要とするとき 

２ その他本部長が必要と認めたとき 

１ 本部長、副本部長及び本部員：全員 

２ 本部運営室：全員 

３ 総務チーム：各部のチームリーダー全員 

４ 班長：全員 

５ 班員：第３警戒体制要員に加えて各班長が必要数を招集 

 

第
２
非
常
配
備
体
制 

１ 次の場合で本部長が必要と認めたとき 

 ⑴ 大雨、洪水、暴風の「警報」が発表され、広範

囲かつ大規模な災害の発生が予測されるとき 

 ⑵ 台風による広範囲かつ大規模な被害が予測

されるとき 

 ⑶ 大規模な火事、爆発その他の事故による重大

な被害が発生し、総合的な防災対策を必要と

するとき 

２ その他本部長が必要と認めたとき 

１ 本部長、副本部長及び本部員：全員 

２ 部長級職員（本部員以外）：全員 

３ 本部運営室：全員 

４ 総務チーム：各部のチームリーダー全員及びその指名する者 

５ 班長：全員 

６ 班員：第１非常配備体制要員に加えて各班長が必要数を招集 

７ 上記班長以外の課（公所）長：全員 

８ 上記班員以外の課（公所）の職員：各課（公所）長が必

要に応じて招集 

９ 消防部：全員 

第
３
非
常
配
備
体
制 

市の全域又は相当な地域に甚大な被害が発生、又

は発生が予測される場合で、本部長が必要と認め

たとき 

職員全員 

 

※警戒本部体制については、災害対策本部体制に準じた部・班とする。 

    ※第２・第３警戒本部体制及び第１非常配備体制における消防部の配備要員は、消防部長の計画

による。 
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２ 地震の場合 

区 分 配 備 基 準 配 備 要 員 

準備体制 

 南海トラフ地震臨時情報（調査中）又は南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された

とき 

１ 各部班は、必要な当番者を定めておく。 

２ 当番者は、自宅又は登庁可能な場所で情報収集に努

める。 

警 

戒 

本 

部 

体 

制 

第
１
警
戒
体
制 

１ 市域で「震度３」を観測したとき 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が

発表されたとき 

１ 本部運営室：２名（警戒本部長（代行）を含む） 

２ 消防部：通常体制で対応する。 

 

第
２
警
戒
体
制 

１ 市域で「震度４」を観測したとき 

２ その他警戒本部長が必要と認めたとき 

１ 本部運営室：３名（警戒本部長（代行）を含む） 

２ 統括部：４名 

３ 避難部：１名 

４ 市民部：２名 

５ 建設部：５名 

６ その他必要に応じて警戒本部長（代行）が招集 

第
３
警
戒
体
制 

１ 市域で「震度４」を観測し、被害が発生した

とき 

２ その他警戒本部長が必要と認めたとき 

１ 本部運営室：５名（警戒本部長、本部事務局班長を 

 長を含む） 

２ 統括部：７名 

３ 避難部：５名 

４ 市民部：３名 

５ 福祉保健部：３名 

６ 建設部：７名（土木対策班長を含む） 

７ その他必要に応じて警戒本部長が招集 

災 
害 
対 

策 

本 

部 

体 

制 

第
１
非
常
配
備
体
制 

１ 市域で「震度５弱」を観測したとき 

２ その他本部長が必要と認めたとき 

 

１ 本部長、副本部長及び本部員：全員 

２ 本部運営室：全員 

３ 総務チーム：各部のチームリーダー全員 

４ 班長：全員 

５ 班員：第３警戒体制要員に加えて各班長が必要数を 

  招集 

６ 上記班長以外の課・室（公所）長：全員 

７ 上記班員以外の課・室（公所）の職員：各課・室（公

所）長が必要に応じて招集 

８ 消防部：全員 

第
２
非
常
配
備
体
制 

１ 市域で「震度５弱」を観測し、被害の拡大等

により総合的な災害応急対策等が必要と認めた

とき 

２ その他本部長が必要と認めたとき 

１ 本部長、副本部長及び本部員：全員 

２ 部長級職員（本部員以外）：全員 

３ 本部運営室：全員 

４ 総務チーム：各部のチームリーダー全員及びその指

名する者 

５ 班長：全員 

６ 班員：第１非常配備体制要員に加えて各班長が必要

数を招集 

７ 上記班長以外の課（公所）長：全員 

８ 上記班員以外の課（公所）の職員：各課（公所）長

が必要に応じて招集 

９ 消防部：全員 

第
３
非
常
配
備
体
制 

１ 市域で「震度５強」以上を観測したとき 

２ その他本部長が必要と認めたとき 

職員全員 

 

※警戒本部体制については、災害対策本部体制に準じた部・班とする。 

   ※第２・第３警戒本部体制における消防部の配備要員は、消防部長の計画による。 
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資料１－１０ 災害初動対処のための警戒本部設 

              置要綱 
 (趣旨) 

第１ この要綱は、瀬戸市災害対策本部が設置されるまでの間で、災害が

発生するおそれがある場合の迅速かつ適切な初動対処を実施するため

必要な事項を定めるものとする。  

 (設置) 

第２ 危機管理監は、市内に震度３の地震が観測されたとき、気象に関す

る警報が発令されたとき等、前条の初動対処を実施する必要があると認

めるときは、警戒本部を設置する。  

２ 危機管理監は、警戒本部を設置したときは、速やかに市長に報告する。 

３ 警戒本部は、市長直轄組織危機管理課に置くものとする。  

 (組織) 

第３ 警戒本部の組織は、通常、危機管理監を本部長として、別表に掲げ

る部課等の職員をもって編成する。  

２ 警戒本部長は、前項で規定する者以外の職員について、初動対処上必

要と認めるときは、各部課等の長に要請し、その支援を受けて警戒本部

に配置する。  

３ 各部課等の長は、１項で規定する編成に必要な職員及び前項により要

請のあった職員について適任の職員を指定し、警戒本部の業務に従事さ

せるものとする。  

 （掌握事務）  

第４ 警戒本部に配置された者は、瀬戸市災害対策本部運営要綱に定める

当該職員が属する課室の掌握事務に準じて必要な業務を実施するほか、

警戒本部長又はその指名する者の指示に従い必要な業務に従事する。  

 （廃止）  

第５  警戒本部長は、次の事項に該当するときは、警戒本部を廃止する。 

 ⑴ 瀬戸市災害対策本部が設置されたとき  

 ⑵ 警戒等初動対処の必要が認められなくなったとき  

２ 警戒本部長は、警戒本部を廃止したときは、速やかに市長に報告する。 

 （雑則）  

第６ 警戒本部の運営に関し、この要綱に定めるもののほか、必要な事項

は別に定める。  
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  附 則 

 この要綱は、「災害の初動対策を確立するための警戒本部設置要綱」

（平成９年７月１日制定）について、件名及び内容の一部を改正したもの

であり、平成２０年２月１日から実施する。  

  附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和元年６月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

別  表   警戒本部の組織（第３関係）  

部 室【災害対策本部】 第１警戒体制  第２警戒体制  第３警戒体制  

本 部 運 営 室  ２ 名  ３ 名  ５ 名  

統  括  部  ―  ４ 名  ７ 名  

避  難  部  ―  １ 名  ５ 名  

市  民  部  ―  ２ 名  ３ 名  

福 祉 保 健 部  ―  ―  ３ 名  

建  設  部  

風水害等  地  震  風水害等  地  震  風水害等  地  震  

４ 名  ―  ４ 名  ５ 名  

５ 名  

【土木対策

班長含む】 

７ 名  

【土木対策

班長含む】 

合   計  

風水害等  地  震  風水害等  地  震  風水害等  地  震  

６名  ２名  １４名  １５名  ２８名  ３０名  

摘   要  

１  各警戒体制における各課・班等の配備職員数の内訳に

ついては、各部が別に定める。  

２  地域防災支援員 (１３８名 )については、別に定める。  

３  第２警戒体制及び第３警戒体制においては、表中に示

す配備職員数の他、必要に応じて警戒本部長が招集する。 

４  消防部の組織は、第１警戒体制においては通常体制、

第２・第３警戒体制においては消防部長の計画によるも

の。  
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資料２ー県 愛知県等締結の 
災害救援に関する協定・覚書 

（令和６年４月１日現在） 

№ 協定等名 締結団体 

１ 災害時等の応援に関する協定書 ９県１市 

２ 
全国都道府県における災害時等の 

広域応援に関する協定 
全国知事会 

３ 被災市町村広域応援の実施に関する協定 市長会、町村会 

４ 四県一市航空消防防災相互応援協定 
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古

屋市 

５ 
災害対策基本法に基づく通信設備の 

優先利用等の協定について 

愛知県 

愛知県警察 

６ 災害時における放送要請に関する協定 
愛知県 

ＮＨＫ名古屋放送局 

７ 災害時の放送に関する協定 
愛知県、三重県、岐阜県、名古屋市 

民放各社 

８ 災害に係る情報発信等に関する協定 
愛知県 

ヤフー株式会社 

９ 
愛知県防災情報システムによる 

災害情報の提供等に関する協定書 

愛知県 

報道１４社 

10 災害映像情報の提供及び放送利用に関する協定書 
名古屋テレビ放送株式会社 

他４社 

11 災害映像情報の提供及び利用に関する協定書 
株式会社朝日新聞名古屋本社 

他５社 

12 
ヘリコプターによる災害映像情報の 

提供に関する協定書 

愛知県 

ＮＨＫ名古屋放送局 

13 

中部地方整備局が整備する光ファイバ網と 

愛知県が整備する光ファイバ網との 

接続に関する協定書 

愛知県 

国土交通省中部地方整備局 

14 

中部地方整備局が整備する光ファイバ網と 

愛知県が整備する光ファイバ網との 

接続及び運用に関する細目協定 

愛知県 

国土交通省中部地方整備局 

企画部・河川部・道路部 

15 
中央防災無線網による現地対策本部用映像回線設

備の設置に関する協定書 

愛知県 

内閣府 
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№ 協定等名 締結団体 

16 愛知県内広域消防相互応援協定 
市（２３）、町（６） 

消防の一部事務組合（１２） 

17 
愛知県における航空機を用いた市町村等の 

消防支援協定 

愛知県 

県内市町村 

18 災害時における隊友会の協力に関する協定書 
愛知県 

公益社団法人隊友会愛知県隊友会 

19 
愛知県と日本郵政株式会社との包括的連携に関す

る協定書・災害時における支援に関する覚書 

愛知県 

日本郵便株式会社 

20 
災害時における石油類燃料の 

優先供給等に関する協定書 

愛知県 

愛知県石油商業組合 

21 
災害時における液化石油ガス等の 

優先供給に関する協定書 

愛知県 

愛知県ＬＰガス協会 

22 
災害時給油所石油備蓄事業における 

備蓄石油類燃料の供給等に関する協定書 

愛知県 

愛知県石油商業組合 

23 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 
愛知県 

石油連盟 

24 災害時における車両の調達に関する協定書 
愛知県 

愛知県レンタカー協会 

25 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 
三菱自動車工業株式会社 

他５社 

26 
災害時における応急生活物資供給等の 

協力に関する協定書 

愛知県 

愛知県生活協同組合連合会 

27 
災害時における燃料及び応急生活物資の 

供給等の協力に関する協定 

愛知県 

ＪＡグループ愛知 

28 
災害時における応急生活物資供給等の 

協力に関する協定書 

愛知県 

愛知県パン協同組合、敷島製パン株式会

社、フジパン株式会社、山崎製パン株式

会社名古屋工場 

29 
愛知県 

飲料水メーカー 

30 災害時対応にかかる運用に関しての覚書 

あいち産業科学技術総合センター産業技

術センター、コカ・コーラボトラーズジ

ャパン株式会社 

31 
災害時における応急生活物資供給等の 

協力に関する覚書 

愛知県 

森永乳業株式会社 
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№ 協定等名 締結団体 

32 

災害時における応急生活物資供給等の 

協力に関する協定書 

愛知県 

大手スーパー 

33 
愛知県 

コンビニ６社 

34 
愛知県 

株式会社ケーヨー 

35 
災害時における応急生活物資等の供給等の 

協力に関する協定書 

愛知県 

イオン株式会社 

36 
災害時における応急生活物資共有等の 

協力に関する協定書 
株式会社ファーストリテイリング 

37 
災害時における応急対策用資材等の供給等の 

協力に関する協定書 

愛知県 

愛知県テントシート工業組合 

38 
災害時におけるＬＰガス応急生活物資等 

に関する協定 

愛知県 

愛知県ＬＰガス協会 

39 
災害時における仮設トイレ等の 

賃貸借に関する協定書 

愛知県 

全国建設機械器具リース業協会中部支部 

40 
災害時における棺等葬祭用品の 

供給に関する協定書 

愛知県 

愛知県葬祭業協同組合 

41 
災害時における応急生活物資供給等の 

協力に関する協定書 

愛知県 

中日本段ボール工業組合 

42 
災害時における棺及び葬祭用品の供給等の 

協力並びに徒歩帰宅者支援に関する協定書 
全日本冠婚葬祭互助協会 

43 
災害時における棺及び葬祭用品の供給等の 

協力に関する覚書 
全日本冠婚葬祭互助協会 

44 
災害時における避難所等の清掃業務の 

支援に関する協定書 

愛知県 

愛知ビルメンテナンス協会 

45 

愛知県と公益社団法人CivicForce(シビックフォ

ース)との災害時等における 

相互協力に関する協定 

愛知県 

公益社団法人CivicForce 

46 愛知ＤＭＡＴに関する協定 

愛知県 

独立行政法人国立病院機構名古屋医療セ

ンター他３３病院、日本赤十字社愛知県支

部 
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47 
愛知ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） 

に関する協定書 

愛知県 

愛知県精神科病院協会 

独立行政法人国立病院機構東尾張病院他

４病院 

48 災害救助法に基づく救助に係る委託に関する協定 
愛知県 

日本赤十字社愛知県支部 

49 

災害用医薬品等の供給に関する協定書 

愛知県 

東海歯科用品商協同組合愛知県支部 

50 
愛知県 

日本産業・医療ガス協会東海地域本部 

51 
愛知県 

愛知県医薬品卸協同組合 

52 災害用衛生材料等の供給に関する協定書 
愛知県 

中部衛生材料協同組合 

53 災害用医療機器等の供給に関する協定書 
愛知県 

愛知県医療機器販売業協会 

54 災害時の医療救護に関する協定書 
愛知県 

愛知県医師会 

55 

災害時の医療救護活動に関する協定書 

愛知県 

愛知県病院協会 

56 
愛知県 

愛知県薬剤師会 

57 災害時の歯科医療救護に関する協定書 
愛知県 

愛知県歯科医師会 

58 災害時の柔道整復師救護活動に関する協定書 
愛知県 

愛知県柔道整復師会 

59 
災害時のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう

師救護活動に関する協定書 

愛知県 

愛知県鍼灸マッサージ協会、愛知県鍼灸

師会 

60 災害時の看護救護活動に関する協定書 
愛知県 

愛知県看護協会 

61 災害時における動物救護活動に関する協定書 
愛知県 

愛知県獣医師会 
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62 水道災害相互応援に関する覚書 県内市町村等 

63 東海四県水道災害相互応援に関する覚書 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

64 
東海四県及び名古屋市との 

工業用水道災害相互応援に関する協定書 

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

名古屋市 

65 
公益社団法人日本水道協会中部地方支部 

災害時相互応援に関する協定 

愛知県 

公益社団法人日本水道協会中部地方支部

及び県支部 

66 愛知県建設部公共土木施設防災安全協定書 （標準例） 

67 

災害時における愛知県建設部が管理する公共土木

施設の緊急的な災害対策支援に関する協定書 

愛知県 

愛知県建設業協会 

68 
愛知県 

愛知県土木研究会 

69 
愛知県 

日本建設業連合会中部支部 

70 

災害時における応急仮設住宅の 

建設に関する協定書 

愛知県 

愛知県プレハブ建築協会 

71 

愛知県 

愛知県日本ツーバイフォー建築協会東海

支部 

72 
愛知県 

愛知県全国木造建設事業協会 

73 
愛知県 

愛知県日本木造住宅産業協会 

74 日本ムービングハウス協会 

75 
災害時における住宅の早期復興に向けた 

協力に関する協定書 
独立行政法人住宅金融支援機構 

76 
災害時における民間賃貸住宅の提供 

に関する協定 

愛知県 

愛知県宅地建物取引業協会、全日本不動産

協会愛知県本部、愛知共同住宅協会、愛知

県農業協同組合中央会、愛知建設組合、 

全国賃貸住宅経営者協会連合会 
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77 
災害時における被災住宅・建築物復旧相談業務 

に関する協定書 

愛知県 

愛知県建築士事務所協会 

78 
災害時における被災住宅の応急修理 

に関する協定書 

愛知県 

愛知県建設業協会 他１１団体 

79 
災害時における県営住宅の被災調査業務 

に関する協定 

愛知県 

愛知県公営住宅営繕協議会 

80 災害時における愛知県建設部が管理する公共土木

施設の緊急的な応急対策等の支援 

に関する協定書 

愛知県 

愛知県測量設計業協会 

81 
愛知県 

愛知県地質調査業協会 

82 
災害又は事故における橋梁緊急点検等 

に関する協定 

愛知県 

一般社団法人建設コンサルタンツ協会中

部支部 

83 

愛知県建設部が管理する橋梁の 

緊急的な応急対策の支援に関する協定書 

愛知県 

一般社団法人日本橋梁建設協会 

84 

愛知県 

一般社団法人プレストレスト・コンクリ

ート建設業協会中部支部 

85 

災害時における緊急通行車両の通行確保のための

放置車両対策支援に関する協定 

愛知県 

日本自動車連盟中部本部愛知支部 

86 
愛知県 

全日本高速道路レッカー事業協同組合 

87 
愛知県 

愛知レッカー事業協同組合 

88 
災害時における愛知県が管理する港湾・漁港施設

の緊急的な応急対策の支援に関する協定書 
愛知県港湾空港建設協会 

89 
災害時における愛知県が管理する港湾・漁港施設

の緊急的な応急対策業務に関する協定書 
一般社団法人海洋調査協会 

90 災害時における徒歩帰宅者支援に関する確認書 
愛知県 

日本郵便株式会社 

91 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書 
愛知県 

コンビニ等 

92 災害時における徒歩帰宅者支援に関する覚書 
愛知県 

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 
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93 
災害時における停電の早期復旧に向けた連携 

に関する協定 

愛知県 

中部電力株式会社 

93 
災害時における通信障害の早期復旧に向けた連携 

に関する協定 

愛知県 

西日本電信電話株式会社 

94 
標高表示板および避難誘導標識板の電柱への設置 

に関する覚書 

愛知県 

ＮＴＴ西日本名古屋支店 

95 
愛知県 

中部電力株式会社 

96 中京競馬場の災害拠点としての使用に関する覚書 

愛知県 

豊明市、名古屋競馬株式会社 

日本中央競馬会中京競馬場 

97 
道の駅「とよはし」の防災活動拠点としての活用 

に関する協定書 

愛知県 

国土交通省中部地方整備局、豊橋市 

98 
災害時における「道の駅筆柿の里・幸田」施設使用 

に関する協定書 

愛知県 

国土交通省中部地方整備局、幸田町 

99 
災害時における「どんぐりの里いなぶ」施設使用 

に関する協定書 

愛知県 

国土交通省中部地方整備局、豊田市 

100 
災害時における「にしお岡ノ山」施設使用 

に関する協定書 

愛知県 

国土交通省中部地方整備局、西尾市 

101 災害時における物流施設の使用等に関する覚書 
愛知県 

佐川急便株式会社 

102 

災害時における物流施設の使用等に関する協定 

愛知県 

ヤマト運輸株式会社 

103 
愛知県 

西濃運輸株式会社 

104 
愛知県 

名鉄運輸株式会社 

105 
災害発生時等における物資等の緊急輸送 

に関する協定書 

愛知県 

愛知県トラック協会 

106 災害発生時の物資の保管等に関する協定書 
愛知県、岐阜県、三重県 

東海倉庫協会 

107 
災害時におけるバスによる緊急輸送に関する 

協定書 

愛知県 

愛知県バス協会 
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108 
災害時におけるタクシーによる緊急輸送等 

に関する協定書 

愛知県 

愛知県タクシー協会 

名古屋タクシー協会 

109 船舶による輸送等に関する協定書 

愛知県 

中部沿海海運組合、東海内航海運組合、全

国内航タンカー海運組合東海支部 

110 船舶による災害時の輸送等に関する協定 
愛知県 

愛知県水難救済会 

111 災害時における交通の確保等の業務に関する協定 
愛知県警察 

愛知県警備業協会 

112 災害時における車両等の除去活動についての協定 
愛知県警察 

日本自動車連盟中部本部愛知支部 

113 災害時における災害救助犬の出動に関する協定 
愛知県警察 

愛知災害救助犬協会 

114 災害時における遺体搬送の協力に関する協定書 
愛知県 

全国霊柩自動車協会 

115 災害時における化学物質等の調査に関する協定書 
愛知県 

社団法人愛知県環境測定分析協会 

116 災害時におけるフロン類の回収に関する協定書 
愛知県 

愛知県フロン回収・処理推進協議会 

117 

災害時における廃棄物の処理等に関する協定書 

愛知県 

愛知県解体工事業連合会 

118 
愛知県 

愛知県衛生事業協同組合 

119 
愛知県 

愛知県産業廃棄物協会 

120 
愛知県 

愛知県建設業協会 

121 
愛知県 

愛知県土木研究会 

122 
愛知県 

日本建設業連合会中部支部 

123 
災害発生時における火葬場の相互応援協力 

に関する協定 
県内市町村等 
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124 中部９県災害時等の火葬の相互応援に関する覚書 

愛知県、富山県、石川県 

福井県、長野県、岐阜県 

静岡県、三重県、滋賀県 

125 
災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る 

相互応援に関する協定書 

愛知県、県内市町村及び一部事務組合、

愛知県流域下水道管理者、県内公共下水

道管理者 

126 
災害時における下水道管路施設の緊急対応 

に関する協定書 

愛知県 

日本下水道管路管理業協会 

127 愛知県・日本下水道事業団災害支援協定 
愛知県 

日本下水道事業団 

128 
自然災害による下水道機械・電気設備緊急工事 

に関する協定書 

愛知県 

日本下水道施設業協会 

129 
災害時における下水道施設の技術支援協力に関す

る協定 

愛知県、県内市町、公益社団法人全国上

下水道コンサルタント協会中部支部 

130 
災害発生時における災害復旧用オープンスペース 

に関する協定書 

愛知県 

東邦瓦斯株式会社 

131 
愛知県 

中部電力株式会社 

132 
災害時における被災者支援のための行政書士業務

に関する協定書 

愛知県 

愛知県行政書士会 

133 
災害時における家屋被害認定業務 

に関する基本協定書 

愛知県 

愛知県建築士事務所協会、愛知建築士会、

愛知県土地家屋調査士会、愛知県不動産

鑑定士協会 

134 
災害時における被災者相談業務の実施に関する協

定 

愛知県 

愛知県司法書士会 

135 

災害時における被災者支援に関する協定書 

愛知県 

愛知県理容生活衛生同業組合 

136 
愛知県 

愛知県美容業生活衛生同業組合 

137 

愛知県 

愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合、

愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合 

138 
愛知県 

愛知県クリーニング生活衛生同業組合 
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139 
中部電力株式会社浜岡原子力発電所の安全確保 

に係る連絡体制に関する覚書 

愛知県 

中部電力株式会社 

140 
関西電力株式会社の原子力発電所の安全確保 

に係る情報連絡体制に関する合意書 

愛知県 

関西電力株式会社 

141 
日本原子力発電株式会社の原子力発電所の異常時 

に関する情報連絡に関する合意書 

愛知県 

日本原子力発電株式会社 

142 
独立行政法人日本原子力研究開発機構の原子炉施設 

に係る情報連絡体制に関する合意書 

愛知県 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

143 
ボランティアの受入体制の整備とネットワーク化

の推進等に関する協定書 

愛知県 

ボランティア団体等 

144 防災啓発活動に関する覚書 
愛知県 

あいち防災リーダー会 

145 
地域協働による防災・減災のための人材育成 

に関する協定書 

愛知県、あいち防災協働社会推進協議会、

名古屋市、国立大学法人名古屋大学、愛

知県商工会議所連合会、中部経済連合会、

防災のための愛知県ボランティア連絡

会、なごや災害ボランティア連絡会 

146 防災教育・啓発活動に関する覚書 
愛知県 

名古屋大学減災連携研究センター 

147 防災啓発情報等の発信に関する協定書 
愛知県 

ＮＴＴタウンページ 

148 

愛知県の防災取組に対する地域防災力向上の相互

協力に関する協定 

愛知県 

三井住友海上火災保険株式会社 

149 
愛知県 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

150 
愛知県 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

151 
愛知県 

国際ロータリー第2760地区 

152 
災害時における調査及び技術支援等の相互協力 

に関する協定 

愛知県、国土交通省中部地方整備局、長

野県、岐阜県、静岡県、三重県、静岡市、

浜松市、名古屋市、公益社団法人土木学

会中部支部、公益社団法人地盤公学会中

部支部、公益社団法人砂防学会東海支部、

公益社団法人砂防学会信越支部、公益社
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団法人日本地すべり学会中部支部 

153 道路の法面に関する防災協定 

愛知県 

一般社団法人全国特定法面保護協会中部

支部 

※ 愛知県地域防災計画 附属資料第１５－２参照 
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資料２－市 瀬戸市締結の 
災害応援等に関する協定・覚書 

 

 

令和６年６月１８日現在 

【物資供給（食料、生活必需品、燃料、救助用資機材等）に関する協定】 

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

1 
災害時における食品・食糧・生活

必需品等の確保に関する協定 

イオン瀬戸みずの店 

他５社 

食糧、生活必需品等

の優先提供 

平成１６年 

３月１５日 

2 

災害時における情報及び救助作業

等応急措置用資機材の提供並びに

燃料油類の供給に関する協定 

愛知県石油商業組合 

東尾張連合会 

燃料油類及び応急

措置用資機材の供

給等 

平成１６年 

３月１８日 

3 
災害時における応急対策用資機材

の賃借に関する協定書 

株式会社成清トランスポ

ート 他４社 

応急対策用資機材

の賃貸 

平成２３年 

４月２８日 

4 
災害時における物資の供給協力 

に関する協定書 

株式会社ホームセンター

アント瀬戸店 他２社 

応急生活物資供給

等の協力 

平成２３年 

６月１日 

5 

名古屋市近隣市町村と生活協同組

合コープあいちとの災害時応急生

活物資供給等の協力に関する協定 

愛西市 他３８団体 
応急生活物資供給

等の協力 

平成２６年 

７月２２日 

6 
災害時における液化石油ガス等の

供給に関する協定 

愛知県ＬＰガス協会  尾

張支部 瀬戸旭分会 

液化石油ガス等の

優先供給 

平成２８年 

９月２７日 

7 
災害救助物資の緊急調達 

に関する協定 
あいち尾東農協組合 

食糧、生活必需品等

の優先提供 

令和３年 

２月１日 

8 
災害時における段ボール製品の調

達に関する協定 
株式会社マルイチ 

段ボール製簡易ベ

ッド等の調達 

令和２年 

１０月２１日 

9 
災害時におけるキャンピングカー

の貸与に関する協定 
株式会社レクビィ 

災害時におけるキ

ャンピングカーの

貸与 

令和３年 

８月１１日 

10 
災害時における応急対策用資機材

等の賃貸に関する協定 
株式会社ダイワテック 

ソーラーシステム

ハウス、バイオト

イレの貸与 

令和５年 

８月１７日 
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【水道、飲料水に関する協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

11 水道災害相互応援に関する覚書 
日本水道協会愛知県支部

に属する会員・支部等 

応急給水作業、応急

復旧作業等に関す

る相互応援 

平成１６年 

７月３０日 

12 
災害時における救援物資提供 

に関する協定 

コカコーラボトラーズジ

ャパン株式会社 

救援物資提供 

（飲料水） 

平成１８年 

１月１１日 

13 
災害時における地下水供給 

に関する協定書 

公立陶生病院組合 

電源開発株式会社 
地下水の供給 

平成２３年 

８月１６日 

14 
災害時における井水（飲料水）の

供給に関する協定書 
株式会社アイラ 

応急生活物資供給

等に協力（飲料水） 

平成２５年 

７月２３日 

15 
災害時における飲料水の供給 

に関する協定 
鈴一物産株式会社 

飲料水及び給水用

機材の供給 

平成３１年 

３月１８日 

 

 

【輸送・配送に関する協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

16 
災害時における物資の緊急輸送等

に関する協定 

愛知県トラック協会 

尾東支部瀬戸旭・守山部会 

物資の緊急輸送等

の業務に関し協力 

平成３０年 

２月１日 

17 
災害時における施設利用の協力 

に関する協定 

尾張旭市、長久手市、尾張東

流通センター株式会社 

瀬戸総合卸売市場株式会社 

支援物資の集配拠

点として利用 

平成３０年 

５月７日 

 

 

【医療・救護に関する協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

18 災害時の医療救護に関する協定 
一般社団法人 

瀬戸旭医師会 

災害時の医療救護（医

療救護班の派遣） 

平成２２年 

３月１６日 

19 
災害時の歯科医療救護 

に関する協定 
瀬戸歯科医師会 

災害時の医療救護 (歯

科医療救護班の派遣) 

平成２２年 

３月１６日 
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 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

20 災害時の医療救護に関する協定 瀬戸旭長久手薬剤師会 
災害時の医療救護（応

急医薬品等の供給） 

平成２２年 

３月１６日 

21 

瀬戸市立休日急病診療所を災害時

の医療救護所に指定すること 

に関する協定書 

一般社団法人 

瀬戸旭医師会 

医療救護所として

診療所を指定 

平成２９年 

７月７日 

22 
災害時における施設利用の協力 

に関する協定 
瀬戸旭看護専門学校組合 施設利用の協力 

令和２年 

２月２６日 

23 
災害時における在宅酸素療養者へ

の協力に関する協定 

帝人ヘルスケア株式会社 

他３社 
酸素等供給の協力 

令和２年 

２月２６日 

 

【避難所に関する協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

24 

災害時における指定避難所に対

する応急危険度判定の協力 

に関する協定 

公益社団法人 

愛知県建築士会瀬戸支部 

応急危険度判定の

実施 

平成２７年 

３月２７日 

25 
災害時における福祉避難所とし

ての利用に関する協定書 

社会福祉法人樹の里 

他２８事業所 

福祉避難所の開設、要

配慮者等の受入れ 

平成２９年 

１２月２０日 

26 
災害時等における宿泊施設の提

供等に関する協定 

有限会社九重観光 

株式会社寿屋、株式会社プ

ランニングオフィス 

宿泊施設の提供等

に協力 

令和２年 

６月２３日 

27 
風水害時における施設使用等 

に関する協定 
道泉寺 他１３団体 

避難場所等として

協力 

令和２年 

８月２０日 

28 

災害時における施設使用等 

に関する協定 

 

学校法人名古屋学院大学 
避難場所等として

協力 

令和２年 

７月２２日 

29 株式会社バロー 
避難場所等として

協力 

令和２年 

１２月１６日 

30 株式会社教育システム 
学校施設を避難所

等として使用 

令和３年 

３月３０日 

31 株式会社テクノエイト 
避難場所等として

協力 

令和４年 

５月２６日 
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№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

32 
地震災害時における施設使用等

に関する協定 
株式会社バロー 

避難場所等として

協力 

令和４年 

１２月２０日 

33 
地震災害時における施設使用等

に関する協定 

朝日インテック株式会社 

株式会社LOVELEDGE 

避難場所等として

協力 

令和６年 

６月１８日 

 

 

【廃棄物、下水処理に関する協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

34 

災害時の一般廃棄物処理及び下水

処理に係る相互応援 

に関する協定書 

愛知県  

県内市町村及び一部事務

組合  

愛知県流域下水道管理者

県内公共下水道管理者 

一般廃棄物及び下

水処理業務に関し、

相互に協力 

平成２６年 

１月１日 

35 
災害時における廃棄物の処理等 

に関する協定 

一般社団法人 

愛知県産業資源循環協会 

災害廃棄物処理の

協力 

平成２７年 

７月２４日 

36 
災害時における下水・し尿及び浄

化槽汚泥の処理等に関する協定 

株式会社尾東 

株式会社アイチ衛生 

有限会社品野衛生社 

災害汚物処理の協力 
平成２７年 

１０月１日 

37 し尿処理相互応援に関する協定書 尾張旭市 
し尿処理における相

互応援 

令和４年 

４月１日 

 

 

 

【放送に関する協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

38 
災害時等における放送要請 

に関する協定 

グリーンシティケーブル

テレビ株式会社 

放送要請する際の

手続き 

平成１５年 

３月２８日 

39 
防災・緊急情報放送 

に関する協定 
株式会社尾張東部放送 

防災臨時放送及び緊

急情報放送の運用 

平成１７年 

１０月２１日 
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【その他、各種団体等との協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

40 
災害発生時における相互協力 

に関する協定 
瀬戸市内郵便局 相互の協力要請 

平成２９年 

６月３０日 

41 
瀬戸市地域ボランティア支援本部

の開設及び運営等に関する協定 

社会福祉法人 

瀬戸市社会福祉協議会 

災害ボランティア

本部の開設、運営 

平成２１年 

２月９日 

42 災害時の情報交換に関する協定 
国土交通省 

中部地方整備局 

情報交換及び現地情

報連絡員の派遣等 

平成２３年 

８月２６日 

43 
災害時における電気の保安 

に関する協定 

一般財団法人 

中部電気保安協会 
電源復旧の支援 

平成２５年 

６月２０日 

44 
災害時における応急対策の協力に

関する基本協定書 

愛知県公共嘱託登記土地

家屋調査士協会 

応急復旧及びその他

の応急処置の協力 

平成２５年 

７月２９日 

45 
災害時におけるアマチュア無線に

よる情報収集等に関する協定書 

瀬戸アマチュア無線クラ

ブ 

災害情報の収集・伝

達の協力 

平成２５年 

１１月１５日 

46 
災害に係る情報発信等 

に関する協定 
ヤフー株式会社 

災害に係る情報発

信等 

平成２６年 

７月７日 

47 
災害時における地図製品等の供給

等に関する協定 
株式会社ゼンリン 地図製品等の支給 

平成２８年 

１１月１８日 

48 
災害時における家屋被害認定業務

に関する協定 

公益社団法人愛知県建築

士事務所協会 他３団体 

家屋被害認定調査

にかかる応援要請 

令和２年 

５月２９日 

49 災害時の支援活動に関する協定 
一般社団法人 

瀬戸青年会議所 
災害支援活動の協力 

令和２年 

１１月１６日 

50 
災害時における相互連携 

に関する協定 

中部電力パワーグリット

株式会社 

停電復旧作業等の

協力 

令和３年 

３月１２日 
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51 
災害発生時における防疫活動等に

関する協定 

公益社団法人愛知県ペス

トコントロール協会 

災害等の発生時に

おける防疫活動等 

令和３年 

１１月１２日 

 

 

【地方公共団体間の相互応援等に関する協定】 

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

51 災害応援に関する協定書 
尾張旭市、豊明市、日進市、

東郷町、長久手市 

応急措置等の相互

応援 

平成８年 

８月３０日 

52 

災害時相互応援に関する協定 

熊本県 長洲町 
災害発生時の相互

応援 

平成２９年 

５月４日 

53 宮城県 東松島市 
災害発生時の相互

応援 

平成２９年 

１１月１０日 

54 
宮城県 宮城郡 

七ヶ浜町 

災害発生時の相互

応援 

平成２９年 

１１月２１日 

55 
熊本県 上益城郡 

御船町 

災害発生時の相互

応援 

平成３０年 

４月２０日 

56 
愛知県東尾張地区における 

災害時相互応援協定 

春日井市、小牧市、尾張旭

市、豊明市、日進市、清須

市、北名古屋市、長久手市、

東郷町、豊山町 

災害発生時の相互

応援 

平成２９年 

７月３１日 

57 
災害応急対策活動の相互支援 

に関する協定 

福井県越前町、愛知県常滑

市、兵庫県丹波篠山市、岡

山県備前市、滋賀県甲賀市 

応急生活物資提供

等の相互応援 

平成２９年 

１２月２日 

58 
災害発生時における火葬場の相互

応援協力に関する協定 
名古屋市 他３０団体 

遺体の火葬、火葬場

の業務に必要な物

資等の提供・斡旋、

火葬場の業務に係

る人員の派遣等に

関し、相互に協力 

令和４年 

３月３１日 

59 
瀬戸市と天草市の交流連携 

に関する協定書 
熊本県 天草市 

災害発生時の連携

協力 

令和３年 

１０月１日 
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【消防の相互応援等に関する協定】  

№ 協定等名 締結団体 要旨 締結日 

60 
隣接市町との消防相互応援協定締

結状況 

尾張旭市、春日井市、豊田

市、名古屋市、尾三消防組

合、多治見市、土岐市 

隣接市町との消防

相互応援協定締結

状況 

- 

61 愛知県内広域消防相互応援協定 
市（２３）、町（６）、消防

の一部事務組合等（１２） 

県域内での消防相

互応援 

平成１５年 

４月１日 

62 
愛知県下高速道路における消防相

互応援協定 

市（１７）、町（１）、消

防の一部事務組合等（５） 

高速道路における

消防の相互応援 

平成３０年 

７月３１日 

63 
愛知県における航空機を用いた市

町村等の消防支援協定 

愛知県 

市、町、村 

愛知県による航空機

を用いた消防支援を

求めることに関し必

要事項を規定 

令和４年 

４月１日 
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資料３－１   自主防災組織の設置状況 
 

 

１ 瀬戸防火防災協会連合会（防火防災委員） 

連 区 人 員 
街頭消火器 
設置本数 

連  区 人 員 
街頭消火器 
設置本数 

道  泉 ３４    ８８ 品  野 ２６  ８３ 

深  川 ３７    ６６ 西  陵 ４２ ８９ 

古 瀬 戸 １７    ７４ 八 幡 台 ４１     ８４ 

東  明 １３ ６８ 原 山 台 １０    ５６ 

祖 母 懐 ２０   ８６ 萩 山 台 ３０ ６４ 

陶  原 ４４    １０８ 下 品 野 １８ ９７ 

長  根 ４４   １０８ 山  口 ２１ １３３ 

效  範 ６３ ２０２ 本 地 １５ ８４ 

水  南 ２０  １２１ 菱  野 １２ ４６ 

水  野 ２２ １３７ 新  郷 １８ ７９ 

２０ 連区  ５４７人    １,８７３本    

２ 瀬戸防火防災協会連合会（自主防災リーダー） 

連 区 人 員 連 区 人 員 

道  泉 １３ 品  野 ３９ 

深  川 ４ 西  陵 １７ 

古 瀬 戸 １７ 八 幡 台 ２８ 

東  明 ２１ 原 山 台 ９ 

祖 母 懐 １４ 萩 山 台 １２ 

陶  原 ３１ 下 品 野 １６ 

長  根 ３６ 山  口 １２ 

效  範 ３０ 本 地 １６ 

水  南 １３ 菱  野 １６ 

水  野 ２４ 新  郷 ７ 

２０ 連区     ３７６人    

３ 地域自警団 

名   称 人員 名   称 人員 

上半田川町自警団 １８ 片草町自警団   ４ 

下半田川町自警団 ２４ 白岩町自警団  ６ 

定光寺町自警団 １９     ５自警団 ７１人  

自主防災組織  

 

 

 

 

 

令和６年４月１日 現在 



資 3-1-2 

 

４ 瀬戸市女性防火クラブ協議会 

名 称          人員 名 称          人員 

定光寺町  女性防火クラブ ３３ 祖 母 懐   女性防火クラブ ２８ 

水  野  婦人防火クラブ １９ 西   陵   女性防火クラブ ２０ 

道   泉  女性防火クラブ ５２ 效   範  女性防火クラブ ３２ 

下 品 野   女性防火クラブ ２４   

７ 女性（婦人）防火クラブ  ２０８人 

５ 防災会 

名 称          人員 名 称          人員 

 末広町防災会   ７  朝日町防災会 １０ 

                                          ２  防災会    １７人 

 

名 称          人員 名 称          人員 

㈱成田製陶所本社工場自衛消 防 隊  ５ リ ン ナ イ ㈱ 瀬 戸 工 場 自 衛 消 防 隊 １０ 

㈱成田製陶所山口工場自衛消 防 隊  １４ 
品 野 ｾ ﾗ ﾐ ｯ ｸ ﾀ ｲ ﾙ 工 業 ㈱ 

自 衛 消 防 隊 
１０ 

東 芝 ラ イ フ ス タ イ ル ㈱ 

愛 知 事 業 所 自 衛 消 防 隊 
７ （株）ジェイテクトギヤシステム消防隊 １０ 

㈱ マ ル イ チ 自 衛 消 防 隊 ７ 富 士 特 殊 紙 業 ㈱ 自 衛 消 防 隊 １０ 

伊 藤 忠 セ ラ テ ッ ク ㈱ 

自 衛 消 防 隊 
２１ 河村電器産業㈱本地地区自衛消防隊 １７ 

河村電器産業㈱暁地区自衛消 防 隊 １７ 豊 田 合 成 ㈱ 瀬 戸 工 場 自 衛 消 防 隊 ５５ 

ホ ー ユ ー ㈱ 瀬 戸 工 場 自 衛 消 防 隊 ４４ テ ク ノ エ イ ト ㈱ 自 衛 消 防 隊 ６２ 

鈴 一 物 産 ㈱ 自 衛 消 防 隊 ６ 名 糖 産 業 ㈱ 瀬 戸 工 場 自 衛 消 防 隊 ７２ 

㈱ 東 濃 Ｌ Ｉ Ｘ Ｉ Ｌ 製 作 所 

瀬 戸 工 場 自 衛 消 防 団 
１２ リ ン ナ イ ㈱ 暁 工 場 自 衛 消 防 隊 １０ 

                                        １８ 自衛消防隊  ３８９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 瀬戸市自衛消防連絡協議会 
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資料３－２  自主防災組織設置推進要綱 
                          （昭和４９年６月４日愛知県防災会議決定）  

 

１ 趣旨  

    大規模災害が発生した場合には、火災の同時多発、道路の寸断、建物の

倒壊、河川の氾濫、消火栓施設の損壊等のため防災関係機関による消防防

災活動の機能が著しく減退することが考えられる。   

    このような事態に備えて、地震による被害の防止又は軽減を図るために

は、地域住民又は施設の関係者による自主的、組織的な防災活動に負うと

ころが大きい。   

    このため、地震による被害の防止又は軽減を図るため、地域住民又は施

設の関係者による自主的な防災組織の設置を推進するものとする。   

２ 設置推進機関  

    災害対策基本法第５条第２項に基づき、市町村が推進するものとする。 

   なお、防災関係機関は、有機的連携のもとに市町村の設置推進活動に積

極的に協力するものとする。   

３ 設置推進する自主防災組織  

⑴ 地域の自主防災組織  

住民の各地域における自発的な防災組織  

⑵ 施設の自主防災組織  

大規模な人的、物的被害が発生する危険性を有している施設の自発的

な防災組織  

４ 地域の自主防災組織の設置  

⑴ 自主防災組織の重点推進地区  

全県的に設置を推進するが、特に次の被災危険の高い地域に重点を置

いて推進を図るものとする。   

ア 木造家屋の集中している地域  

イ  消防水利の不足している地域  

ウ  道路事情等により消防活動の困難な地域  

エ 大雨等により災害の可能性が比較的高い地域  

⑵ 自主防災組織の規模  

地域の自主防災組織は、次の事項に留意して住民が防災活動を行う適

正な規模の地域を単位として設置を推進するものとする。   

ア 住民が連帯感に基づいて、防災活動を行うことが期待される規模で

あること。  

イ 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性を持っている地域で

あること。  
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⑶ 自主防災組織の組織づくり  

既存の町内会、自治会等の自治組織を自主防災組織として育成するこ

とを基本として、次のような方法等により組織づくりをするものとする。  

ア 町内会、自治会等の自治組織に町内会活動の一環としての防災活動

を組み入れることにより、自主防災組織として育成する。   

   イ   防犯協会、防火協会等何等かの防災活動を行っている組織の防災活

動の充実強化を図って自主防災組織として育成する。   

   ウ 婦人団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用

して自主防災組織として育成する。   

５ 施設の自主防災組織の設置  

⑴ 設置推進施設  

次の施設を対象に設置の推進を図るものとする。  

ア 高層建築物、地下街、劇場、百貨店、旅館、学校など多数の者が利

用する施設  

イ  危険物、高圧ガス、火薬類、毒劇物等の製造所、貯蔵所又は取扱所  

ウ 多数の従業員がいる事業所で組織的に防災活動を行う必要がある施設 

なお、法令により防火管理者等をおき、消防活動等を作成し、自衛

消防組織を設置している施設については、新たに自主防災組織の設置

の必要はなく、その防災活動の充実強化を図って自主防災体制を整備

するものとする。   

⑵ 複合用途施設の自主防災組織  

同一施設内に複数の事業所が所在する雑居ビル等の施設において、

個々の事業所が独自に自主防災組織を設置することが効率的でない場

合は、これらの事業所が共同して自主防災組織を設けることが望ましい。  

⑶ 防災責任者の設置  

施設の自主防災組織には、防災業務を推進する責任者として防災責任

者を置かせるものとする。ただし、法令に基づいてこれと同様の職務を

有する者が定められている場合は、その者をして防災責任者とすること

ができるものとする。   

６ 自主防災組織の連絡機構  

   地域の自主防災組織の区域内に施設の自主防災組織が存在する場合、又

は、同一施設に複数の自主防災組織が存在する場合には、これらの組織の

活動を調整するため連絡機構を設けることが望ましい。   

７ 自主防災組織の設置推進活動  

   市町村は、設置の推進を図るため防災関係機関との連携をはかりながら、

次の活動を実施する。  

⑴ 広報活動  

隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織の必要性を認識させ、あわ
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せて防災意識の高揚を図るための広報活動を実施する。   

⑵ 防災教育  

町内会長等地域の防災指導者及び施設の管理者を対象に、自主防災組

織の組織づくりを指導するとともに、災害並びに防災に関する知識の徹

底を図るための防災教育を実施する。   

また、地域での防災の予防・啓発に努め、いざというときに組織の中

心になって活動することができる自主防災組織リーダーの育成を図る。 

８ 自主防災組織に対する援助  

⑴ 市町村  

ア  自主防災組織が整備する防災資機材の備蓄に関し、積極的に援助に

努めるものとする。   

   イ   自主防災組織が実施する防災訓練に対し指導するとともに、訓練用

資機材の提供等援助に努めるものとする。   

⑵ 県  

市町村の自主防災組織の設置推進活動及び自主防災組織に対する援

助について、積極的に指導及び援助に努めるものとする。   

⑶ その他の防災関係機関  

市町村の自主防災組織の設置推進活動に対し、積極的に協力すること。 

 

 附 則  

この要綱は、昭和４９年６月４日から施行する。  

 

 附 則  

この要綱は、平成１３年５月３１から施行する。  
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資料３－３ 瀬戸市防災ボランティア受入体制等に関す
る実施要綱 

 

（趣  旨） 

第１ この要綱は、瀬戸市地域防災計画に基づき、大規模な災害が発生した場合

に備えて、防災ボランティアの受入体制、並びに活動機能等の円滑化を図る

ための必要事項を定めるものとする。 

 

（ボランティア本部の設置等） 

第２ 地域に大規模な災害が発生したときは、瀬戸市福祉健康センター（やすら

ぎ会館）等内に災害ボランティアセンターを次により設置するものとする。 

⑴ 災害ボランティアセンターの設置場所は、瀬戸市福祉健康センター（やす

らぎ会館）等のボランティアの受入れが実施しやすいところとする。  

⑵ 災害ボランティアセンターには、ボランティアの受付け及びオリエンテー

ションなどを行うために別図に示す基準に基づき備品等を配置し、十分な空

間を確保するように努めるものとする。   

⑶ 災害ボランティアセンターには、ボランティア活動の内容に応じて、別表

１に掲げる資機材を備えるよう努めるものとする。 

 

（コーディネーターの配置等） 

第３ ボランティア活動に対する統制、支援等を行うために災害ボランティアセ

ンターに地域コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）を次

により配置するものとする。 

⑴ 配置するコーディネーターの人数は、瀬戸市の人口から１０名を基準とし、

災害の規模やボランティアの参集状況等に応じて増減するものとする。  

⑵ コーディネーターは、自立的活動を原則として災害ボランティアセンター

において、他のコーディネーターと連携を図り、個人又は団体ボランティア

及び外部ボランティアの受入れを行うものとする。  

⑶ コーディネーターは、災害対策本部から被害状況及び応急対策に関わる情

報を把握し、別表２に示す被災者等からの支援要請の適否を判断し、受入れ

たボランティアを派遣するものとする。    

⑷ コーディネーターは、ボランティアに対しボランティア活動終了時の災害

ボランティアセンターへの報告、活動記録等の提出を義務付けるものとする。 

⑸ コーディネーターは、災害ボランティアセンターの人員が不足するときは、

受入れたボランティアの中からアシスタントを確保する。また、必要に応じ

て災害対策本部と調整を図り広域ボランティア支援本部等に応援を要請す

るものとする。                         

⑹ コーディネーターは、復旧状況等の進展にともない、災害対策本部との調

整を図り、ボランティアの撤退についての判断を行うものとする。 
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（ボランティアの携行品等） 

第４ ボランティアの主な個人携行品として、別表３に掲げる資材を参考とする
ものとする。 

 

（平常時のボランティアの組織の推進等） 

第５ 市は、ボランティア組織の育成と活動の支援に努め、防災意識の高揚を図

るとともに、次により平常時におけるボランティアの登録等の受付体制等を

整備するものとする。 

⑴ 防災ボランティアとしての登録については、５名以上の団体単位を原則と

する。 

⑵ 防災ボランティアの登録は、次に掲げる窓口で行うものとする。 

ア 瀬戸市社会福祉協議会 

イ 瀬戸市市長直轄組織危機管理課 

⑶ 前項の登録窓口には、次に掲げる書類を整理しておくものとする。 

ア 防災ボランティア登録名簿 

イ 応援依頼票 

ウ 受付票（個人用） 

エ 受付票（団体用） 

オ 活動記録票 

２ 市は、災害発生時に備えて、各種ボランティア団体間のネットワーク化に努

めるものとする。 

３ 市は、県等が主催するボランティアのコーディネーター研修会等に、ボラン

ティア団体のリーダー等を派遣し、コーディネーターの養成に努めるものとす

る。 

 

（雑  則） 

第６ この要綱に定めるもののほか、ボランティアの受入れ、活動等に関して必

要なことが生じた場合は、別に定めるものとする。 

 

附  則 

  この要綱は、平成９年７月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、平成２５年１１月１５日から施行する。 

   附  則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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  附  則 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表 １  災害ボランティアセンターに必要な資機材 

     必要資機材 備         考 

 被災地域の地図 
 全体が見える「道路地図」と個々の家がわかる 

 「住宅地図」の両方 

 コピー、簡易印刷機  書類の大量配布が必要 

 パソコン  パソコン等ＯＡ機器 

 仮設電話  通話が安定 

 ＦＡＸ  在宅ボランティア等との連絡に使用できる 

 携帯電話  戸外での活動は極めて多い 

 トランシーバー  近距離の連絡に使用できる 

 ラジオかテレビ  情報源 

 長机、いす  

 スタッフジャンバー  市民と共同作業時の目印・認識 

 腕章  同    上 

 名刺  あて名印刷用シートを利用してもよい 

 ポストイットカード  「簡易受付システム」で不可欠、日常でも重宝 

 事務用品一式  

 懐中電灯・乾電池  

 自転車  錠・鍵と荷台付きのもの 

 バイク  荷台付き 

 軽トラックか軽バン  移動事務所にもなる 

 ヘルメット  危険回避のため作業には必要 

 軍手  ボランティア予備用 

 マスク  ホコリ、アスベスト防止用 

 工具類  スコップ、バール、トラロープ他 

 救急箱、医薬品  

 非常食  

 紙コップ、紙皿  

 割り箸  

 宿泊用具  

 暖房器具  
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別表 ２      ボランティア活動の被災者支援予測ニ－ズ 

 

予測ニーズ 摘  要 予測ニーズ 摘  要 

 家屋診断   安否確認  市から依頼 

 引っ越し   安否確認  身障連依頼 

 カーボランティア   保育  

 
 シート張り   カウンセラー  

 
 屋内片付け   マッサージ  

 
 屋外片付け   洗濯  

 
 物資仕分け   散髪  

 
 警備   メール便  連 絡 等       

 衣類仕分け   常駐  留 守 番 等       

 仮設風呂   物資調達  衣 料 品 等       

 施設風呂   炊き出し  

 
 介護他   ふろ炊き  

 
 義援金手伝い   その他  介 護 類       

 本部事務手伝い   市からの依頼  

 

                    ボランティアニーズの分類（参考） 

 

ボランティアニーズ 
   最適なボランティアの種類 

 （ボランティアの分類パターン） 
活 動 内 容 活動期間 

 専門性・特殊性低い 
短期 

長期 

   一般ボランティア（日帰り） 

   一般ボランティア（長期滞在） 

 専門性・特殊性高い 
短期 

長期 

  組織力、実行力、専門的能力を 

  有するボランティア 

  （注）県ボランティア受け入れネットワーク化に関する報告書参考 
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別表 ３    ボランティアの主な個人携行品           

 

持 参 携 行 品        備 考              

 健康保険証の写し  

 デイパック等  ウエストポーチなどでもよい 

 雨具等  レインコートがよい 

 マスク  ホコリ防止用 

 帽子  防寒、危害防止 

 軍手  

 携帯ラジオ  

 懐中電灯  小型のものでよい。ただし夜間作業は少ない 

 常備薬  

 タオル  

 小銭とテレホンカード  

 弁当  

 水筒  

 携行非常食料と水  

 ポケット灰皿  

 ごみ袋等  帰宅時にごみを片づけるため 

 携帯電話等   

 リチウムイオンバッテリー  携帯電話等の充電用 

 その他  
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応援依頼票 
 

 

Ｎｏ．  受付日   年  月（ ） 

  記入者 

応援依頼票 

応
援
依
頼
者 

名 前 

ふりがな 

 

住 所 〒 

連 絡 先 ☎               （自宅・携帯電話） 

依
頼
用
件 

依頼内容 
 

 

必要人員  

活動期間     月  日（ ）～     月  日（ ） 

活
動
場

所 

住 所 
 

 

交通手段 
 

 

対 応 
受理  送致（         ）へ 

調整できず    保留    不受理 

備 考  

 

       依頼把握担当のコーディネーターが記入する欄 
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災害ボランティア個人受付カード 
 

※2 回目以降の受付の方は、太枠内のみ記入して下さい。       No.       

受付年月日 年    月    日（   ） 

フリガナ 
 

生
年
月
日 

昭和 ・ 平成 

  年  月  日（   歳） 
氏  名 

 

携 帯 

電話番号 
－   － 

性 

別 

男 ・ 女 

ボランティア 

活動保険の加入  

1．加入済  ⇒   月   日頃に（        社協で加入） 

2．未加入  ⇒  加入手続きをして下さい。 

※保険未加入者には活動の紹介ができません 

 

フリガナ  

住 所 

〒   －    

自宅電話番号 －   － Mail 
 

緊急連絡先 
氏

名 
（続柄   ） 電話 －   － 

血 液 型 Ａ ・ Ｂ ・ Ｏ ・ ＡＢ（RH ＋ ・ －  不明） 

職 業 
□会社員  □大学生  □高校生  □主婦  □自営業 

□公務員  □（     社協職員）  □その他（       ） 

資 格 

□医師  □看護師  □保健師  □保育士  □救命救急士 

□ホームヘルパー  □運転免許所（□普通 □大型 □自二） 

□その他（             ） 

特 技 
□電気工事  □自動車・自転車修理  □地理／土地勘 

□パソコン  □イラスト  □その他（             ） 

活動予定期間 月   日  ～   月   日 

※特段の必要に応じて災害ボランティアセンターから連絡を行うなどの目的以外には使用しません。 

また、災害ボランティアセンターが責任を持って保管・管理いたします。 

※【備考】 
 

※受付担当者 ※保管担当者 
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災害ボランティア団体受付カード 

No.       

受付年月日 年    月    日（   ） 

フリガナ  女性   名 

男性   名 

合計 

名 団体名 
 

フリガナ  携 帯 

電話番号 
－   － 

代表者名 
 

Mail  

住 所 

自宅 ・ 会社 ・ 社協 ・ 学校 ・ その他（        ） 

〒   －     

 

TEL   －   －    

緊急連絡先 

住 所 

自宅 ・ 会社 ・ 社協 ・ 学校 ・ その他（        ） 

〒   －     

 

TEL   －   －    

緊急連絡先 氏名 （     ） 

緊急連絡先 

電 話 番 号 
           －     －        （     ） 

Mail 
 

ボランティア 

活動保険の加入  

1．加入済  名 ⇒   月   日頃に（       社協で加入） 

2．未加入  名 ⇒  加入手続きをして下さい。 

※保険未加入者には活動の紹介ができません 

活動予定期間 月   日  ～   月   日 

※特段の必要に応じて災害ボランティアセンターから連絡を行うなどの目的以外には使用しません。また、災

害ボランティアセンターが責任を持って保管・管理いたします。 

 

 

※【備考】 ※受付担当者 ※保管担当者 
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ボランティア活動記録 
 

 

Ｎｏ．  受付日  月  日（ ） 

  記入者 

活動記録 

活
動
参
加
者 

受付番号 
 

名 前 

ふりがな 

 

主
な
活
動
内
容 

活動内容  

活動期間     月  日（ ）～     月  日（ ） 

活動場所  

延 長 の 

必 要 性 

 

どちらか一方に○ 

１ 活動を延長すべき 

２ 活動を延長する必要なし 

 

 
問 題 点  

改善策・感想  

備 考  

 

      ボランティア団体の代表者、又はボランティア本人が記入する欄 
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資料３－４ 瀬戸市災害時協力事業所登録制度実施
要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害等が発生した際及び平常時に災害等の発生に備えて実

施する訓練、準備等において、保有する施設、資器材、組織力等を消防機関及

び地域の救援、訓練活動等に提供する事業所等を登録し、災害に強いまちづく

りを推進することを目的とした、瀬戸市災害時協力事業所登録制度（以下「制

度」という。）の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 事業所等 市内に店舗、工場、事業所、営業所、活動拠点等を有する法人

その他の団体をいう。 

(2) 災害 火災、地震災害、台風、風水害、車両事故等の地域住民の生命、身

体及び財産に危険を及ぼすおそれのあるものをいう。 

（登録手続） 

第３条 制度の趣旨に賛同し、登録しようとする事業所等の代表者は、瀬戸市災

害時協力事業所登録（変更）届（第１号様式）を消防長に提出しなければなら

ない。登録内容を変更するときも同様とする。 

２ 消防長は、前項に規定する届の提出があった場合、登録することが適当であ

ると認めたときは、当該事業所等の代表者に瀬戸市災害時協力事業所登録証（第

２号様式。以下「登録証」という。）及び表示証を交付するものとする。 

（協力項目） 

第４条 前条第２項の登録証の交付を受けた事業所（以下「登録事業所」という。）

は、次に掲げる内容の協力を可能な範囲で実施するものとする。 

(1) 平常時において地域で実施する内容は、次のとおりとする。 

ア 地域の防災訓練への参加 

イ 地域の防災に関する会合等への参加 

ウ 清掃等地域活動への参加 

エ 地域活動に対する事業所等の施設の提供 

オ その他、地域との連携強化上必要な協力 

(2) 災害時において、自らの判断で消防及び地域と連携して実施する内容は次

のとおりとする。 

ア 初期消火、救出救護、障害物の除去等の組織力提供 

イ 食料品、飲料水等の物資提供 

ウ 資器材等の貸出 

エ 一時避難場所等の提供 

オ その他、防災上必要な協力 
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２ 消防長は、災害時において登録事業所に前項第２号に規定する協力を要請する

ことができる。 

（登録事業所の公表） 

第５条 消防長は、登録事業所の名称、所在地等を市ホームページその他の広報

媒体を活用して公表するものとする。 

２ 登録事業所は、自らが瀬戸市災害時協力事業所であることを、ロゴ等を含め

名刺等の印刷物に自由に表示することができるものとする。 

（経費負担） 

第６条 第４条第１項の規定による協力項目（以下「協力項目」という。）の実施

に要した費用は、当該協力項目を実施した登録事業所が負担するものとする。

ただし、第４条第２項に規定する消防長の要請による救援活動の費用について

は、消防本部及び登録事業所が協議し、消防本部がこれを負担することが適当

であると認められる場合に限り、これを負担するものとする。 

（登録期間） 

第７条 登録事業所の登録期間は、登録証の交付の日から２年間とする。なお、

登録事業所から次条第１項第３号の規定による登録抹消の申出がない場合に

ついては、その期間満了日の翌日からさらに２年間延長するものとし、以後も

同様とする。 

（登録の抹消） 

第８条 消防長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事

業所の登録を抹消するものとする。 

(1)  廃業又は休止等により防災協力の意思が確認できないとき。 

(2) 登録事業所を第三者に譲渡し、又は売買し、引き続き防災協力の意思が確認

できないとき。 

(3) 瀬戸市災害時協力事業所登録抹消届（第３号様式）を消防長に提出し、登

録事業所の登録の抹消を申し出たとき。 

(4) その他登録事業所を登録しておくことが適当でないと消防長が認めたと

き。 

２ 前項の規定により、登録が抹消された事業所等は、速やかに登録証及び表示

証を消防長に返還しなければならない。 

（情報の交換） 

第９条 消防本部及び登録事業所は、協力項目に関し、必要に応じて情報の交換

を行うものとする。 

（庶務） 

第 10条 登録等に関する庶務は、消防本部予防課が行う。 

（委任） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。 
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附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年３月２８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年１０月１９日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

瀬戸市災害時協力事業所登録（変更）届 

 

 

 

（宛先）瀬 戸 市 消 防 長  

   年   月   日 

 

事 業 所 名 称
ふ り が な

：※２                            

代表者職・氏名
ふ り が な

：                             

事 業 所 住 所：                             

事業所電話番号：                             

事業所ＦＡＸ番号：                             

担当部署・氏名：                             

 

 

当事業所は、「瀬戸市災害時協力事業所」として、下表 により瀬戸市または瀬戸市民の

災害対応に協力します。 

 

平常時 災害時物資提供 災害時一時避難場所等提供 

 地域防災訓練参加  食料品（レトルト食品、米等）  駐車場 

 地域防災関係会合参加  飲料（缶、ペットボトル等）  グラウンド 

 清掃等地域活動の参加  医薬品等（薬品、おむつ等）  体育館 

 地域活動への施設提供  日用品等（タオル、軍手等）  会議室 

 その他  衣類・生活用品等（服等）  消防水利 

災害時組織力提供  寝具等（布団、毛布、枕等）  その他 

 初期消火活動  仮設物等（トイレ、風呂等） ※ 提供施設の所在地 

 負傷者の救護活動  資器材（バール、重機等）  

 避難誘導  電化製品（ラジオ、照明等） 

 障害物除去  アウトドア用品等（自転車等） 

 特殊技能者派遣  学用品等（文具、鞄等） 

 その他  その他 

 

 

登録番号 
※１ 
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第２号様式（第３条関係） 

 

登 録 番 号 

 

 

 

瀬戸市災害時協力事業所登録証 
 

（事業所名） 

（代 表 者）            様 

 

貴事業所（団体）は、瀬戸市災害時協力事業

所登録制度実施要綱第４条の登録要件に適合

していると認められますので、瀬戸市災害時協

力事業所登録証を交付いたします。 

 

（協力内容） 

 

 

年  月  日 

 

       瀬戸市消防長 ○○○○印  
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第３号様式（第８条関係） 

瀬戸市災害時協力事業所登録抹消届 

 

 

 

 

 

（宛先）瀬 戸 市 消 防 長  

 

   年   月   日 

 

事 業 所 名 称
ふ り が な

：※２                            

代表者職・氏名
ふ り が な

：                             

事 業 所 住 所：                             

事業所電話番号：                             

事業所ＦＡＸ番号：                             

担当部署・氏名：                             

 

 

 

瀬戸市災害時協力事業所の登録を抹消したいので申し出ます。 

登録抹消の際には、登録証及び表示証を返還いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録番号 
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表示証（第３条関係） 
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瀬戸市災害時協力事業所登録制度 登録事業所一覧 

1 2 3 4

事業所名 大橋運輸㈱ 直水建設
特別養護老人ホーム
たんぽぽ菱野の里

登録日 H29.4.14 H29.4.14 H29.4.14 R4.5.26 登録抹消

所在地 瀬戸市西松山町2-260 瀬戸市品野町6-1228-1 瀬戸市南菱野町128-1

地域防災訓練参加 ○

地域防災関係会合参加 ○

清掃等地域活動への参加 ○

地域活動への施設提供 ○ ○

その他

初期消火活動 ○

負傷者の救護活動 ○ ○

避難誘導 ○

障害物除去 〇

特殊技能者派遣 ○

その他 〇

食料品(レトルト、米等) ○

飲料(缶、ペットボトル) ○

医薬品等(薬品、おむつ等) ○

日用品等(タオル、軍手等)

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等)

資器材(バール、重機等)

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他 〇

駐車場 ○ ○

グラウンド

体育館

会議室 ○

消防水利

その他 〇

・災害時、弊社ガソリン
スタンドに於いて消防
車両等への軽油の提
供

・ドローンによる偵察、
ドローンを使用した捜
索等

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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5 6 7 8

事業所名 瀬戸ガス水道㈱ ㈱水野モータース ㈱成清トランスポート ㈱瀬戸自動車学校

登録日 H29.5.17 H29.5.19 H29.5.23 H29.5.30

所在地 瀬戸市弁天町83 瀬戸市品野町7-153-2 瀬戸市山の田町147-1 瀬戸市紺屋田町65-18

地域防災訓練参加

地域防災関係会合参加

清掃等地域活動への参加

地域活動への施設提供 ○ 〇

その他

初期消火活動 ○ ○

負傷者の救護活動 ○ ○

避難誘導 ○ ○

障害物除去 ○ ○

特殊技能者派遣 ○ 〇

その他 ○

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル)

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等)

衣類・生活用品(服等) ○

寝具等(布団、毛布) ○

仮設物等(トイレ、風呂等) ○

資器材(バール、重機等) ○ ○

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他 ○

駐車場 ○ ○ ○

グラウンド

体育館

会議室 ○

消防水利

その他 ○

・ライフラインの確保
（水道・排水・ガス等）
に特化しており、避難
所設営等が可能
・提供資器材：コンプ
レッサー
・提供重機：ホイール
ローダー、バックホー
（ＯＰ含む）等

・提供資器材：ジャッキ
・提供重機：リフト（OP
付）

・平常時の協力内容
は、必要に応じて調整
・駐車場は教習所内の
全体（災害時のみ）

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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9 10 11 12

事業所名 信和建設㈱ フラワー美容室 (有)丸起産業 ㈱こだま

登録日 H29.5.31 H29.5.31 H29.6.1 H29.6.14

所在地 瀬戸市山の田町200 瀬戸市泉町13-8 瀬戸市高根町2-90-1 瀬戸市新田町19

地域防災訓練参加 ○ ○

地域防災関係会合参加 ○ ○

清掃等地域活動への参加 ○ ○

地域活動への施設提供

その他 ○

初期消火活動

負傷者の救護活動

避難誘導 ○

障害物除去 ○ ○

特殊技能者派遣 ○ ○ 〇

その他

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル) ○

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等) ○

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等)

資器材(バール、重機等) ○ ○

電化製品(ラジオ、照明) ○

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他

駐車場 ○

グラウンド

体育館

会議室 ○

消防水利

その他

・提供資器材：スコッ
プ、バール
・提供重機：バックホ
ウ、クレーン付４ｔトラッ
ク
・県・市の防災協定に
基づく要請を優先

・美容師派遣
H2910.12協力内容変
更

・小型無人飛行機の操
縦技術指導

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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13 14 15 16

事業所名 ㈱尾張東部放送 ㈱中外陶園 ㈱名古屋銀行瀬戸支店 富士特殊紙業㈱

登録日 H29.6.22 H29.7.6 H29.7.18 H29.7.19

所在地 瀬戸市栄町45パルティせと1F 瀬戸市薬師町50 瀬戸市陶原町1-1 瀬戸市暁町3-143

地域防災訓練参加 ○ ○

地域防災関係会合参加 ○ ○

清掃等地域活動への参加 ○

地域活動への施設提供 ○

その他 ○

初期消火活動 ○

負傷者の救護活動 ○

避難誘導 ○

障害物除去

特殊技能者派遣

その他 ○

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル)

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等) ○

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等)

資器材(バール、重機等) ○

電化製品(ラジオ、照明) ○

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他 ○ ○

駐車場 ○ ○ ○

グラウンド

体育館

会議室 ○

消防水利

その他 ○

情報提供その他 ・提供物資　　段ボー
ル
・提供施設所在地
　薬師町1番地　Ｍ
パーク駐車場

・日用品：軍手
・資器材：フォークリフト
（OP不足時は提供可
能）

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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25 26 27 28

事業所名
㈱月昇天

ティア新瀬戸
㈲坂石材

河村電器産業㈱
本社・暁工場

登録日 H29.11.30 H30.1.26 R4.9.30　登録抹消 H30.2.16

所在地 瀬戸市川西町1-113 瀬戸市若宮町3-110-2 瀬戸市暁町3-86

地域防災訓練参加 ○ ○

地域防災関係会合参加 ○ ○ ○

清掃等地域活動への参加 ○ ○

地域活動への施設提供 ○

その他

初期消火活動 ○

負傷者の救護活動

避難誘導

障害物除去 ○

特殊技能者派遣 〇

その他

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル) ○

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等)

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等)

資器材(バール、重機等) ○

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他

駐車場 ○ ○

グラウンド

体育館

会議室

消防水利

その他 ○

・飲料水500ml50本
・ウーロン茶20本（ビ
ン）

・災害時館内トイレ使
用可
・駐車場に仮設トイレ
設置可

・クレーン車３ｔ
・１・５ｔトラック
・１・５ｔフォークリフト
※OP含む

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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29 30 31 32

事業所名
河村電器産業㈱

本地工場

学校法人南山学園
聖霊高等学校
聖霊中学校

聖カピタニオ
女子高等学校

三洋電陶㈱

登録日 H30.2.16 H30.5.22 H30.6.4 H30.6.29

所在地 瀬戸市山の田町155 瀬戸市せいれい町2 瀬戸市西長根町137 瀬戸市柳ケ坪町92

地域防災訓練参加 ○

地域防災関係会合参加 ○ ○

清掃等地域活動への参加 ○ ○

地域活動への施設提供

その他 ○

初期消火活動

負傷者の救護活動

避難誘導

障害物除去

特殊技能者派遣 〇

その他

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル)

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等) ○

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等) ○

資器材(バール、重機等) 　　○※1

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他

駐車場 ○ ○

グラウンド ○ ○

体育館

会議室

消防水利 ○

その他

・グラウンドを利用した
ドローン訓練への協力

※1資器材：フォークリ
フト（OPあり）

・飲料不可の井戸水
(停電時は発動機で可
動)

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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33 34 35 36

事業所名
コメダ珈琲
瀬戸山口店

㈱成田製陶所
本社工場

㈱成田製陶所
山口工場

㈱成田製陶所
穴田工場

登録日 H30.7.4 H30.7.20 H30.7.20 H30.7.20

所在地 瀬戸市今林町395 瀬戸市道泉町70 瀬戸市大坂町333 瀬戸市穴田町973

地域防災訓練参加

地域防災関係会合参加

清掃等地域活動への参加

地域活動への施設提供 ○※1 ○※1 ○※1

その他

初期消火活動

負傷者の救護活動

避難誘導

障害物除去

特殊技能者派遣 〇 〇 〇

その他

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル)

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等)

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等) ○※2 ○※2 ○※2

資器材(バール、重機等) ○※3 ○※3 ○※3

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他

駐車場 ○ ○ ○ ○

グラウンド

体育館

会議室 ○ ○ ○

消防水利

その他

※1工場敷地を防災訓
練などで使用可能。

※2仮設物：工場内の
既設トイレが使用可
能。

※3資器材：AED、
フォークリフト（OP含
む）、移動式消防ポン
プ

※1工場敷地を防災訓
練などで使用可能。

※2仮設物：工場内の
既設トイレが使用可
能。

※3資器材：AED、
フォークリフト（OP含
む）、移動式消防ポン
プ

※1工場敷地を防災訓
練などで使用可能。

※2仮設物：工場内の
既設トイレが使用可
能。

※3資器材：AED、
フォークリフト（OP含
む）、移動式消防ポン
プ

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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37 38 39 40

事業所名 天理教東尾分教会 鈴一物産㈱ 法務省瀬戸少年院

登録日 H30.9.5 H30.11.26 R4.10.3　登録抹消 H31.2.13

所在地 瀬戸市八幡町271 瀬戸市弁天町72 瀬戸市東山町14

地域防災訓練参加 ○

地域防災関係会合参加 ○

清掃等地域活動への参加 ○

地域活動への施設提供

その他

初期消火活動

負傷者の救護活動

避難誘導

障害物除去

特殊技能者派遣

その他

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル) ○

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等)

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等)

資器材(バール、重機等)

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他 ○

駐車場

グラウンド ○

体育館

会議室

消防水利

その他 ○※1

・LPガス容器等
・ウォーターサーバー
及び水ボトル

※1家庭寮（施設敷地
内の１戸建の建物。寝
具類・電気・ガス・水
道・トイレ・風呂あり。）

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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41 42 43 44

事業所名 瀬戸パークホテル
眼鏡市場
瀬戸店

ネッツトヨタ中京㈱
瀬戸店

名古屋トヨペット㈱
瀬戸店

登録日 H31.3.19 R1.6.11 R1.8.23 R1.8.28

所在地 瀬戸市深川町11 瀬戸市陶原町6-8 瀬戸市小坂町146 瀬戸市見付町37

地域防災訓練参加 ○

地域防災関係会合参加 ○ ○

清掃等地域活動への参加 ○

地域活動への施設提供

その他

初期消火活動 ○

負傷者の救護活動 ○

避難誘導 ○

障害物除去 ○

特殊技能者派遣

その他

食料品(レトルト、米等) ○ ○

飲料(缶、ペットボトル) ○

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等)

衣類・生活用品(服等) ○

寝具等(布団、毛布) ○

仮設物等(トイレ、風呂等)

資器材(バール、重機等)

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他 〇

駐車場 ○ ○ ○ ○

グラウンド

体育館

会議室 ○

消防水利

その他 ○ ○ ○

・その他は施設利用可 ・トヨタプリウスＰＨＶ等
の充電スタンド（Ｇス
テーション）使用提供

・トヨタプリウスＰＨＶ等
の充電スタンド（Ｇス
テーション）使用提供
・AEDの設置（店舗内）

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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45 46 47 48

事業所名 ㈱岩田清掃
名糖産業㈱
瀬戸工場

㈱ナリタテクノ

登録日 R1.11.5 R3.2.25登録抹消 R2.2.4 R2.6.23

所在地 瀬戸市山の田町43-303 瀬戸市南山口町1-1 瀬戸市上陣屋町20

地域防災訓練参加 ○

地域防災関係会合参加

清掃等地域活動への参加

地域活動への施設提供

その他

初期消火活動

負傷者の救護活動

避難誘導

障害物除去 ○

特殊技能者派遣

その他

食料品(レトルト、米等) ○

飲料(缶、ペットボトル) ○

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等) ○

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等) ○（トイレ）

資器材(バール、重機等) 〇（バール、その他）

電化製品(ラジオ、照明) 〇（照明、その他）

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等) ○

その他

駐車場 ○ ○ 〇

グラウンド

体育館

会議室 ○ 〇

消防水利 ○

その他

　

資機材（バール、AED、
フォークリフト）
電化製品（照明、送風
機、スポットクーラー）
※平日7：00～17：30
までの対応。但し駐車
場は利用可能。

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
所
等
提
供

基
本
情
報
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49 50 51 52

事業所名 誠美社工業㈱ ㈱赤羽コンクリート ㈲赤津オイル商会 ㈱レクビィ

登録日 R2.9.15 R2.12.11 R3.6.11 R3.8.11

所在地 瀬戸市暁町3-91 瀬戸市穴田町983 瀬戸市すみれ台3-7 瀬戸市品野町3-3

地域防災訓練参加 〇

地域防災関係会合参加 〇

清掃等地域活動への参加

地域活動への施設提供

その他 〇

初期消火活動 〇

負傷者の救護活動

避難誘導 〇

障害物除去 〇

特殊技能者派遣 〇 〇

その他

食料品(レトルト、米等)

飲料(缶、ペットボトル)

医薬品等(薬品、おむつ等)

日用品等(タオル、軍手等)

衣類・生活用品(服等)

寝具等(布団、毛布)

仮設物等(トイレ、風呂等) 〇（トイレ）

資器材(バール、重機等) 〇 〇（リフト、バール）

電化製品(ラジオ、照明)

アウトドア用品(自転車等)

学用品(文具、鞄等)

その他

駐車場 〇 〇

グラウンド

体育館

会議室

消防水利 〇

その他 〇

重機による障害物除
去（重機操作員の派遣
含む）
資機材提供（バール・
重機等）
災害時一時避難場所
として駐車場の貸出

リフトによる障害物除
去（リフト操作員の派
遣含む）
資機材提供（バール・
重機等）
コンクリート対応防災
訓練（資材、場所の提
供）

キャンピングカー展
示車両内の利用

※提供施設所在地：
レクビィステーション
（品野町1-126-1）
「道の駅瀬戸しなの」隣接

№

上記具体的内容
独自の取組等等

平
常
時

災
害
時
組
織
力
提
供

災
害
時
物
資
提
供

災
害
時
一
時
避

難
場
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供
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資料３－５ 地区防災計画一覧 
 

番号  連区名  地区団体名等  計画名  策定年月  

１  品野連区  品野連合自治会  品野連合自治会地区防災計画 令和２年９月 

２  菱野連区  菱野連区自治会  菱野連区自治会地区防災計画 令和２年１２月 

３  新郷連区  新郷連区自治会  新郷連区自治会地区防災計画 令和３年１月 

４  本地連区  本地連区自治会  本地連区自治会地区防災計画 令和５年４月 

５  古瀬戸連区  古瀬戸連区自治連合会  古瀬戸連区地区防災計画 令和５年１１月 

６  原山台連区  原山台連区自治会  原山台連区自治会地区防災計画 令和５年１２月 

7 下品野連区  下品野連区自治会  下品野連区地域防災計画 令和６年８月 
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地区防災計画提案の手引き 

令和２年１２月２１日  

瀬戸市市長直轄組織 

  危 機 管 理 課    

１ 地区防災計画制度とは 

これまで災害対策は、国や都道府県、市町村などの公的機関が防災計画を定

め、それぞれのレベルで防災活動を実施してきました。 

しかし、東日本大震災において、自助、共助及び公助が連携することによっ

て大規模広域災害後の災害対策がうまく働くことが強く認識されました。 

その教訓を踏まえて、平成２５年の災害対策基本法改正では、自助及び共助

に関する規定がいくつか追加されました。その際、地域コミュニティにおける

共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事

業者（以下、「地区居住者等」といいます。）が行う自発的な防災活動に関する

「地区防災計画制度」が新たに創設されました（平成２６年４月１日施行）。 

地区防災計画制度では、地区居住者等が作成した地区防災計画の素案を瀬戸

市地域防災計画へ定めるよう瀬戸市防災会議会長（市長）に対して提案を行う

ことができます。これを計画提案といいます。 

２ 計画提案の流れ 

 提案者 瀬戸市 瀬戸市防災会議 

地区防災計画の

提案・審議 

 

⑴提案書・素案

の提出 

 

 

 

 

審 議 結 果 の  

受 理  
 

 

⑵提案書・素案

の受理 

 

事 前 確 認 

 

⑷審議結果の

通知 
 

 

 

 

 

⑶防災会議での審

議 

 

 

 

 

地域防災計画 

への反映 

 

 

 

 

防災活動の実

践 
 

 

 

⑸計画反映処理 

 

計画反映完了 

 

ホームページ

等掲載 
 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災計画に
定める必要が 
ない場合 

地域防災計画に定める
必要がある場合 
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⑴ 提案書・素案の提出 

  地区防災計画を作成した場合、次の提出書類を市役所の危機管理課に

提出し、計画提案を行ってください。 

 【提出書類】 

 提出書類 備考 

１ 地区防災計画提案書（様式１） 紙媒体（１部） 

２ 地区防災計画の素案 紙媒体（１部）とＰＤＦデータ 

３ 
当該地区居住者等であること

を証明する書類 

個人の場合：住民票 

      運転免許証の写し 

等 

法人の場合：登記事項証明書 

４ 
計画作成に当たり合意形成を

行った過程がわかる資料 

会議の議事録や会議日程、参加者が

わかる資料等（地区防災計画の素案

に記載があれば省略できます） 

 ⑵ 提案書・素案の受理及び事前確認 

   原則として、毎年瀬戸市防災会議の開催月の２か月前の月末までに受

理した提案書・素案について、危機管理課で事前確認をした上で瀬戸市

防災会議に付議します。 

⑶ 瀬戸市防災会議での審議 

作成された地区防災計画は、瀬戸市防災会議で瀬戸市地域防災計画に 

定める必要があるかどうか審議されます。 

主な審議項目は次のとおりです。 

・瀬戸市地域防災計画に抵触していないこと 

・計画作成に関して地区居住者等の間で合意や理解がなされていること 

 ⑷ 審議結果の通知 

瀬戸市防災会議において瀬戸市地域防災計画に定める必要があるか 

  否かを判断し、必要がないと判断した場合のみ、様式２によりその旨及 

び理由を提案代表者へ通知します。 

 ⑸ 瀬戸市地域防災計画への反映 

  ① 瀬戸市防災会議において瀬戸市地域防災計画に定める必要がある

と認められたときは、瀬戸市地域防災計画の資料編に地区防災計画名や策

定年月等を掲載します。 

  ② 瀬戸市地域防災計画に定められた地区防災計画は、個人情報等の非

公開情報について掲載可否を確認した上で、市公式ホームページに掲

載させていただきます。 
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【記載例】 

  資料〇－〇 地区防災計画一覧 

番号 連区名 地区団体名等 計画名 策定年月 

１ 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇地区防災計画 令和〇年〇月 

 

 

⑹ 計画の更新 

  地区居住者等は、活動の検証等を踏まえ、計画の見直しを行うことが 

重要です。見直した内容によっては、再度、「２ 計画提案の流れ」に 

沿って手続きを行うことになる場合もあることから危機管理課にご相 

談ください。 
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様式１ 

  年  月  日  

（宛先） 

瀬戸市防災会議会長 

 瀬戸市長 

（ 提 案 代 表 者 ） 

地区防災計画提案書 

災害対策基本法第４２条の２に基づき、瀬戸市地域防災計画に下記のとお

り地区防災計画を定めることを提案します。 

記 

１ 計画名称等  

「〇〇地区防災計画」 

〇〇〇年〇月策定 

２ 提案者 

住所・所在地 氏名・法人名 

  

  

  

  

  

３ 添付書類 

 ⑴ 地区防災計画の素案 

 ⑵ 資格証明書類 

・住民票等（提案者が個人の場合） 

  ・登記事項証明書等（提案者が法人の場合） 

   

４ 問い合わせ先 
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様式２ 

 

  年  月  日  

（提案代表者） 様 

瀬戸市防災会議会長 

瀬戸市長 

審議結果通知書 

 災害対策基本法第４２条の２に基づき、  年 月 日付け提案をされた

地区防災計画について、  年度瀬戸市防災会議にて審議された結果を下記

のとおり通知します。 

記 

１ 計画素案名称等 

名 称  

策 定 年 月  

２ 審議結果 

 ⑴ 実施日 

    

    

 ⑵ 審議結果及び理由 
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資料４－１  高層建築物 
 

令和６年４月１日 現在 

（単位：棟）  

    階別 

連区別 
11階 12階 13階 14階 15階 合  計 

道   泉 ３ 
 

   ３ 

深   川 １ １    ２ 

古 瀬 戸       

東   明       

祖 母 懐       

陶   原 ２ １ ２ ２ １ ８ 

長   根     ２ ２ 

效   範 ４ １ １ １ ２ ９ 

水   南 １ １ １ ４ 
 

７ 

水   野 １     １ 

下 品 野       

品   野       

山   口        

西   陵        

原 山 台 １     １ 

萩 山 台      
 

八 幡 台      
 

本  地 １     １ 

菱  野     １ １ 

新  郷  １    １ 

合  計 １４ ５ ４ ７ ６ ３６ 
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資料４－２  危険物施設等施設数一覧 
 

令和６年４月１日 現在 

（単位：棟）  

 施設別 危険物施設 液化石油

ガス施設 

毒物劇物 

施  設 
合計 

連区別 製造所 貯蔵所 取扱所 

道  泉   ７ １  ３６    ４４ 

深 川   ２    ３１  １  ３４  

古瀬戸   ２  ３ ５４    ５９ 

東 明   １５  １１  ８５  ４ １１５ 

祖母懐   ２  
 

４４  
 

４６  

陶 原   ６  ４  ５０  
 

６０ 

長 根   １６  １０  ８１   １０７ 

效 範   ７  ５  ７０    ８２ 

水 南   ６ ６  ４４ １  ５７  

水 野 １  ４５  １８  ８９ ３  １５６  

下品野  ２ １８  ８  ９４ １  １２３ 

品 野   １２  ３  ６９   ８４  

山 口  ４ ６ １０７  １１７ 

西 陵    ６  ６ 

原山台      ０ 

萩山台      ０ 

八幡台      ０ 

本地 
 

２０ ８ ５４ ５ ９４ 

菱野  ３０ １３ ６２ ５ １１４ 

新郷  ２ ２ ４０  ４８ 

合 計 ３  １９４ ９９  １，０３０ ２０ １,３４６ 
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資料４－３  液化石油ガス等貯蔵施設 
 

 

令和６年４月１日 現在 

 

 

 

 

事 業 所 名        所 在 地           貯 蔵 量      備考 

㈱丸美瀬戸燃料 川北町１丁目１番地 １７，５００㎏ 液化石油ガス 

㈱成田セラミック 

バーナー工業 
穴田町９７３番地 １１０，０００㎏ 液化石油ガス 

鈴一物産㈱ 弁天町８番地 
５０，０００㎏ 

３０，０００㎏ 
液化石油ガス 

豊田合成㈱ 惣作町１４１番地 ２１，９２３㎏ 液化天然ガス 
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資料４－４  放射性同位元素取扱事業所 
 

 

令和６年４月１日 現在 

事業所名 所 在 地 

公立陶生病院組合 瀬戸市西追分町１６０ 

公益財団法人科学技術交流財団 〃 南山口町２５０番３ 
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資料４－５  急傾斜地崩壊危険区域指定箇所 
令和６年４月１日 現在 

            （法律に基づき県知事が指定したもの） 

番号 箇所番号 指定番号 箇 所 名 目  標 
地域要件 

人家 工事 
勾配 長さ 高さ 

１ 110330 2 東権現 御嶽神社東 48 30 5 9 完了 

２ 110287 24 須原 陶祖公園西 40 160 12 9 完了 

３ 110280 37 紺屋田 
富士特殊紙業㈱

瀬戸寮東 
50 75 10 5 完了 

４ 110303 55 進陶 小金神社東 30 82 13 14 完了 

５ 110344 63 東吉田 瀬戸モータース西 80 224 15 21 完了 

６ 110296 64 仲切（Ⅰ） 忠霊塔南 50 185 10 29 完了 

７ 110300 128 藤四郎 陶祖公園東 50 95 17 6 未 

８ 110295 129 仲切（Ⅱ） 忠霊塔北 35 40 7 8 完了 

９ 110312 253 東郷 小島商店南 45 109 10 15 一部完了 

１０ 110227 386 上半田川町前田 榎戸橋東 85 345 23 20 完了 

１１ 110348 453 水無瀬町 瀬戸警察署南東 55 60 8 8 完了 

１２ 110263 457 落合町 久雲寺西 36 440 26 32 一部完了 

１３ 110298 478 古瀬戸町Ⅱ 古瀬戸小学校西 52 195 9 13 完了 

１４ 110255 510 水北町（Ⅰ） 山畑大橋北 46 210 11 13 完了 

１５ 
110243, 

210119 
561 

片草町－1 

片草町－2 
片草町民会館北東 52 320 22 6 完了 

１６ 110341 610 
西吉田町 

見付町 
光國寺北西 51 129 10 19 一部完了 

（注）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

      愛知県建築基準条例に基づく災害危険区域にも指定 
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資料４－６  地すべり防止区域 

 
令和６年４月１日 現在 

市町村名 箇所名 所 在 地 
地すべり防止区域の概要 

面積（ｈａ） 人家数 公共的建物数 

瀬戸市 山 手 瀬戸市山手町 5.73 35  
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資料４－７ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策に関する法律による土砂災害警戒区域等
の指定箇所一覧     令和６年４月１日 現在 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

1 
上松山町二丁目－５－１  

（２０４－Ｋ－００１）  

上松山町 

二丁目 
急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H18.9.26 

2 
上松山町二丁目－５－２  

（２０４－Ｋ－００２）  

上松山町 

二丁目 
急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H18.9.26 

3 
上松山町一丁目－１－１  

（２０４－Ｋ－００３）  

上松山町 

一丁目 
急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H18.9.26 

4 
上松山町二丁目－１－２ 

（２０４－Ｋ－００４）  

上松山町 

一丁目 
急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H18.9.26 

5 
城ヶ根町－１－１  

（２０４－Ｋ－００６）  
城ヶ根町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H18.9.26 

6 
城ヶ根町－１－２  

（２０４－Ｋ－００ 7-1） 
城ヶ根町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H26.5.30再

指定 

7 
坊金町－１－１  

（２０４－Ｋ－００８）  
坊金町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H18.9.26 

8 
坊金町－１－２  

（２０４－Ｋ－００９）  
坊金町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H18.9.26 

9 
水北町 

（２０４－Ｋ－０１０）  
水北町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H19.8.28 

10 
水北町－１０  

（２０４－Ｋ－０１１）  
水北町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

11 
下陣屋町Ⅱ 

（２０４－Ｋ－０１２）  
下陣屋町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

12 
下陣屋町－２  

（２０４－Ｋ－０１３）  
下陣屋町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

13 
三沢町－１ 

（２０４－Ｋ－０１４）  
三沢町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

14 
三沢町１丁目  

（２０４－Ｋ－０１５）  
三沢町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

15 
八王子町 

（２０４－Ｋ－０１６）  
八王子町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

16 
八王子町－２Ａ  

（２０４－Ｋ－０１７）  
八王子町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

17 
八王子町－２Ｂ  

（２０４－Ｋ－０１８）  
八王子町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

18 
水北洞 

（２０４－Ｄ－００１）  
水北町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
H19.8.28 

19 
曽野町（Ⅰ）Ａ  

（２０４－Ｋ－０１９）  
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

20 
曽野町（Ⅰ）Ｂ  

（２０４－Ｋ－０２０） 
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所 H21.3.17 
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番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

21 
曽野町－１７  

（２０４－Ｋ－０２１）  
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

22 
曽野町Ⅱ 

（２０４－Ｋ－０２２）  
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

23 
曽野町－１３  

（２０４－Ｋ－０２３）  
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

24 
曽野町ⅠＡ 

（２０４－Ｋ－０２４）  
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

25 
曽野町ⅠＢ 

（２０４－Ｋ－０２５）  
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

26 
曽野町－１５  

（２０４－Ｋ－０２６）  
曽野町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

27 
赤津町－１ 

（２０４－Ｋ－０２７）  
赤津町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

28 
長谷口町－１  

（２０４－Ｋ－０２８）  
長谷口町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

29 
名鉄白坂バス停北  

（２０４－Ｋ－０２９）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

30 
白坂町－６ 

（２０４－Ｋ－０３０）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

31 
白坂町－１ 

（２０４－Ｋ－０３１）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

32 
白坂町－３ 

（２０４－Ｋ－０３２）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

33 
白坂町－２ 

（２０４－Ｋ－０３３）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

34 
白坂町－４ 

（２０４－Ｋ－０３４）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

35 
白坂町－５Ａ  

（２０４－Ｋ－０３５）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

36 
白坂町－５Ｂ  

（２０４－Ｋ－０３６）  
白坂町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

37 
中畑町Ａ 

（２０４－Ｋ－０３７）  
凧山町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

38 
中畑町Ｂ 

（２０４－Ｋ－０３８）  
凧山町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

39 
太子町 

（２０４－Ｋ－０３９）  
太子町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

40 
塩草町－２ 

（２０４－Ｋ－０４０）  
塩草町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H21.3.17 

41 
塩草町－２ 

（２０４－Ｋ－０４１）  
塩草町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 



 

資 4-7-3 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

42 
塩草町－２ 

（２０４－Ｋ－０４２）  
塩草町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

43 
西山路町－２  

（２０４－Ｋ－０４３）  
西山路町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

44 
西山路町－３  

（２０４－Ｋ－０４４）  
西山路町 急傾斜地 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

45 
産砂川 

（２０４－Ｄ－００２）  
曽野町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

46 
山干川 

（２０４－Ｄ－００３）  
曽野町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

47 
八王子沢 

（２０４－Ｄ－００４）  
長谷口町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

48 
尋所洞 

（２０４－Ｄ－００５）  
白坂町 土石流  ○ × 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

49 
西山路沢（右支川）  

（２０４－Ｄ－００６）  
西山路町  土石流  ○ × 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

50 
西山路沢（左支川）  

（２０４－Ｄ－００７）  
西山路町  土石流  ○ × 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

51 
西山路洞 

（２０４－Ｄ－００８）  
西山路町  土石流  ○ × 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

52 
中山路川 

（２０４－Ｄ－００９）  
西山路町  土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  H21.3.17 

53 
鹿乗町－２ 

（２０４－Ｋ－０４５）  
十軒町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

54 
鹿乗町－３ 

（２０４－Ｋ－０４６）  
十軒町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

55 
十軒町－８ 

（２０４－Ｋ－０４７）  

みずの坂３

丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

56 
十軒町－４ 

（２０４－Ｋ－０４８  
十軒町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

57 
十軒町－１ 

（２０４－Ｋ－０４９）  
十軒町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

58 
内田町１丁目（Ⅰ）Ａ  

（２０４－Ｋ－０５０）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

59 
内田町１丁目（Ⅰ）Ｂ  

（２０４－Ｋ－０５１）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

60 
内田町－２ 

（２０４－Ｋ－０５２  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 



 

資 4-7-4 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

61 
内田町１丁目（Ⅱ）Ａ  

（２０４－Ｋ－０５３）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

62 
内田町１丁目（Ⅱ）Ｂ  

（２０４－Ｋ－０５４）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

63 
内田町１丁目（Ⅱ）Ｃ  

（２０４－Ｋ－０５５）  

内田町１丁

目 

急 傾 斜 地

の崩壊 
〇 〇 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

64 
内田町－４ 

（２０４－Ｋ－０５６）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

65 
内田町１丁目（Ⅲ）Ａ  

（２０４－Ｋ－０５７）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

66 
内田町１丁目（Ⅲ）Ｂ  

（２０４－Ｋ－０５８）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

67 
内田町１丁目（Ⅲ）Ｃ  

（２０４－Ｋ－０５９）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

68 
内田町－３ 

（２０４－Ｋ－０６０）  

内田町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

69 
水北町－１ 

（２０４－Ｋ－０６１）  
水北町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

70 
水北町（Ⅰ）Ａ  

（  ２０４－Ｋ－０６２） 
水北町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

71 
水北町（Ⅰ）Ｂ  

（  ２０４－Ｋ－０６３） 
水北町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

72 
水北町（Ⅰ）Ｃ  

（  ２０４  －Ｋ－０６４  
水北町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

73 
水北町（Ⅰ）Ｄ  

（  ２０４－Ｋ－０６５） 
水北町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

74 
余床町－２ 

（２０４－Ｋ－０６６）  
余床町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

75 
余床町－１ 

（２０４－Ｋ－０６７）  
余床町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

76 
余床町Ａ 

（２０４－Ｋ－０６８）  
余床町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

77 
余床町Ｂ 

（２０４－Ｋ－０６９）  
余床町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

78 
庄内川第２支川  

（  ２０４－Ｄ－０１０） 
鹿乗町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

79 
庄内川第３支川  

（  ２０４－Ｄ－０１１） 
鹿乗町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 



 

資 4-7-5 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

80 
水野川第１支川  

（  ２０４－Ｄ－０１２） 
十軒町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

81 
十軒洞 

（２０４－Ｄ  －０１３） 
十軒町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

82 
十軒沢 

（２０４－Ｄ－０１４）  
十軒町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

83 
水野川第２支川  

（  ２０４－Ｄ－０１５） 

三沢町１丁

目 
土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

84 
余床川第２支川  

（  ２０４－Ｄ－０１６） 
余床町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

85 
余床川 

（２０４－Ｄ  －０１７） 
余床町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H22.11.26 

86 
上品野町Ａ 

（２０４－Ｋ－０７０） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

87 
上品野町Ｂ 

（２０４－Ｋ－０７１） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

88 
上品野町（Ⅱ）Ａ 

（２０４－Ｋ－０７２） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

89 
上品野町（Ⅱ）Ｂ 

（２０４－Ｋ－０７３） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

90 
上品野町－１ 

（２０４－Ｋ－０７４） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

91 
白岩町－２ 

（２０４－Ｋ－０７５） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

92 
白岩町－４ 

（２０４－Ｋ－０７６） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

93 
上品野町－８ 

（２０４－Ｋ－０７７） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

94 
上品野町（Ⅲ） 

（２０４－Ｋ－０７８） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

95 
上品野町－２Ａ 

（２０４－Ｋ－０７９） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

96 
上品野町－２Ｂ 

（２０４－Ｋ－０８０） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

97 
上品野町－２Ｃ 

（２０４－Ｋ－０８１） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

98 
上品野町－３ 

（２０４－Ｋ－０８２） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 



 

資 4-7-6 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

99 
上品野町－４Ａ 

（２０４－Ｋ－０８３） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

100 
上品野町－４Ｂ 

（２０４－Ｋ－０８４） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

101 
日の出町－１ 

（２０４－Ｋ－０８５） 
日ノ出町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

102 
日の出町－３ 

（２０４－Ｋ－０８６） 
日ノ出町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

103 
日の出町－４ 

（２０４－Ｋ－０８７） 
日ノ出町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

104 
定光寺町－２ 

（２０４－Ｋ－０８８） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

105 
定光寺町－１８ 

（２０４－Ｋ－０８９） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

106 
定光寺町－３ 

（２０４－Ｋ－０９０） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

107 
定光寺町 

（２０４－Ｋ－０９１） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

108 
下半田川町－２ 

（２０４－Ｋ－０９２） 
下半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

109 
下半田川町－３ 

（２０４－Ｋ－０９３） 
下半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

110 
下半田川町－１ 

（２０４－Ｋ－０９４） 
下半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

111 
上半田川町 

（２０４－Ｋ－０９５） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

112 
上半田川町（Ⅰ） 

Ａ（２０４－Ｋ－０９６） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

113 
上半田川町（Ⅰ） 

Ｂ（２０４－Ｋ－０９７） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

114 
上半田川町（Ⅰ） 

Ｃ（２０４－Ｋ－０９８） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

115 
上半田川町－２ 

（２０４－Ｋ－０９９） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

116 
前 田 Ａ 

（２０４－Ｋ－１００） 
前田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

117 
前 田 Ｂ 

（２０４－Ｋ－１０１） 
前田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 



 

資 4-7-7 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

118 
白岩町Ａ 

（２０４－Ｋ－１０２） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

119 
白岩町Ｅ 

（２０４－Ｋ－１０３） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

120 
白岩町Ｃ 

（２０４－Ｋ－１０４） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

121 
白岩町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１０５） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

122 
白岩町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１０６） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

123 
白岩町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１０７） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

124 
白岩町－１Ｃ 

（２０４－Ｋ－１０８） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

125 
白岩町Ｄ 

（２０４－Ｋ－１０９） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

126 
広之田町－２ 

（２０４－Ｋ－１１０） 
広之田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

127 
北丘町－５ 

（２０４－Ｋ－１１１） 
北丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

128 
北丘町－６ 

（２０４－Ｋ－１１２） 
北丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

129 
落合町－２ 

（２０４－Ｋ－１１３） 
落合町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

130 
落合町 

（２０４－Ｋ－１１４） 
落合町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

131 
品野町－４ 

（２０４－Ｋ－１１５） 
落合町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

132 
品野町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１１６） 
落合町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

133 
品野町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１１７） 
落合町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

134 
品野町－１Ｃ 

（２０４－Ｋ－１１８） 
落合町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

135 
品野町－１Ｄ 

（２０４－Ｋ－１１９） 
広之田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

136 
広之田町 

（２０４－Ｋ－１２０） 
広之田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 



 

資 4-7-8 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

137 
品野町－２ 

（２０４－Ｋ－１２１） 

品野町８丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

138 
品野町８丁目 

（２０４－Ｋ－１２２） 

品野町８丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

139 
穴田町－５ 

（２０４－Ｋ－１２３） 
穴田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

140 
ゆりの台 

（２０４－Ｋ－１２４） 
ゆりの台 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

141 
すみれ台４丁目 

（２０４－Ｋ－１２５） 

すみれ台４

丁目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

142 
西山町１丁目－１ 

（２０４－Ｋ－１２６） 

西山町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

143 
下陣屋町ⅠＡ 

（２０４－Ｋ－１２７） 
上陣屋町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

144 
下陣屋町ⅠＢ 

（２０４－Ｋ－１２８） 
上陣屋町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

145 
窯神町Ａ 

（２０４－Ｋ－１２９） 
窯神町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

146 
窯神町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１３０） 
窯神町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

147 
窯神町 

（２０４－Ｋ－１３１） 
窯神町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

148 
     仲切（Ⅰ）Ａ 

（２０４－Ｋ－１３２） 
仲切町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

149 
     仲切（Ⅰ）Ｂ 

（２０４－Ｋ－１３３） 
仲切町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

150 
古瀬戸町ⅠＣ 

（２０４－Ｋ－１３４） 
古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

151 
古瀬戸町ⅠＢ 

（２０４－Ｋ－１３５） 
古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

152 
古瀬戸町ⅠＡ 

（２０４－Ｋ－１３６） 
古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

153 
藤四郎Ｃ 

（２０４－Ｋ－１３７） 
藤四郎 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

154 
藤四郎Ａ 

（２０４－Ｋ－１３８） 
藤四郎 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

155 
藤四郎Ｂ 

（２０４－Ｋ－１３９） 
藤四郎 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 



 

資 4-7-9 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

156 
東古瀬戸町Ａ 

（２０４－Ｋ－１４０） 
東古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

157 
東古瀬戸町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１４１） 
東古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

158 
東古瀬戸町Ｃ 

（２０４－Ｋ－１４２） 
東古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

159 
東拝戸町Ａ 

（２０４－Ｋ－１４３） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

160 
東拝戸町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１４４） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

161 
東拝戸町Ｃ 

（２０４－Ｋ－１４５） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

162 
東拝戸町Ｄ 

（２０４－Ｋ－１４６） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

163 
東拝戸町Ｅ 

（２０４－Ｋ－１４７） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

164 
東拝戸町Ｆ 

（２０４－Ｋ－１４８） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

165 
東拝戸町Ｇ 

（２０４－Ｋ－１４９） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

166 
東拝戸町Ｈ 

（２０４－Ｋ－１５０） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

167 
東拝戸町－４ 

（２０４－Ｋ－１５１） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

168 
西拝戸町 

（２０４－Ｋ－１５２） 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

169 
東拝戸町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１５３） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

170 
東拝戸町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１５４） 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

171 
西拝戸町－６ 

（２０４－Ｋ－１５５） 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

172 
西拝戸町－５ 

（２０４－Ｋ－１５６） 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

173 
西拝戸町－２ 

（２０４－Ｋ－１５７） 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

174 
西拝戸町－１ 

（２０４－Ｋ－１５８） 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 



 

資 4-7-10 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

175 
東古瀬戸町－１ 

（２０４－Ｋ－１５９） 
東古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

176 
古瀬戸町ⅡＢ 

（２０４－Ｋ－１６０） 
古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

177 
古瀬戸町ⅡＣ 

（２０４－Ｋ－１６１） 
古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

178 
古瀬戸町ⅡＡ 

（２０４－Ｋ－１６２） 
古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

179 
古瀬戸町ⅡＤ 

（２０４－Ｋ－１６３） 
古瀬戸町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

180 
王子沢町 

（２０４－Ｋ－１６４） 
王子沢町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

181 
寺本町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１６５） 
寺本町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

182 
寺本町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１６６） 
寺本町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

183 
王子沢町－１ 

（２０４－Ｋ－１６７） 
王子沢町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

184 
王子沢町－２ 

（２０４－Ｋ－１６８） 
王子沢町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

185 
仲洞町東洞町Ａ 

（２０４－Ｋ－１６９） 
仲洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

186 
仲洞町東洞町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１７０） 
王子沢町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

187 
仲洞町東洞町Ｃ 

（２０４－Ｋ－１７１） 
東洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

188 
仲洞町東洞町Ｇ 

（２０４－Ｋ－１７２） 
仲洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

189 
仲洞町東洞町Ｈ 

（２０４－Ｋ－１７３） 
仲洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

190 
仲洞町東洞町Ｆ 

（２０４－Ｋ－１７４） 
仲洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

191 
仲洞町東洞町Ｅ 

（２０４－Ｋ－１７５） 
仲洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

192 
仲洞町東洞町Ｄ 

（２０４－Ｋ－１７６） 
仲洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

193 
東洞町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１７７） 
東洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 
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番
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名称 指定の区域 

土砂災害の
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なる自然現

象の種類 

土砂災
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警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

194 
東洞町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１７８） 
東洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

195 
東町－１ 

（２０４－Ｋ－１７９） 
東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

196 
東町Ａ 

（２０４－Ｋ－１８０） 
東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

197 
東町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１８１） 
東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

198 
東町－２Ａ 

（２０４－Ｋ－１８２） 
東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

199 
東町－２Ｂ 

（２０４－Ｋ－１８３） 
東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

200 
南東町－１ 

（２０４－Ｋ－１８４） 
南東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

201 
南東町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１８５） 
南東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

202 
南東町Ａ 

（２０４－Ｋ－１８６） 
南東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

203 
西洞町－１ 

（２０４－Ｋ－１８７） 
西洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

204 
西洞町Ｃ 

（２０４－Ｋ－１８８） 
西洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

205 
西洞町Ｂ 

（２０４－Ｋ－１８９） 
西洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

206 
西洞町Ａ 

（２０４－Ｋ－１９０） 
西洞町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

207 
中山町東 

（２０４－Ｋ－１９１） 
中山町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

208 
東郷町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１９２） 
東郷町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

209 
東郷町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１９３） 
東郷町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

210 
東郷 

（２０４－Ｋ－１９４） 
東郷町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

211 
仲郷町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１９５） 
仲郷町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

212 
仲郷町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１９６） 
東郷町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 
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213 
仲郷町－１Ｃ 

（２０４－Ｋ－１９７） 
仲郷町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

214 
中山町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－１９８） 
中山町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

215 
中山町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－１９９） 
中山町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

216 
春雨町－１ 

（２０４－Ｋ－２００） 
春雨町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

217 
萩殿町４丁目 

（２０４－Ｋ－２０１） 

萩殿町４丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

218 
萩殿町４丁目Ａ 

（２０４－Ｋ－２０２） 

萩殿町４丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

219 
萩殿町４丁目Ｂ 

（２０４－Ｋ－２０３） 

萩殿町４丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

220 
萩殿町４丁目Ｃ 

（２０４－Ｋ－２０４） 

萩殿町４丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

221 
萩殿町３丁目（Ⅱ）Ａ 

（２０４－Ｋ－２０５） 

萩殿町３丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

222 
萩殿町３丁目（Ⅱ）Ｂ 

（２０４－Ｋ－２０６） 

萩殿町３丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

223 
宝ヶ丘町－４Ａ 

（２０４－Ｋ－２０７） 
宝ヶ丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

224 
宝ヶ丘町－４Ｂ 

（２０４－Ｋ－２０８） 
宝ヶ丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

225 
宝ヶ丘町－１ 

（２０４－Ｋ－２０９） 
宝ヶ丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

226 
原山台７丁目－１ 

（２０４－Ｋ－２１０） 

原山台７丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

227 
八幡台９丁目－１ 

（２０４－Ｋ－２１１） 
今林町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

228 
凧山町－３Ａ 

（２０４－Ｋ－２１２） 
凧山町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

229 
凧山町－３Ｂ 

（２０４－Ｋ－２１３） 
凧山町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

230 
凧山町－３Ｃ 

（２０４－Ｋ－２１４） 
凧山町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

231 
南東町Ｃ 

（２０４－Ｋ－２１５） 
南東町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 
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232 
白岩二の南沢 

（２０４－Ｄ－０１８） 
白岩町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

233 
金地川 

（２０４－Ｄ－０１９） 
上品野町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

234 
上品野六の沢 

（２０４－Ｄ－０２０） 
上品野町  土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

235 
楠洞川 

（２０４－Ｄ－０２１） 
上品野町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

236 
上品野七の沢 

（２０４－Ｄ－０２２） 
上品野町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

237 
水野川第８支川 

（２０４－Ｄ－０２３） 
上品野町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

238 
水野川第７支川 

（２０４－Ｄ－０２４） 
上品野町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

239 
大戸下川（水野川第６支川） 

（２０４－Ｄ－０２５） 
上品野町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

240 
上品野四の沢 

（２０４－Ｄ－０２６） 
上品野町  土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

241 
上本沢 

（２０４－Ｄ－０２７） 
上本町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H25.3.22 

242 
苔宮洞（蛇ヶ洞川第２支川） 

（２０４－Ｄ－０２８） 
上半田川町  土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

243 
大石本川 

（２０４－Ｄ－０２９） 
上半田川町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

244 
蛇ヶ洞川第４支川 

（２０４－Ｄ－０３０） 
下半田川町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

245 
定光寺一の沢 

（２０４－Ｄ－０３１） 
定光寺町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

246 
定光寺１の沢 

（２０４－Ｄ－０３２） 
定光寺町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

247 
寺前川 

（２０４－Ｄ－０３３） 
落合町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

248 
水野川第１２支川 

（２０４－Ｄ－０３４） 
白岩町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

249 
穴田沢 

（２０４－Ｄ－０３５） 
穴田町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

250 
拝戸川支川 

（２０４－Ｄ－０３６） 
西拝戸町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 
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251 
寺本川第３支川 

（２０４－Ｄ－０３７） 
東町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

252 
寺本川第４支川 

（２０４－Ｄ－０３８） 
中山町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

253 
寺本川第２支川 

（２０４－Ｄ－０３９） 
中山町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

254 
寺本川第１支川 

（２０４－Ｄ－０４０） 
中山町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

255 
東茨川第１支川 

（２０４－Ｄ－０４１） 
萩殿町４丁目 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

256 
東茨川第４支川 

（２０４－Ｄ－０４２） 
宝ヶ丘町  土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H26.3.18 

257 
上松山町－１ 

（２０４－Ｋ－２１６） 

上松山町２丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

258 
北松山町１丁目Ａ 

（２０４－Ｋ－２１７） 

北松山町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

259 
北松山町１丁目Ｂ 

（２０４－Ｋ－２１８） 

北松山町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

260 
西松山町２丁目 

（２０４－Ｋ－２１９） 

西松山町１丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

261 
背戸側町 

（２０４－Ｋ－２２０） 
背戸側町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

262 
仲切（Ⅱ） 

（２０４－Ｋ－２２１） 
仲切町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

263 
萩殿町－１ 

（２０４－Ｋ－２２２） 
萩殿町３丁目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

264 
萩殿町２丁目－２ 

（２０４－Ｋ－２２３） 
萩殿町２丁目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

265 
須原Ａ 

（２０４－Ｋ－２２４） 
須原町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

266 
須原Ｂ 

（２０４－Ｋ－２２５） 
須原町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

267 
須原町Ｂ 

（２０４－Ｋ－２２６） 
須原町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

268 
須原町Ａ 

（２０４－Ｋ－２２７） 
須原町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

269 
紺屋田町－６ 

（２０４－Ｋ－２２８） 
紺屋田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 
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270 
紺屋田 

（２０４－Ｋ－２２９） 
紺屋田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

271 
紺屋田町－１ 

（２０４－Ｋ－２３０） 
紺屋田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

272 
紺屋田町－３ 

（２０４－Ｋ－２３１） 
紺屋田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

273 
紺屋田町－４Ａ 

（２０４－Ｋ－２３２） 
紺屋田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

274 
紺屋田町－４Ｂ 

（２０４－Ｋ－２３３） 
紺屋田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

275 
紺屋田町－２ 

（２０４－Ｋ－２３４） 
紺屋田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

276 
萩殿町２丁目 

（２０４－Ｋ－２３５） 
春雨町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

277 
五位塚町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－２３６） 
五位塚町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

278 
五位塚町－１Ｃ 

（２０４－Ｋ－２３７） 
五位塚町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

279 
五位塚町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－２３８） 
五位塚町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

280 
五位塚町－１Ｄ 

（２０４－Ｋ－２３９） 
五位塚町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

281 
東古瀬戸町－２ 

（２０４－Ｋ－２４０） 
五位塚町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

282 
幡野町 

（２０４－Ｋ－２４２） 
幡野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

283 
水無瀬町 

（２０４－Ｋ－２４３） 
水無瀬町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

284 
水無瀬町・見付町 

（２０４－Ｋ－２４４） 
水無瀬町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

285 
西吉田町見付町Ｃ 

（２０４－Ｋ－２４５） 
見付町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

286 
西吉田町見付町Ｂ 

（２０４－Ｋ－２４６） 
見付町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

287 
西吉田町見付町Ｄ 

（２０４－Ｋ－２４７） 
見付町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

288 
西吉田町見付町Ａ 

（２０４－Ｋ－２４８） 
西吉田町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 



 

資 4-7-16 

 

番
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土砂災害の
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務所 

指定年月日 

289 
秋葉町－１ 

（２０４－Ｋ－２４９） 
秋葉町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

290 
東吉田 

（２０４－Ｋ－２５０） 
東吉田町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

291 
水無瀬町－１ 

（２０４－Ｋ－２５１） 
水無瀬町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

292 
熊野町 

（２０４－Ｋ－２５２） 
原山町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

293 
熊野町－３ 

（２０４－Ｋ－２５３） 
熊野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

294 
原山町 

（２０４－Ｋ－２５４） 
原山町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

295 
熊野町－１ 

（２０４－Ｋ－２５５） 
熊野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

296 
東権現町ＩＤ 

（２０４－Ｋ－２５６） 
熊野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

297 
東権現町ＩＡ 

（２０４－Ｋ－２５７） 
東権現町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

298 
東権現町ＩＣ 

（２０４－Ｋ－２５８） 
東権現町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

299 
東権現町ＩＢ 

（２０４－Ｋ－２５９） 
東権現町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

300 
東権現 

（２０４－Ｋ－２６０） 
東権現町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

301 
東権現町ⅡＢ 

（２０４－Ｋ－２６１） 
東権現町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

302 
東権現町ⅡＡ 

（２０４－Ｋ－２６２） 
東権現町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

303 
西茨町－１ 

（２０４－Ｋ－２６３） 
西茨町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

304 
上ノ切町－１ 

（２０４－Ｋ－２６４） 
上ノ切町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

305 
東茨町－２ 

（２０４－Ｋ－２６５） 
東茨町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

306 
東茨町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－２６６） 
東茨町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

307 
東茨町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－２６７） 
萩殿町２丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 



 

資 4-7-17 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

308 
東茨町－３ 

（２０４－Ｋ－２６８） 
東茨町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

309 
東印所沢 

（２０４－Ｄ－０４３） 
東印所町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

310 
紺屋田沢 

（２０４－Ｄ－０４４） 
紺屋田町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

311 
瀬戸川支川 

（２０４－Ｄ－０４５） 
熊野町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

312 
西茨川 

（２０４－Ｄ－０４６） 
東権現町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

313 
萩殿一の沢 

（２０４－Ｄ－０４７） 
萩殿町４丁目 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H27.3.20 

314 
片草町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－２６９） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

315 
片草町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－２７０） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

316 
片草町－１Ｃ 

（２０４－Ｋ－２７１） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

317 
片草町Ａ 

（２０４－Ｋ－２７２） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

318 
片草町Ｂ 

（２０４－Ｋ－２７３） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

319 
片草町Ｃ 

（２０４－Ｋ－２７４） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

320 
片草町－３２Ａ 

（２０４－Ｋ－２７５） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

321 
片草町－３２Ｂ 

（２０４－Ｋ－２７６） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

322 
片草町－２ 

（２０４－Ｋ－２７７） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

323 
片草町－３ 

（２０４－Ｋ－２７８） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

324 
片草町－７ 

（２０４－Ｋ－２７９） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

325 
片草町－３３ 

（２０４－Ｋ－２８０） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

326 
東松山町－１ 

（２０４－Ｋ－２８１） 
東松山町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 



 

資 4-7-18 
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327 
東松山町（Ⅱ） 

（２０４－Ｋ－２８２） 
東松山町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

328 
東松山町（Ⅳ） 

（２０４－Ｋ－２８３） 
東松山町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

329 
小金町 

（２０４－Ｋ－２８４） 
小金町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

330 
小金町－１ 

（２０４－Ｋ－２８５） 
小金町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

331 
進陶町Ａ 

（２０４－Ｋ－２８７） 
進陶町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

332 
進陶 

（２０４－Ｋ－２８９） 
進陶町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

333 
一里塚町 

（２０４－Ｋ－２９０） 
一里塚町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

334 
一里塚町中山町 

（２０４－Ｋ－２９１） 
一里塚町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

335 
川合町 

（２０４－Ｋ－２９２） 
川合町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

336 
川合町－２ 

（２０４－Ｋ－２９３） 
川合町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

337 
片草一の沢 

（２０４－Ｄ－０４８） 
片草町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

338 
日の出川 

（２０４－Ｄ－０４９） 
片草町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

339 
日の出川支川 

（２０４－Ｄ－０５０） 
片草町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

340 
片草四の沢 

（２０４－Ｄ－０５１） 
片草町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

341 
一里塚第３支川 

（２０４－Ｄ－０５２） 
川合町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

342 
一里塚支川 

（２０４－Ｄ－０５３） 
川合町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

343 
中山沢 

（２０４－Ｄ－０５４） 
中山町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H27.6.30 

344 
中品野町―１ 

（２０４－Ｋ－２９５） 
中品野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

345 
井山町―２ 

（２０４－Ｋ－２９６） 
井山町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 
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346 
鳥原町―１ 

（２０４－Ｋ－２９７） 
鳥原町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

347 
鳥原町―２ 

（２０４－Ｋ－２９８） 
鳥原町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

348 
鳥原町 

（２０４－Ｋ－２９９） 
鳥原町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

349 
品野町―６Ａ 

（２０４－Ｋ－３００） 

品野町三丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

350 
品野町―６Ｂ 

（２０４－Ｋ－３０１） 

品野町三丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

351 
品野町―５Ａ 

（２０４－Ｋ－３０２） 

品野町三丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

352 
品野町―５Ｂ 

（２０４－Ｋ－３０３） 

品野町三丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

353 
品野町３丁目Ａ 

（２０４－Ｋ－３０４） 

品野町三丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

354 
品野町３丁目Ｂ 

（２０４－Ｋ－３０５） 

品野町三丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

355 
窯町―６ 

（２０４－Ｋ－３０６） 
窯町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

356 
窯町―５ 

（２０４－Ｋ－３０７） 

品野町五丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

357 
窯町―３ 

（２０４－Ｋ－３０８） 
窯町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

358 
窯町―１ 

（２０４－Ｋ－３０９） 
窯町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

359 
窯町―４ 

（２０４－Ｋ－３１０） 
窯町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

360 
鳥原町―３ 

（２０４－Ｋ－３１１） 
窯町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

361 
窯町―２ 

（２０４－Ｋ－３１２） 
窯町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

362 
下半田川町 

（２０４－Ｋ－３１３） 
下半田川町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

363 
下半田川町―１３ 

（２０４－Ｋ－３１４） 
下半田川町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

364 
上之山町―１Ａ 

（２０４－Ｋ－３１５） 

上之山町三

丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 



 

資 4-7-20 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

365 
上之山町―１Ｂ 

（２０４－Ｋ－３１６） 

上之山町三

丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

366 
上之山町３丁目 

（２０４－Ｋ－３１７） 

上之山町三

丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

367 
屋戸町吉野町Ａ 

（２０４－Ｋ－３１８） 
屋戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

368 
屋戸町吉野町Ｂ 

（２０４－Ｋ－３１９） 
吉野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

369 
屋戸町吉野町Ｃ 

（２０４－Ｋ－３２０） 
吉野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

370 
西山路町―１ 

（２０４－Ｋ－３２１） 
西山路町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

371 
上半田川町（Ⅱ） 

（２０４－Ｋ－３２２） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

372 
上半田川町－１ 

（２０４－Ｋ－３２３） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

373 
定光寺町－４ 

（２０４－Ｋ－３２４） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

374 
定光寺町－６ 

（２０４－Ｋ－３２５） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

375 
定光寺町－７Ａ 

（２０４－Ｋ－３２６） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

376 
定光寺町－７Ｂ 

（２０４－Ｋ－３２７） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

377 
定光寺町－１２ 

（２０４－Ｋ－３２８） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

378 
上半田川町－３ 

（２０４－Ｋ－３２９） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

379 
上半田川町－４ 

（２０４－Ｋ－３３０） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

380 
定光寺町－１９ 

（２０４－Ｋ－３３１） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

381 
中洞川 

（２０４－Ｄ－０５５） 
上品野町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

382 
大洞川 

（２０４－Ｄ－０５６） 
中品野町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

383 
鳥原川支川 

（２０４－Ｄ－０５７） 
鳥原町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 



 

資 4-7-21 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

384 
鳥原川一の沢 

（２０４－Ｄ－０５８） 
鳥原町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

385 
下半田川一の沢 

（２０４－Ｄ－０５９） 
下半田川町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

386 
下半田川二の沢 

（２０４－Ｄ－０６０） 
下半田川町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

387 
北日向川 

（２０４－Ｄ－０６１） 
下半田川町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

388 
南山口川 

（２０４－Ｄ－０６２） 

上之山町三

丁目 
土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

389 
上之山沢Ａ 

（２０４－Ｄ－０６３） 

上之山町三

丁目 
土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

390 
上之山沢Ｂ 

（２０４－Ｄ－０６４） 

上之山町三

丁目 
土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

391 
吉野沢 

（２０４－Ｄ－０６５） 
吉野町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

392 
掛下沢 

（２０４－Ｄ－０６６） 

掛下町一丁

目 
土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

393 
縄洞（蛇ヶ洞川第３支川）Ａ 

（２０４－Ｄ－０６７） 
上半田川町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

394 
縄洞（蛇ヶ洞川第３支川）Ｂ 

（２０４－Ｄ－０６８） 
上半田川町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

395 
下半田川三の沢 

（２０４－Ｄ－０６９） 
下半田川町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

396 
杁ヶ洞 

（２０４－Ｄ－０７０） 
定光寺町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

397 
定光寺二の沢 

（２０４－Ｄ－０７１） 
定光寺町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

398 
定光寺三の沢 

（２０４－Ｄ－０７２） 
定光寺町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H28.3.25 

399 
陶栄町Ａ 

（２０４－Ｋ－３３２） 
陶栄町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H29.6.30 

400 
陶栄町Ｂ 

（２０４－Ｋ－３３３） 
陶栄町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H29.6.30 

401 
陶栄町Ｃ 

（２０４－Ｋ－３３４） 
陶栄町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H29.6.30 

402 
城ケ根町 

（２０４－Ｋ－２４１-１） 
城ケ根町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 



 

資 4-7-22 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

403 
上之山２丁目－２ 

（２０４－Ｋ－２９４-１） 
上之山２丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

404 
東山町１丁目 

（２０４－Ｋ－３３５） 
東山町１丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

405 
萩殿町３丁目(Ⅰ)Ａ 

(２０４－Ｋ－３３６) 
萩殿町３丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

406 
萩殿町３丁目(Ⅰ)Ｂ 

(２０４－Ｋ－３３７)  
萩殿町３丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

407 
萩殿町３丁目(Ⅰ)Ｃ 

(２０４－Ｋ－３３８) 
萩殿町１丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

408 
高根町西長根町Ａ 

(２０４－Ｋ－３３９) 
西長根町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

409 
高根町西長根町Ｂ 

(２０４－Ｋ－３４０) 
西長根町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

410 
高根町西長根町Ｃ 

(２０４－Ｋ－３４１) 
西長根町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

411 
萩山台７丁目(Ⅱ) 

(２０４－Ｋ－３４２) 
萩山台７丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

412 
萩山台７丁目(Ⅰ) 

(２０４－Ｋ－３４３) 
萩山台７丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

413 
萩山台７丁目(Ⅲ) 

(２０４－Ｋ－３４４) 
萩山台７丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

414 
八幡台７丁目 

(２０４－Ｋ－３４５) 
萩山台７丁目 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

415 
せいれい町 

(２０４－Ｋ－３４６) 
せいれい町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

416 
八幡町Ⅰ 

(２０４－Ｋ－３４７) 
八幡町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

417 
坂上町－１Ａ 

(２０４－Ｋ－３４８) 
坂上町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

418 
坂上町－１Ｂ 

(２０４－Ｋ－３４９) 
坊金町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

419 
南菱野町－１ 

(２０４－Ｋ－３５０) 
南菱野町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

420 
西拝戸町－３ 

(２０４－Ｋ－３５１) 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

421 
西谷町Ａ 

(２０４－Ｋ－３５２) 
西谷町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 



 

資 4-7-23 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

422 
西谷町Ｂ 

(２０４－Ｋ－３５３) 
西谷町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

423 
西谷町Ｃ 

(２０４－Ｋ－３５４) 
西谷町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

424 
宝ケ丘町－３Ａ 

(２０４－Ｋ－３５５) 
宝ケ丘町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

425 
宝ケ丘町－３Ｂ 

(２０４－Ｋ－３５６) 
宝ケ丘町 

急傾斜地

の崩壊 
○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

426 
八幡町 

(２０４－Ｋ－３５７) 
八幡町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

427 
八幡町－１ 

(２０４－Ｋ－３５８) 
八幡町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

428 
西拝戸町－４Ａ 

(２０４－Ｋ－３５９) 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

429 
西拝戸町－４Ｂ 

(２０４－Ｋ－３６０) 
西拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

430 
東拝戸町－２Ａ 

(２０４－Ｋ－３６１) 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

431 
東拝戸町－２Ｂ 

(２０４－Ｋ－３６２) 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

432 
東拝戸町－２Ｃ 

(２０４－Ｋ－３６３) 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

433 
東拝戸町－３ 

(２０４－Ｋ－３６４) 
東拝戸町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

434 
宝ケ丘町－５ 

(２０４－Ｋ－３６５) 
宝ケ丘町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

435 
海上町－１ 

(２０４－Ｋ－３６６) 
海上町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

436 
海上町－２Ａ 

(２０４－Ｋ－３６７) 
海上町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

437 
海上町－２Ｂ 

(２０４－Ｋ－３６８) 
海上町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

438 
矢形町－１ 

(２０４－Ｋ－３６９) 
矢形町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

439 
塩草町－４ 

(２０４－Ｋ－３７０) 
塩草町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

440 
東本地町－３ 

(２０４－Ｋ－３７１) 

東本地町３丁

目 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 



 

資 4-7-24 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

441 
南山口町－２ 

(２０４－Ｋ－３７２) 
南山口町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

442 
見付町－１ 

(２０４－Ｋ－３７３) 
見付町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

443 
山路町－１ 

(２０４－Ｋ－３７４) 
西山路町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

444 
山路町－２Ａ 

(２０４－Ｋ－３７５) 
山路町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

445 
山路町－２Ｂ 

(２０４－Ｋ－３７６) 
山路町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

446 
山路町－２Ｃ 

(２０４－Ｋ－３７７) 
山路町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

447 
山路町－３ 

(２０４－Ｋ－３７８) 
東山路町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

448 
駒前町－１Ａ 

(２０４－Ｋ－３７９) 
駒前町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

449 
駒前町－１Ｂ 

(２０４－Ｋ－３８０) 
駒前町 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

450 
八幡川支川 

(２０４－Ｄ－０７３) 
宝ケ丘町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

451 
戸越川Ａ 

(２０４－Ｄ－０７４) 
東白坂町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

452 
戸越川Ｂ 

(２０４－Ｄ－０７５) 
東白坂町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

453 
東拝戸川 

(２０４－Ｄ－０７６) 
西拝戸町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

454 
東拝戸洞 

(２０４－Ｄ－０７７) 
西拝戸町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

455 
海上沢第１支川Ａ 

(２０４－Ｄ－０７８) 
海上町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

456 
海上沢第１支川Ｂ 

(２０４－Ｄ－０７９) 
海上町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

457 
海上沢第１支川Ｃ 

(２０４－Ｄ－０８０) 
海上町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

458 
海上沢第１支川Ｄ 

(２０４－Ｄ－０８１) 
海上町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 

459 
海上洞 

(２０４－Ｄ－０８２) 
海上町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
H30.9.14 



 

資 4-7-25 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

460 
内田町－１ 

(２０４－Ｋ－３８１) 
内田町１丁目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

461 
本郷町 

(２０４－Ｋ－３８２) 
本郷町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

462 
水北町－７ 

(２０４－Ｋ－３８３) 
水北町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

463 
水北町－８ 

(２０４－Ｋ－３８４) 
水北町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

464 
水北町－３ 

(２０４－Ｋ－３８５) 
水北町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

465 
水北町－４ 

(２０４－Ｋ－３８６) 
水北町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

466 
水北町－２ 

(２０４－Ｋ－３８７) 
水北町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

467 
水北町－９ 

(２０４－Ｋ－３８８) 
水北町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

468 
穴田町－４ 

(２０４－Ｋ－３８９) 
穴田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

469 
穴田町－６ 

(２０４－Ｋ－３９０) 
穴田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

470 
小田妻町２丁目 

(２０４－Ｋ－３９１) 

小田妻町２丁

目 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

471 
岩屋町－４ 

(２０４－Ｋ－３９２) 
岩屋町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

472 
岩屋町－６ 

(２０４－Ｋ－３９３) 
岩屋町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

473 
岩屋町－１ 

(２０４－Ｋ－３９４) 
岩屋町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

474 
岩屋町－２ 

(２０４－Ｋ－３９５) 
岩屋町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

475 
鳥原町－６ 

(２０４－Ｋ－３９６) 
鳥原町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

476 
西山路町－５Ａ 

(２０４－Ｋ－３９７) 
西山路町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

477 
西山路町－５Ｂ 

 (２０４－Ｋ－３９８) 
西山路町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

478 
西山路町－６ 

(２０４－Ｋ－３９９) 
西山路町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 



 

資 4-7-26 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

479 
吉野町－６ 

(２０４－Ｋ－４００) 
吉野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

480 
内田一の沢 

(２０４－Ｄ－０８３) 
内田町１丁目 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

481 
内田二の沢 

(２０４－Ｄ－０８４) 
内田町１丁目 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

482 
内田三の沢 

(２０４－Ｄ－０８５) 
内田町１丁目 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

483 
御前川第１支川 

(２０４－Ｄ－０８６) 
水北町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

484 
数成川第１支川 

(２０４－Ｄ－０８７) 
穴田町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

485 
数成川第２支川 

(２０４－Ｄ－０８８) 
穴田町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

486 
鳥原川第２支川 

(２０４－Ｄ－０８９) 
岩屋町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

487 
岩屋沢 

(２０４－Ｄ－０９０) 
岩屋町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

488 
暁洞川 

(２０４－Ｄ－０９１) 
岩屋町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

489 
岩屋洞 

(２０４－Ｄ－０９２) 
岩屋町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

490 
五位塚川 

(２０４－Ｄ－０９３) 
五位塚町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

491 
五位塚洞 

(２０４－Ｄ－０９４) 
五位塚町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

492 
北拝戸町 

(２０４－Ｄ－０９５) 
西拝戸町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

493 
川合沢 

(２０４－Ｄ－０９６) 
川合町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所 
R1.11.22 

494 
北丘町－１ 

（２０４－Ｋ－４０１） 
北丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

495 
北丘町－２ 

（２０４－Ｋ－４０２） 
北丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

496 
北丘町－３ 

（２０４－Ｋ－４０３） 
北丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

497 
北丘町－４ 

（２０４－Ｋ－４０４） 
北丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 



 

資 4-7-27 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

498 
北丘町－９ 

（２０４－Ｋ－４０５） 
北丘町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

499 
曽野町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－４０６） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

500 
曽野町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－４０７） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

501 
曽野町（Ⅱ）Ａ 

（２０４－Ｋ－４０８） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

502 
曽野町（Ⅱ）Ｂ 

（２０４－Ｋ－４０９） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

503 
曽野町（Ⅱ）Ｃ 

（２０４－Ｋ－４１０） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

504 
余床町－１ 

（２０４－Ｋ－４１１） 
余床町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

505 
余床町－２Ａ 

（２０４－Ｋ－４１２） 
余床町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

506 
余床町－２Ｂ 

（２０４－Ｋ－４１３） 
余床町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

507 
曽野町－２ 

（２０４－Ｋ－４１４） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

508 
曽野町－３ 

（２０４－Ｋ－４１５） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

509 
曽野町－５ 

（２０４－Ｋ－４１６） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

510 
曽野町－８ 

（２０４－Ｋ－４１７） 
曽野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

511 
鹿乗町－４ 

（２０４－Ｋ－４１８） 
鹿乗町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

512 
鹿乗町－６ 

（２０４－Ｋ－４１９） 
鹿乗町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

513 
川平町－３Ａ 

（２０４－Ｋ－４２０） 
川平町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

514 
川平町－３Ｂ 

（２０４－Ｋ－４２１） 
川平町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

515 
定光寺町－１ 

（２０４－Ｋ－４２２） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

516 
広之田町－１Ａ 

（２０４－Ｋ－４２３） 
広之田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 



 

資 4-7-28 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

517 
広之田町－１Ｂ 

（２０４－Ｋ－４２４） 
広之田町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

518 
定光寺町－１０ 

（２０４－Ｋ－４２５） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

519 
上品野町－６ 

（２０４－Ｋ－４２６） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

520 
上品野町－７ 

（２０４－Ｋ－４２７） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

521 
片草町－３４ 

（２０４－Ｋ－４２８） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

522 
片草町－３５Ａ 

（２０４－Ｋ－４２９） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

523 
片草町－３５Ｂ 

（２０４－Ｋ－４３０） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

524 
上品野町－１１Ａ 

（２０４－Ｋ－４３１） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

525 
上品野町－１１Ｂ 

（２０４－Ｋ－４３２） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

526 
上品野町－１２Ａ 

（２０４－Ｋ－４３３） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

527 
上品野町－１２Ｂ 

（２０４－Ｋ－４３４） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

528 
上品野町－１３ 

（２０４－Ｋ－４３５） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

529 
上品野町－１４ 

（２０４－Ｋ－４３６） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

530 
上品野町－１５ 

（２０４－Ｋ－４３７） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

531 
上品野町－１７ 

（２０４－Ｋ－４３８） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

532 
片草町－４Ａ 

（２０４－Ｋ－４３９） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

533 
片草町－４Ｂ 

（２０４－Ｋ－４４０） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

534 
片草町－４Ｃ 

（２０４－Ｋ－４４１） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

535 
片草町－５Ａ 

（２０４－Ｋ－４４２） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 



 

資 4-7-29 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

536 
片草町－５Ｂ 

（２０４－Ｋ－４４３） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

537 
片草町－６ 

（２０４－Ｋ－４４４） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

538 
白岩町－３Ａ 

（２０４－Ｋ－４４５） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

539 
白岩町－３Ｂ 

（２０４－Ｋ－４４６） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

540 
白岩町－５ 

（２０４－Ｋ－４４７） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

541 
上品野町－１８ 

（２０４－Ｋ－４４８） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

542 
上品野町－１９Ａ 

（２０４－Ｋ－４４９） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

543 
上品野町－１９Ｂ 

（２０４－Ｋ－４５０） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

544 
上品野町－１９Ｃ 

（２０４－Ｋ－４５１） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

545 
上品野町－２０ 

（２０４－Ｋ－４５２） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

546 
上品野町－２１ 

（２０４－Ｋ－４５３） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

547 
定光寺町－１７ 

（２０４－Ｋ－４５４） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

548 
定光寺町－２０ 

（２０４－Ｋ－４５５） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

549 
定光寺町－２３ 

（２０４－Ｋ－４５６） 
定光寺町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

550 
川平町 

（２０４－Ｋ－４５７） 
川平町 

急傾斜地

の崩壊  
○ × 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

551 
上半田川町－２０ 

（２０４－Ｋ－４５８） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

552 
上半田川町－２２Ａ 

（２０４－Ｋ－４５９） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

553 
上半田川町－２２Ｂ 

（２０４－Ｋ－４６０） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

554 
上半田川町－２３Ａ 

（２０４－Ｋ－４６１） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 



 

資 4-7-30 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

555 
上半田川町－２３Ｂ 

（２０４－Ｋ－４６２） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

556 
上半田川町－２５ 

（２０４－Ｋ－４６３） 
上半田川町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

557 
上品野町－２７Ａ 

（２０４－Ｋ－４６４） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

558 
上品野町－２７Ｂ 

（２０４－Ｋ－４６５） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

559 
上品野町－２８ 

（２０４－Ｋ－４６６） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

560 
上品野町－３１ 

（２０４－Ｋ－４６７） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

561 
上品野町－３２ 

（２０４－Ｋ－４６８） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

562 
上品野町－３３ 

（２０４－Ｋ－４６９） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

563 
上品野町－３５ 

（２０４－Ｋ－４７０） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

564 
上品野町－３６ 

（２０４－Ｋ－４７１） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

565 
上品野町－４４ 

（２０４－Ｋ－４７２） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

566 
上品野町－４７ 

（２０４－Ｋ－４７３） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

567 
上品野町－４９ 

（２０４－Ｋ－４７４） 
上品野町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

568 
片草町－１２ 

（２０４－Ｋ－４７５） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

569 
片草町－２４ 

（２０４－Ｋ－４７６） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

570 
片草町－２６ 

（２０４－Ｋ－４７７） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

571 
片草町－２９ 

（２０４－Ｋ－４７８） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

572 
片草町－３０ 

（２０４－Ｋ－４７９） 
片草町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

573 
白岩町－６ 

（２０４－Ｋ－４８０） 
白岩町 

急傾斜地

の崩壊  
○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 



 

資 4-7-31 

 

番

号 
名称 指定の区域 

土砂災害の

発生原因と

なる自然現

象の種類 

土砂災

害警戒

区域 

土砂災

害特別

警戒区

域 

所管する

県建設事

務所 

指定年月日 

574 
余床川一の沢Ａ 

（２０４－Ｄ－０９７） 
余床町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

575 
余床川一の沢Ｂ 

（２０４－Ｄ－０９８） 
余床町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

576 
曽野川 

（２０４－Ｄ－０９９） 
曽野町 土石流  ○ × 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

577 
白岩二の沢 

（２０４－Ｄ－１００） 
白岩町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

578 
定光寺四の沢 

（２０４－Ｄ－１０１） 
定光寺町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

579 
片草五の沢 

（２０４－Ｄ－１０２） 
片草町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

580 
上品野八の沢 

（２０４－Ｄ－１０３） 
上品野町 土石流  ○ × 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

581 
片草七の沢 

（２０４－Ｄ－１０４） 
片草町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

582 
上品野一の沢 

（２０４－Ｄ－１０５） 
上品野町 土石流  ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

583 
上品野二の沢 

（２０４－Ｄ－１０６） 
上品野町 土石流 ○ × 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

584 
上品野三の沢 

（２０４－Ｄ－１０７） 
上品野町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

585 
白岩の沢 

（２０４－Ｄ－１０８） 
白岩町 土石流 ○ ○ 

尾張建設

事務所  
R2.3.27 

合計 ５８５箇所 

 
 



 

資 4-8-1 

 

資料４－８  山地災害危険地区 
 １ 国有林 

（令和６年４月１日 現在） 

番号 区  分 
山腹崩壊危険地区 

地区数 

崩壊土砂流出危険地区 

地区数 
合計 

１ 川平町 １ ４ ５ 

２ 鹿乗町 １ １ ２ 

３ 十軒町 ４ ５ ９ 

４ 余床町 １ ６ ７ 

５ 定光寺町 ０ ４ ４ 

６ 川平町‐鹿乗町 １ １ ２ 

７ 余床町‐曽野町 １ １ ２ 

合 計 ９ ２２ ３１ 

 

２ 民有林 

（令和６年４月１日 現在） 

番号 区 分 
山腹崩壊危険地区 

地区数 

崩壊土砂流出危険地区 

地区数 
合 計 

１ 定光寺町 ３ １ ４ 

２ 下半田川町 ２ １ ３ 

３ 上半田川町 ８ ０ ８ 

４ 片草町 ４ ３ ７ 

５ 白岩町 ３ ３ ６ 

６ 上品野町 ６ ９ １５ 

７ 鳥原町・岩屋町 １ ０ １ 

８ 針原町 １ ０ １ 

９ 凧山町 １ ０ １ 

１０ 白坂町 １ ０ １ 

１１ 南白坂町 １ １ ２ 



 

資 4-8-2 

 

番号 区 分 
山腹崩壊危険地区 

地区数 

崩壊土砂流出危険地区 

地区数 
合計 

１２ 北白坂町 ４ １３ １７ 

１３ 海上町 １ ４ ５ 

１４ 北丘町 ２ １ ３ 

１５ 紺屋田町 ２ ０ ２ 

１６ 広之田町 １ ０ １ 

１７ 熊野町 ２ ０ ２ 

１８ 西白坂町 １ ０ １ 

１９ 東松山町 １ ０ １ 

２０ 東町 １ ０ １ 

２１ 萩殿町 ２ ０ ２ 

２２ 上之山町 １ ０ １ 

２３ 中山町 １ ０ １ 

２４ 西茨町 １ ０ １ 

２５ 東印所町 １ ０ １ 

２６ 宝ヶ丘町 １ ０ １ 

２７ 五位塚町 １ １ ２ 

２８ 岩屋町 ０ ３ ３ 

２９ 長谷口町 ０ １ １ 

３０ 西白坂町 ０ ３ ３ 

３１ 東白坂町 ０ ４ ４ 

３２ 上山路町 ０ １ １ 

３３ 東山路町・上山路町 ０ １ １ 

３４ 広久手町 ０ ３ ３ 

３５ 中白坂町 ０ １ １ 

３６ 巡間町 ０ １ １ 

３７ 西拝戸町 ０ １ １ 

３８ 川合町 ０ １ １ 

合 計 ５４ ５７ １１１ 



 

資 4-9-1 

 

資料４－９ 重要水防箇所及び防災重点農業用ため池 
 

１ 重要水防箇所            
 ⑴ 国土交通省管理区間 
   (注)表中、重要度欄の「Ａ」は水防上最も重要な区間を、「Ｂ」は水防 

上重要な区間をいう。位置欄の数値は、河口からの距離を示す。 
                     
                       令和６年４月１日 現在 

番号 河川名 右左 位置 地先名 
延長 

(m) 

重要

度 
種別 

摘要 

（水防工法） 

１ 庄内川 左 
36.2k+10m～ 

36.4k 
鹿乗町 180 Ａ 堤防高 

暫定堤防 

河積不足 

(積土のう工) 

２ 庄内川 左 
36.4k+30m～ 

36.4k+130m 
鹿乗町 120 Ａ 堤防高 

暫定堤防 

河積不足 

(積土のう工) 

３ 庄内川 左 
36.4k+150m～ 

36.6k+130m 
鹿乗町 190 Ａ 堤防高 

暫定堤防 

河積不足 

(積土のう工) 

４ 庄内川 左 
36.8k+100m～ 

37.0k+100m 
鹿乗町 150 Ａ 堤防断面 

断面不足 

天端不足 

（シート張り工） 

５ 庄内川 左 
36.8k+100m～ 

37.0k+180m 
鹿乗町 260 Ａ 堤防高 

暫定堤防 

河積不足 

(積土のう工) 

６ 庄内川 左 
37.2k～ 

37.6k+120m 
鹿乗町 480 Ａ 堤防高 

暫定堤防 

河積不足 

(積土のう工) 

７ 庄内川 左 
37.2k+100m～ 

37.4k+100m 
鹿乗町 170 Ａ 堤防断面 

断面不足 

天端不足 

（シート張り工） 

８ 庄内川 左 
38.0k+30m～ 

38.2k+160m 
鹿乗町 370 Ａ 堤防高 

暫定堤防 

河積不足 

(積土のう工) 

９ 庄内川 左 
36.0k+100m～ 

36.2k+10m 
鹿乗町 130 Ｂ 堤防高 

河積不足 

(積土のう工) 

１０ 庄内川 左 
38.0k+150m～ 

38.2k+150m 
鹿乗町 200 Ｂ 水衝洗掘 

洗堀の未施工 

(木流し工） 

１１ 庄内川 左 
38.2k+160m～ 

38.4k+40m 

鹿乗町 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Ｂ 堤防高 

暫定堤防 

河積不足 

(積土のう工) 
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番号 河川名 右左 位置 地先名 
延長 

(m) 

重要

度 
種別 

摘要 

（水防工法） 

１２ 庄内川 左右 38.4k+30m 

川平町

～ 
春日井
市玉野
町 

1 箇所 Ａ 工作物 
H26.5 築堤（嵩上

げ）（玉野橋） 

１３ 庄内川 左右 40.0k+75m 

川平町

～ 

春日井

市玉野

町 

 

1 箇所 Ａ 工作物 
桁下不足 

（城嶺橋） 

１４ 庄内川 左右 36.4k+56m 

鹿乗町

～春日

井市高

蔵寺町 

1 箇所 Ｂ 工作物 

H24 築堤護岸(嵩

上げ)、愛知用水、

高蔵寺ｻｲﾌｫﾝ橋 

 

 ⑵ 市管理区間 

番号 水系名 河川名 左右 地名 
延長 

(m) 
重要度 理由 

摘要 

（水防工法） 

１ 

庄内川 

普通河川 

 

紺屋田川 

左 紺屋田町（市道品野

36 号線 橋梁下流

250m） 

250 Ｂ 水衝 
木流し工 

積土のう工 

２ 右 250 Ｂ 水衝 
木流し工 

積土のう工 
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２ 防災重点農業用ため池       

                  令和６年４月１日 現在 

 

※１ 「浸水想定区域」：ため池の堤防が決壊した場合に、浸水する区域 

 

※２ 「監視ため池」：ため池の堤防が決壊した場合に、人家等へ影響を与えるおそれ 

   があるものであって、ハード対策及びソフト対策を実施済みのもの 

 

※３ 「警戒ため池」：ため池の堤防が決壊した場合に、人家等へ影響を与えるおそれ 

   があるものであって、ハード対策及びソフト対策を講じる必要があるもの 

区分 番号 ため池名 浸水想定区域（面積）（ha）※1 備 考 

監 
視 
た 
め 
池 
 

※2 

１ 広久手第２池 １０．８  

２ 吉田池 ９．７  

３ 荒子池 ６．０  

４ 鳥林池 ２７．６  

５ 二又池 １７．２  

６ 山ノ田池 ５．９  

７ 緑地池 ３．８  

８ 前田洞池 １．１  

９ 新道池 １１．４  

警 
戒 
た 
め 
池 
 

※3 

１０ 陣田池 １２．７  

１１ 新田洞池 ５．１  

１２ 権道路池 １５．１  

１３ 余床上池 ０．４  

１４ 余床下池 ４．５  

１５ 新池 １１．４  

１６ 北日向川池Ⅰ ２．４ 

耐
震
診
断
未
実
施 

１７ 北日向川池Ⅱ １．８ 

１８ 日向川池Ⅰ ２．２ 

１９ 樋ヶ沢川ため池Ⅱ ５．６ 

２０ 小金池 ４．３ 

２１ 観音下池 ３．４ 

２２ 曽野ため池Ⅰ ０．６ 
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資料４－１０  林野火災特別地域 

 

令和６年４月１日現在 

 

地域名 構 成 市 町 村 等 名                

名古屋地域 
瀬戸市、名古屋市、春日井市、尾張旭市、 

日進市、 みよし市、東郷町、尾三消防組合 

あすけ地域 

豊田市 

 

（旧足助町、旧下山村、旧旭町、旧稲武町の町村域） 

北設楽地域 設楽町、東栄町、豊根村 

計（３地域） １１市町村、１消防組合 
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資料５－１ （１）指定緊急避難場所 令和６年 6 月 18 日公告 
 

 

 

 

 

名称 

異常な現象の種類 

所在地 

(地震(39)) (風水害(23)) 

地 
 

震 

大
規
模
な
火
事 

洪 
 

水 

及
び
地
滑
り

土
砂
災
害 

崖
崩
れ 

・ 

内
水
氾
濫 

窯神グラウンド  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ  東安戸町 30-1 

旧道泉小学校 運動場  道泉町 44 

瀬戸ＳＯＬＡＮ小学校 運動場  道泉町 76-1 

道泉地域交流センター  センター内 道泉町 53-5 

陶祖公園 野球場等  藤四郎町 42 

旧深川小学校 運動場  宮脇町 53 

深川公民館  館内 宮脇町 53 

朝日インテックウーブンフィ

ールド（旧古瀬戸小学校） 
運動場  古瀬戸町 70 

古瀬戸公民館  館内 西拝戸町 16-10 

旧東明小学校 運動場  東明町 50 

東明公民館  館内 西拝戸町 16-3 

にじの丘学園 運動場  中山町 1-57 

祖母懐公民館  館内 上ノ切町 43 

南公園 野球場等  西茨町 113-44 外 

陶原小学校 運動場  原山町 1-3 

水無瀬中学校 運動場  原山町 1 

県立瀬戸工科高等学校 運動場  東権現町 22-1 

陶原公民館  館内 熊野町 98 

長根小学校 運動場  東長根町 166 

聖ｶﾋﾟﾀﾆｵ女子高等学校 運動場  西長根町 137 

長根公民館  館内 城屋敷町 22 

平町公園 公園内  平町 3 丁目 142 

效範小学校 運動場  效範町 1丁目 1 

東山小学校 運動場  東山町 71 

県立瀬戸高等学校 運動場  東山町 1丁目 5 

效範公民館  館内 北山町 39 

水南小学校 運動場  東松山町 154 

水南公民館  館内 東松山町 154 

市民公園 野球場等  上本町 1 

水野小学校 運動場  小田妻町 2 丁目 22 
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※指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねることができる。 （※災害対策基本法第49条の8） 

 

名称 

異常な現象の種類 

所在地 

(地震) (風水害) 

地 
 

震 

大
規
模
な
火
事 

洪 
 

水 

及
び
地
滑
り

土
砂
災
害 

崖
崩
れ 

・ 

内
水
氾
濫 

水野中学校 運動場  日の出町 34 

県立瀬戸北総合高等学校 運動場  本郷町 260 

水野地域交流センター  館内 中水野町 1 丁目 150 

西陵小学校 運動場  すみれ台 1 丁目 77 

南山中学校 運動場  ひまわり台 5丁目 1 

西陵地域交流センター  センター内 はぎの台 1 丁目 1 

定光寺公園 公園内  定光寺町 50 

品野台小学校 運動場  上品野町 1234 

掛川小学校 運動場  下半田川町 592-41 

品野中学校 運動場  広之田町 2-5 

品野台地域交流センター  センター内 上品野町 1211 

上半田川町民会館  館内 上半田川町 362-1 

下半田川町民会館  館内 下半田川町 842 

下品野小学校 運動場  品野町 6丁目 223 

下品野地域交流センター  館内 品野町 6丁目 116 

幡山東小学校 運動場  八幡町 455 

山口公民館  館内 田中町 108 

本地会館  館内 駒前町 20-1 

幡山西小学校 運動場  幡西町 203 

幡山中学校 運動場  幡中町 106 

幡山公民館  館内 幡山町 71 

県立瀬戸西高等学校 
運動場 

（体育館） 
 緑町 1 丁目 140 

新郷地域交流センター  センター内 東赤重町１丁目 100 

原山小学校 運動場  原山台 3丁目 98 

萩山小学校 運動場  萩山台 2丁目 22 

光陵中学校 運動場  萩山台 9丁目 244 

八幡小学校 運動場  八幡台 3丁目 1 

原山公民館  館内 原山台 8丁目 163 

萩山公民館  館内 萩山台 4丁目 2-2 

八幡公民館  館内 八幡台 1丁目 145-2 
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（２）指定避難所（地震） ２７校  令和6年6月18日公告 

※全ての災害において、市内全域で相当な被害が予測される場合には、全指定避難所（地震・風 

水害）５０ヶ所を順次または同時開設する場合もある。 

名称 収容場所 
収容定員(目安) 

所在地 長期 

(3 ㎡/人) 

初期 

(2 ㎡/人) 

直後 

(1 ㎡/人) 

旧道泉小学校 体育館 100 200 320 道泉町 44 

瀬戸ＳＯＬＡＮ 

小学校 
体育館･柔剣道場 265 535 870 道泉町 76-1 

旧深川小学校 体育館 80 160 255 宮脇町 53 

朝日インテックウー

ブンフィールド 

（旧古瀬戸小学校） 

体育館 95 190 305 古瀬戸町 70 

旧東明小学校 体育館 95 190 310 東明町 50 

にじの丘学園 体育館 400 800 1,300 中山町 1-57 

陶原小学校 体育館 135 275 445 原山町 1-3 

水無瀬中学校 体育館･柔剣道場 210 420 685 原山町 1 

長根小学校 体育館 95 190 310 東長根町 166 

效範小学校 体育館 95 195 315 效範町 1丁目 1 

東山小学校 体育館 95 190 305 東山町 71 

水南小学校 体育館 95 190 305 東松山町 154 

水野小学校 体育館 95 190 310 小田妻町 2 丁目 22 

水野中学校 体育館･柔剣道場 270 540 880 日の出町 34 

西陵小学校 体育館 95 190 305 すみれ台 1 丁目 77 

南山中学校 体育館･柔剣道場 280 565 915 ひまわり台 5丁目 1 

品野台小学校 体育館 110 220 360 上品野町 1234 

掛川小学校 体育館 85 165 270 下半田川町 592-41 

品野中学校 体育館･柔剣道場 290 575 935 広之田町 2-5 

下品野小学校 体育館 95 190 310 品野町 6丁目 223 

幡山東小学校 体育館 95 190 305 八幡町 455 

幡山西小学校 体育館 95 190 305 幡西町 203 

幡山中学校 体育館･柔剣道場 275 550 890 幡中町 106 

原山小学校 体育館 95 190 305 原山台 3丁目 98 

萩山小学校 体育館 95 190 305 萩山台 2丁目 22 

光陵中学校 体育館･柔剣道場 290 580 945 萩山台 9丁目 244 

八幡小学校 体育館 95 190 305 八幡台 3丁目 1 

小計 4,120 8,250 13,370  
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（３）指定避難所（風水害）２２施設 令和 6 年 4 月 1 日公告 

 

※全ての災害において、市内全域で相当な被害が予測される場合には、全指定避難所（地震・風 

水害）４９ヶ所を順次または同時開設する場合もある。 

 

※指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねることができる。（※災害対策基本法第49条の8） 

 

名称 収容場所 

収容定員(目安) 

所在地 長期 

(3 ㎡/人) 

初期 

(2 ㎡/人) 

直後 

(1㎡/人) 

道泉地域交流センター センター内 45 90 145 道泉町 53-5 

深川公民館 館内 40 85 135 宮脇町 53 

古瀬戸公民館 館内 35 70 115 西拝戸町 16-10 

東明公民館 館内 40 85 135 西拝戸町 16-3 

祖母懐公民館 館内 55 115 185 上ノ切町 43 

陶原公民館 館内 60 115 185 熊野町 98 

長根公民館 館内 60 115 190 城屋敷町 22 

效範公民館 館内 80 160 265 北山町 39 

水南公民館 館内 40 75 125 東松山町 154 

水野地域交流センター センター内 75 150 245 中水野町 1 丁目 150 

西陵地域交流センター センター内 95 190 305 はぎの台 1 丁目 1 

品野台地域交流センター センター内 60 120 195 上品野町 1211 

上半田川町民会館 館内 15 30 50 上半田川町 362-1 

下半田川町民会館 館内 40 80 130 下半田川町 842 

下品野地域交流センター センター内 70 140 225 品野町 6丁目 116 

山口公民館 館内 70 135 220 田中町 108 

本地会館 館内 40 65 110 駒前町 20-1 

新郷地域交流センター センター内 105 205 335 東赤重町１丁目 100 

幡山公民館 館内 40 80 130 幡山町 71 

原山公民館 館内 35 75 120 原山台 8丁目 163 

萩山公民館 館内 35 70 115 萩山台 4丁目 2-2 

八幡公民館 館内 40 80 130 八幡台 1丁目 145-2 

小計 1,175 2,330 3,790  
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資料５－２  応急仮設住宅建設予定地 
 

予定地名称 現      況 面積（㎡） 建設可能戸数 

窯 神 グ ラ ウ ン ド  野球場     9,500 88 

南 公 園 

 野球場 

15,200 68  駐車場（南） 

 駐車場（北） 

市 民 公 園 

 野球場 

     

      

41,000 

       

     

126 

 テニスコート（Ａ） 

 テニスコート（Ｂ） 

 陸上競技場 

陶 祖 公 園  野球場       5,700 58 

定 光 寺 公 園  公園広場       6,000 48 

山口公民館附属運動場  多目的広場       3,100 44 

北 ス ポ ー ツ 施 設 

 野球場       

14,200       

  

90 

テニスコート 

陶 原 公 民 館 附 属 運 動 場 多目的広場 5,800 68 

白 山 町 １ 丁 目 学 校 用 地 学校用地 9,000 98 

合     計  688 
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資料５－３ 防災活動拠点 
 

１ 防災活動拠点 

名 称        面積（㎡） 所 在 地         

 窯神グラウンド  約 10,200  東安戸町３０－１ 
① ヘリポート 

② 指定緊急避難場所（地震） 

市民公園  約 28,000  上本町 1 

① 都市公園 

② 野球場、陸上競技場、テ

ニスコート、駐車場、体

育館、武道館、弓道場等 

③ 指定緊急避難場所（地震） 

（野球場等の屋外施設） 

 文化センター駐車場  約  9,300  西茨町１１３－３外  駐車場地区 

白山町１丁目学校用地  約 23,200 
 白山町１丁目４６ 

 （埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ西） 
 学校用地 

計 約 70,700   ４地点 

  ※  防災活動拠点は、地方公共機関等がライフライン（電気・ガス・電話・水道）等の

応急復旧活動に伴う復旧用資機材の集積や応援市町村及び消防機関の支援部隊の集結

場所及び瓦礫の仮置場等として活用するものである。 
 
【補完施設】 

名  称 面積（㎡） 所 在 地 

堤洞防災広場 約 3,100 品野町３丁目 108 

二又池防災広場 約 2,700 窯町 339 

(注) 地域における災害応急対策機能を有し、上記の防災活動拠点を補完する施設 

 

２ 緊急消防援助隊活動拠点（野営場所を含む） 

名   称 所 在 地 緯度、経度 

市民公園駐車場 

（体育館西南側及び

武道館横） 

地蔵島駐車場 

上本町 北緯 35度 14分 28秒 東経 137度 4分 51秒 

文化センター駐車場 

（南駐車場及び臨時

駐車場Ⅱ） 

西茨町 北緯 35度 13分 6秒 東経 137度 5分 59秒 
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資料５－４ 緊急輸送道路 

 

 
（愛知県ホームページより抜粋） 

国道 155号 

瀬戸市役所 

公立陶生病院 

瀬戸警察署 

国道 155号 

せと赤津 IC 

せと品野 IC 

東海環状自動車道 
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資料５－５  道路通行規制区間（異常気象時通行規制区間） 

 
担当事務所       愛 知 県 尾 張 建 設 事 務 所 

道 路 名       国道３６３号線 県道下半田川・春日井線 県道名古屋・多治見線 

規 制 区 間       白岩町・片草町 定光寺町 定光寺町・下半田川町 

長 さ（km） ４．２５ １．３４ ３．９３ 

通行予備規制 

（通行注意） 

気象条件 

連続雨量   １００mm 連続雨量     １００mm 連続雨量     １００mm 

通行規制 

（通行止） 

気象条件 

連続雨量   １５０mm 

時間雨量     ４０mm 

連続雨量     １５０mm 

時間雨量       ４０mm 

連続雨量     １５０mm 

時間雨量       ４０mm 

注意内容 落石・山崩れ等 落石・山崩れ等 落石崩壊 

交通整理地点 
瀬戸市上品野町 

土岐市鶴里町 

定光寺山脇線交点 

名古屋多治見線交点 
下半田川春日井線交点 

 

担当事務所       名古屋市守山土木事務所 

道 路 名       国道１５５号線 

規 制 区 間       
名古屋市守山区大字上志段味字東谷・ 

瀬戸市鹿乗町 

長 さ（km） １．４ 

通行予備規制 

（通行注意） 

気象条件 

連続雨量    ６０mm 

通行規制 

（通行止） 

気象条件 

連続雨量    １２０mm 

時間雨量      ４０mm 

注意内容 山崩れ 

交通整理地点 
名古屋市守山区大字上志段味字東谷 

瀬戸市鹿乗町 

 

   （愛知県地域防災計画附属資料） 
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資料５－６    応急給水拠点・応急給水配水池等 
 

令和６年４月１日現在 

 

応急給水拠点（市民への飲料水提供場所） 

 ⑴ 指定避難所 

 ⑵ 飲料水兼用耐震性貯水槽 

設 置 場 所 容 量 設置年度 

瀬戸市東本町１丁目５２番地（市営宮川駐車場

内） 

100m3 平成７年度 

〃 平町３丁目１４２番地（平町公園内） 100m3 平成８年度 

 ⑶ 県水応急給水施設設備（空気弁） 

設 置 場 所 県水空気弁番号 

瀬戸市ひまわり台５丁目１番地先 瀬Ａ４ 

〃 上本町１番地先 ２瀬Ａ６ 

〃 南山町１丁目５３番地先 高長Ａ２９ 

〃 效範町１丁目１番地先 高長Ａ３０ 

〃 幡中町１０６番地先 高長Ａ３６ 

〃 東山町７１番地先 高長Ａ２８ 

〃 幡西町２０３番地先 高長Ａ３４ 

〃 すみれ台１丁目７７番地先 ２瀬Ａ５ 

   ※上記「⑶ 県水応急給水施設設備（空気弁）」８か所は、給水車への 

補給箇所としての役割も有する。 

 

応急給水配水池（給水車への補給箇所） 

取水箇所 所 在 地 容 量 設置年度 

穴田配水池（１号） 瀬戸市穴田町１００６の３ 7,000 m3 令和元年度 

南山口配水池 〃 南山口町５９７ 3,000 m3 昭和５６年度 

針原配水池（２号） 〃 針原町２４の５ 2,500 m3 平成５年度 

※緊急遮断弁を有する配水池を記載。 

民間給水施設（給水車への補給箇所） 

取水箇所 所在地 協定締結日 

株式会社アイラ 瀬戸市日の出町２０番地の１ 平成２５年７月２３日 
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資料６－１ 災害対策用備蓄資機材等 

                        令和６年６月１８日 現在 

 

食飲料関連 生活・資器材関連 

ｱﾙﾌｧ米 
(食) 

飲料水 
500㎖(本) 

毛布 
(枚) 

組立ﾄｲﾚ 
(基) 

簡易ﾄｲﾚ 
(台) 

携帯ﾄｲﾚ 
(袋) 

簡易給水
槽(個) 

発電機 
(台) 

投光器 
(基) 

市役所 等 8,000  69  37 2,700  15 14 

瀬戸蔵          

市民公園  2,208  3      

西山        1  

幡山   50 3 16   2  

品野   510 5 12   5  

白山   111 3    12 40 

陶原小 

体育館 
1,000 1,008 153 1 10 1,000  2 4 

品野台小 

体育館 
1,000 1,008 150  10 1,000  2 4 

旧道泉小 1,000 1,008 150  10 1,000  2 4 

旧深川小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

朝日インテックウ

ーブンフィールド

（旧古瀬戸小） 
1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

旧東明小 1,000 1,008 150 1 19 1,000  2 4 

長根小 1,000 1,008 157 1 10 1,000  1 4 

效範小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

東山小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

水南小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  1 4 

水野小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

西陵小 1,000 1,008 150  10 1,000  2 4 

掛川小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

下品野小 1,000 1,008 153  10 1,000  2 4 

幡山東小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

幡山西小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

原山小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

萩山小 1,000 1,008 151  10 1,000  2 4 
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食飲料関連 生活・資器材関連 

ｱﾙﾌｧ米 
(食) 

飲料水 
500㎖本) 

毛布 
(枚) 

組立ﾄｲﾚ 
(基) 

簡易ﾄｲﾚ 
(台) 

携帯ﾄｲﾚ 
(袋) 

簡易給水
槽 (個) 

発電機 
(台) 

投光器 
(基) 

八幡小 1,000 1,008 150 1 10 1,000  2 4 

にじの丘 2,650 2,880 454 1 14 2,200 1 3 4 

瀬戸 

SOLAN小 
1,600 1,848 301  10 1,200 1 2 4 

水無瀬中 1,650 1,848 300 2 10 1,200 1 2 4 

水野中 1,600 1,848 336  10 1,200 1 2 4 

南山中 1,600 1,848 300 2 10 1,200 1 3 4 

品野中 1,650 1,872 300 1 10 1,200 1 2 4 

幡山中 1,650 1,872 300 4 10 1,200 1 3 4 

光陵中 1,600 1,872 300 1 10 1,200 1 2 4 

上半田川 

町民会館 
  30       

下半田川 

町民会館 
  35       

定光寺 

町民会館 
  39       

白岩 

町民会館 
  21       

片草 

町民会館 
  21       

合計 41,000 37,248 7,086 39 348 32,300 8 90 163 
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 自主救助用資機材 

バール 
(本) 

のこぎり 
(本) 

鉄線カッター 
(個) 

救急処置セット 
(ｾｯﾄ) 

30ｍロープ 
(本) 

消防署・分署 90 90 30 0 0 

道泉分団 18 18 4 0 2 

深川分団 20 12 2 1 2 

古瀬戸分団 20 17 3 1 1 

東明分団 20 17 4 1 1 

祖母壊分団 8 2 2 0 0 

陶原分団 20 13 2 1 2 

效範分団 20 16 3 1 3 

水南分団 20 18 2 1 1 

水野分団 20 19 2 1 5 

下品野分団 20 16 3 1 1 

品野台分団 16 12 3 1 1 

幡山分団 20 10 3 0 1 

山口分団 21 10 3 1 2 

自
警
団 

上半田川町 

29 25 6 1 6 

下半田川町 

定光寺町 

白岩町 

片草町 

合計 362 295 72 11 28 
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資料６－２ 防災備蓄用倉庫等設置状況 
  
１ 災害対策拠点備蓄倉庫  

                  令和６年４月１日 現在 

 
 
 
 
２ 避難所防災備蓄倉庫  

令和６年６月１８日 現在 

名称 構造等 面積(㎡) 所在地 

旧道泉小学校 避難所防災備蓄倉庫 Ｓ造 9.3 道泉町 44 

旧深川小学校     〃 Ｓ造 9.3 宮脇町 53 

朝日インテックウーブンフィールド 

（旧古瀬戸小学校）    〃 
Ｓ造 9.3 古瀬戸町 70 

旧東明小学校     〃 Ｓ造 16.1 東明町 50 

陶原小学校（体育館）   〃 ＲＣ造 24 原山町 1－3 

水無瀬中学校    〃 Ｓ造 21.2 原山町 1 

長根小学校     〃 Ｓ造 9.3 東長根町 166 

效範小学校     〃 Ｓ造 9.3 效範町 1丁目 1 

東山小学校     〃 Ｓ造 9.3 東山町 71 

水南小学校     〃 Ｓ造 9.3 東松山町 154 

水野小学校     〃 Ｓ造 9.3 小田妻町 2丁目 22 

水野中学校     〃 Ｓ造 21.2 日の出町 34 

西陵小学校     〃 Ｓ造 9.3 すみれ台 1丁目 77 

南山中学校     〃 Ｓ造 21.2 ひまわり台 5丁目 1 

品野台小学校（体育館）   〃 ＲＣ造 27.6 上品野町１２３４ 

掛川小学校     〃 Ｓ造 9.3 下半田川町 592-41 

名称 構造等 面積(㎡) 所在地 

市役所（市役所北防災広場）災害対策拠点

備蓄倉庫 
Ｓ造 70.4 追分町６４－１ 

市民公園駐車場（地蔵島） 〃 Ｓ造 21.2 上水野町１－１９ 

白山（埋蔵文化財センター南） 〃 Ｓ造 21.2 白山町１丁目４７ 

幡山（幡山支所西）       〃 Ｓ造 14 幡山町７１ 

西山（西山広場）         〃 Ｓ造 21.2 西山町１丁目４３ 

瀬戸蔵（東外階段下）   〃 ＲＣ造 10 蔵所町１－１ 

品野（下品野地域交流センター南）  〃 Ｓ造 21.17 品野町６丁目１０４ 
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名称 構造等 面積(㎡) 所在地 

品野中学校 避難所防災備蓄倉庫 Ｓ造 21.2 広之田町 2-5 

下品野小学校    〃 Ｓ造 9.3 品野町 6丁目 223 

幡山東小学校    〃 Ｓ造 9.3 八幡町 455 

幡山西小学校    〃 Ｓ造 9.3 幡西町 203 

幡山中学校     〃 Ｓ造 21.2 幡中町 106 

原山小学校     〃 Ｓ造 9.3 原山台 3丁目 98 

萩山小学校     〃 Ｓ造 9.3 萩山台 2丁目 22 

八幡小学校     〃 Ｓ造 9.3 八幡台 3丁目 1 

光陵中学校     〃 Ｓ造 21.2 萩山台 9丁目 244 

にじの丘学園    〃 ＲＣ造 28.0 中山町 1-57 

瀬戸 SOLAN小学校    〃 Ｓ造 21.2 道泉町 76-1 

 
３ 水防倉庫等 
                           令和６年４月１日 現在 

  

名     称 建築年月日 構  造 面積(㎡) 所在地 

消防署水防倉庫 Ｓ47. 7. 1 消防署併設 19.7 

苗場町１０１ 消防署倉庫 Ｈ 7. 3. 8 コンテナ式 14.3 

防災資器材地域備蓄倉庫 Ｈ 7.10. 6 Ｓ造平屋建 165.6 

東分署水防倉庫 Ｈ 1. 9. 1 東分署併設 13.0 品野町１丁目１９０－１ 

南分署倉庫 Ｓ62.11.20 コンテナ式 13.7 南山口町１４３ 

陶原水防倉庫 瀬戸蔵併設 22.4 蔵所町１－１ 

東明水防倉庫 Ｓ 4. 3. 1 東明分団詰所併設 27.0 西窯町９４ 

效範水防倉庫 Ｈ18. 3. 1 效範分団詰所併設 22.5 汗干町８１－３ 

品野水防倉庫 Ｓ61. 7.31 コンテナ式 13.7 品野町６丁目１０８－１ 

水野水防倉庫 Ｓ53.12. 1 水野分団詰所併設 17.0 中水野町１丁目１５５ 

幡山水防倉庫 Ｓ58. 1.10 C・Ｂ造１階建 39.3 幡山町７１ 

上半田川倉庫 Ｓ63. 2.22 コンテナ式 13.7 上半田川町３４５ 

片草倉庫 Ｈ 1. 1.16 コンテナ式 14.6 片草町２２６－５ 

下半田川倉庫 Ｈ 1. 9.29 コンテナ式 14.3 下半田川町８４３－１ 

道泉倉庫 Ｈ27. 3.29 コンテナ式 8.9 西谷町６ 

水南器具庫 Ｓ60. 4. 1 水南分団詰所併設 16.8 北松山町１丁目６３－２ 

陶原器具庫 Ｓ60.10. 1 陶原分団詰所併設 12.6 陶原町２丁目４４－１ 
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資料６－３  消防水利施設設置状況 
令和６年４月１日 現在 

連
区
別 

合 

計 

防火水槽・貯水槽（公設） 防火水槽（私設） 消火栓 その他の水利 

100㎡ 

以上 

60～
100㎡
未満 

40～60㎡
未満 

40㎡ 
未満 

100㎡ 

以上 

60～100
㎡未満 

40～60㎡
未満 

40㎡未
満 

公設 私設 池 

プ
ー
ル 

そ
の
他 

道 泉 116 (8)   9(5) 1   3(3)  103     

深 川 81 (3)   6(3) 3   1  71     

古瀬戸 103 (2)   11(2) 4   1  85 2   2 

東 明 139 (10)   10(4) 2  1 2(2) 1(1) 92  1  4 

祖母懐 
129 (6) 

① 
2(2) 
① 

 17(9) 4     134   1  

陶 原 210 (9)   17(5) 3   7(6)  179 1  3  

長 根 
252   

 (14) 
  14(6) 1   11(8)  224  1 1  

效 範 
 355(36) 

① 
2(2) 
① 

 39(22)    14(12)  296   4  

水 南 185(15)   23(9) 1 1  16(6)  141 1  1  

水 野 441(25)   29(17) 10 1 7(2) 23(6) 19 348  3 3 1 

下品野 207(13) 2(1)  19(12) 7   3  175   1  

品 野 178(10)   13(8) 5 1 1 3(2) 4 145  2 3 1 

本 地 209(8)   8(3) 1  2(1) 12(3) 2(1) 181  1  2 

菱 野 118(5)   5(4) 3   2(1) 2 104   2  

新 郷 144(9)   13(6)    4(3)  127     

山 口 255(12)   15(8) 6  2(2) 9(2) 2 217    2 2  

西 陵 164(10)   16(7)    2(2) 1(1) 143   2  

原山台 49(4)   4(2)    2(2)  42   1  

萩山台 79(1)   3(1)      61 13  2  

八幡台 102(2)   4(2)      82 15  1  

合
計 

3,519 
(201) 
② 

6(5) 
② 
 

 
275 
(135) 

53 3 
15 
(7) 

112 
(60) 

32 
(3) 

2,950 32 

10 27 8 

334  (140)  ② 162  (70) 2,950 

凡例：(  )内は、耐震性を有する防火水槽又は耐震性貯水槽を示す。 

①､②は飲料水兼用を示す。 
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資料６－４    水防用資機材     
       令和６年４月１日 現在   

水防倉庫名 本 署 東分署 南分署 陶 原 団訓練場 水 野 幡 山 品 野 東 明 效 範 水 南 

計 

所 在 地 苗場町 品野町 南山口町 蔵所町 熊野町 中水野町 幡山町 品野町 西窯町 汗干町 北松山町 

面積 （㎡） 19.7 13.0 13.7 16.5 1.6 17.0 39.3 13.7 17.5 17.0 16.8 

対 象 河 川 瀬戸川 瀬戸川 矢田川 瀬戸川 瀬戸川 水野川 矢田川 水野川 赤津川 瀬戸川 瀬戸川 

主

要

資

材 

木くい （本） 125 110 60 200  220 750 413 195 178 50 2,301 

ビニール袋（袋） 2,988 150 500 2,000 1,000 600 5,000 2,800 1,200 2,200 2,100 20,538 

麻    袋 （袋） 530  15    120    800 1,465 

かます    （枚） 30     100 210 50 100  50 540 

な    わ （玉） 8 6 5       

  
 5 21 4 10 1 75 135 

矢   板 （枚） 23 20        

  
 100  200 100  300 743 

８番線   （kg） 

 
50 80 50 100   400 50 200 200 600 1,730 

鉄くい    （本） 201 90 25 58 50  70 60 150 30     275 1,009 

主 

 

 

要 

 

 

器 

 

 

材 

ﾉー ﾘﾂ番線  （箱） 5 6 4 1  1     4 1 1 1 17 41 

のこぎり  （丁） 81 27 12 13   8 15 17      173 

なたのこセット 
（丁） 17 7 7             31 

な    た （丁） 39 9 10 9  3 10  6   86 

ハンマー  （丁） 39 13 7 2 2 2   5  5 5 80 

掛    矢 （丁） 18 4 9 20 3 2 9     2 3 20 90 

たこづち  （丁） 5 6  1       4 16 

シャベル  （丁） 142 33 38 50 16 11 10  5 15 60 380 

つるはし  （丁） 21 4 1 1  1 11  2 1  42 

か   ま （丁） 82 17 18 3  7 5 5  4 7 7 155 

クリッパー（丁） 34 12 10 4               

   
  4   64 

し    の （丁） 29 11 9 10     1   60 

バッチぐわ（丁） 10      

 
1      1   12 

防水シート（枚） 162 37 40 3    16 10 10 10 8 10 306 

一 輪 車（台） 5 2 2  2  1     12 

水防Ｔ型マット 
(枚) 2 3 5        24 34 

連絡先 消防本部 (85-1119) 
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資料６－５   所管別車両表 
１ 共用車両                     令和６年４月１日 現在 

所管別 台数 
車 種 別 台 数 

備考 
乗用 バン 貨物 軽乗用 軽貨物 二輪 その他 

市長直轄組織 １     １   危機管理課(1) 

経営戦略部 １  １      政策推進課(1) 

行政管理部 ７ ４ 
 

 ２ 
 

 １ 財政課(7)   

地域振興部 ２ １ １      
産業政策課(1) 

ものづくり商業振興課(1) 

市民生活部 １０ １  １ ２ ６   
生活安全課(2)  環境課(1) 

税務課(7) 

健康福祉部 ６ １ ２  ２ １   

社会福祉課(3)  高齢者福祉

課(1)  保育課(1)  国保年金

課(1) 

都市整備部 １１ ２ ２   ７   
都市計画課(3)  建設課(4)  

維持管理課(4)   

教 育 部 １ １       教育政策課(1) 

計 ３９ １０ ６ １ ６ １５ ０ １  

 
２ 専用・業務用車両                  令和６年４月１日 現在 

所管別 台数 
車 種 別 台 数 

備考 
乗用 バン 貨物 軽乗用 軽貨物 二輪 その他 

市長直轄組織 ２ 
 

１   １   まちづくり協働課(2)  

経営戦略部 ２ ２       政策推進課(2) 

地域振興部 １２ ２ ２ １  ７   

産業政策課(1) ものづく

り商業振興課（2） 観光課

(3) 文化課(4) スポーツ

課(2) 

市民生活部 ２２  
 

６  １０  ６ 

斎苑(1) 環境課(3) 資源リ

サイクルセンター(4) 水

野支所(1) 幡山支所(1) 

品野支所(1) クリーンセ

ンター(11) 

健康福祉部 ２４ １ ２   ２ １７ 
 

２ 

高齢者福祉課(7) こども

未来課(6) 保育課(1) 健康

課(7) 児童発達支援セン

ター(3) 

都市整備部 ３１ ２ ３ ６  １６ 
 

４ 

都市計画課(2) 維持管理

課(2) 下水道課(3) 水道課

(20) 浄化センター管理事

務所(4) 

教育部 １０ １ ２   ５ ２  
教育政策課(5) 学校教育

課(3) 図書館(2) 

消防本部 ５５ １     ６ ４８ 

本署(18)  東分署(7) 

南分署(6)  

消防団・自警団(24) 

計 １５８ ９ １１ １４ ２ ５５ ８ ５９  
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３ 関係機関等 
                           令和６年４月１日 現在 

 

 
 

 

４ 消防車両（再掲） 

令和６年４月１日 現在 

消

防

本

部 

管理署所 計 

ポ

ン

プ

車 

タ

ン

ク

車 

化

学

車 

空
中
活
動
車 

梯

子

車 

救
助
工
作
車 

広

報

車 

査

察

車 

輸

送

車 

積

載

車 

救

急

車 

指

揮

車 

乗

用

車 

水

槽

車 

二

輪

車 

消防署 １ ８ ３ １ １ １ ３ １ ３ ２ １  ２ 

東分署 ７ ２  
 

 １ １ １   １ １ 

南分署 ６ ２  １  １ １ １     

消防団・自警団 ２ ４ １ ３    １ ７     ３ 

合 計 ５ ５ ２ ０ １ ２ １ ６ １０ ５ ２ １ １ ６ 

 

 

 

 

 

所管別 台数 
車 種 別 台 数  備考 

乗用 バン 貨物 軽乗用 軽貨物 その他 
 

開発公社 １ １      リース 

土地開発公社 
  

      

社会福祉協議会 １ １ 
 

 
 

 
  

シルバー人材センター １６    ３ １３  全てリース 

瀬戸旭看護専門学校         

尾張東部衛生組合 ６ ２    １ 大型特殊３ 
 

観光協会 １ １       

瀬戸健康管理センター 
 

       

計 ２５ ５ 
 

 ３ １４ ３  



 

資 6-6-1 

 

資料６－６   スピーカー搭載車 

 
令和６年４月１日 現在 

所管種別等 貨物 バン 軽四 計 

市民生活部  共用車１１０号(生活安全課)  １ 

都市整備部  共用車１１１号(建設課)  １ 

健康福祉部  

共用車１０１号（社会福祉課） 

共用車１５５号(保育課) 

専用車２号(健康課) 

 ３ 

水道事業 
1号車 

（水道課） 

１１号車（水道課） 

２５号車（水道課） 

６号車 

（水道課） 
４ 

計 １ ７ １ ９ 
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資料６－７   通 信 用 施 設  
 令和６年４月１日現在 

１ 愛知県防災行政用無線 

県
防
災
行
政
無
線 

施 設 名 呼 出 名 称 等 局数等 設 置 及 び 保 管 場 所 

陸上移動局 ぼうさいせとしょうぼう １ 消 防 通 信 指 令 室 

固 定 局 ぼうさいせとし １ 市 役 所 危 機 管 理 課 
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２ 瀬戸市防災行政用無線 
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３ 瀬戸市消防用無線 

消
防
用
無
線
（
デ
ジ
タ
ル
） 

種 別 呼出名称等 局数 出力 設置場所 備考 

基地局 せとあさひしれい 1 
10Ｗ 
10Ｗ 
5Ｗ 

通信指令室 
活動波１～３ 
主運用波 
統制波１～３ 

基地局 
せとしょうぼう 

さなげやまとんねる 
1 5Ｗ 猿投山トンネル 統制波１ 

基地局 
せとしょうぼう 

あいぎとんねる 
1 5Ｗ 愛岐トンネル 統制波１ 

陸上移動局 車 載 型 15 10Ｗ 消 防 署 
活動波１～３ 
主運用波 
統制波１～３ 

陸上移動局 可 搬 型 4 10Ｗ 消 防 署  〃 

陸上移動局 携 帯 型 9 5Ｗ 消 防 署  〃 

陸上移動局 車 載 型 6 10Ｗ 東 分 署  〃 

陸上移動局 可 搬 型 1 10Ｗ 東 分 署  〃 

陸上移動局 携 帯 型 5  5Ｗ 東 分 署  〃 

陸上移動局 車 載 型 6 10Ｗ 南 分 署  〃 

陸上移動局 可 搬 型 1 10Ｗ 南 分 署  〃 

陸上移動局 携 帯 型 5  5Ｗ 南 分 署  〃 

陸上移動局 車 載 型 1 10Ｗ 救急対策室  〃 

陸上移動局 可 搬 型 1 10Ｗ 救急対策室  〃 

陸上移動局 携 帯 型 2 5Ｗ 救急対策室  〃 

陸上移動局 可 搬 型 1 10Ｗ 消防対策室  〃 

陸上移動局 携 帯 型 13  5Ｗ 消 防 団  〃 

 

４ 電話ファクシミリ 
設 備 名 電 話 番 号 台 数 設 置 場 所 

電話ファクシミリ 

２１－６６０７ 

２１－６６０５ 

８５－０４４１ 

１ 

１ 

１ 

市 役 所 危 機 管 理 課 

消 防 本 部 

通 信 指 令 室 
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資料６－８  防災用機器     
（令和６年４月１日現在） 

機 器 名 称 数量 呼称 管 理 又 は 保 管 場 所 備   考 

可搬型発電機 

９０ 台 
危機管理課（災害対策本部・避難

所用） 
 

２１ 台 消防本部 ３署所配備 

１９ 台 消防団 各分団配備 

１０ 台 自警団 各自警団配備 

１ 台 社会福祉協議会  

投光器 

１６３ 基 
危機管理課（災害対策本部・避難

所用） 
 

１５ 基 消防本部 ３署所配備 

２９ 基 消防団 各分団配備 

１２ 基 自警団 各自警団配備 

２ 基 社会福祉協議会  

２ 基 水道課  

瀬戸市防災ラジオ ８６３ 台 自治会長・防災リーダー等に配備 

テント １８ 張 社会福祉協議会（体育館：15 やすらぎ会館：3） 

消

毒

用

噴

霧

機 

  

噴霧式二兼機 ７ 台 

環境課 
肩掛式噴霧機 ８ 台 

背負式噴霧機 ２ 台 

車載式噴霧機 １ 台 

小型動力消防ポンプ ２４ 台 
消防本部(6)、消防団(13)、 

自警団(5) 

３署所・各分団・

各自警団配備 

水中ポンプ ２ 台 水道課  

給水用タンク ３ 基 水道課1.8㎥⑴ 1㎥⑴ 0.5㎥⑴  

ポリタンク ２５ 個 水道課 12ℓ （7） 10ℓ （18）  

非常用飲料水袋 １，０００ 袋 水道課 6 ℓ   

懐中電灯 ３４４ 個 危機管理課（災害対策本部用）  
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資料６－９  ヘリコプターの保有機関 
 
 

    区分 

 

 

 

機関名 

電          話 種   別 

数 量 

 

（機） 

搭乗人員 

 

（座席数） 

所在地 

愛
知
県 

名
古
屋
市 

8時 45分から 

17時 30分 

名古屋市航空隊 

0568-54-1190 

 

17時 30分から 

8時 45分 

名古屋市防災指令

センター 

052-961-0119 

Bell412EPIJA23AR １ １５ 

名古屋市中区三の丸 3-1-2 

(ヘリポート：県営名古屋空港内) 
AS365N3JA758A 1 １４ 

AS365N3+JA08AR 1 １４ 
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資料６－１０  ヘリポート可能箇所 

番 

号 
名   称 電話番号 

施設等 

管理者 

面 積 

（㎡） 

至近水 

利まで 

の距離 

（ｍ） 

所在地 

 

（瀬戸市） 

機種別 備   考 

（広さ） 

巾×長さ 

(m)×(m) 

経度（東経） 緯度（北緯） 

大 

型 

中 

型 

小 

型 
度 分 秒 度 分 秒 

１ 掛川小学校 48-1993 学校長 5,709 30 下半田川町592-41   〇 80×40 137 06 29 35 17 03 

２ 陶原小学校 82-2243 〃 24,949 40 原山町1-3   〇 40×100 137 05 37 35 12 56 

３ 

にじの丘学園 

（グラウンド） 

56-7716 〃 

9,600 90 

中山町1-57 

 〇  80×120 137 06 40 35 13 14 

にじの丘学園 

（多目的広場） 
6,850 60  〇  75×75 137 06 40 35 13 14 

４ 旧東明小学校 88-2506 
瀬戸 

市長 
8,400 80 東明町50  〇  45×70 137 07 47 35 13 13 

５ 效範小学校 82-3050 学校長 7,895 45 效範町1丁目1  〇  55×50 137 04 23 35 13 08 

６ 幡山東小学校 82-4404 〃 11,300 100 八幡町455  〇  50×55 137 06 31 35 11 54 

７ 幡山西小学校 82-4394 〃 9,756 80 幡西町203  〇  55×70 137 04 24 35 11 57 

８ 下品野小学校 41-0074 〃 11,816 60 品野町6丁目223  〇  60×85 137 07 27 35 14 53 

９ 八幡小学校 82-4445 〃 12,320 50 八幡台3丁目1  〇  45×85 137 05 54 35 12 15 

１０ 窯神グラウンド 82-7111 
瀬戸 

市長 
10,231 100 東安戸町30-1  〇  70×70 137 06 00 35 13 37 

１１ 市民公園野球場 48-0500 〃 14,149 10 上本町1  〇  70×70 137 08 05 35 23 91 

計 １１      0 9 2        
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資料６－１１ 応急危険度判定活動備蓄備品 
 

令和６年４月１日 現在 

品    名 合 計 備 考 

ヘルメット ４０  

下げふり ４０  

軍  手 ９６  

調査表 

Ｗ ２，６００  

Ｓ ９００  

ＲＣ ９００  

判
定
ス
テ
ッ
カ
ー 

落下物 ５０  

赤 ９００  

黄 ９００  

緑 １，９００  

腕 章 

（「応急危険度判定士」） 
１００ 

 

 

（保管場所：都市計画課・倉庫）  
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資料７－１  緊急維持修繕工事協定締結業者一覧 
 令和６年４月１日 

NO 業  者  名 電話番号 備 考 

１ (株) 川村工業所 ８２－２７７４ 土木 

２ (株) 神田瀬戸営業所 ８２－１４２０ 土木 

３ (有) 山田工務店 ８２－４４６２ 土木 

４ 大数建設（株） ８２－５３１８ 建築 

５ (有) 内藤整備 ８４－８８１９ 土木 

６ 中日コプロ（株） 052－733－8131 清掃等特殊 

７ (株) 山越 052－571－8977 清掃等特殊 

８ (株) ＬＤＳ 0568－84－9229 清掃等特殊 

９ さくら興業（株） ５６－０７０１ 土木 

10 (有) 丸起産業 ８４－２１７８ 土木 

11 (株) 山本工務店瀬戸営業所 ８６－９６２２ 土木 

12 沢田建設（株） ８２－４３７６ 土木 

13 (株) オカシズ 052－981－7501 清掃等特殊 

14 (株) 加藤工務店 ４８－１１６１ 土木 

15 指幸建設（株） ８２－３３５６ 土木 

16 信和建設（株） ２１－６１６１ 土木 

17 中部建設（株） ８２－７１４５ 土木 

18 藤工業（株） ８２－７４７９ 土木 

19 （株）永井組 ８２－４２９６ 土木 

20 株式会社 一建プロジェクト ５６－７９３２ 土木 

21 朝凪造園株式会社 ６７－３６６８ 土木 
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資料７－２  水道施設緊急修繕工事協力締結 

業者一覧 

令和６年４月１日 現在 
 

名    称 所  在  地 電   話 備考 

東海設備工業（株） 瀬戸市共栄通２丁目 83の 1 ８２－６６１１  

岡村管工業（株） 〃  刎田町２０ ８２－２５５０  

（株）タナカポンプ 〃  共栄通３丁目 53の 1 ８４－３７３３  

藤工業（株） 〃  川西町２丁目９５ ８２－７４７９  

アクシス総合設備（株） 〃  水南町７５ ８２－４８０８  

（株）都商会 〃  田端町２丁目１６ ８２－１２３０  

瀬戸ガス水道（株） 〃  弁天町８３ ８４－８６００  

八幡工業（株） 〃  東長根町２５ ８２－７８６１  

（株）神田瀬戸営業所 〃  緑町１丁目１３８ ８２－１４２０  

（有）瀬戸設備 〃  苗場町１６８ ２１－８８３２  

（有）桶由 〃  熊野町９４ ８２－４３１９  

瀬戸市管工事業協同組合 〃  西長根町３１の１ ８４－７３３２  
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資料７－３ 下水道施設緊急修繕工事協力業者一覧 

令和６年４月１日 現在 

名   称 所  在  地 電 話 備 考 

（株）加藤工務店 瀬戸市中水野町 2丁目 679 48-1161  

（株）川村工業所 〃 上松山町 2丁目 57 82-2774  

指幸建設（株） 〃 赤重町 72 82-3356  

沢田建設（株） 〃 共栄通 7丁目 16 82-4376  

信和建設（株） 〃 山の田町 200 21-6161  

中部建設（株） 〃 西長根町 26-2 82-7145  

（株）永井組 〃 西本町 1丁目 15 82-3110  

（有）山田工務店 〃 田中町 258 82-4462  

岡村管工業（株） 〃 刎田町 20 82-2550  

（株）タナカポンプ 〃 共栄通 3丁目 53-1 84-3733  

東海設備工業（株） 〃 共栄通 2丁目 83-1 82-6611  

藤工業（株） 〃 川西町 2丁目 95 82-7479  

アクシス総合設備（株） 〃 水南町 75 82-4808  

（株）都商会 〃 田端町 2丁目 16 82-1230  

瀬戸ガス水道（株） 〃 弁天町 83 84-8600  

八幡工業（株） 〃 東長根町 25 82-7861  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資 7-4-1 

資料７－４  し尿収集・運搬業者一覧 

 

令和６年４月１日 

名      称 所 在 地 電 話 備考 

（株）アイチ衛生 瀬戸市幡野町２ 82-4040  

（株）尾東  〃 川北町 1丁目９７ 82-2200  

（有）品野衛生社  〃 品野町 8丁目７５ 41-0121  
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資料７－５     電気工事業者一覧 

令和６年４月１日 

名     称 所  在  地 電 話 備 考 

ナニワ電気工業（株）  瀬戸市宝ケ丘町 123の 1   82-3084  

浅見電気商会    〃  東吉田町 30の 1   82-5598  

（株）電建社    〃  北脇町 21の 6   82-3312  

（株）水野電気商会    〃  川北町２丁目 50の 1   82-4593  

横山電気（株）    〃  東寺山町 113   82-4324  

加納電気工事（株）    〃  中水野町１丁目 375 48-0414  

（有）共栄電気工事    〃  東菱野町 57   83-0077  

（有）イリノ電気工事    〃  幡野町 60の 2   82-6470  

（株）渡辺電気設備    〃  西寺山町 64   83-6113  

（有）福島電気商会    〃  北浦町２丁目 22の 3   21-6473  

ヤマダ電気工業    〃  田中町 53   21-4249  

（有）松山電気商会    〃  ひまわり台１丁目 2   48-2510  

大竹電気商会    〃  原山町 9   21-4819  

（有）尾関電工   〃 水北町 1734   48-0580  

(有)中村電気商会    〃  見付町 10の 4   83-5017  

手塚電気工事    〃  陶原町５丁目 27   83-4181  

竹下電気    〃  品野町３丁目283の19   41-0660  

（株）電商    〃  美濃池町 15-3   85-1116  

（有）ワイディー    〃  水北町 521   48-2311  
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名    称 所  在  地 電 話 備 考 

（有）ナガエ電設  瀬戸市上品野町 1206の 1   42-0569  

（有）松栄電気    〃  西米泉町 29   58-0783  

(株)ホクスイ電設。    〃  西原町１丁目 30の 2   21-2171  

（株）関電工事    〃  白山町２丁目 110   84-3022  

東設電気（株）    〃  共栄通２丁目 83の 1   82-3151  

（有）ＨＡＴＡでん    〃  萩殿町 2-5   89-5203  

大島電気 〃  曽野町 1405   48-1317  

㈱ ＫＤＭ 〃 中水野町１丁目 519の 4 48-3232  
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資料７－６    輸送業者一覧   
令和６年４月１日現在  

 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

 (株)イトー急行  瀬戸市共栄通 7-11 84-1100  

 (有)エムライン    〃  北山町 7 88-0585  

 大橋運輸(株)    〃  西松山町 2-260 82-6116  

 大義運輸(有)    〃  品野町 2-249 41-0069  

 加藤機工(株)    〃  瀬戸口町 179-6 2F 83-3456  

 (有)共栄商運    〃  曽野町 1667 0565-48-2823  

協進運輸(有)    〃  大坪町 8 84-2770  

(有)清澤運輸    〃  西本地町 2-13-1 84-2001  

品野陸運(資)    〃  品野町 3-27 41-0345  

柴田運輸(資)    〃  西本地町 2-24 84-6666  

(有)スター物流    〃  東安戸町 6-5 76-2276  

 瀬東運輸(株)    〃  原山町 78 82-3574  

(株)セトライン 〃  鹿乗町 1252-4 0568-52-6781  

(株)ダイユー物流    〃  池田町 100-3 85-6500  

 太陽通運(株)    〃  東長根町 32 21-6128  

 高橋運送(資)    〃  刎田町 55 82-2677  

 高見起業(株)    〃  山の田町 43-181 21-1011  

 中部東進(株)    〃  小坂町 83-2 83-6822  

 (株)東海サービス    〃  弁天町 67-1 85-2552  

 東陶運送(株)    〃  今林町 193-1 82-4248  

 (有)成田運輸    〃  山の田町 151 89-5581  
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名     称 所  在  地 電 話 備 考 

 (株)成清トランスポート    〃  山の田 147-1 83-3317  

  日東運送(株) 〃 苗場町 85-1 82-7078  

  長谷川運輸(株)    〃  川西町 1-50 82-5195  

  菱野陸運(資)    〃  菱野町 213 82-3511  

  藤喜運輸(株)    〃  窯町 484-3 42-0041  

  丸五運送(株)    〃  平町 2-72 82-6155  

  丸善運輸(株)    〃  南菱野町 323 82-2710  

  (株)マルニ運輸    〃  西松山町 3-52 82-3547  

  ミツワ運輸(有)    〃  品野町 1-198 41-2411  

  山田運送(有)    〃  品野町 1-207-8 42-0169  

  山徳運輸(有)    〃  平町 2-71 82-7842  

  横山運輸(株)    〃  本郷町 694-3 65-5333  

  渡辺建材(有)    〃  幡野町 81-68 82-7285  
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資料７－７ 愛知県石油商業組合東尾張連合会東尾張瀬戸地区

会員 
令和6年４月１日 現在 

No 事業所名 住  所 ＴＥＬ／ＦＡＸ 系列 代表者 

1 
村瀬石油（株） 

瀬戸給油所 

〒489-0809 

瀬戸市共栄通 3-41 

８２－２１０２ アポロステ

ーション 
村瀬輝芳 

８４－７８２７ 

2 
鈴一物産（株） 

ｶｰｼｬｲﾝ瀬戸給油所 

〒489-0817 

瀬戸市銀杏木町 37 

８４－７１７７ 
ＥＮＥＯＳ 鈴木敏志 

８４－６６９９ 

3 
(株) 藤田石油建材店 

陶原町給油所 

〒489-0805 

瀬戸市陶原町 3-22-2 

８２－４２８３ 

ＥＮＥＯＳ 藤田耕司 
８２－１０９７ 

4 
(株) 藤田石油建材店 

本地給油所 

〒489-0978 

瀬戸市小坂町 172 

２１－７５５９ 

２１－７５２５ 

5 
(株) マルヨシ 

品野給油所 

〒480-1207 

瀬戸市品野町 5-45 

４２－０１２３ 
ＥＮＥＯＳ 戸田 由久 

４２－０４６３ 

6 
三幸石油（株） 

品野給油所 

〒480-1207 

瀬戸市品野町 2-21 

４１－０３１５ アポロステ

ーション 
加藤 建 

４１－０９５１ 

7 
(株）島倉石油 

ワイワイプラザ上本給油所 

〒489-0061 

瀬戸市上本町 787 

４８－６４６４ 
ＥＮＥＯＳ 島倉 誠 

４８－１１０２ 

8 
(株）伊藤油店 

幡山給油所 

〒489-0934 

瀬戸市菱野町 75 

８２－４６９１ 
ＥＮＥＯＳ 伊藤善和 

２１－８１６６ 

9 
同和商事（株） 

ｵｰﾄｵｱｼｽ瀬戸給油所 

〒489-0808 

瀬戸市見付町 54 

８２－２５８８ 
ＥＮＥＯＳ 秋田守彦 

８２－２６００ 

10 
品野燃料（株） 

品野給油所 

〒480-1207 

瀬戸市品野町 6-1230 

４１－１２０５ 
ＥＮＥＯＳ 長江達也 

４１－２６１９ 

11 
(有）塚本産業 

瀬戸品野給油所 

〒480-1207 

瀬戸市品野町 1-205 

４１－０８８５ 
コスモ 塚本周二 

４１－３２６６ 

12 
（株）大進石油 

瀬戸共栄橋給油所 

〒489-0809 

瀬戸市共栄通 7-23 

８３－１７２２ 
ＥＮＥＯＳ 山本恭子 

８２－１１０３ 

13 
(資）双和石油店 

菱野給油所 

〒489-0936 

瀬戸市西脇町 123 

８２－７５２４ 
ＰＢ  伊藤徳子 

８５－００６６ 

14 
(有）本郷石油 

本郷給油所 

〒489-0906 

瀬戸市本郷町 726 

４８－０８０８ 
ギグナス 星原発香 

４８－０９７８ 

15 
(有）小林石油 

瀬戸西山町給油所 

〒489-0987 

瀬戸市西山町 1-46-16 

８２－９４０９ 
ＥＮＥＯＳ 小林武義 

８３－４４５９ 

16 
(株）ワセ田 

オアシス瀬戸給油所 

〒489-0805 

瀬戸市陶原町 1-38 

８２－１１１１ 
ＥＮＥＯＳ 早稲田博昭 

８２－１１１６ 
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No 事業所名 住  所 ＴＥＬ／ＦＡＸ 系列 代表者 

17 
(株）ワセ田 

陶磁器資料館前給油所 

〒489-0965 

瀬戸市南山口町 86 

８７－００２０ 
ＥＮＥＯＳ 早稲田博昭 

８７－００２１ 

18 
コスモ石油販売(株)東
中部 
セルフ瀬戸給油所 

〒489-0926 

瀬戸市川西町 1-118 

８２－５７２９ 

コスモ 野尻昌宏 

８２－５７２９ 

19 
コスモ石油販売(株)東
中部 
セルフ菱野中央給油所 

〒489-0877 

瀬戸市東赤重町 1-18 

２１－８８０８ 

２１－８８０８ 

20 

コスモ石油販売(株)東
中部 
セルフ菱野南給油所 

〒489-0951 

瀬戸市石田町 15 

２１－７５７１ 

２１－７５７１ 

21 
ネクサスエナジー（株) 

セルフＤＤ神川給油所 

〒489-0933 

瀬戸市神川町 33-1 

８３－４３３１ 
ＥＮＥＯＳ 堀田守 

８３－４３３６ 
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資料７－８  医療関係者名簿 
 

種   別 名     称 所 在 地 電話番号 備 考  

各科全般 公立陶生病院 瀬戸市西追分町１６０ 82－5101 救急告示病院 

内科・胃腸科・循環器科 

整形外科・外科・小児科 

ｱﾚﾙｷ゙ ｰ科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

科・放射線科・腎臓・

透析内科 

青山病院 〃 南山町１－５３ 82－1118 救急告示病院 

内科・泌尿器内科・ 

外科・整形外科 

眼科・形成外科 

脳神経外科 

神経内科・呼吸器内科 

消化器内科・腎臓内科 

人工透析センター 

血液内科・糖尿病内科 

皮フ科 

あさい病院 

採 
〃 矢形町１７８－１ 84－3111 救急告示病院 

内科・消化器内科 

外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科 

井上病院 〃 川北町２－１１ 83－3131 救急告示病院 

内科・外科・皮フ科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
瀬戸みどりのまち病院 〃 緑町２－１１４－１ 84-3113 療養型病床 

内科・外科 

整形外科・眼科 

消化器内科 

循環器内科・皮フ科 

呼吸器内科 

内分泌内科 

神経内科・乳腺外科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

中央病院 〃 陶原町３－１２ 82－1200 療養型病床 

内科・呼吸器内科 

小児科 
あおばクリニック 〃 西山町 1－１９ 83－0022 

 

婦人科・産科・眼科 青山クリニック 〃 效範町２－３４ 82－1141 
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種   別 名     称 所 在 地 電話番号 備 考 

内科・小児科 

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科 

皮膚科・耳鼻咽喉科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・歯科 

あさいクリニック 瀬戸市東権現町３ 84－3115  

内科・小児科 浅野内科 〃 上之山町３－４５－２ 85－0600  

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

脳神経外科 

浅野整形外科 〃 幡野町２ 84－3000  

眼科 有竹眼科 〃 菱野台４－７ 84－1121 
 

内科・小児科・胃腸科 イトウ内科小児科 〃 平町１－６１ 21－8400 
 

内科・脳神経内科 

代謝・内分泌内科 
打田内科クリニック 〃 中水野町２－７３６ 48－7771 

 

内科・呼吸器科 

ｱﾚﾙｷﾞｰ科・小児科 
おいわけクリニック 〃 西追分町１１３ 82－4088 

 

内科・循環器科 

消化器科 

睡眠時無呼吸科 

おおたけニコニコ 

クリニック 
〃 西寺山町２０ 86－0086 

 

消化器科・呼吸器科 

循環器科・小児科 

内科・肛門科 

大橋医院 〃 北脇町１４９ 82－2052 
 

耳鼻咽喉科 
おおの耳鼻咽喉科クリ

ニック 
〃 西本地町１－７０－１ 21－2100 

 

内科・消化器内科 おおわき内科クリニック 〃 水南町１６３ 85－3331  

整形外科・外科 

ﾘｳﾏﾁ科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

おがわ整形外科 〃 内田町２－１０６－１ 97－8050 
 

眼科 おぐち眼科 〃 南山町１－４３ 84－3422 
 

内科・消化器内科 

内視鏡内科 

おわり瀬戸ひびの内科

クリニック 
〃 西本町２－８ 82-0222 

 

内科・小児科 加藤医院 〃 品野町５－３３３ 41－0172 
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種   別 名     称 所 在 地 電話番号 備 考 

皮フ科･形成外科 

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 
加藤皮フ科クリニック 瀬戸市薬師町２０ 82－7290  

産科・婦人科 クリニックベル 〃 北浦町３－１６ 83－2828  

内科・小児科 

循環器内科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

髙阪内科 〃 南仲之切町１１１ 21－5011 
 

内科・神経内科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
ごとう内科クリニック 〃 八幡台１－１ 84－3355  

耳鼻咽喉科 

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 
こだま耳鼻科クリニック 〃 水南町１５５－１ 87－4187 

 

眼科 こんどう眼科 〃 山口町２３７－１ 85－6878 
 

内科・循環器内科 坂田内科 〃 西本町１－１１ 87－0169 
 

外科・皮膚科 

胃腸科・泌尿器科 

整形外科 

佐々木外科 〃 菱野台３－６０ 84－7211 
 

内科・糖尿病内科 

内分泌内科 
さとう内科クリニック 〃 西本地町１－１２８ 76－5871 

 

内科・外科 

整形外科・肛門科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

しなのクリニック 〃 品野町６－１１７ 41－3101  

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・外科 
すずき整形外科 〃 川端町３－３１ 82－7021 

 

眼科 瀬戸眼科 〃 高根町３－８３ 85－3900 
 

人工透析内科 瀬戸共立クリニック 〃 平町２－１９ 86‐0555 
 

心療内科・精神科 

内科 

せとぐち心療内科クリ

ニック 

〃 福元町１９－４   

健康陽だまりﾋﾞﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞ２F 

89－4800 
 

内科・小児科・神経内

科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
せとぐち内科 〃 瀬戸口町１４４ 21－6170  
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種   別 名     称 所 在 地 電話番号 備 考 

整形外科 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

瀬戸にしな整形外科ク

リニック 
瀬戸市西茨町４８ 87－0247 

 

 

内科・外科・皮膚科 たかはしクリニック 
〃 西十三塚町５３－２ 

 
87－1123 

 

消化器科・外科 

内科・肛門科 
とりいクリニック 〃 石田町４５－１ 89－5111  

整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ科・ﾘｳﾏﾁ科 
中野整形外科 〃 北山町４０－１ 85－1717  

産婦人科 中原クリニック 〃 山手町３２７ 88－0311 
 

内科・小児科・外科 

小児外科 
長江内科小児科医院 〃 前田町１１ 82－6235 

 

内科・小児科 野田医院 〃 菱野台２－２９ 21－3800 
 

内科・整形外科 

肛門科 
ひがしの医院 〃 赤重町１１－１ 85－1110 

 

内科・胃腸科・外科 

小児科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
藤本クリニック 〃 窯神町４ 87－3888 

 

泌尿器科･皮膚科 

内科・小児科・放射線

科 

ませき医院 〃 刎田町３１ 83－9911 
 

眼科 松本眼科 〃 末広町２－３０ 85－5500 
 

皮膚科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

小児皮膚科 

まつもと皮フ科クリニ

ック 

〃 東横山町１１３ 

  ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ青山 1F 
89－4112  

内科・消化器内科 三浦内科クリニック 〃 みずの坂２－２６ 48－6101 
 

内科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

歯科 
水野クリニック 〃 小田妻町１－１９０－２ 48－2231 
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種   別 名     称 所 在 地 電話番号 備 考 

小児科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 みずの坂こどもクリニック 瀬戸市みずの坂５－３３ 48－8400 
 

内科・糖尿病内分泌内

科・小児科 
やまうち内科 〃 東横山町１５８－１ 21－1166  

内科・循環器科 山手クリニック 〃 山手町２８３－１ 88－0080  

内科・呼吸器科 

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 
横山クリニック 〃 東長根町３５ 85－1212  

眼科 わたらい眼科 〃 北山町８７－６ 89－7100  

眼科 瀬戸おざわ眼科 〃 市みずの坂４－１ 56-7630  

内科・呼吸器内科 
瀬戸たかはし呼吸器内

科クリニック 
〃 菱野町２４５ 76-5551  

内科・循環器内科 
瀬戸みずの坂内科クリ

ニック 
〃 みずの坂４－１ 76-1205  
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資料７－９  （一社）瀬戸旭医師会集団災害時連絡表 
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資料７－１０  歯科関係者名簿 
 

名    称  所  在  地  電  話  備考  

あいデンタルクリニック  瀬戸市栄町 28 21－ 8264  

あいの里歯科クリニック   〃  東横山町 39 83－ 8119  

青木歯科医院   〃  菱野町 40 21－ 7575  

赤津歯科   〃  八王子町 1－ 2 84－ 6267  

あさいクリニック歯科   〃  東権現町 3 84－ 3115  

浅井歯科医院   〃  美濃池町 38－ 1 84－ 2522  

あらい歯科・矯正歯科   〃  中水野町 1丁目 503 48－ 4173  

いまい歯科   〃  北脇町 276 87－ 4600  

梅林歯科医院  
 〃  東横山町 92 

バロー新瀬戸２階  
89－ 7780  

大沢歯科医院   〃  北山町 60 84－ 8255  

大竹歯科医院   〃  水南町 89 83－ 2451  

大竹デンタルクリニック   〃  川北町 1丁目 27 85－ 0555  

大谷歯科クリニック   〃  東横山町 138 21－ 3012  

小野歯科医院   〃  陶原町 2丁目 38 84－ 6633  

加藤歯科医院   〃  西谷町 30 82－ 5834  

きむら歯科   〃  菱野台 2丁目 28 84－ 0118  

グリーン歯科医院   〃  幡野町 317－ 3 87－ 0888  

Ｋデンタルクリニック  〃  西松山町 3丁目 73 97－ 1165  

公立陶生病院   〃  西追分町 160 82－ 5101  

小島歯科医院   〃  末広町 1丁目 27 82－ 2653  

こばやし歯科   〃  中水野町 2丁目 203 48－ 2886  

榊原歯科医院   〃  陶原町 4丁目 54－ 4 21－ 9400  

新瀬戸歯科医院   〃  共栄通 2丁目 62 84－ 7565  

杉木歯科医院   〃  はぎの台 3丁目 1－ 4 48－ 4880  

西陵歯科医院   〃  ききょう台 2丁目 74 48－ 2645  

瀬戸セントラル歯科   〃  大坂町 193－ 2 21－ 6480  

瀬戸ﾌｧﾐﾘｱ歯科医院   〃  東長根町 5－ 5 85－ 8739  

瀬戸パークフロント歯科   〃  南山町２－３７  56－ 9687  

たかね歯科クリニック   〃  高根町 1丁目 88 89－ 5308  

ちかだ歯科   〃  白山町 1丁目 38 85－ 4558  

東京堂歯科   〃  西原町 1丁目 83 82－ 3334  

陶原歯科   〃  陶原町 2丁目 7 87－ 0505  

冨永歯科医院   〃  田端町 2丁目 12－ 1 21－ 1148  

なえば歯科   〃  苗場町 172-1 21－ 0388  

ナガイ歯科  〃  陶原町 6丁目 10－ 2 84－ 4300  

なかしま歯科医院   〃  松原町 1丁目 34－ 1 82－ 5889  
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名    称  所  在  地  電  話  備考  

はぎの台歯科クリニック   〃  はぎの台 4-86 42－ 8020  

波多野歯科医院  〃  東松山町 136 21－ 1818  

林歯科医院   〃  西茨町 33－ 3 82－ 5054  

原歯科医院   〃  末広町 1丁目 7 82－ 3816  

藤本歯科医院   〃  陶原町 4丁目 11 82－ 2410  

ブライト歯科こども歯科   〃  白山町 2丁目 176－ 3 87－ 1101  

ベル歯科   〃  共栄通 5丁目 13－ 1 88－ 2277  

松村歯科医院   〃  新郷町 25－ 45 84－ 8822  

むぎ歯科   〃  窯神町８  84－ 6400  

森  歯科   〃  平町 1丁目 57 85－ 6480  

山中歯科医院   〃  五位塚町 11－ 60 21－ 7201  

山吉歯科   〃  品野町 2丁目 8 41－ 1117  

ゆうデンタルクリニック   〃  川西町 2丁目 198 85－ 8740  

ライオン堂歯科   〃  品野町 6丁目 63 41－ 0848  

W DENTAL CLINIC  〃  京町２丁目２  83－ 8090  

若山歯科医院   〃  緑町２丁目７  82－ 7744  
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診療所

小島　広臣 横井　英臣 三井　健嗣 増本　広次 41-0848

89-5308 64-6480 76-4961 加藤　眞言 84-6267

波多野　耕治 41-1117

中川　正樹 87-1101

小林　稔 48-2886

林　裕基 加藤　教授 82-3334

82-5054 蟹江　一泰 84-7565

冨永　和男 21-1148

杉木　正史・智哉 48-4880

城　巳智子 84-3828

越知　正貴 大竹　勝實 83-2451

76-5302 波多野　寿一 21-1818

加藤　浩二 82-5834

大谷　直樹 21-3012

大竹　裕一郎 大澤　寛樹 中島　信 82-5889

85-0555 　　　和樹 荒井　康夫 48-4173

84-8255 加藤　広慈 48-2645

小野　誠二 84-6633

山中　武男 原　崇 21-6480

　　　洋介 坂田　正夫 83-8119

21-7201 原　裕司 82-3816

森　健一郎 85-6480

今井　真志 加藤　定江 85-8739

87-4600 山村　邦仁 63-9229

藤本　明伸 82-2410

浅井　初幸 84-2522

下郷　洋 小島　一彦・延正 82-2653

56-9687 竹田　竜弥 21-8264

元永　由香倫 21-9400

近田　洋之 85-4558

加藤　千博 加藤　友規 永井　陽二 84-4300

21-0388 85-8740 若杉　高司・俊通 83-8090

水野　由紀夫 87-0505

平松　一成 84-3115

大守　迪夫 83-6531

水谷　幸恵 木村　泰子 84-0118

42-8020 青木　靖 21-7575

鈴木　恵三 88-2277

(服部　雄紀　） 82-5101

川瀬　健輔 若山　浩子 82-7744

97-1165 松村　晋也 84-8822

丸山　宏己 87-0888

梅林　隆 89-7780

今村　綾 青木　啓豪 64-2111

　　　節子 田村   典子 63-8108

62-0036 近藤　勝俊 63-0155

浅井　 昭博 61-6050

(風岡　宣暁) 62-3311

西村　成弘 62-2000

西山　孝樹 佐々木　瞻　　 62-7286

61-6480 原　正幸 62-4181

加藤　大樹 63-3388

加藤　麦夫 84-6400

鈴木　啓展 寺西　康弘 61-5433

61-1181 松原　隆 62-6487

都築　暁 62-8686

今橋　健太郎 65-5517

竹中　純子 56-4182

福井　正人 中田　茂樹 62-7575

61-1708 三品　明 62-6222

浅井　成一 63-2727

沼田　正雄 76-8020

樋口　健蔵(自宅) 62-5435

令和５年度　瀬戸歯科医師会災害時（緊急）連絡網資料７－１１ 瀬戸歯科医師会災害時（緊急連絡網） 
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資料７－１２  薬剤関係者名簿 

 
班 名   称 所 在 地 電  話 

 
なの花薬局瀬戸東本町店 瀬戸市 東本町 1丁目 55 97-1200 

東 ケア調剤薬局宮前店 〃 南仲之切町 60-17 89-5770 

  貴船薬局薬師店 〃 薬師町 17 89-5621 

 シンコー薬局瀬戸品野店 〃 品野町 6-117-3 41-3535 

〇 ファーコス薬局陶原 〃 東権現町 6 89-7727 

 

愛知薬局東茨店 〃 東茨町 29 83-0234 

 CMS瀬戸調剤薬局 〃 東権現町 6 21-8211 

 アリーナ薬局尾張瀬戸店 〃 西蔵所町 49-1 86-0333 

 マリン薬局品野店 〃 品野町 5-68 56-2551 

 
ウイング薬局 〃 菱野台 4丁目 4-2-B-1 85-6301 

南 アリーナ薬局 〃 矢形町 182-2 87-1100 

 
ファーコス薬局ひしの 〃 菱野台 2丁目 17 88-0772 

  ぽぷり薬局せと店 〃 上之山町 3丁目 34-1 97-0622 

  ケア調剤薬局石田店 〃 石田町 38 97-0545 

 

キョーワ調剤薬局瀬戸口店 〃 福元町 19-4 76-4522 

 アリーナ薬局菱野店 〃 八幡台 1-2-2 76-6672 

 マリン薬局瀬戸緑町店 〃 緑町 2丁目 114-1 85-3311 

〇 日本調剤瀬戸山口薬局 〃 矢形町 173 89-5012 

〇  (有)林薬局 〃 陶原町 4丁目 31 82-2954 

 

アイランド薬局瀬戸店 〃 赤重町 45 84-8898 

 

スギヤマ薬局本地店 〃 西原町 2丁目 95 88-0031 

 

アリーナ薬局幡野店 〃 幡野町 2-13 21-5700 

中 愛知薬局 〃 追分町 21 82-2685 

  ココカラファイン薬局瀬戸中央店 〃 陶原町 3丁目 18 84-0013 

 

スギヤマ薬局赤重店 〃 幡野町 295-1 85-1151 

 オグラ薬局瀬戸店 〃 西本地町 1丁目 132-2 76-2371 

  さわやか調剤薬局 〃 西追分町 161-1 21-3711 

  ファーマライズ薬局瀬戸店 〃 東横山町 114-3 85-4189 

  ひまわり調剤薬局 〃 西追分町 161-34 85-2467 

  ハロー薬局せと店 〃 水南町 156-4 86-0861 

〇 ㈱スギ薬局水野店 〃 本郷町 384 86-8560 

 
イオン瀬戸みずの店薬局 〃 みずの坂２丁目２５３    48-1480 

 
たんぽぽ薬局追分店 〃 西追分町 161-25 21-5401 

 

マリン薬局瀬戸店 〃 西追分町 161-22 85-1741 

北 みずの薬局 〃 東横山町 182-5 89-3777 

  やしのき薬局せと店 〃 山手町 283-1 86-0068 

 

㈱スギ薬局汗干店 〃 汗干町 61-1 89-4361 

 

みずの薬局みずの坂店 〃 みずの坂 5丁目 38 97-8222 

 

みゆきファーマシーみずの店 〃 みずの坂 2丁目 25 97-8711 

 

あい薬局 瀬戸店 〃 今池町 20 84-0080 

 ケア調剤薬局瀬戸北店 〃 中水野町 2丁目 752 65-5706 
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班 名   称 所 在 地 電  話 

 ハロー薬局新瀬戸駅前店 瀬戸市 東横山町 113 89-5101 

 にこにこ薬局瀬戸店 〃 内田町 2-107-1 48-2801 

北 日本調剤瀬戸薬局 〃 西追分町 161-21 89-6393 

 七福神薬局 〃 小金町 31 56-0798 

 

薬草園 〃 水南町 161-3-4 83-8856 

  プライム薬局瀬戸川北店 〃 川北町 1丁目 56-2 88-1062 

  もみの木調剤薬局 〃 平町 1丁目 60 97-0303 

 

高見薬局 〃 南山町 1丁目 64 82-9359 

西 高見調剤薬局 〃 南山町 1丁目 44 82-1949 

  たんぽぽ薬局瀬戸西店 〃 南山町 1丁目 60 85-2171 

 

ケア調剤薬局水野店 〃 效範町 2丁目 3 89-6166 

 サンライズ薬局 〃 水南町 163-1 42-5565 

  たんぽぽ薬局平町店 〃 平町 2丁目 2-12 84-6251 

〇 スギ薬局瀬戸西山店 〃 西山町 1丁目 17 97-0815 

  しょうなん調剤薬局新瀬戸店 〃 北山町 87-5 89-7666 

 

 凡例   〇印：班長 
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資料７－１４  愛知県災害拠点病院 
 

愛知県災害拠点病院とは、愛知県にある災害時の救急医療の拠点となる病院のことで、県

内や近県で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが

困難な状況となった場合に、愛知県知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派遣

等を行う。 

 

１ 基幹災害医療センター 

  救命救急センターの指定を受けているものから選定し、平常時からの研修・訓練を

通じて県下全域の災害医療体制の機能強化の役割を担う。 

 

広域二次 

救急医療圏名 
病院名 所在地 指定年月日 

愛知県 

（尾張東部） 

藤田医科大学病院 豊明市沓掛町田楽ヶ窪 1-98 平成8年11月26日 

愛知医科大学病院 長久手市岩作雁又 1-1 
地：平成8年11月26日 

基：平成18年9月25日 

 

２ 地域中核災害医療センター 

  救命救急センターの指定を受けているものから選定し、新たに指定する災害拠点病

院の取りまとめと機能強化を通じ、当該地域の災害医療体制を強化する役割を担う。 

 

広域二次 

救急医療圏名 
病院名 所在地 指定年月日 

名 古 屋 

日本赤十字社愛知医療セ

ンター名古屋第二病院 
名古屋市昭和区妙見町 2-9 

中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

名古屋市立大学医学部

附属東部医療センター 
名古屋市千種区若水町 1-2-23 

中：平成30年2月1日 

地：平成19年3月31日 

(独)国立病院機構 

名古屋医療センター 
名古屋市中区三の丸 4-1-1 

中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

(独)地域医療機能推進

機構 中京病院 
名古屋市南区三条 1-1-10 

中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

名古屋市立大学病院 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1 
中：平成23年4月1日 

地：平成19年3月31日 

日本赤十字社愛知医療セ

ンター名古屋第一病院 
名古屋市中村区道下町 3-35 

中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町 4-66 
中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

海 部 厚生連 海南病院 弥富市前ヶ須町南本田 396 
中：平成25年9月1日 

地：平成15年4月1日 

尾張西北部 

一宮市立市民病院 一宮市文京 2-2-22 
中：平成22年5月1日 

地：平成19年3月31日 

総合大雄会病院 一宮市桜 1-9-9 
中：平成22年4月1日 

地：平成19年3月31日 
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広域二次 

救急医療圏名 
病院名 所在地 指定年月日 

尾張北部 厚生連 江南厚生病院 江南市高屋町大松原 137 
中：平成27年10月1日 

地：平成20年  5月 1日 

春日井小牧 

小牧市民病院 小牧市常普請 1-20 
中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

春日井市民病院 春日井市鷹来町 1-1-1 
中：平成27年10月1日 

地：平成22年3月31日 

尾張東部 公立陶生病院 瀬戸市西追分町 160 
中：平成26年1月 1日 

地：平成21年10月1日 

知 多 半田市立半田病院 半田市東洋町 2-29 
中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

衣浦西尾 

厚生連 安城更生病院 安城市安城町東広畔 28 
中：平成19年3月31日 

地：平成15年 4月 1日 

刈谷豊田総合病院 刈谷市住吉町 5-15 
中：平成23年 4月1日 

地：平成19年3月31日 

岡崎額田 岡崎市民病院 岡崎市高隆寺町字五所合 3-1 
中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

豊田加茂 

厚生連 豊田厚生病院 豊田市浄水町伊保原 500-1 
中：平成20年 1月 1日 

地：平成8年11月26日 

トヨタ記念病院 豊田市平和町 1-1 
中：平成23年 4月1日 

地：平成19年3月31日 

東三河平坦 

豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西 50 
中：平成19年3月31日 

地：平成8年11月26日 

豊川市民病院 豊川市光明町 1-19 
中：令和元年12月1日 

地：平成19年3月31日 

基・・・基幹災害医療センター 

中・・・地域中核災害医療センター 

地・・・地域災害医療センター 

 

３ 地域災害医療センター 

新たに指定される災害拠点病院とし、地域中核災害医療センターと連携して地域災 

害医療体制の向上に努める。 

 

広域二次 

救急医療圏名 
病院名 所在地 指定年月日 

名 古 屋 

名古屋大学医学部附属病院 名古屋市昭和区鶴舞町 65 平成19年3月31日 

名古屋市立大学医学部附属西

部医療センター 
名古屋市北区平手町 1-1-1 平成24年3月31日 

名古屋記念病院 名古屋市天白区平針 4-305 平成19年3月31日 

(独)労働者健康安全機構 

中部労災病院 
名古屋市港区港明 1-10-6 平成19年3月31日 
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広域二次 

救急医療圏名 
病院名 所在地 指定年月日 

海 部 津島市民病院 津島市橘町 3-73 平成19年3月31日 

尾張西北部 厚生連 稲沢厚生病院 稲沢市祖父江町本甲拾町野 7 平成21年4月1日 

知 多 

厚生連 知多厚生病院 
知多郡美浜町大字河和字西谷

81-6 
平成19年3月31日 

公立西知多総合病院 東海市中ノ池三丁目 1-1 平成27年9月30日 

衣浦西尾 西尾市民病院 西尾市熊味町上泡原 6 平成19年3月31日 

岡崎額田 
藤田医科大学 

岡崎医療センター 
岡崎市針崎町字五反田 1 令和4年4月1日 

東三河平坦 
(独)国立病院機構 

豊橋医療センター 
豊橋市飯村町字浜道上 50 平成19年3月31日 

東三河山間 新城市民病院 新城市北畑 32-1 平成8年11月26日 

４ 災害拠点精神病院 

  精神保健福祉法に基づく精神科医療を行うための診療機能（措置入院者の転院対応等）を有

するとともに、被災した他の精神科病院等への支援（DPAT 隊派遣等）や他病院からの精神疾

患を有する患者の受入れ、一時的避難場所の運営機能などを備えた病院。 

 

病院名 所在地 指定年月日 

愛知県精神医療センタ－ 
名古屋市千種区徳川山町 4－1

－7 
令和 2年 3月 31日 

医療法人松崎病院豊橋こころのケアセンタ－ 
豊橋市三本木町字元三本木 20

番地 1 
令和 2年 3月 31日 
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資料８－１ 特別警報・警報・注意報の細分区域及び発表基準 
 

１ 特別警報・警報・注意報の細分区域（名古屋地方気象台） 

 

⑴ 愛知県の天気予報は一次細分区域(西部､東部)で、特別警報・警報･注意報は二次細

分区域(市町村等)で発表される。 

予報区 
一次細分 
区域 二次細分区域（平成２４年１月４日） 

市町村等をまと
めた地域 

愛知県 

西 部 

名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市 

豊明市、日進市、東郷町、長久手市 
尾張東部 

一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、清須

市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山町、大口町、扶桑

町、大治町、蟹江町、飛島村 

尾張西部 

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東

浦町、南知多町、美浜町、武豊町 
知多地域 

岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜

市、幸田町 
西三河南部 

豊田市西部(西三河北東部の区域を除く)、みよし市 西三河北西部 

東 部 

豊田市東部(旭支所、足助支所、稲武支所、下山支所管内に限る) 西三河北東部 

新城市、設楽町、東栄町、豊根村 東三河北部 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 東三河南部 

⑵  愛知県細分区域図  
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２ 瀬戸市域に関わる特別警報・警報･注意報等発表基準 

 

⑴ 特別警報・警報・注意報の概要 

種  類 概  要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいときに、その旨を警告して行う予報 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪により、重大な災害が発生するおそ

れがあるときに、その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪等により、災害が発生するおそれがあ

るときに、その旨を注意して行う予報 

 

⑵ 特別警報・警報・注意報の種類と概要 

特別警報・警報・注意

報の種類 
概  要 

特別 

警報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

ときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨

特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に

警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切迫している状況であり、

命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があることを

示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

と予想される場合に発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

と予想される場合に発表される。 

暴風雪 

特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想される場合に発表される。「暴風による重大な災害」に加

えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれにつ

いても警戒が呼びかけられる。 

警報 

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大

雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記され

る。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難が必要

とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、重大な災害が

発生するおそれがあると予想されたときに発表される。河川の増水や氾

濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象としてあげられる。高齢

者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによ

る視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけら

れる。 

注意報 大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避

難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 



資 8-1-3 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。ハザードマップによる災害

リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２である。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。  

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。  

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等

による災害」のおそれについても注意が呼びかけられる。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。  

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひ

ょう」による災害への注意喚起が付加されることもある。急な強い雨へ

の注意も雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件が予想されたときに

発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発生するおそ

れのあるときに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発生するおそ

れのあるときに発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発生するおそれがある

ときに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、低温による農作物等への著しい被害や、冬季の水道管

凍結や破裂による著しい被害が発生するおそれがあるときに発表され

る。 

 

※ 土砂崩れ注意報及び浸水注意報はその注意事項を気象注意報に、土砂崩れ警報はその

警報事項を気象警報に、土砂崩れ特別警報はその警報事項を気象特別警報に、浸水警報

はその警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行われる。 

  土砂崩れ特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。浸水警報の警

報事項を含めて行われる気象特別警報は、「大雨特別警報（浸水害）」として発表される。 
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⑶ 気象等に関する特別警報の発表基準 

 

特別警報の種類 基 準 

大雨特別警報 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合（※） 

暴風特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される

場合（※） 

暴風雪特別警報 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予

想される場合（※） 

大雪特別警報 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合（※） 

「（※）発表にあたっては、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪

量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例に照らして算出した客観的な

指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて発表の判断をする。」 

 

● 雨を要因とする特別警報の指標 

 

● 台風等を要因とする特別警報の指標 

 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・通過する

と予想される地域（予報円がかかる地域）に発表されている、暴風の警報が、特別警報と

して発表されることに留意。 

 

温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地域における、

暴風（雪を伴う場合は暴風雪）の警報が、特別警報として発表されることに留意。 

 

● 雪を要因とする特別警報の指標 

 

府県予報区程度の広がりを持って 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警

報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に、大雪特別警報が発表され

る。 

 
５０年に一度の積雪深と既往最深積雪深一覧 （令和５年１１月１日現在） 

 

 
注１）  “※”が付いている地点は、現在積雪深の観測を行っていないもので、50年に一度の値は“―”としている。 

注２） “*”が付いている地点は、積雪深ゼロの年もあり、50年に一度の値の信頼性が低いため、参考値として扱う。 

大雨特別警報は、過去の多大な被害をもたらした現象に相当する各種雨量指数の値以上と

なる１㎞格子がまとまって出現すると予想され、かつ、激しい雨が降り続くと予想される

場合に発表される。 

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa以下又は最大風速 50m/s以上）の台風や同程度の温帯

低気圧が来襲する場合に、特別警報が発表される。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠

原諸島については、中心気圧 910hPa以下又は最大風速 60m/s以上とする。 

府県予報区 地点名 50年に一度の積雪深（ｃｍ） 既往最深積雪（ｃｍ） 

愛知県 
名古屋 23* 49 

伊良湖※ - 12 
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注３）  50年に一度の値は過去の観測データから推定した値。 

注４） 大雪特別警報は、府県程度の広がりで 50 年に一度の積雪深となり、かつその後も警報級の降雪が丸一日以上続く

と予想される場合に発表される。個々の地点で 50 年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないこ

とに留意。 

 

 

気象庁HP参照（気象庁HP内で「特別警報」で検索） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html 

 

 

 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html
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 ⑷ 警報・注意報発表基準 

 
 ※1（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

基準表の解説 

⑴ 警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、

災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本

表の基準に達すると予想される市町村等に対して発表する。 

⑵ 大雨、洪水、大雪、波浪、高潮の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、

風雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略し

た。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。 

⑶ 表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名で

基準値を記述する場合がある。 

⑷ 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水

害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基

準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表するため、

大雨警報の欄中、（浸水害）は「大雨警報（浸水害）」、（土砂災害）は「大雨警報（土

砂災害）」の基準をそれぞれ示している。 

⑸ 大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、瀬戸市内において単一の値をとる。 

⑹ 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は 1km 四方毎に設定しているが、本表には瀬戸市

内における基準の最低値を示している。 

⑺ 洪水の欄中、｢○○川流域：13｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 13 以上｣を意味する。 

⑻ 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、本

表には主要な河川における代表地点の基準値を示している。 

⑼ 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域

雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。 

⑽ 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報にお
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いては「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警

戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、

洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしてい

る場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

⑾ 地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基

準を適用することが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置とし

て基準のみにとらわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このような状態

がある程度長期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地

域を必要最小限の範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用するこ

とがある。 

 

＜参考＞ 

・表面雨量指数：短時間強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨が地表面

にたまっている量を示す指数｡ 

・土壌雨量指数：降雨による土砂災害リスクの高まりを示す指標で、土壌中に貯まっている

雨水の量を示す指数｡ 

・流域雨量指数：河川の上流域に降った雨による、下流の対象地点の洪水害リスクの高まり

を示す指標で、降った雨水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに

河川に沿って流れ下る量を示す指数｡ 

・記録的短時間大雨情報：大雨警報発表中に数年に一度しか発生しないような猛烈な雨（１

時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）または解析（気象レーダーと地上の雨量

計を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現し

ている場合に、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低

地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っている

状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要があ

る。 

・県内市町村の警報･注意報発表基準及びその他の事項は、気象庁ホームページを参照。

「 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/aichi.html 」 
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３ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

種 類 概 要 

土砂キキクル 

（大雨警報（土砂災害）の危険度

分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す

情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測

を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（土

砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危

険度が高まっている場所を面的に確認することができ

る。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が

必要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必

要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再

確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水害）の危険度分

布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予

測を、地図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分

けして示す情報。1 時間先までの表面雨量指数の予測

を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（浸

水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている

場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が

必要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必

要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再

確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２に相当。 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位

周知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高

まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km ごとに

５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨

量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新してお

り、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっ

ている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が

必要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップ等による災害リスク

の再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要

とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位

周知河川及びその他河川の各河川）の、上流域での降

雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの予

測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度
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を色分けした時系列で示す情報。６時間先までの雨量

分布の予測（降水短時間予報等）を常時 10分ごとに

更新している。 

 

 

 

４ 早期注意情報(警報級の可能性) 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から

翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（愛知県西部・

東部）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表

単位（愛知県）で発表される。大雨に関して、 [高]又は[中]が予想されている場合は、

災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

 
５ 全般気象情報、東海地方気象情報、愛知県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場 

合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解 

説する場合等に発表する。 

  特別警報発表に伴う気象情報の例文を以下に示す。 

   

① 例：大雨特別警報を補足する気象情報（大雨特別警報とほぼ同時に発表される。） 

「雨を要因とする大雨特別警報を発表したときには、その後速やかに、その内 

容を補足するため｢記録的な大雨に関する愛知県気象情報｣という表題の情報を 

発表する。 

 

 

記録的な大雨に関する愛知県気象情報 第●号 

令和●●年●●月●●日●●時●●分 

名古屋地方気象台発表 

 

（見出し） 

 愛知県では、●●時●●分に大雨特別警報を発表しました。 

瀬戸市（部、市、町）を中心に、これまでに経験したことのない大雨となっています。

最大級の警戒をして下さい。（又は、この地域の方は厳重に警戒して下さい。） 

 

 

 

② 例：台風を要因とする特別警報を補足する気象情報  

 

（②－１）特別警報発表の可能性に言及する気象情報の例 

 

 

令和●●年台風第●号に関する愛知県気象情報 第●号  

令和●●年●●月●●日●●時●●分  

名古屋地方気象台発表 

 

（見出し）  

猛烈な台風第●号が●●日にかけてかなり接近する見込みです。記録的な暴風や高波と

なるおそれがあり、特別警報を発表する可能性もあります。 

台風情報等に留意し、暴風、高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾

濫に対し、早めに警戒をしてください。・・・・・  

（本文）・・・・・ 
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（②－２）特別警報発表直後の補足情報の例 

 

 

令和●●年台風第●号に関する愛知県気象情報 第●号  

令和●●年●月●●日●●時●●分 

名古屋地方気象台発表 

  

（見出し）  

猛烈な台風第●号が●●日未明から朝にかけて上陸するおそれがあります。 

これまでに経験したことのないような暴風や高波、高潮となるおそれがあります。暴風、

高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に対し、最大級の警戒をし

てください。・・・・・  

（本文）  

☆時★分、愛知県に特別警報を発表しました。・・・・ 

 

 
 

（②－３）特別警報対応中の補足情報の例 

 

 

令和●●年台風第●号に関する愛知県気象情報 第●号  

令和●●年●月●●日●●時●●分  

名古屋地方気象台発表 

 

（見出し）  

猛烈な台風第●号が、●●日未明から昼前に、○○地方か△△地方へ上陸する見込みで

す。○○地方から△△地方の太平洋側を中心に、これまでに経験したことのないような

暴風や高波、高潮となるおそれがあります。暴風、高波、高潮、土砂災害、低い土地の

浸水、河川の増水や氾濫に対し、最大級の警戒をしてください。・・・・・  

（本文）  

愛知県には暴風特別警報、大雨特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報が発表されてい

ます。・・・ 
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６ 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしく

ない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支

援するため、対象となる市町村等（＊）を特定して警戒を呼びかける情報で、愛知県と

名古屋地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域

は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険

な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

 

（＊）特別警報・警報・注意報と同じ二次細分区域 （資8-1-1を参照） 

 

愛知県土砂災害警戒情報の発表例 

 
 

 

愛知県土砂災害警戒情報 第○号 
令和○年○月○日 ○時○分 

愛知県 名古屋地方気象台 共同発表 

【警戒対象地域】 

   名古屋市 瀬戸市 尾張旭市 豊明市 日進市 長久手市 東郷町 豊田市西部* 豊田市東部* みよし市  

【警戒解除地域】 

   春日井市 犬山市 小牧市  

   *印は、新たに警戒対象となった市町村を示します。 

【警戒文】 

   ＜概況＞ 

   降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。 
   ＜とるべき措置＞ 
   避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近 

くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、 
市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注意)豊田市西部：小原地区・藤岡地区・豊田地区 

     豊田市東部：旭地区・足助地区・稲武地区・下山地区 

問い合わせ先 

052-●●-●●●●（愛知県砂防課） 

052-●●-●●●●（名古屋地方気象台） 
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７ 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測

（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分

析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、気象

庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低地の浸水や中小河

川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実

際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルでで確認する必要がある。 

愛知県の雨量による発表基準は、1時間雨量100ミリ以上の降水が観測又は解析された

ときである。 

 

気象レーダーと地上の雨量計の観測を組み合わせた解析による発表例 

 

 
愛知県記録的短時間大雨情報 第●号 

令和●●年●●月●●日●●時●●分 気象庁発表 

 

 ●●時愛知県で記録的短時間大雨 

 名古屋市千種区付近で約１１０ミリ 

 

 

地上の雨量計の観測による発表例 

 

 
愛知県記録的短時間大雨情報 第●号 

令和●●年●●月●●日●●時●●分 気象庁発表 

 

 ●●時●●分愛知県で記録的短時間大雨 

 常滑市セントレアで１１５ミリ 
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８ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び

かける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気

予報の対象地域と同じ発表単位（愛知県西部・東部）で気象庁から発表される。なお、

実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報

が、天気予報の対象地域と同じ発表単位（愛知県西部、東部)で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね 1時間である。 

 

目撃情報を活用しない場合の発表例 

 

 
愛知県竜巻注意情報 第●号 

令和●●年●●月●●日●●時●●分 気象庁発表 

愛知県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。 

空の様子に注意して下さい。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しが 

ある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

この情報は、●●日●●時●●分まで有効です。（参考：有効時間は約 1時間です。） 

 

 

 

目撃情報を活用する場合の発表例 

 

 

愛知県竜巻注意情報 第●号 

令和●●年●●月●●日●●時●●分 気象庁発表 

 

【目撃情報あり】 

愛知県東部に竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。 

愛知県は、竜巻などの激しい突風が発生する恐れが非常に高まっています。 

 

空の様子に注意して下さい。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しが 

ある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

この情報は、●●日●●時●●分まで有効です。（参考：有効時間は約 1時間です。） 

 

 

 

９ 早期天候情報 

その時期としては 10年に 1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降 

雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日 

前までに注意を呼びかける情報である。 
 

10 指定河川洪水予報（庄内川洪水予報） 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考とな 

るように、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示し 

て発表する警報及び注意報である。庄内川については、庄内川河川事務所と名古 

屋地方気象台が共同で下表の標題により発表する。警戒レベル２～５に相当する。 
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庄内川洪水予報の基準水位 （参考値）             （単位：m） 

予報区

域名 
河川名 

水位観

測所名 
所在地 位置 

水防団

待機水

位 

氾濫 

注意水

位 

避難判

断水位 

氾濫 

危険水

位 

計画高

水位 

庄内川 庄内川 志段味 

守山区

中志段

味 

左岸

32.70ｋ 
3.40 4.60 5.90 6.40 7.50 

  

 指定河川洪水予報 

種 類 標 題 概 要 

「洪水警報（発表）」 

又は 

「洪水警報」 

「氾濫発生情報」 

又は 

「氾濫発生情報 

（氾濫水の予報）」 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険情報」 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険数水

位を超え、さらに水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫危険水に到達したとき 

・氾濫危険水を超える状態が継続しているとき 

「氾濫警戒情報」 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれたとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき 

・氾濫危険情報の発表中に、氾濫危険水位を下

回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除

く） 

・避難判断水位を超える状態が継続していると

き（水位上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

「洪水注意報（発表）」 

又は 

「洪水注意報」 

「氾濫注意情報」 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満

の状態が継続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見

込まれないとき 

洪水注意報（警報解除） 
「氾濫注意情報」 

（警報解除） 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、

避難判断水位を下回った場合（氾濫注意水位を

下回った場合を除く 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込ま

れなくなったとき（氾濫危険水位に達した場合

を除く） 

洪水注意報（警報解除） 「氾濫注意情報解除」 

・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情

報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫の

おそれがなくなったとき 

 
11 火災気象通報 

消防法第 22条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに名古

屋地方気象台が愛知県知事に対して通報し、県を通じて瀬戸市や瀬戸市消防本部に伝達

される。 

 

12 災害時気象支援資料 

名古屋地方気象台は、災害時の応急活動を支援するため、被災地を対象とした詳細な

気象情報等の提供に努める。 
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資料８－２ 東海地方に影響のあった主な台風 
                     （出典：名古屋地方気象台）  

１ 昭和９年９月 21 日の室戸台風 

この台風は、時速 20km くらいの速さで海上を進み、19 日夜沖縄の南海上に近づいた。

ここで北東に向きを変え、四国沖を進んで 20日夜半過ぎ室戸付近へ非常に強い大型台風

として時速 60kmで上陸した。上陸後は徳島の西、淡路島、神戸市、敦賀の西を通過した

のち、速度を 70～90kmに速め、勢力を衰えさせながら本州を縦断して宮古付近から三陸

沖へ去った。 

２ 昭和 28年９月 25日の台風第 13号 

台風第 13 号は、トラック島南東 150km の海上で発生し西から次第に北西に進んで 22

日夜沖ノ鳥島の西洋上で急速に発達して猛烈な大型台風になった。 

この辺から四国沖に向けて北上し、25 日 17 時過ぎに志摩半島を横断し、毎時 40km く

らいの速さで伊勢湾を経て、東日本を北東進し、カムチャッカ半島へ去った。 

３ 昭和 34年９月 26日の伊勢湾台風  

台風第 15号は、エニウエトック島の西 250kmの海上に発生した熱帯低気圧が発達した

もので、台風となったのは、９月 21日、北緯 15゜東経 150゜付近に達した頃からである。

それが９月 23 日マリアナ諸島で中心気圧が 894hPa に発達して超大型台風になり、北上

して９月 26日夜の紀伊半島上陸後まであまり勢力が衰えなかった。 

台風の本邦上陸にあたり風速の最大区域が台風中心経路の東側 70km付近の志摩半島東

部から伊勢湾にかけて舌状にのびていた。これにより伊勢湾に記録的な高潮が発生した。 

４ 昭和 36年９月 16日の第２室戸台風 

マーシャル諸島付近で発生した熱帯低気圧が、９月８日 15時に台風第 18号となった。

12 日朝にはマリアナ群島の南西海上で 900hPa 以下の超大型台風に発達し、14 日夜半沖

縄の東側でゆっくり転向し、16 日朝には四国の南海上から室戸岬をかすめて大阪湾に向

かい同日 13 時 30 分頃尼ケ崎と西ノ宮の間に上陸した。その後、北東進して敦賀付近に

進んだ。 

台風の規模も進路も昭和９年の室戸台風に似た台風であった。 

５ 昭和 37年７月 27日の台風第７号 

台風第７号は、硫黄島の東およそ 1,500km の海上に発生したもので、発生地が非常に

北東にかたよっていた。 

発生後１日目は北上、２日目から西進して、27 日には四国の南東海上で北東に向きを

変え、27日 13時頃潮岬と白浜の間に上陸、東海地方、関東地方北部をとおって三陸沖に

去った。海上を進行中は 965hPaくらいの中心気圧の中型の規模だったが上陸後は急速に

衰え、28日には熱帯低気圧になった。 

６ 昭和 37年８月 26日の台風第 14号 

台風第 14号は、８月 21日 09時、マリアナ諸島の海域で発生した。硫黄島付近にかか

った頃には中心気圧 950hPaになり、にわかに注目されるようになったが、夏台風特有の

小型であった。小笠原諸島の父島西方を過ぎる頃から向きを北に変え、そのまま中部地

方に向かって北上した。 

26日 04時頃三重県の北牟婁郡中島付近に上陸し、その後北上し琵琶湖付近をとおって

日本海へ抜けた。 

７ 昭和 46年８月 30日～31日の台風第 23号 

台風第 23号は、８月 21日 09時、南鳥島の南西で発生しゆっくり北西に進み、28日朝、

奄美大島の南東に達した。この頃から移動速度がさらに遅くなり、急に発達しはじめ、

屋久島付近を通過する頃には中心気圧が 915hPaに低下した。 
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29日夜半頃大隈半島（佐多岬）に上陸し、四国から大阪付近、三重県南部をとおり 31

日昼頃伊良湖岬をかすめて東へ去った。 

８ 昭和 47年９月 16日の台風第 20号 

台風第 20号は、９月 13日 12時、沖ノ鳥島の南 500kmで発生した。ゆっくり北西に進

み、沖の大東島の南海上で転向し進行方向を北に変えた。 

一方、15日 15時には低気圧が朝鮮半島北部の元山沖約 400kmにあり、閉塞前線が南東

にのびて、愛知県付近に達していた。愛知県では、この前線の影響により 15日朝から降

雨が強くなった。 

台風は、16 日 18 時 30分頃潮岬付近に上陸した。その後、三重県を経て、岐阜県西部

をとおり 17日 05時には佐渡付近に達し、午後には北海道西岸に達した。 

９ 昭和 54年９月 30日～10月１日の台風第 16号 

９月 23日 15時ヤップ島の北西海上で台風となった台風第 16号は発達しながら北西に

進み、26日の朝には沖縄の南南東の海上で中心気圧 920hPaとなって最盛期を迎えた。26

日の昼頃から速度を落としながら北向きにコースを変え、29日 15時には奄美大島の東海

上に達した。台風はこの頃から向きを北東に変えながら次第に加速し、30日 18時 30分

頃高知県室戸付近に上陸した。23 時頃大阪市に再上陸、岐阜市の北をとおって本州を北

東に縦断し、10月１日 09時には八戸沖へ抜けた。 

10 昭和 54年 10月 19日の台風第 20号 

10 月６日 15 時トラック島の東で台風となった、台風第 20 号は８日の朝から北西に進

みはじめ、９日夜グアム島の南海上を通過した頃から急速に発達。12日 15時には沖ノ鳥

島の南南東約 400km の海上で中心気圧 870hPaを観測、大型で猛烈な台風となった。台風

はその後ゆっくりとした速さで西北西に進み 16 日早朝から北北西に向きを変え、18 日

09時には沖縄の南約 150kmの海上に達した。 

台風はこの頃から次第に北東に向きを変えながら加速し、19 日 09 時 40分頃和歌山県

白浜付近に上陸、名古屋市のすぐ西をとおって本州を北東に縦断し、19時には八戸沖へ

抜けた。 

11 平成２年９月 19 日～20日の台風第 19号 

グアム島の北西海域で発生した熱帯低気圧は９月 13 日台風第 19 号となり、発達しな

がら北西に進み、16 日から 17日にかけて、ゆっくり沖縄の南東海上に近づき、急激に発

達した。17日午後には中心気圧 890hPaを記録し、猛烈な台風となった。 

その後台風は北東進し、950hPa 以下の勢力を保ったまま、19 日 20 時過ぎ和歌山県白

浜の南に上陸した。上陸後は速度を上げて近畿地方から東海地方をとおり、本州を縦断

し、20日 12時には三陸沖に抜けた。 

12 平成３年９月 18 日～19日の台風第 18号 

台風第 18 号は 18 日沖縄の東沖を加速しながら北東進。それに伴い南海上に停滞する

秋雨前線の活動が活発となった。台風は 19日夕方、八丈島の南をとおり、夜には銚子沖

に達し、20日早朝三陸沖で温帯低気圧となった。このため、東海地方を含め、太平洋岸

各地で記録的な大雨となり、被害は東海地方から東北地方の 16都県に及んだ。愛知県で

は、18 日午前中から雨となり、夜半過ぎには所々で激しく降り、18 日から 19 日にかけ

て 100～300mmの大雨となった。 

13 平成６年９月 29 日～30日の台風第 26号 

９月 19日 03時にグアム島の南西海上で台風となった台風第 26号は、発達しながら北

に進路をとり、29日 19時30分頃大型で強い勢力を保ったまま和歌山県南部に上陸した。

上陸時の中心気圧は 950hPa、中心付近の最大風速は 40m/sであった。上陸後は勢力を弱

めながらやや速度を速め、琵琶湖付近をとおって 30日 03時には石川県沖に進んだ。 

この台風の影響により、東部の山間部では総降水量が 200mmを超えた。 
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14 平成 10年９月 21日～23日の台風第７号と台風第８号 

９月 17 日 21 時にフィリピンの西の海上で発生した台風第７号は、徐々に発達しなが

ら南西諸島の東海上を北東進した。また、台風第８号は９月 20日に日本の南海上で発生

し、北上した。 

日本への上陸は第８号のほうが早く、21日 16時前に和歌山県田辺市付近に上陸し、翌

日の 22日 13時過ぎには第７号が和歌山県御坊市付近に上陸した。 

第８号の上陸時の勢力はごく小さく、弱いものであったが、21 日夜に一時風雨が強く

なった。第８号は強い雨が顕著で、東部の山間部では 21 日の 21 時から 23 時にかけて、

１時間に 40～60mmの激しい雨が降った。 

１日遅れて上陸した第７号は、中型で、強い勢力を保って 22 日 15 時頃に滋賀県をと

おり、北陸へ向かった。台風が愛知県の西を強い勢力で進んだことから、県内では南寄

りの暴風が吹き荒れ、名古屋では最大瞬間風速、南南東の風 42.6m/s を観測した。この

値は昭和 34年の伊勢湾台風時に観測した 45.7m/sに次ぐ観測開始以来第２位の記録とな

った。 

15 平成 12年９月 11日～12日の台風第 14号 

サイパン島の東海上にあった熱帯低気圧は、９月２日 21時に台風第 14号となった。

10日 09時には南大東島の東南東の海上に達し、大型で非常に強い勢力に発達した。一

方、９月 11日から 12日にかけて、日本付近には秋雨前線が停滞しており、この前線に

向かって台風第 14 号からの暖かく湿った空気が多量に流れ込んで活動が活発となり、愛

知県を中心とした東海地方で記録的な大雨となった。 

愛知県では県西部を流れる新川の堤防が決壊したのをはじめ、河川の破堤は 20か所に

達したほか、名古屋市内では広範囲に浸水被害が発生した。 

この大雨で、名古屋地方気象台が観測した日最大１時間降水量 97.0mm、日最大降水量

428.0mm、月最大 24 時間降水量 534.5mmは、いずれも統計開始以来最も多い値となった。 

台風は、12日 19時過ぎには沖縄を通過し、東シナ海で向きを北寄りに変え、九州の西

海上を北東に進んで朝鮮半島に上陸した。その後、日本海に進み 16 日 15 時には日本海

西部で温帯低気圧となった。 

16 平成 15年８月８日～９日の台風第 10号 

台風第 10号は８月３日 15時にフィリピンの東で発生し、７日 15時には大型で非常に

強い台風となった。台風第 10号は強い勢力を維持したまま８日 21時 30分頃に高知県室

戸市付近に上陸し、いったん瀬戸内海に抜けた後、９日 06時頃に兵庫県西宮市付近に再

上陸した。その後はやや勢力を弱めながら本州を縦断するように北東に進み、10 日 06

時に千島近海で温帯低気圧に変わった。 

台風第 10号は動きが比較的遅く、愛知県では台風からの湿った南よりの風が長時間続

いたため、茶臼山で 390mm の総降水量を観測するなど愛知県東部の山地で雨量が多くな

った。 

風も非常に強く吹き、名古屋で９日 06 時 17 分に東南東の風 28.0m/s、伊良湖で９日

01時 26分に南の風 27.3m/sの最大瞬間風速を観測した。 

17 平成 16年 10月８日～９日の台風第 22号 

台風第 22 号は、10 月４日 12 時にフィリピンの東で発生し、８日 03 時には中心気圧

920hPa、中心付近の最大風速 50m/s の非常に強い台風となった。その後、台風はゆっく

り北上し、９日 16時頃伊豆半島に上陸、関東地方南部を経て茨城県沖へ進み 10日 09時

に日本の東で温帯低気圧となった。  

台風が愛知県に最も接近したのは９日 14 時から 15 時頃であった。台風の北上と停滞

前線の影響により愛知県では多いところで２日間で 300mm を超える大雨となり、９日に

は約半数の観測所で 10月としての日降水量の極値を更新した。 
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18 平成 16年 10月 20日～21日の台風第 23号 

台風第 23号は、10月 13日 9時にマリアナ諸島で発生し、16日 21時には中心気圧 940hPa、

中心付近の最大風速 45m/s、暴風半径 280km、強風半径 1100km の超大型で非常に強い台

風となった。その後、台風第 23号はゆっくり北上し、20日 13時頃に高知県土佐清水市

付近に上陸、近畿地方から東海地方を経て 21 日 09 時に関東の東海上で温帯低気圧とな

った。 

台風の中心が愛知県に最も接近したのは 20日夜のはじめ頃から夜遅くで、名古屋では

20 日 18 時 39 分に南の風 33.2m/s、伊良湖では 17 時 28 分に南東の風 35.2m/s の最大瞬

間風速を観測した。また、総降水量は、津具村茶臼山で 265mm となり、東三河北部を中

心に 200mmを超える大雨となった。 

19 平成 21年 10月７日～８日の台風第 18号 

台風第 18号は９月 30日 09時に発生し、ゆっくりと西に進み、10月４日 09時にはフ

ィリピンの東で、中心気圧 920hPa、最大風速 55m/sの猛烈な台風に発達した。 

台風は６日から７日にかけて南大東島付近を通過し、中心気圧 940hPa、最大風速 45m/s

の強い勢力を維持したまま、北北東から北東に進み、８日 05時すぎに知多半島付近に上

陸後、愛知県から関東甲信地方へ進んだ。 

この台風の影響により、伊良湖では８日に日最大瞬間風速 39.9 m/s を観測した（1953

年の観測開始以来 10 月の極値を更新）。また、名古屋では、８日に日最大１時間降水量

67.0mmを観測した（1890年の観測開始以来 10月の極値を更新）。 

 

20 平成 23年９月２日～４日の台風第 12号 

台風第 12号は、８月 25日 09時にマリアナ諸島の西の海上で発生し、発達しながらゆ

っくりとした速さで北上し、30日には小笠原諸島付近で中心気圧が 965hPa、最大風速が

35m/s の大型で強い台風となった。台風は、いったん西に進んだ後北へ向きを変え、９

月２日には大型の台風となって暴風域を伴ったまま四国地方に接近し、３日 10時前に高

知県東部に上陸した。台風はその後もゆっくりとした速さで北上を続け、18時頃に岡山

県南部に再上陸した後、４日未明に山陰沖に進み、５日 15時に日本海中部で温帯低気圧

に変わった。 

台風が大型でさらに動きが遅かったため、長時間にわたって台風周辺の非常に湿った

空気が流れ込み、愛知県では、降り始め（２日 09 時）から５日 14 時までの降水量は、

西三河北東部、東三河北部で 300㎜を超え、豊田市稲武では 330.0㎜を観測した。 

 

21 平成 23年９月 20日～21日の台風第 15号 

台風第 15 号は、９月 13 日 21 時に日本の南で発生し、北に進んだ後西に向きを変え、

16日にかけて大東島地方に向かって進んだ。台風は、南大東島の西海上を反時計回りに

円を描くようにゆっくり動いた後、19 日 21 時には最大風速が 35m/s の強い台風となっ

て奄美群島の南東海上を北東に進み、20日 21時には中心気圧が 940hPa、最大風速が 50m/s

の非常に強い台風となった。台風は、速度を速めつつ四国の南海上から紀伊半島に接近

した後、21 日 14 時頃に静岡県浜松市付近に上陸し、強い勢力を保ったまま東海地方か

ら関東地方、そして東北地方を北東に進んだ。 

愛知県では、19日夕方から、東海地方に上陸し関東地方に進んだ 21 日夕方にかけて、

断続的に強い雨が降り、特に 20日は、名古屋市などで激しく降るなど、尾張東部から中

濃・東濃にかけて大雨となり、庄内川が氾濫した。降り始め（19日 17 時）から 21日 19

時までの降水量は、尾張東部、東三河北部で 300 ㎜を超えたところがあり、豊田市阿蔵

では 383.5㎜を観測した。また、台風が最接近した 21日昼頃から沿岸部では非常に強い

風が吹き、伊良湖で 21日 12時 34分に日最大瞬間風速 33.0m/sを観測した。 
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22 平成 24年６月 19日の台風第４号 

台風第４号は、６月 12 日 15 時にカロリン諸島で発生し、フィリピンの東海上に達し

た後、進行方向を変え発達しながら北上した。18 日には沖縄の南海上、19 日 09 時に

は九州の南海上を北北東に進み、強い勢力を維持しながら本州に接近し、19 日 17 時過

ぎに和歌山県南部に上陸した。その後、台風は紀伊半島の東岸を北東に進み、伊勢湾を

通過し、20 時過ぎに愛知県東部に再上陸した。その後も北東に進み、関東甲信地方を通

過し、20 日９時には東北地方の東海上に達し温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、この台風と梅雨前線の影響により大雨となり、19 日昼前から、断続的に

強い雨が降り、台風本体の雨雲がかかり始めた夜には、豊田市阿蔵で１時間降水量 65.5 

㎜の非常に激しい雨を観測するなど、東部を中心に大雨となった。降り始め（19 日 00 

時）から 20 日 06 時までの降水量は、豊田市阿蔵では 239.0 ㎜を観測した。また、19 

日午後から東よりの風が強まり、夜には豊橋で最大瞬間風速 29.1m/s を観測するなど東

部を中心に東よりの強い風が吹いた。 

 

23 平成 25年９月 16日の台風第 18号 

９月 13日３時に小笠原の近海で発生した台風第 18号は、日本の南海上を北西に進み

ながら 14日 09時に大型となり、15日夕方には四国の南海上に達した。その後、台風は

進路を北東に変え、近畿地方や東海地方を暴風域に巻き込みながら東海道沖を北東に進

み、16日 08時前に愛知県豊橋市付近に上陸した（08時の中心気圧は 970hPa）。台風は

上陸後も勢力を維持したまま北上し、暴風域を伴って関東甲信地方を北東に進んだ後、

東北地方南部を経て 16日 18時には三陸沖に達した。 

愛知県では、14日夜から台風の北側の雨雲がかかりはじめ、15日夕方にかけて所々で

雨が降ったが、15 日夜遅くから県内全域で雨となった。台風本体の雨雲がかかった 16

日朝には、東部を中心に非常に激しい雨が降り、特に豊田市小原では 16日 09時 06分ま

での１時間に 96.0mm の猛烈な雨が降り、観測開始以来の極値を更新した。降り始め（14

日 21時）から 16日 16時までの降水量は、豊田市阿蔵で 321mmを観測した。解析雨量で

は、９月 16 日 16 時までの 48 時間に、豊田市東部付近、新城市付近、設楽町付近で約

350mmとなった。風については、15日午後から南東よりの風が強まり、16日朝にかけ海

上を中心に南東の非常に強い風が吹いた。また、台風の通過後は、北西の非常に強い風

が吹いた。豊橋市豊橋では、最大瞬間風速 39.4m/sを記録した。海上では 15日早朝から

波やうねりが高くなり、16日は大しけとなった。 

 

24 平成 26年８月９日～10日の台風第 11号 

台風第 11 号は、７月 29 日 12 時にマリアナ諸島付近で発生し、８月４日 09 時にはフ

ィリピンの東に進んだ。その後、進路を次第に北に変え、日本の南から四国の南に進み、

８月 10 日 06 時過ぎに高知県安芸市付近に上陸した。その後、台風は兵庫県赤穂市付近

に上陸し、８月 10日の昼過ぎには日本海に達した。８月 11日 09時には日本海北部で温

帯低気圧に変わった。台風の接近に伴い、北日本から西日本にのびる前線に向かって暖

かく湿った空気が流れ込んだ影響により、８月９日未明から 10日にかけて大雨となった。 

三重県では８月９日の日降水量が、津市白山で 435.5mm、津市笠取山で 393.0mm、亀山

で 333.0mmを観測し、統計開始以来の極値を更新した。降り始め（８月８日 14時）から

８月 10 日 24 時までの総降水量は、三重県大台町宮川で 661.5mm、三重県津市白山で

518.0mm となった。このため、気象台は三重県を対象として９日 17 時 20 分に大雨特別

警報を発表した。 

 

25 平成 26年 10月５日～６日の台風 18号 

台風第 18号は、９月 29日 15時にトラック諸島近海で発生し、10 月２日 09時にはフ

ィリピンの東で大型で非常に強い台風となった。４日 09時には南大東島の東南東の海上
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に進み、次第に進路を北に変え、５日 09時には屋久島の南南東の海上で大型で強い台風

となった。その後、進路を北から北東に変え、６日 03時には潮岬の南南西の海上、６日

06 時には尾鷲市の東南東の海上を北東に進んだ。６日 08 時過ぎに静岡県浜松市付近に

上陸し、速度を上げて６日 09時には静岡市付近、６日 11時には東京 23区付近を北東に

進み、昼過ぎには関東の東に達した後、６日 21時に日本の東で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、降り始めの５日 01 時から６日 12 時までの降水量は、豊橋市神野新田町

で 222.5mm、田原市伊良湖で 187.0mm、新城市作手高里木戸口で 179.0mmを観測した。常

滑市セントレアでは最大風速 21.8m/s、最大瞬間風速 27.3m/s、豊橋市豊橋では最大風速

19.3m/s、最大瞬間風速 32.2m/s、を観測した。 

 

26 平成 26年 10月 13日～14日の台風 19号 

台風第 19号は、10 月３日 21時にマーシャル諸島で発生したのち西北西に進み、７日

21時にはフィリピンの東で猛烈な台風となり、次第に向きを北に変えながら 10日 03時

には沖縄の南で大型で非常に強い台風となった。12 日 03 時には大型で強い台風となり

東シナ海を北上した後、12 日夜遅くには進路を東に変え、13 日 08 時半頃に鹿児島県枕

崎市付近に上陸した。13 日 09 時には大型の台風となり、九州南部を通過し海上に進ん

だ後、13日 14時半頃に高知県宿毛市付近に上陸し、四国を北東に進み、13日 20時半頃

に大阪府岸和田市付近に上陸した。13日 23時には愛知県一宮市付近を通過し、14日 00

時には岐阜県郡上市付近に進み、14日 06時には三陸沖に進んだ後、14日 09時には温帯

低気圧に変わった。 

愛知県では。降り始めの 13 日 02 時から 14 日 04 時までの降水量は、豊田市阿蔵町で

125.5mm、愛西市江西町 125.0mm、豊根村茶臼山で 124.0mmを観測した。常滑市セントレ

アでは最大風速 22.0m/s、最大瞬間風速 28.8m/sを観測した。海上では波の高さが７mの

大しけとなった。潮位は、衣浦で 10月 13日 19時 38分に最大潮位偏差（瞬間値）77cm、

10 月 13 日 19 時 38 分に最高潮位（瞬間値）標高 147cm、名古屋で 10 月 13 日 19 時 42

分に最大潮位偏差（瞬間値）73cm、10月 13日 19時 42分に最高潮位（瞬間値）標高 150cm

を観測した。 

 

27 平成 27年９月９日の台風第 18号 

台風第 18 号は、９月７日 03 時に日本の南で発生し、ゆっくりした速さで北北西に進

んだ。８日 03時には硫黄島の西北西を時速 25kmで北へ進み、８日 09 時には父島の西に

達した。台風は９日 01時には八丈島の西南西を時速 25kmで北北西に進み、９日 07時に

愛知県豊橋市の南を北北西に進んだ後、９日 10時過ぎに愛知県知多半島に上陸した。台

風はその後、９日 11 時には愛知県名古屋市付近、13 時には石川県小松市の南南東を北

北西に進んだ後、日本海に進み、９日 21時に台風は日本海中部で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、降り始めの７日 13 時から 10 日 09 時までの降水量は、西尾市一色町で

219.5mm、田原市伊良湖で 212.5mm、南知多町豊丘で 210.5mmを観測した。風については、

愛知県常滑市セントレアでは最大風速 17.8 m/s、最大瞬間風速 28.8m/s、田原市伊良湖

では最大風速 15.9 m/s、最大瞬間風速 30.3m/s、名古屋市千種区では最大風速 14.3 m/s、

最大瞬間風速 30.1m/sを観測した。 

 

28 平成 28年９月 19日～20日の台風第 16号 

台風第 16号は、９月 13日 03時にフィリピンの東で発生し、20日 00時過ぎに鹿児島

県大隅半島に上陸し、西日本の南岸を東北東に進み、20 日 13 時半頃和歌山県田辺市付

近に上陸した。その後、20 日夜のはじめ頃に愛知県を東進し、20 日 21 時に東海道沖で

温帯低気圧に変わった。 

愛知県では 19 日 17 時までの１時間に岡崎市木下町（愛知県雨量計）で 103mm の雨を

解析した。また、20 日 17 時 23 分までの１時間に、蟹江町蟹江で 61.0mm の雨を解析し

た。19日 00時から 20日 24時までの 48時間解析雨量積算では、西三河南部で 300mmを
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超える雨量を解析した。 

 

29 平成 29年７月４日～５日の台風第３号 

台風第３号は、７月２日 09時に沖縄の南で発生し、発達しながら北西に進んだ。３日

は東シナ海を北東へ進み、４日 08時頃に長崎市付近に上陸した。この後九州を横断し、

豊後水道を東へ進んだ後、４日 12時過ぎに愛媛県宇和島市付近に上陸した。四国地方を

横断した後、４日 17 時前に和歌山県田辺市付近に上陸し、４日夜は東海道沖を東に進ん

だ。その後、５日 09 時には日本の東で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では４日 18 時 30分までの１時間に瀬戸市付近、豊田市西部付近で約 70mmの雨

を解析し、00時から 24時までの解析雨量は 150mmを越える雨量を解析した。 

 

30 平成 29年８月７日の台風第５号 

台風第５号は７月 21日 09時に南鳥島近海で発生し西に進んだ。29日には父島の東を

南西に進み、８月１日には日本の南で北西に向きを変え、６日には九州の南で北東に向

きを変えて進み、７日 10時頃に高知県室戸市付近を通過し、７日 15 時半頃に暴風域を

伴ったまま和歌山県北部に上陸した。上陸後は近畿地方を北東に進み、７日 19時には三

重県伊賀市付近を通過し、８日 05時には富山湾に達した。その後も北陸地方の沿岸を北

東に進み、８日 18 時に新潟県佐渡市付近に達した後、９日 03時には山形県沖で温帯低

気圧に変わった。 

愛知県では、降り始めの７日 00時から８日 24時までの降水量は豊根村茶臼山で

224.5mm、豊田市阿蔵で 203.0mmを観測した。愛知県常滑市セントレアでは最大風速

22.7m/s、最大瞬間風速 28.3m/sを観測した。県内では突風により人的被害、住家の損壊

などが発生した。 

 

31 平成 29年９月 17日～18日の台風第 18号 

台風第 18号は、９月９日 21時にマリアナ諸島で発生し、11日から 12日にかけて強

い勢力となりフィリピンの東から沖縄の南を北西に進んだ。16日に進路を東寄りに変え

て東シナ海を東北東に進み、17日 11時半頃、鹿児島県南九州市付近に上陸した。その

後、暴風域を伴ったまま次第に速度を上げて九州南部及び四国地方を通過し、17日 22

時頃に兵庫県明石市付近に上陸した後、近畿地方及び北陸地方を北東に進み、18日北海

道を北北東に進み、18日 21時にサハリン付近で温帯低気圧に変わった。 

愛知県ではセントレアで最大風速 24.5m/s、最大瞬間風速は 32.4m/s、名古屋市で最大

風速 16.5m/s、最大瞬間風速 30.8m/sを観測した。 

 

32 平成 29年 10月 22日～23日の台風第 21号 

10 月 16 日 03 時にカロリン諸島で発生した台風第 21 号は、発達しながらフィリピン

の東海上を北上し、21 日には超大型で非常に強い勢力となり日本の南海上を北上した。

22 日夜遅くには東海道沖を北北東に進んだ後、23 日 03 時頃に超大型で強い勢力で静岡

県御前崎市付近に上陸した。その後、暴風域を伴ったまま静岡県及び関東地方を北東に

進み、23日 15時に北海道の東で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では 22日から 23日にかけて、台風第 21号や前線の影響により広い範囲で大雨

や強風となり、23日は暴風となった所があった。このため、人的被害や住家被害、河川

の越水などの被害が発生した。 

 

33 平成 30年７月 28日～29日の台風第 12号 

７月 25日 03時に日本の南で発生した台風第 12号は、26日 21時には強い勢力となり

発達しながら北上し、28 日は次第に進路を西よりに変え伊豆諸島付近を北西に進んだ。

台風は、暴風域を伴い強い勢力を維持したまま東海道沖を西へ進み、29日 01時頃に三

重県伊勢市付近に上陸した。東海地方を西へ進んだ非常に珍しい台風となった。 
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愛知県では 28日から 29日にかけて非常に強い風が吹き、29日は暴風となった所があ

った。このため、強風による人的被害が発生したほか、広域の停電や鉄道の運休などラ

イフラインや交通機関に大きな影響があった。 

 

34 平成 30年８月 22日～24日の台風第 20号 

18日 21時にトラック諸島近海で発生した台風第 20号は、小笠原諸島の南西海上を発

達しながら北西に進み、22日 12時に非常に強い勢力となり日本の南を北西に進んだ。

23日は、四国の南海上を北上し、強い勢力で暴風域を伴ったまま 23日 21時頃に徳島県

南部に上陸した。その後も暴風域を伴ったまま四国地方および近畿地方を北上し、24日

02時に日本海に抜けた後、24日 15時に秋田県沖で温帯低気圧に変わった。 

三重県では 22日夜遅くから雨が降り、24日にかけて大雨となった。降り始めの 22日

22 時から 24 日 20 時までの総雨量の多い所は、大台町宮川 448.5mm、尾鷲 311.0mm、御

浜 262.0mmであった。台風が三重県に接近した 24日未明に、尾鷲の最大風速は 24日 00

時 31 分に南南東の風 19.4m/s、最大瞬間風速は 24 日 00 時 30 分に南南東の風 36.3m/s

を観測した。海上では台風の接近に伴って、波が高くうねりを伴い、23日夜遅くには外

海で９m を超え猛烈なしけとなった。このため、人的被害があったほか、鉄道の運休や

船舶の欠航、停電など、交通機関やライフラインに影響があった。 

 

35 平成 30年９月４日～５日の台風第 21号 

８月 28日 09時に南鳥島近海で発生した台風第 21号は、マリアナ諸島を発達しながら

西に進み、31 日 09 時に猛烈な勢力となった。その後は非常に強い勢力で日本の南海上

を北上し、暴風域を伴い非常に強い勢力を維持して４日 12時頃に徳島県南部に上陸した。

その後も暴風域を伴ったまま北北東に進み、14時頃に兵庫県神戸市付近に再上陸、15時

には若狭湾に達し、日本海沿岸を北上した後、５日 09時に間宮海峡で温帯低気圧に変わ

った。 

愛知県では４日から５日にかけて猛烈な風が吹き、４日には県内の広い範囲で暴風と

なり海上では猛烈なしけとなった。また、台風の北上に伴って流れ込んだ雨雲の影響に

より大雨となった所があった。このため、強風による人的被害や建物の被害が発生した

ほか、鉄道の運休や航空機・船舶の欠航、広域の停電など、交通障害やライフラインへ

の大きな影響があった。 

 

36 平成 30年９月 29日～10月１日の台風第 24号 

９月 21日 21時にマリアナ諸島付近で発生した台風第 24号は、フィリピンの東海上を

発達しながら西北西に進み、25日 00時には猛烈な台風となった。30 日は次第に速度を

速めながら四国の南海上を北東に進み、暴風域を伴い非常に強い勢力を維持して、30日

20時頃に和歌山県田辺市付近に上陸した。その後も暴風域を伴ったまま更に速度を速め

て東海、関東甲信、東北地方を北東に進み、10月１日 12時に日本の東海上で温帯低気

圧に変わった。 

愛知県では、台風が強い勢力のまま愛知県西部を通過したため、豊橋で最大風速

27.1m/sを観測し 2005年の統計開始以来 1位の記録的な暴風となった。最大瞬間風速は

38.1m/s で 2008 年の統計開始以来２位であった。また、台風本体の雨雲がかかった 30

日夜を中心に東三河北部では一時的に猛烈な雨が降った所があった。このため、強風に

よる人的被害や建物等の被害が発生したほか、鉄道の運休や航空機・船舶の欠航、広域

および長時間にわたる停電など、交通障害やライフラインへの大きな影響があった。 

 

37 令和元年８月 14 日～16日の台風第 10号 

  ８月６日 15時にマリアナ諸島で発生した台風第 10号は北西に進み、14 日 03 時には

四国の南に進んだ後、進路を北に変え 15 日は豊後水道を北上した。11 時過ぎに愛媛県

佐田岬半島付近を、東側 330km 西側 60km と東側に偏った暴風域を伴って通過、15 時頃
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に暴風域が消滅した状態で広島県呉市付近に上陸した。上陸後台風は中国地方を縦断し

15 日夜には日本海に進み、北上しながら進路を次第に北東に変えて 16 日 21 時に北海

道の西で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、15 日朝から風が強まり始め、台風の進む速度が遅かったため強風は 16 

日朝まで続いた。このため、強風による人的被害や建物等の被害が発生したほか、鉄道

の運休や航空機・船舶の欠航などの影響があった。 

 

38 令和元年９月８日～９日の台風第 15号 

  ９月５日 15 時に南鳥島近海で発生した台風第 15 号は、小笠原近海を北西に進み、８

日には向きを北よりに変え伊豆諸島北部を北北東に進んだ。９日 03時前に非常に強い勢

力で三浦半島付近を通過、９日 05時前に強い勢力で千葉市付近に上陸後、関東地方を北

東に進んだ。 

静岡県では、８日夜遅くから９日未明にかけて暴風となり、非常に強い風を観測した

所があった。また、８日朝から断続的に雨となり、台風が接近した８日夜から９日未明

にかけては伊豆地方を中心に猛烈な雨となり、降り始めからの総降水量は天城山で 440.5

ミリとなった。海上では、８日から９日にかけて波やうねりが高くなり、石廊崎では４

メートルを超えるしけとなった。 

このため、人的被害や建物等の被害が発生したほか、道路の通行止め、鉄道の運休や

航空機・船舶の欠航、断水・停電などライフラインへの影響があった。 

 

39 令和２年９月６日～７日の台風第 10 号 

 ９月１日 21 時に小笠原近海で発生した台風第 10 号は、５日 11 時には大型で非常に強

い勢力となり、７日は九州の西海上から日本海西部を北に進み、８日 03 時には中国東北

区で温帯低気圧に変わった。愛知県には台風本体の雨雲はかからなかったものの、台風

東側の暖かく湿った空気と高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が合流して流れ込み、

大気の状態が非常に不安定となった。このため、６日から７日にかけて所々で雨となり、

特に７日昼前から夕方にかけては、雷を伴い非常に激しい雨が降って大雨となった所が

あった。また、外海ではうねりを伴って大しけとなった。名古屋市で床上浸水などの被

害が発生した。 

 

 

 

 (注) 平成４年 12 月１日、気象庁は台風情報等に用いる気圧の単位を hPa(ヘクトパス

カル)に変更した。１mb＝１hPaであることから、従前の mb(ミリバール)との換算は

必要なく、単位を読み替えることのみで、旧来の資料等は使用することができる。 
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〈 東海地方に影響のあった主な台風の進路図〉  

 （出典：名古屋地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和９年９月の室戸台風 昭和28年９月の台風第13号 昭和34年９月の伊勢湾台風
（○印は06時の位置）

昭和36年９月の第２室戸台風 昭和37年７月の台風第７号 昭和37年８月の台風第14号

昭和46年８月の台風23号 昭和47年９月の台風第20号 昭和54年９月の台風第16号
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昭和54年10月の台風第20号 平成２年９月の台風第19号 平成３年９月の台風第18号

平成６年９月の台風第26号 平成10年９月の台風第７・８号 平成12年９月の台風第14号

平成15年８月の台風第10号 平成16年10月の台風第22号 平成16年10月の台風第23号
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平成21年10月の台風第18号 平成23年９月の台風第12号 平成23年９月の台風第15号

平成24年６月の台風第4号 平成25年９月の台風第18号 平成26年８月の台風第11号

平成26年10月の台風第18号 平成26年10月の台風第19号 平成27年の９月の台風第18号

２日09時

３日09時

４日09時

20日21時

21日09時

21日21時

19日09時

19日21時

20日09時

９日09時

10日09時

８日09時

９日09時

10日09時

15日9時

16日9時

14日09時

13日09時６日09時

５日09時

15日09時

16日09時
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平成28年９月の台風第16号 平成29年７月の台風第3号 平成29年８月の台風第5号

平成29年８月の台風第18号 平成29年10月の台風第21号 平成30年７月の台風第12号

平成30年８月の台風第20号 平成30年９月の台風第21号 平成30年９月の台風第24号

18日09時

17日09時

20日09時
４日21時

４日09時

８日09時

７日09時

23日09時

22日09時

28日09時

29日09時

この経路図は速報

値に基づくものです

ので、後日変更に
なる場合があります。

５日09時

４日09時

この経路図は速報

値に基づくものです

ので、後日変更に
なる場合があります。

１日09時

30日09時

24日09時

23日09時
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令和元年８月の台風第10号 令和元年９月の台風第15号 令和２年９月の台風第10号

15日09時

16日09時

８日09時

９日09時

６日09時

７日09時
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資料８－３ 台風の大きさと強さの分類 
（出典：名古屋地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　風の強さと吹き方の表
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資料８－４ 緊急地震速報や震度情報で用いる区域の名称 
 

愛知県に発表される緊急地震速報や震度情報は、以下の区域を用いて発表される。 

 

（1）緊急地震速報や震度情報で用いる区域の名称 

区域の名称 
区域に含まれる市町村 

【都道府県単位】 【地域単位】 

愛知 愛知県東部 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、 

北設楽郡［設楽町、東栄町、豊根村］ 

愛知県西部 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井

市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾

市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海

市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉

市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥

富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡［東郷町］、

西春日井郡［豊山町］、丹羽郡［大口町、扶桑町］、海部

郡［大治町、蟹江町、飛島村］、知多郡［阿久比町、東浦

町、南知多町、美浜町、武豊町］、額田郡［幸田町］ 

 

（2）緊急地震速報や震度情報で用いる区域図 
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資料８－５ 愛知県に関わる地震とその被害 
 

 

 １ 海溝型大地震 

   西暦年 地 震 名      規模 (M) 被 害 ・ 摘 要             

１７０７ 宝永地震 ８．６ 

  豊橋、渥美郡で大被害のほか、全県で
被害。尾張領内の堤防被害延長 9,000ｍ。 
 震度７～６。津波も来襲し、渥美表浜で
６～７ｍにもなった。 

１８５４ 安政東海地震 ８．４ 

  宝永地震に似た被害で、三河、知多、
尾張の沿岸部の被害が目立った。津波も
来襲し、渥美表浜通りで８～１０ｍ、知
多半島西岸で２～４ｍとなり被害が出
た。 震度６～５ 

１９４４ 東南海地震 ７．９ 

  死者、行方不明者 1,223 人。県の被害
は他県に比べ最大で、死者・行方不明者 
428人、負傷者 1,148人、家屋全壊 16,532
棟、同半壊 35,298棟。震度６～５、一部
７。小津波あり（波高１ｍ内外）名古屋

臨港部などでは著しい液状化現象にによ
る被害があった。 

 

 ２ 内陸型大地震 

西暦年 地 震 名      規模 (M) 被 害 ・ 摘 要             

１５８６ 天正地震 ７．８ 

  死者 5,500 人以上。この地震の震央は
伊勢湾で、長島付近では大被害を受け震
度７、尾張部６、三河部６～５。津波波
高２～４ｍ。 

１８９１ 濃尾地震 ８．０ 

  死者 7,273人。県の被害は、死者 2,63 

8人、負傷者 7,705人、全壊 85,511棟、 
半壊 55,655棟で県の地震災害史上最大の 
被害を受けた。震度７～６。 

１９４５ 三河地震 ６．８ 

  死者 2,306 人。三河南部の深溝断層の
活動によるもので、幡豆郡、碧海郡に大
被害が生じた。被害はすべて県のもので、
死者 2,306 人、負傷者 3,866 人、全壊
16,408棟、半壊 31,679 棟。震度は、西三
河南部を中心に７～６、県域の大部分が
５以上。津波も発生し、蒲郡で１ｍほど
に達したが波による被害はほとんどなか

った。 
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資料８－６  過去の大地震と被害 
１ 国内の主な被害地震 

発生年月日 地 震 名      Ｍ 地 域     被 害 状 況 等                 

明治 

5. 3.14 
浜田地震 7.1 島根県西部 

 死者        522    家屋倒壊   4,762  
山崩れ     6,567 

24.10.28 濃尾地震 8.0 岐阜･ 愛知 

 死者      7,885    家屋全壊 164,661  
半壊     123,158 
 山崩れ 一万戸  大断層( 根尾谷) 

27.10.22 庄内地震 7.0 秋田･ 山形 
 死者       762   家屋全壊    3,885  
半壊     2,397    焼失        2,148 

29. 6.15 明治三陸地震 8.2 三陸沖 
 死者  27,122   家屋流失全半壊 8,891 
 船舶流出 7,032 （津波被害） 

大正 

12. 9. 1 
関東大震災 7.9 関東南部 

 死者     99,331   行方不明  43,476  
家屋全壊 128,266   半壊     126,233  
焼失    447,128 

14. 5.23 北但馬地震 6.8 兵庫北部 
 死者        428   家屋全壊   1,295 
焼失      2,180 

昭和 

2. 3. 7 
北丹後地震 7.3 京都･ 兵庫 

 死者      2,925    家屋全壊  12,584  
焼失      3,711    断層（郷村） 

5.11.26 北伊豆地震 7.3 静岡東部 
 死者      272  家屋全壊    2,165 
断層( 加殿､ 原保 ) 

8. 3. 3 昭和三陸地震 8.1 三陸沖 

死者      3,008  家屋流失    4,917  
倒壊      2,346  浸水        4,329  
船舶流失  7,303 (津波被害) 

18. 9.10 鳥取地震 7.2 鳥取 
 死者     1,083  家屋全壊     7,385  
半壊     6,158  断層( 鹿野 吉岡) 

19.12. 7 東南海地震 7.9 
静岡・愛知 

三重・岐阜 

奈良・滋賀 

 死者     1,223   住家全壊    17,599  
 同半壊  36,520  非住家全壊  17,347  
同半壊  24,473  流失 3,129  津波 

20. 1.13 三河地震 6.8 愛知南部 

 死者     2,306   住家全壊     7,221  
同半壊  16,555  非住家全壊   9,187 
 同半壊  15,127  断層( 深溝) 

21.12.21 南海地震 8.0 中部日本以西 

 死者       1,330  行方不明     102  
家屋全壊   11,591 半壊       23,487  
流失       1,451  浸水       33,093  
焼失       2,598 
 

23. 6.28 福井地震 7.1 
福井･ 石川･ 

富山 

 死者       3,895   家屋倒壊  35,420  
 半壊      11,449  焼失       3,691 

24.12.26 今市地震 6.4 栃木西北 
 死者           8  住家全壊     290 
半壊       2,994  家全壊       583 

  27. 3. 4  十勝沖地震 8.2 
 北海道南部 

東北 

 死者       28     行方不明       5  

家屋全壊  815     半壊       1,324  

流失       91 
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発生年月日 地 震 名      Ｍ 地 域     被 害 状 況 等                 

 昭和 

 39. 6.16 
 新潟地震 7.5 

 新潟･ 秋田 

 山形 

 死者       26     家屋全壊   1,960  

半壊    6,640     浸水      15,297 

  40. 8. 3  松代群発地震 － 
長野市松代

周辺 

1965.8.3～1969.12 までに有感地 62,621

回    

負傷       15     家屋全壊      10 

半壊        4     地滑り        64 

  43. 2.21  えびの地震 6.1 宮崎・鹿児島 
死者        3     負傷者        42 

家屋全壊  368     半壊         636 

  43. 5.16  十勝沖地震 7.9 
北海道南部 

東北地方 

死者       49    行方不明        3  

負傷者    330    家屋全壊      673 

半壊    3,004    津波 

  48. 6.17  根室半島地震 7.4 
根室半島南

東沖 

負傷者     26    家屋全壊        2 

浸水      275    船舶流沈没     10 

  49. 5. 9 
 伊豆半島 

 沖地震 
6.9 伊豆半島沖 

行方不明   29    負傷者         78  

家屋全壊   46    半壊          125 

  53. 1.14 
 伊豆大島 

 近海地震 
7.0 伊豆半島 

死者       25    負傷者        205  

全壊       96    半壊          616 

  53. 6.12  宮城沖地震 7.4 福島･ 宮城 
死者       27    負傷者      1,105  

家屋全壊  581    半壊        5,180 

  57. 3.21  浦河沖地震 7.1 
北海道浦河

町沖 

負傷者    167    家屋全壊       13  

半壊       28    一部損壊      678 

  58. 5.26 
 日本海 

 中部地震 
7.7 

青森 

秋田西方沖 

死者      104    負傷者        324  

家屋全壊 1,584    半壊        3,515  

( 津波被害大) 

  59. 9.14 
 長野県 

 西部地震 
6.8 長野県西部 

死者       14    行方不明       15 

負傷者     10    建物全壊       14  

半壊    73    道路損壊      258 

   

62.12.17 
 千葉県東方沖 

 地震 
6.7 千葉県 

死者        2  負傷者         138 

建物全壊   10   一部損壊    ６万余 

 平成 

  5. 1.15 
 釧路沖地震 7.5 釧路沖 

死者        1  負傷者         928 

建物や道路の被害あり 

   5. 7.12 
北海道南西沖 

 地震 
7.8 

北海道南西

沖 

奥尻島 

死者      202   行方不明        29 

負傷者    305  

奥尻島南端火災で壊滅状態  津波は青苗

で 10M を越えた。 

 

   7. 1.17 
平成 7 年兵庫県

南部地震 
7.3 兵庫･ 大阪 

死者    6,434  行方不明          3 

負傷者 43,792  建物全壊    104,906 

半壊  144,274  全半焼     7,132 

 

12.10.6 
平成 12年 

鳥取県西部地震 
7.3 鳥取県 

負傷者    182 

建物全壊   435 

建物半壊  3,101 等 
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発生年月日 地 震 名      Ｍ 地 域     被 害 状 況 等                 

平成 

 13. 3.24 

平成 13年 

芸予地震 
6.7 

広島県・愛媛

県 

死者      2 建物全壊   70 

負傷者        288 建物半壊   774 

15.7.26 宮城県北部地震 6.4 宮城県北部 

負傷者        677 

建物全壊    1,276 

建物半壊    3,809 

15.9.26 
平成 15年 

十勝沖地震 
8.0 

北海道十勝

沖 

死者            1 建物全壊   116 

不明            1 建物半壊   368 

負傷者        849 

16.10.23 
平成 16年 

新潟県中越地震 
6.8 

新潟県中越

地方 

死者           68 建物全壊 3.175 

負傷者      4.805 建物半壊 13,810 

17.3.20 
福岡県西方沖地

震 
7.0 

福岡県玄海

灘沖 

死者            1  建物全壊  133 

負傷者      1,087  建物半壊  244 

17.8.16 宮城県沖地震 7.2 
宮城県牡鹿

半島沖 

負傷者    100 建物全壊    1 

          建物一部破損  984 

19.3.25 
平成 19年 

能登半島沖 
6.9 

石川県能登

半島沖 

死者            1 建物全壊  686 

負傷者        356 建物半壊 1,740 

19.7.16 

平成 19年 

新潟県中越沖地

震 

6.8 
新潟県中越

地方 

死者           15 建物全壊 1,331 

負傷者      2,346 建物半壊 5,704 

20.6.14 

平成 20年 

岩手・宮城内陸

地震 

7.2 
岩手県・宮城

県 

死者           13 建物全壊   30 

不明者         10 建物半壊  143 

負傷者        451 

20.7.24 
岩手県沿岸北部

地震 
6.8 

岩手県・青森

県 

死者            1 建物全壊   1 

負傷者        211 建物半壊  379 

21.8.11 
(駿河湾を震源

とする地震) 
6.5 駿河湾 

死者            1 建物全壊   5 

負傷者        319 建物一部損 8,398 

23.3.11 

平成２３年 

東北地方太平洋

沖地震 

9.0 三陸沖 

死者   19,418  行方不明者 2,592 

負傷者  6,220 

建物全壊 128,809 建物半壊 278,496 

建物一部破損 744,190 

（消防庁 東北地方太平洋沖地震（東日

本大震災）被害報 H28.3.1現在) 

最大震度  ７(宮城県栗原市) 

津波の高さ 9.3ｍ以上（相馬観測点） 

       16.7ｍ（大船渡市白浜漁港・ 

      痕跡高） 
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発生年月日 地 震 名      Ｍ 地 域     被 害 状 況 等                 

 

28.4.14 

平成 28年 

熊本地震 
7.3 熊本地方 

死者        269  行方不明者    0 

負傷者  2,807 

建物全壊 8,668  建物半壊 34,718 

建物一部破損 162,547 

（消防庁 熊本県熊本地方を震源とする

地震 被害報 H30.8.14現在) 

30.6.18 大阪府北部地震 6.1 大阪府 

死者              5 

負傷者          454 

住家全壊         16 

住家半壊        472 

住家一部破損 53,751 

30.9.6 
平成 30 年北海

道胆振東部地震 
6.7 北海道 

死者             41 

負傷者          689 

住家全壊        156 

住家半壊        434 

住家一部破損  4,068 
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２ 地震の規模と頻度等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本及び
その周辺

2001～2010年の
平均回数（）内

は2011年の回数
　*1

世界
（USGS（アメリ
カ地質調査所）
Ｍ7.9未満は1990年
以降の平均回数

Ｍ8.0以上は1900年
以降の平均回数
*1

M９程度
以上

0
（1）

大地震
(9.0程度以
上を超巨大
地震と呼ぶ
ことがあ

る)

数100～1000kmの範囲に大
きな地殻変動を生じ、広
域に大災害・大津波。

数百年に１
回程度

1960年5月23日 チリ 9.5*

1964年3月28日 アラスカ湾 9.2*

2004年12月26日 インドネシア、スマトラ島北部西方沖 9.1*

2011年3月11日

　「平成２３年（２０１１1年）東北地方太平洋沖地震」 9.0*

1952年11月5日 カムチャッカ半島 9.0*

M８程度
以上

0.2
（0）

大地震
(8.0程度以
上を巨大地
震と呼ぶこ
とがある)

内陸に起これば広域にわ
たり大災害。
海底に起これば大津波が
発生する。

10年に１回
程度

2010年2月27日 チリ、マウリ沖 8.8*

1906年2月1日 エクアドル沖 8.8*

1965年2月4日 アラスカ、アリューシャン列島 8.7*

2005年3月29日 インドネシア、スマトラ島北部 8.6*

1950年8月15日 チベット、アッサム 8.6*

2012年4月11日 インドネシア、スマトラ島北部西方沖 8.6*

1957年3月9日 アラスカ、アリューシャン列島 8.6*

1896年8月31日　明治三陸地震 8.2

1994年10月4日　平成６年(１９９４年)北海道東方沖地震 8.2

1933年3月3日　昭和三陸地震 8.1

1891年10月28日　濃尾地震 8.0

1946年12月21日　昭和南海地震 8.0

2003年9月26日　平成１５年(２００３年)十勝沖地震 8.0

M７程度
以上

3
（8）

17 大地震

内陸の地震では大災害と
なる。
海底の地震は津波を伴
う。

1年に１～
２回程度

1923年9月1日　関東地震（関東大震災） 7.9

1944年12月7日　昭和東南海地震 7.9

1968年5月16日　１９６８年十勝沖地震 7.9

1993年7月12日　平成５年(１９９３年)北海道南西沖地震 7.8

1983年5月26日　昭和５８年(１９８３年)日本海中部地震 7.7

1994年12月28日　平成６年(１９９４年)三陸はるか沖地震 7.6

1964年6月16日　新潟地震 7.5

1968年4月1日　１９６８年日向灘地震 7.5

1993年1月15日　平成５年（１９９３年）釧路沖地震 7.5

1973年6月17日　１９７３年６月１７日根室半島沖地震 7.4

1978年6月12日　１９７８年宮城県沖地震 7.4

1927年3月7日　北丹後地震 7.3

1930年11月26日　北伊豆地震 7.3

1995年1月17日

　平成７年(１９９５年)兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災） 7.3

2000年10月6日　平成１２年(２０００年)鳥取県西部地震 7.3

2016年4月16日　平成２８年(２０１６年)熊本地震 7.3

1896年8月31日　陸羽地震 7.2

1943年9月10日　鳥取地震 7.2

1972年12月4日　１９７２年１２月４日八丈島東方沖地震 7.2

2008年6月14日　平成２０年(２００８年)岩手・宮城内陸地震 7.2

1948年6月28日　福井地震 7.1

1982年3月21日　昭和５７年（１９８２年）浦河沖地震 7.1

1978年1月14日　１９７８年伊豆大島近海の地震 7.0

1961年8月19日　北美濃地震 7.0

M６程度
以上

17
（107）

134
震央付近で小被害が出
る。Mが７に近いと、条件
によって大被害となる。

１年あたり
10～15回程
度

1963年3月27日　越前岬沖地震 6.9

1974年5月9日　１９７４年伊豆半島沖地震 6.9

2007年3月25日　平成１９年(２００７年)能登半島地震 6.9

1925年5月23日　北但馬地震 6.8

1945年1月13日　三河地震　6.8

1984年9月14日　昭和５９年（１９８４年）長野県西部地震 6.8

2004年10月23日　平成１６年(２００４年)新潟県中越地震 6.8

2007年7月16日　平成１９年(２００７年)新潟県中越沖地震 6.8

2001年3月24日　平成１３年(２００１年)芸予地震 6.7

2018年9月6日　平成３０年北海道胆振東部地震 6.7

1962年4月30日　宮城県北部地震 6.5

1968年2月21日　えびの地震 6.1

M５程度
以上

140
（665）

1319
被害が出ることは少な
い。条件によっては震央
付近で被害が出る。

１月に10回
程度

M４程度
以上

約900
震央付近で有感となる。
震源がごく浅いと震央付
近で軽い被害が出る。

１日に数回
程度

M３程度
以上

約3,800
震央付近で有感となるこ
とがある。

１日に数10
回程度

M２程度
以上

震源がごく浅い場合に、
震央付近でまれに有感と
なることがある。

１時間に10
回程度

M１程度
以上

１分に１～
２回程度

M０程度
以上
M０程度
未満

マグニ
チュー

ド
（M)

地震の概略
（浅い地震の場合）

*3

主な地震
世界の地震は1900年以降発生した地震の上位10位（（USGS（アメリ
カ地質調査所））を掲載

国内の地震は明治以降の死者100名以上の地震または気象庁の命名し
た地震を掲載
数字はマグニチュード、*はモーメントマグニチュード

*4

中地震

小地震

年間地震発生数

日本周辺
での発生

頻度
*3

1

規模の分
類

*2、*3

人間に感じることはな
い。

*4　出典：気象庁ホームページ
「1900年以降に発生した地震の規模の大きなもの上位10位」、「過去の地震津波災害（明治以降死者100人以上）」、「気象庁が名称を定めた気象・地震・火山現象一覧」より

無数に発生
している。

*1　出典：気象庁ホームページ　「よくある質問集」より

*2　出典：地震調査研究推進本部「用語集「巨大地震」」より

*3　出典：防災科学技術研究所「地震の基礎知識とその観測」より

微小地震

極微小地震
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資料８－７   気象庁震度階級 

 

使用にあたっての留意事項 

（1） 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置し

た震度計による観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周

辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度

に記述される現象から震度が決定されるものではありません。 

（2） 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれてい

る地点での観測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なるこ

とがあります。また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなる

など、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なります。 

（3） 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰

り返す時の1 回あたりの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる

建物や構造物の状態、地盤の状況により被害は異なります。 

（4） この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多

く見られるものを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さ

な被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの震度階級で示されている

全ての現象が発生するわけではありません。 

（5） この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今

後、5 年程度で定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造

物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。 

（6） この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、

次の副詞・形容詞を用いています。 

用    語 意       味 

まれに 

わずか 

大半 

ほとんど 

極めて少ない。めったにない。 

数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

半分以上。ほとんどよりは少ない。 

全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 

が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多く

はないがその数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表

す。 

さらに多くなる 上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多く

なる」が使われている場合に使用。 

※  気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがあり

ますが、これらは「震度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と

区別しています。 
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●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震計

には記録される。 ― ― 

１ 
屋内で静かにしている人の中

には、揺れをわずかに感じる人

がいる。 
― ― 

２ 

屋内で静かにしている人の大

半が、揺れを感じる。眠ってい

る人の中には、目を覚ます人も

いる。 

電灯などのつり下げ物が、わずか

に揺れる。 

 
― 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、揺

れを感じる。歩いている人の中

には、揺れを感じる人もいる。

眠っている人の大半が、目を覚

ます。 

棚にある食器類が音を立てるこ

とがある。 

 

電線が少し揺れる。 

 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩いてい

る人のほとんどが、揺れを感じ

る。眠っている人のほとんど

が、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく

揺れ､棚にある食器類は音を立て

る。座りの悪い置物が、倒れるこ

とがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を

運転していて、揺れに気付く人

がいる。 

 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚え、物に

つかまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく

揺れ､棚にある食器類、書棚の本

が落ちることがある。座りの悪い

置物の大半が倒れる。固定してい

ない家具が移動することがあり、

不安定なものは倒れることがあ

る。 

まれに窓ガラスが割れて落ち

ることがある。電柱が揺れるの

がわかる。道路に被害が生じる

ことがある｡ 

 

５強 

大半の人が、物につかまらない

と歩くことが難しいなど、行動

に支障を感じる。 

 

棚にある食器類や書棚の本で、落

ちるものが多くなる。テレビが台

から落ちることがある。固定して

いない家具が倒れることがある。 

 

窓ガラスが割れて落ちること

がある。補強されていないブロ

ック塀が崩れることがある。据

付けが不十分な自動販売機が

倒れることがある。自動車の運

転が困難となり、停止する車も

ある。 

６弱 立っていることが困難になる。 
固定していない家具の大半が移

動し、倒れるものもある｡ドアが

開かなくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、

落下することがある。 

 

６強 立っていることができず、はわ

ないと動くことができない。 

揺れにほんろうされ、動くこと

もできず、飛ばされることもあ

る。 

 

固定していない家具のほとんど

が移動し、倒れるものが多くな

る。 

 

壁のタイルや窓ガラスが破損、

落下する建物が多くなる。補強

されていないブロック塀のほ

とんどが崩れる。 

７ 

固定していない家具のほとんど

が移動したり倒れたりし、飛ぶこ

ともある｡ 

 

壁のタイルや窓ガラスが破損､

落下する建物がさらに多くな

る。補強されているブロック塀

も破損するものがある。 
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● 木造建物（住宅）の状況 

震度 

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることが

ある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。

倒れるものもある。 

６強 
壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くな

る。 

傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。まれに傾く

ことがある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注1）  木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいもの
ほど高い傾向があり、概ね昭和56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和57 年（1982 
年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震
性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるもので
はない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注2）  この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕
上壁（ラス、金網下地を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない
状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注3）  木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成20 年（2008 
年）岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 

● 鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度 

階級 

鉄筋コンクリート造建物 
耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀

裂が入ることがある。 

６弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀

裂が多くなる。 

６強 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めやX 状の

ひび割れ・亀裂がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがあ

る。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂がさらに多くなる。 

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くも

のがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めやX 状の

ひび割れ・亀裂が多くなる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多

くなる。 

（注1）  鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、

概ね昭和56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和57 年（1982 年）以降は耐震

性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐

震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まる

ものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注2）  鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微

なひび割れがみられることがある。 
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● 地盤・斜面等の状況 

震度 

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 亀裂※1 や液状化※2 が生じることが
ある。 

落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 
６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある 

６強 大きな地割れが生じることがある。 がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩
壊が発生することがある※3。 ７ 

※1  亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 
※2  地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面

からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、
建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

※3  大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されること
がある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

● ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮
断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることが
ある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、高速

道路の規制等 

 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、
運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確
認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障

害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネッ
ト等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふく
そう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあっ
た地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板
などの提供が行われる。 

エレベーターの

停止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全の

ため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 
※  震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の
供給が停止することがある。 

● 大規模構造物への影響 

長周期地震動※ 

による超高層ビ

ルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に
比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期
地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の
弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場
所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのス

ロッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる
現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがあ
る。 

大規模空間を有

する施設の天井

等の破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に
大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落
することがある。 

※  規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到

達して、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなる

ことがある。
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資料８－８ 長周期地震動階級関連解説表 

 

周期 1.5秒程度から周期 8秒程度の揺れが生じる高層ビルを対象として、地震時の人の行動

の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度から４つの段階に区分した揺れ

の大きさの指標（長周期地震動階級）と、その様な揺れにより発生する可能性がある被害を記

述したものです。  

＜長周期地震動階級関連解説表の使用にあたっての留意事項＞  

1 この資料は、周期 1.5秒程度から周期 8秒程度までの高層ビルを対象として、長周期地震動

階級が推計された際に発生する可能性がある被害を記述しており、これより大きな被害が発

生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの長周期地震動階級

で示されている全ての現象が発生するわけではありません。  

2 長周期地震動階級が同じであっても、対象となる建物や構造物の状態、継続時間などの地震

動の性質により被害は異なります。  

3 この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、顕著な長周期

地震動が解析された場合には内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震

性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。  

4 この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容

詞を用いています。  

 
用語 意味 

わずか 数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

大半 半分以上。ほとんどよりは少ない。 

ほとんど 全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある 

が（も）いる 

当該長周期地震動階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがそ

の数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

 

長周期地震動階級関連解説表 高層ビルにおける人の体感・行動、室内の状況等 

 長周期地震

動階級 

人の体感・行動 室内の状況 備考 

 長周期 

地震動 

階級１ 

室内にいたほとんどの人が揺れ

を感じる。驚く人もいる。 

ブラインドなど吊り下げものが大きく

揺れる。 

－ 

 長周期 

地震動 

階級２ 

室内で大きな揺れを感じ、物に

つかまりたいと感じる。物につか

まらないと歩くことが難しいなど、

行動に支障を感じる。 

キャスター付き什器がわずかに動

く。棚にある食器類、書棚の本が落

ちることがある。 

－ 

 長周期 

地震動 

階級３ 

立っていることが困難になる。 キャスター付き什器が大きく動く。

固定していない家具が移動すること

があり、不安定なものは倒れること

がある。 

間仕切壁などに

ひび割れ・亀裂

が入ることがあ

る。 

 長周期 

地震動 

階級４ 

立っていることができず、はわな

いと動くことができない。揺れに

ほんろうされる。 

キャスター付き什器が大きく動き、

転倒するものがある。固定していな

い家具の大半が移動し、倒れるも

のもある。 

間仕切壁などに

ひび割れ・亀裂

が多くなる。 
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資料８－９   火山に関する情報 
 
１ 降灰予報 

  気象庁は、以下の3種類の降灰予報を提供する。 

 ⑴ 降灰予報（定時） 

ア 噴火警報発表中の火山で、噴火により住民等に影響を及ぼす降灰が予想される場合に

定期間（3時間ごと）に発表する。 

  イ １８時間先（３時間ごと）までに噴火した場合に予想される降灰範囲や小さな噴石の 

   落下範囲を提供する。 

 ⑵ 降灰予報（速報） 

ア 噴火が発生した火山※１に対して、事前計算した降灰予報結果の中から最適なものを

抽出して、噴火発生後5～10分程度で発表する。 

  イ 噴火発生から1時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供する。 

※１ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」

以上の降灰が予想された場合に発表。降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に

伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に

応じて発表。 

 ⑶ 降灰予報（詳細） 

ア 噴火が発生した火山※２に対して、降灰予測計算（数値シミュレーション計算）を行

い、噴火発生後２０～３０分程度で発表する。 

  イ 噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時刻の 

   市区町村を明示して提供する。 

※２ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」

以上の降灰が予想された場合に発表。降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に

伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に

応じて発表。降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量によらず、降灰予報

（詳細）も発表。 

 

【参考 説明】 

降灰量階級と降灰の厚さ 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 １ｍｍ以上 

やや多量 ０．１ｍｍ以上１ｍｍ未満 

少量 ０．１ｍｍ未満 
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２  降灰時にとるべき行動等 

 

名 称 

表 現 例 
影 響 と と る べ き 行 動 

そ の 他 

の 影 響 厚 さ 

キ ー ワ ー ド 

イ メ ー ジ 

路 面 視 界 人 自動車 

多 量 

1mm以上 

【外出を控え

る】 

完全に覆われ

る 

視界不良とな

る 

外出を控える 

 

慢性の喘息や

慢性閉塞性肺

疾患（肺気腫

など）が悪化

し健康な人で

も目・鼻・の

ど・呼吸器な

どの異常を訴

える人が出始

める 

運転を控える 

 

降ってくる火

山灰や積もっ

た火山灰をま

きあげて視界

不良となり、

通行規制や速

度制限等の影

響が生じる 

がいしへの

火山灰付着

による停電

発生や上水

道の水質低

下及び給水

停止のおそ

れがある 

やや 

多量 

0.1mm≦厚さ≦

1mm 

【注意】 

白線が見えに

くい 

明らかに降っ

ている 

マスク等で防

護 

 

喘息患者や呼

吸器疾患を持

つ人は症状悪

化のおそれが

ある 

徐行運転する 

 

短時間で強く

降る場合は視

界不良の恐れ

がある 

 

道路の白線が

見えなくなる

おそれがある

（およそ0.1

～0.2mmで鹿

児島市は除灰

作業開始） 

稲などの農

作物が収穫

できなくな

ったり※1、

鉄道のポイ

ント故障等

により運転

見合わせの

おそれがあ

る 

少 量 0.1mm未満 
うっすら積も

る 

降っているの

がようやくわ

かる 

窓を閉める 

 

火山灰が衣服

や身体に付着

する 

 

目に入ったと

きは痛みを伴

う 

フロントガラ

スの除灰 

 

火山灰がフロ

ントガラスな

どに付着し、

視界不良の原

因となるおそ

れがある 

航空機の運

行不可※1 

※1 富士山ハザードマップ検討委員会（2004）による設定 
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気象庁 HP参照（気象庁 HP内で「降灰予報発表」で検索） 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/kouhai/jishin/ashfall.html 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf/qvaf.html 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf/qvaf_class.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/kouhai/jishin/ashfall.html
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf/qvaf.html
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf/qvaf_class.pdf
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資料８－10 南海トラフ地震に関連する情報 

 

南海トラフ地震とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て

日向灘沖までのフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界を震源とする大規模な地震

である。 

気象庁は、南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8以上の地震が発生した場合や東海地域等に

設置されたひずみ計に有意な変化を観測した場合等、異常な現象が観測された場合には、有識

者及び関係機関の協力を得て「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、その現

象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうかの調査を行う。この検討会において、

南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された

場合等に、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解説情報」を発表す

る（この二つの情報をあわせて「南海トラフ地震に関連する情報」と呼ぶ）。 

南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の情報

が発表された場合には、国は地方公共団体に対して防災対応について指示や呼びかけを行い、

国民に対してその旨周知することとしている。 

 

南海トラフ地震に関連する情報 

○「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説情報」の情報名称で発表。  

○「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施

できるよう、防災対応等を示すキーワードを情報名に付記。  

○「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活動や

地殻変動の状況等を発表。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例

会合における評価結果もこの情報で発表。 

詳細は下表のとおり。 

 

「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が

南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか

調査を開始した場合、または調査を継続している場合 

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状

況の推移等を発表する場合 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例

会合における調査結果を発表する場合（ただし南海ト

ラフ地震臨時情報を発表する場合を除く） 

 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始

した旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発

表する場合があります 
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「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（キーワード）」等の形で

情報発表する。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から５～30

分後 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に

関する評価検討会」を開催する場合 

○監視領域内※１でマグニチュード 6.8以上※２の地震※３が

発生 

○１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数

の観測点でもそれに関係すると思われる変化が観測さ

れ、想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっく

りすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ

計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められ

る変化を観測 

○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化

を示す可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地

震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測 

地震発生等

から最短で

２時間後 

巨大地震警戒 
○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグ

ニチュード※４8.0 以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

○監視領域内※１において、モーメントマグニチュード※４

7.0以上の地震※３が発生したと評価した場合（巨大地震

警戒に該当する場合は除く） 

○想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆ

っくりすべりが発生したと評価した場合 

調査終了 
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当ては

まらない現象と評価した場合 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km程度までの範囲。 

※２ モーメントマグニチュード 7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュード

の推定誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8

以上の地震から調査を開始する。 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして

計算したマグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べ

て、巨大地震に対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モー

メントマグニチュードを求めるには詳細な解析が必要で、その値が得られるまで若干

時間を要する。そのため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報に

は、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いている。 
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南海トラフ地震に関連する情報の情報発表対象領域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ａ 

断面図 

想定震源域 

海溝軸 

約 50km 

陸側のプレート 
（ユーラシアプレート） 

海側のプレート 
（フィリピン海プレート） 

沈み込む方向 プレート境界 
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資料９－１ 土砂災害警戒区域等に属する要配慮者利用施設一覧 
令和６年４月１日現在 

番号 
関連施設 

名 称 
所在地 

施設の 

管理者 

施

設

分

類 

土砂災害警戒区域 
土砂災害 

特別警戒区域 

浸水想定

区域 土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

地
滑
り 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

１ 
しなのが丘 
病院 

下半田川町
1683-8 

院長 
鬼頭清裕 

J  ○   ○  

２ 
グループホー
ム 悠遊荘 

品野町
8-221-1 

(有)たつみ B  ○   ○  

３ 水南保育園 
東松山町 
155 

瀬戸市 A  ○   ○  

４ 瀬戸北保育園 西谷町 84 
社会福祉法
人 
放光福祉会 

A  ○   ○  

５ 

水南小学校放
課後児童クラ
ブ・放課後学
級 

東松山町 
154 

特定非営利
活 動 法 人 
こどもの杜 

A  ○   ○  

６ 水南小学校 瀬戸市 M  ○   ○  

７ 

老人短期入所
事業 樹の里 

紺屋田町
93-106 

㈳樹の里 B  ○     

特別養護老人
ホーム 樹の
里 

グループホー
ム 樹の里 

デイサービス
センター 樹
の里 

８ 古瀬戸保育園 
西拝戸町
16-2 

瀬戸市 A  ○     

９ 
瀬戸ひなご幼
稚園 

紺屋田町
93-41 

(学)神戸学園 K  ○     

１０ 

リハビリテー
ション颯  
せと 

萩殿町 
3-39 

株式会社 
RASHIKS 

B 〇      

１１ 幡山東小学校 
八幡町 
455 

瀬戸市 M  ○   ○  

１２ 

もみじの里 
かまど炊きご
飯のデイサー
ビス 

鹿乗町 
306 

株式会社 
名駅都市開
発 

B      ○ 

１３ 品野台小学校 
上品野町
1234 

瀬戸市 M  〇   〇  

計 １３箇所  ０ １２ ０ ０ ８ １ 
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関連施設の分類 

A：児童福祉施設 

B：老人福祉施設 

C：介護保険施設 

D：障害者支援施設 

E：障害福祉サービス事業所 

F：身体障害者社会参加支援施設 

 

G：福祉ホーム 

H：精神障害者退院支援施設 

I：地域活動支援センター 

J：医療提供施設 

K：幼稚園 

L：障害児通所支援事業所 

 

M：生活保護法第３８条第２項

から第４項に規定する施設、 

学校教育法第７２条に規定

する学校施設、その他要配慮

者に関連する施設 
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資料９－２ 瀬戸市消防警防本部設置要綱 

 
（趣旨） 

第１ この要綱は、大規模災害時等に消防本部が応急対策活動を円滑に実施するため、

消防警防本部（以下「警防本部」という。）の設置及び運用に関して必要な事項を

定める。 

（警防本部の設置） 

第２ 消防長（夜間・休日は消防署当直責任者以下「消防長等｣という。）は、瀬戸

市内において大規模な災害、集団災害等が発生し、又は災害が発生するおそれがあ

る場合は、速やかに警防本部を設置する。 

２ 警防本部は、原則として消防対策室に置き、総務課、予防課及び通信指令室グル

ープで構成する。 

３ 警防本部は、消防が行う応急対策活動を統制するとともに、現場指揮本部の活動

を支援する。 

４ 消防長等は、警防本部を設置したときは、市災害対策本部【未設置の場合は市危

機管理課（以下「対策本部等」という。）】へ連絡する。 

５ 市災害対策本部が設置された場合、市災害対策本部運営要綱第６条の規定に従い、

消防本部を消防部として、部内に消防統制班及び消防活動班を置き、消防統制班を

警防本部と規定する。 

６ 前項の要綱第７条に規定する総務チームを警防本部内に設置することとし、別表

で定める。 

（警防本部の組織） 

第３ 警防本部の本部長は、消防長とし、警防本部の事務を総括するとともに、警防

本部の職員を指揮監督する。 

２ 警防本部の副本部長は、消防次長とし、本部長を補佐するとともに、本部長に事

故あるときは、その職務を代理する。 

３ 警防本部を設置した場合は、警防本部体制とし、別表に定める職員を配置するも

のとする。（第１号招集の１～第１号招集の５） 

４ 本部長は、対策活動上必要と認めるときは、消防団本部員（団長、副団長等）及

び前項に規定する者のほか関係職員を配置するものとする。（第２号招集～第４号

招集） 

 （所掌事務等） 

第４ 本部長は、警防本部の事務を分掌させるため、災害等の状況に応じ、次に掲げ

る担当を置き、それぞれに責任者を配置することとし、各担当に配置された職員は、

担当の所掌事務及び指揮者の指示に基づき業務に従事するものとする。 
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１ 総務課 

⑴ 統制担当 

⑵ 部隊運用担当 

⑶ 部隊動態担当 

⑷ 情報伝達担当 

⑸ 被害集計入力担当 

⑹ 物資調達担当 

⑺ 危機管理担当 

⑻ 現地調整担当 

２ 予防課 

⑴ 広報調査担当 

⑵ 災害情報担当 

⑶ 病院調査担当 

３ 通信指令室グループ（通常業務を除く。） 

⑴ 通信担当 

⑵ 通報処理担当 

 （休日、夜間における警防本部の設置） 

第５ 消防長等は、休日、夜間等で警防本部要員が速やかに確保できない場合、警防

本部要員が到着するまでの間、消防署の要員を活用して警防本部の設置及び運営を

行う。 

２ 警防本部が設置された場合、警防本部と消防署間で情報を確実に共有するため、

消防署に所要の担当を配置する。 

（警防本部の廃止） 

第６ 本部長は、次の事項に該当するときは、警防本部を廃止する。 

⑴ 災害応急対策等の必要がなくなったと認めたとき。 

⑵ 消防現場指揮本部等による活動で処理することが適当と認めたとき。 

⑶ その他警防本部の活動の必要がなくなったと認めたとき。 

２ 消防長等は、警防本部を廃止したときは、速やかに市危機管理課に連絡する。 

（雑則） 

第７ この要綱に定めるもののほか、警防本部の運営等に関し、必要な事項は別に定

める。 

 

 

 

 



資 9-2-3 

 

附 則 

この要綱は、平成１２年１２月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成１８年 ４月 １日から運用する。 

 附 則 

この要綱は、平成１９年 ４月 ２日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年 ９月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年 ４月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年 ４月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年 ４月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年 ８月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年 ４月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年 ５月 １日から運用する。 

  附 則 

この要綱は、令和 元年 ６月１２日から運用する。 

（災対本部要綱との整合、総務チーム規定、署の位置付け変更） 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から運用する。 

（消防本部２課制に伴う語句の整理） 
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第１編 総 則 

 

 

第１章 計画の目的・方針等 

１ 計画の目的 

   この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）、消防組織法（昭和２２ 

年法律第２２６号）及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措 

置法（平成１４年法律第９２号。以下「東南海・南海法」という。）に基づき、大規模 

な地震災害に対処するため、計画的な防災対策を実施し、市民のかけがえのない生命、 

身体及び財産を地震災害から守ることを目的とする。 

 

２ 計画の性格 

   この計画は、瀬戸市地域防災計画｢地震対策計画｣の消防部細部計画として位置付け 

る。 

 

３ 計画の構成 

  この計画は、以下の各編により構成する。 

第１編 ｢総則｣ 

第２編 ｢事前対策｣ 

第３編 ｢災害応急対応｣ 

第４編 ｢警戒宣言発令対応｣ 

 

４ 用語の定義 

   本計画における用語の定義は、次のとおりとする。 

  ⑴ 南海トラフ地震に関連する情報 

   ア 南海トラフ沿いで異常な現象（※１）が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規

模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 

イ 観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常

時と比べて相対的に高まったと評価された場合 

ウ 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態ではなくなった

と評価された場合 

※１：南海トラフ沿いでマグニチュード７以上の地震が発生した場合や東海地域に設置さ

れたひずみ計に有意な変化を観測した場合など、気象庁が調査を開始する対象とな

る現象で、具体的には次のとおり。  

○ 気象庁が調査を開始する対象となる現象  

・ 想定震源域（※２）内でマグニチュード７．０以上の地震が発生 

・ 想定震源域（※２）内でマグニチュード６．０以上の（或いは震度５弱以上

を観測した）地震が発生し、ひずみ計（※３）で当該地震に対応するステップ

状の変化（※４）以外の特異な変化を観測 
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・ １カ所以上のひずみ計（※３）で有意な変化を観測し、同時に他の複数の観

測点でもそれに関係すると思われる変化を観測している等、ひずみ計（※３）

で南海トラフ沿いの大規模地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観

測 

・ その他、想定震源域（※２）内のプレート境界の固着状況の変化を示す可能

性のある現象が観測された等、南海トラフ沿いの大規模地震との関連性の検討

が必要と認められる現象を観測 

※２：想定震源域；下図に示す南海トラフ地震の想定震源域（中央防災会議、２

０１３） 

 

 

 

 

 

 

 

※３：ひずみ計；当面、東海地域に設置されたひずみ計を使用。  

※４：ステップ状の変化；地震発生時に通常観測される段差的な変化 

 

 ⑵ 警戒宣言 

   大規模地震対策特別措置法に基づき行われる地震予知で、異常が確認された場合、被害を

最小限に抑えるために内閣総理大臣から発令される宣言。現時点では対象が東海地震に限ら

れている。（東海地震に関連する情報は、南海トラフ地震に関連する情報の運用開始をもって

発表しない方針が確定済み。今後の対応等について、平成２９年１１月現在検討中） 

 

５ 地震の想定 

瀬戸市地域防災計画の｢地震対策計画｣と同じ。 

 

６ 瀬戸市震災対策消防計画の見直し及び変更 

瀬戸市地域防災計画の変更や、当該計画に基づく訓練の検証結果踏まえ、見直しを行う。 

 

 ７ その他 

  ⑴ 平成１６年３月４日 第３編施行 

⑵ 平成１９年５月８日 第１編、第２編、第４編施行 

  ⑶ 平成２９年２月３日 第３編一部改正（出動部隊数変更等） 

  ⑷ 平成３０年４月１日 招集区分の変更に伴う全体の改正、第４編の改正等 

  ⑸ 令和 ４年４月１日 愛知県防災航空隊から名古屋市消防航空隊へ名称変更に伴 

う全体の改正、第３編 別表第２一部改正（車両配置場所の変 

更）、第４編第１章一部改正（本部会議の構成員の変更）
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瀬戸市震災対策消防計画（消防本部・署） 

第１編 総則 

第２編 事前対策 

第３編 災害応急活動 

第４編 警戒宣言発令対応 

１ 災害対策基本法 

２ 東南海・南海地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法 

第２章 瀬戸市震災対策消防計画の体系図 

瀬戸市震災対策消防計画の位置付けについては、下図に示すとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位計画等 

消防組織法 

瀬戸市地域防災計画（地震対策計画） 

消防法 

市条例 

１ 瀬戸市消防職員の非常招集規程 

・ 瀬戸市消防本部非常招集運用要領 

２ 瀬戸市警防本部設置要綱 

・ 瀬戸市警防本部の設置・運用に関する要領 

関連規程等 
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第２編 事 前 対 策  

 

 

第１章 消防力の強化 

第１ 消防水利、調査、車両の整備 

第６次瀬戸市総合計画に示される将来の都市像における「地域に住まう市民が自立し支

え合い、笑顔あふれるまち」の実現を目指し、震災事前対策の確立を図るため、次により

整備を図る。 

１ 消防水利の整備、確保 

 ⑴ 防火水槽の整備 

地震時の消防水利確保のため、公用地を基本に市街地等に分散して耐震性防火水槽の

設置に努めるとともに、既設水槽の耐震化及び補修を進める。 

     なお、年度別の設置・補修等計画については第６次瀬戸市総合計画「中期事業計画」

で別に定める。 

⑵ その他の消防水利の確保 

    ア 河川、池等の活用 

      防火水槽整備のほか河川、池等で消防隊が常時取水可能な場所を消防水利に指定す

る。 

    イ 都市づくりと一体となった消防水利の整備 

      一定規模以上の宅地開発に伴う防火水槽の設置指導を行うほか、土地区画整理事業

等の工事とリンクして効率的に設置するとともに、公共建築物については、新築、改

築時に防火水槽設置等の事前協議を行い、事業者と行政が一体となった消防水利の整

備を進める。 

２ 車両の整備 

    地震による同時多発災害に対応するため、第６次瀬戸市総合計画｢中期事業計画｣に基づ

き、順次更新及び活動が容易な車種に変更する。 

３ 資機材の整備 

⑴ 消防署・分署 

地震時に想定される火災・救助事案に対応できるよう消防車両及び事務車両に、下記

資機材を直ちに積載できるよう資機材の整備を図る。 

 

消防車両 
ホース６５ミリ１５・５０ミリ１０、バール２、のこぎり２ 

鉄線カッター１、救急外傷セット、毛布１０ 

事務車両 
ホース６５ミリ１０・５０ミリ１５、小型動力ポンプ１、筒先１ 

バール２、のこぎり２、鉄線カッター１、毛布１０ 
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⑵ 消防団 

消防団詰所に、地震時の救助活動が行えるよう地域防災計画資料「災害対策用備蓄資

材等」のほか、地震対策用資機材として増強配備する。 

地震対策用資機材（増強） 地域防災計画で定める資機材（参考） 

照明装置（発電機含む。）    一式 

強力ライト          ２基 

斧              ３本 

皮手袋            ５組 

防塵めがね          ５組 

防塵マスク         １０個 

ジャッキ           ２式 

とび口            ５本 

バール           ２０本 

のこぎり          ２０本 

鉄線カッター         ３本 

応急処置セット        １組 

３０ｍロープ         ２本 

（救助用） 

 

４ 受援体制の確立 

⑴ 県内広域消防相互応援協定に基づく受援体制 

瀬戸市緊急消防援助隊受援計画（以下「受援計画」という。）を準用し、要請後の受援

が円滑、迅速に実施できるようにする。 

⑵ 緊急消防援助隊の受援体制 

受援計画に基づく訓練を行い、検証し受援が円滑、迅速に実施できるようにする。 

５ 庁舎の耐震化、非常電源の確保 

  消防庁舎は、平成１２年度に現行基準の耐震補強工事を完了している。非常用発電機の

燃料は、１０日以上の必要量を常時確保する。 

６ 救急救命士の配置 

    同時多発災害時に、高度救命処置が行えるよう各救急隊に常時１名以上の気管挿管及び

薬剤投与認定救急救命士が常務できるよう計画的に増員を図り、救命効果の向上を図る。 

    なお、認定救急救命士の配置計画については、愛知県の資格認定講習の実施にあわせ、

年度ごとに計画する。 

 

第２ 情報収集体制の確立 

１ １１９通報の受信 

    瀬戸市消防警防本部設置要綱（以下「警防本部設置要綱」という。）で定めている｢災害

受信票」を活用した訓練を３月／１回を目処に実施し検証する。 

２ 愛知県高度情報ネットワーク 

  通常の情報収集方法と同様であるが、瀬戸市消防警防本部（以下「警防本部」という。）

への伝達方法を訓練等で確立する。 

３ 消防用高所監視カメラ 

  監視範囲を区分化し、災害規模を区分ごとに均一かつ迅速に確認できるよう定めておく。 

４ 名古屋市消防航空隊等のヘリコプター等 
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    年間の合同訓練に震災における情報の発信、収集訓練を盛り込み円滑化を図る。 

５ 広報車等 

    災害発生状況等の情報収集及び効率的な広報を実施するため、ルートを決めておく。→

ルート図の作成 

６ 参集職員 

    非常招集者からの情報提供方法、警防本部の情報集約及び整理分析方法並びに各班への

伝達要領を徹底しておく。→非常招集訓練の実施 

７ 消防団員 

    各分団長等から各地区における被害情報の収集を義務化し、情報収集体制の強化 

を図る。→瀬戸市消防団震災活動マニュアル 

  ８ 災害出動消防隊等 

    必要な情報項目を様式等で定め、各消防隊が同一の情報を迅速に収集及び発信できるよ

うにする。 

  ９ 瀬戸市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。） 

    市全体で危機対応訓練を定期的に実施し、情報の提供、集約、整理分析が円滑に実施で

きるようにする。 

 

第３ 職員用食料の備蓄等 

１ 食料の備蓄等 

 ⑴ 食料の備蓄 

     地震時の災害応急活動の長期化に備え、消防職員用の非常食をおおむね３日分を消防

署所へ備蓄する。 

 ⑵ 応急炊飯用器材の整備 

     電気、ガス、水道等のライフライン途絶に備え、応急炊飯器材を整備する。 

２ 燃料の確保 

        消防車両の燃料確保は、軽油５００リットルを本署敷地内に備蓄している。 

【参考】 

災害時の優先給油について１８店舗のガソリンスタンド（愛知県旭石油商業

組合東尾張連合会第一地区）と契約を結んでいる。（平成３０年４月１日現在） 

３ 予備服等の確保 

    職員は、地震時における消防活動に備え、活動服等の予備を確保しておく。 

  

第４ 訓練及び教育の実施 

１ 消防職員の教育訓練 

  発災時の迅速な初動体制が図れるよう定期的に訓練を実施する。 

 ⑴ 初動措置訓練 

     本計画に基づく訓練 

 ⑵ 図上訓練 
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    ア シミュレーション訓練 

イ その他必要な図上訓練 

   ⑶ 現場訓練 

     「消防訓練要領」による訓練 

 ⑷ 総合訓練 

    ア 総合訓練 

    イ その他必要な総合訓練 

２ 消防団の教育訓練 

地震時に公設消防力と協同する消防力として、消防団員に必要な知識・技術を習得させ

る。 

 ⑴ 消防団初級研修 

 ⑵ 地域防災訓練前の指導者訓練 

   ⑶ 災害対応に関する定期訓練 

 

第５ 地域・事業所における防災力の強化 

１ 住民に対する指導 

⑴ 住宅防火診断 

   あらゆる機会を利用し、住宅防火診断を積極的に行い、火災危険について自覚させ防

火意識を高める。 

 ⑵ 救命講習の実施 

 定期的に開催する救命講習を始め、自治会又は町内単位での受講を案内し、応急処置

能力を身につけ、市民等の救命率を高める。 

  ２ 事業所に対する指導 

   ⑴ 事業所における自助体制の確立 

     震災時に発生が予想される同時多発火災や、倒壊建物からの救出事案に対し、行政が

対応しきれない場合の自衛消防組織等の設置を指導する。 

   ⑵ エレベーター 

     エレベーターの閉じ込め事案が多発した場合の対応マニュアル作成を指導する。 

  ３ 地域と事業所の連携強化 

各地域に点在する事業所に対し、通常時から地域とのつながりを構築し、災害時には地

域住民に向けた各種活動及び施設等の提供について指導する。 

また、当該事業所の活動等に関する情報について地域住民への周知を図るなど、連携強

化を促進する。 

 

第６ 防火対象物等の防災体制の推進 

  １ 防火管理体制の推進 

対象建物の防火管理者の選任及び消防計画における消防訓練を実施し、事前対策を徹底

するとともに、計画の中に震災対策等を盛り込むよう指導する。 

２ 予防査察の強化 
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予防査察を実施し、違反是正をするとともに、消防法等に規定された消防用設備等の違

反是正、維持管理及び適正な運用、防火管理制度等の円滑な推進を図るとともに、消防計

画・予防規程及びその他計画に基づく消火・避難訓練等及び緊急対策の実施について指導

強化する。 

  ３ 消防用設備等の設置及び維持管理の促進 

初期消火や延焼を阻止するため、消防用設備等の設置及び維持管理を徹底し、災害に備

える。 

 

第７ 危険物施設等に対する指導 

          地場産業の性格に伴い、危険物施設や液化石油ガス施設（以下「ＬＰＧ施設」という。）

が多く、事故が発生すれば周辺の住宅地域にも多大な被害が予想される。 

          事前対策として、瀬戸市地域防災計画「危険性物質防災計画」によるほか、地震発生時

の対応策を含んだ予防規程 （防災計画、その他）中に次の事項を盛り込むとともに、地震

発生時の行動を、従業員が確実にできるよう定期的に立入検査し、管理者等を指導する。 

          なお、毒劇物施設についても同様とする。 

 １ 夜間休日の自衛消防組織等の応急措置 

  ２ 夜間休日の参集要領 

  ３ 地震発生時の装置、作業の停止 

  ４ 災害発生時の情報連絡方法 
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第２章 計画の作成 

第１ 震災時組織計画 

   次のとおり組織することとし、詳細は瀬戸市警防本部設置要綱等で規定する。 

                 市災害対策本部と相互の情報収集・記録及び伝達 

                  関係機関との連絡調整（応援要請含む。） 

  総務班         被害状況の記録・負傷者及び収容先等の状況把握 

              部隊の活動状況・必要資機材の整備、手配 

            その他総務に関すること        など 

    

                 防災関係機関に対する情報伝達 

   広報調査班      住民広報       

             被害調査                など 

 

   

   通信班 通信業務一般 

 災害情報等の受信及び総務班への伝達   など 

 

   

             消防部隊の編成・配分及び伝達 

災害現場における部隊運用 

    警防班        被害情報の伝達 

 災害現場と警防本部と相互情報の交換 

 その他消防活動に関すること       など 

 

第２ 動員計画 

１ 勤務外職員の動員 

勤務外職員の動員については、瀬戸市非常招集規程等で規定する。 

     

【参考】 

参集方法別の１時間あたりの距離 

徒歩     ４キロメートル 

自転車   １５キロメートル 

オートバイ ２５キロメートル 

 

２ 職員の輸送計画 

        輸送車両の走行可能な道路を事前選定し、輸送計画を立てる。 

また、幅員８メートル以上の道路のルート図を作成する。 

 【不足した場合の車両を調達する場所】 
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 ・ 市役所本庁 ‥‥‥‥‥‥バス等・トラック等 

 ・ クリーンセンター ‥‥‥トラック等 

 ・ リサイクルセンター‥‥‥トラック等 

      ３ 部隊編成計画 

       ⑴ 発災当初は、部隊数の確保に重点を置き必要最低人員で部隊を編成することとし、時

間経過による被災状況の明確化、隊員の招集状況等により、追って各部隊への増員強化

及び増隊を図る計画を作成する。 

       ⑵ 策定した計画の有効性について検証する。 

４ 火災防ぎょ計画 

    震災時における消火活動上必要な事項を定める計画を策定し、以下の各種情報を表示し

た基本図を作成する。 

   ⑴ 防災資機材の配置場所 

⑵ 震災時に通行可能な道路及び幅員、地盤、家屋の倒壊等による交通障害予測 

   ⑶ 震災時に使用可能な水利 

     耐震性防火水槽、指定水利、受水槽、未指定水利等 

   ⑷ 住民の避難場所、避難経路 

   ⑸ 重要対象物 

    ア 食料、生活物資施設 

    イ 病院、医院 

    ウ 変電所、ガス製造所・販売所、浄水場（ライフライン関係） 

    エ 公共施設等の災害対策の中核となるもの 

   ⑹ 大量危険物貯蔵所等（液化石油ガス含む。） 

 ⑺ 延焼阻止線 

     木造密集地等が大火災となった場合に有効と予想される延焼阻止線 

５ 部隊運用計画 

  特に、同時多発火災対応を最重要事項と位置付け、人命救助及び延焼阻止を優先した効

率的な消防力運用が可能となる計画を策定する。 

 ⑴ 計画に基づき、各種事態を想定した運用要領を作成する。 

 ⑵ 一つの火災に出場できる部隊が限られるため、計画区域を設定する。 

 ⑶ 木造建物密集地域、延焼拡大の危険性が高い地域等を把握し、優先的に出場する地域

及び消防活動上の留意事項を定める。 

６ 救助・救急計画 

  救助及び救急要請が同時多発し、消防機関のみで対応不可能となる状況を想定し、各事

業所の自衛消防隊、防火防災委員を中心とした地域住民、共同住宅や店舗等の各防火対象

物による自衛組織等による「自助、共助」を推進するとともに、限られた救急資源の有効

活用が可能となる計画を作成する。 

⑴ 基本図を作成する。 

ア 救急車の配置場所 

イ 震災時の通行可能道路 
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ウ 住民の避難場所、避難路 

エ 多数の者が出入りする高層建築物（エレベーターの有無含む。）等の位置 

オ 鉄道 

    脱出口、進入口の表示 

カ 高速道路等 

    ランプ、進入・脱出口の表示 

キ 仮救護所予定場所 

    雨天、季節も考慮し公園・広場も表示 

ク 病院、医院等医療機関 

ケ 保健所、支所 

⑵ 救助・救急活動計画を作成する。 

ア 救助隊、救急隊の出場管区 

イ 仮救護所の設置要領 

    住民、医療機関等の協力を想定したものとする。 

ウ 搬送手段、搬送予定病院 

    医療機関との連携体制がとれたものとする。 

エ 救助・救急活動上の留意事項 

７ 支援業務計画 

    災害の長期化に備え、物資等の調達先の一覧表を作成する。 

    なお、その他の物資等について市防災部局と調整する。 

   ⑴ 小型動力ポンプ等の動力 

   ⑵ 燃料 

   ⑶ 消火剤（泡、粉末等） 

   ⑷ ホース 

   ⑸ 救急用資器材 

   ⑹ 救助器具 

⑺ 食料、飲料 

   ⑻ 調理器具（燃料含む。） 
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第３編 災 害 応 急 活 動  

 

第１章 災害応急活動体制の確立 

第１ 消防警防本部の設置 

安全かつ効率的な災害応急活動体制を確立するため、消防長（以下「警防本部長」とい

う。）は次により消防警防本部（以下「警防本部」という。）を設置する。 

１ 設置基準 

⑴ 市域で震度５弱以上の地震を観測したとき 

⑵ 前記１にかかわらず、震災（地震による多発火災・救助・救急事象）が発生し、又は

発生するおそれがあると認めたとき 

２ 警防本部の設置 

警防本部設置要綱に基づき警防本部を設置する。 

なお、警防本部設置の発令は、通信指令室長またはその代行者（以下｢通信指令室長等｣

という。）が無線一斉指令と庁内放送をもって行う。 

３ 警防本部設置後の措置 

職員は、警防本部設置と同時に平常業務を停止し、災害応急活動体制の早期確立に努め

る。 

４ 警防本部の縮小、廃止 

警防本部長は、次により警防本部を縮小または廃止する。 

⑴ 災害対策本部が廃止されたとき 

⑵ 消防における災害応急活動がおおむね完了したと認めるとき 

第２ 職員の動員 

瀬戸市消防職員の非常招集規程に定めるもののほか、次のとおり動員する。 

１ 非常招集の発令 

震度５弱以上の地震発生（または警戒宣言の発令）に伴う非常招集は、警防本部長の事

前命令としてこれを省略し、それ以外により非常招集を行う場合は、原則として、通信指

令室長等からの順次指令及び無線一斉指令とする。 

２ 参集場所 

招集対象者の参集場所は、原則として勤務署所とする。 

ただし、警防本部長が事前に参集場所を指定した者は、当該指定場所とする。 

３ 参集要領 

⑴ 服装 

参集時の服装は私服とし、必要に応じてヘルメット及び手袋等の保安用具を着用する。 

⑵ 携行品 

各自が携行すべき品目等は、下表に示すものを基準とする。 

 品  目 数  量 

１ メモ帳・筆記用具 １式 

２ 懐中電灯 １：夜間参集時 
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３ 携帯ラジオ １ 

４ 活 動 服 適宜：着替え用 

５ 下  着 適宜：着替え用 

６ 非常用食料 ２食分 

７ 水  筒 １（ペットボトル可） 

８ 受 令 機 配備職員に限る 

 

⑶ 参集手段 

参集手段は、自転車、オートバイ又は徒歩によることを原則とするが、一刻も早く参

集できるように道路状況等に応じ自家用車の使用も考慮する。 

また、平素から安全、確実な複数の参集経路を各自で選定しておく。 

４ 参集途上の措置 

⑴ 情報収集・報告 

参集途上における災害発生状況、道路状況、水利状況及び市民の動向等の情報をでき

る限り収集する。 

ア 情報は、必ずメモをとる。 

イ 通行人等からの伝聞情報や視認情報を得た場合は、必ず自分で確認する。 

ウ 収集した情報は、参集後、緊急な事案は断片的でも速やかに通信班へ、その他の事

案は所属ごとに可能な限り集約して通信班又は総務班（被害集計担当）へ報告する。 

⑵ 災害現場に遭遇した場合の対応 

ア 火災現場 

（ア） 自力消火が可能な場合 

小火の場合は、付近住民を指揮し、各家庭や事業所、街頭設置等の消火器を使用

し、またはバケツリレーなどにより積極的に消火活動を実施する。 

なお、これらの活動が活発化して鎮火の目途が立った時点で、事後の対応を住民

のリーダー等に任せ、参集署所へ向かう。 

（イ） 自力消火が不可能な場合 

（ア）に準じて、付近住民に対して可能な範囲での延焼阻止活動を指示した後、

参集署所へ急行し通信班へ火災事案の報告を行う。 

イ 救助現場（要救助者の発見） 

負傷者や倒壊家屋の下敷きになった者がいる場合、容易に救出できる場合は救出活

動を行う。 

ただし、救出に時間を要する場合は、要救助者の生命に危険がある場合等の特別の

事情がない限り、付近住民に任せ、参集場所へ急行して通信班へ救助事案の報告を行

う。 
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第３ 初動措置 

相当の地震動を伴った地震が発生した場合、または警防本部の設置が発令された場合、

直ちに次に掲げる初動措置をとると同時に、警防本部各班・担当を設置して応急活動体制

を整える。 

なお、地震発生直後は、即座に震度階を判別することは困難と思われるので、初動措置

はあくまでも各所属の責任者により積極的に行う。 

１ 共通事項 

⑴ 出火防止措置（初期消火含む。） 

⑵ 消防庁舎、職員の被災状況の確認・把握 

⑶ 落下、転落危険物の防護措置 

⑷ 活動の支障となる散乱物等の排除 

２ 消防本部の措置事項 

⑴ 消防対策室への関連資機材、計画書等の設置 

⑵ 初期情報の収集、集約 

⑶ 災害対策本部、関係機関等への連絡 

⑷ 車両等燃料、食糧、飲料水の確保 

⑸ その他必要な事項 

３ 消防署所の措置事項 

⑴ 消防庁舎・車両・職員の被災状況の確認と必要な措置 

 ※ 庁舎・車庫の倒壊危険等が生じた場合は、直ちに消防車両を屋外へ移動する。 

⑵ 無線及び有線電話の試験（通信指令室が実施する試験への応答） 

⑶ 出動体制の確立 

  下表による積載資機材の増強を行う。 

 

消防車両 
ホース６５ミリ１５・５０ミリ１０、バール２、のこぎり２ 

鉄線カッター１、救急外傷セット、毛布１０ 

事務車両 
ホース６５ミリ１０・５０ミリ１５、小型動力ポンプ１、筒先１ 

バール２、のこぎり２、鉄線カッター１、毛布１０ 

☞ 水防用資機材も最大限活用する。 

 

⑷ 消防署所周辺の被害状況の把握 

⑸ 付近住民への対応 

  仮救護所を開設する等の一時的な対応を原則とし、避難を目的とした住民には付近の

指定避難所等を案内すること。 

⑹ 非常電源の確保（自家発電装置の機能点検と燃料確保） ※ 分署のみ 

⑺ 参集者の受付体制の確立（非常招集簿の設置等） 

⑻ 情報連絡・部隊編成担当者（残留要員）の指定 

⑼ その他必要な事項 
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４ 通信指令室の措置事項 

⑴ 通信指令施設の機能確認 

⑵ 無線及び有線電話の機能確認 

⑶ 消防用高所監視カメラによる災害情報の収集 

⑷ 非勤務者の招集指令（震度４以上から震度５弱未満時の招集及び災害が発生した場合） 

⑸ 災害受信表の準備 

⑹ 非常電源の確保（自家発電装置の機能点検と燃料確保） 

⑺ 愛知県高度情報ネットワークシステム、テレビ及びラジオ等からの地震情報の収集 

⑻ その他必要な事項 

 

休日・夜間における本署当直責任者等の任務 

警防本部要員（所要の総務班要員）または通信指令室長を含む所要の通信班要員が参集するまでの

間、本署当直責任者と指揮担当は次に掲げる任務を、情報管理室において行う。 

⑴ 被害情報及び災害情報の収集・整理（通信班の支援） 

⑵ 消防部隊の運用と活動状況の把握 

⑶ 災害活動方針の決定並びに各種情報の警防本部長への報告 

⑷ 署所の手持ち隊数の把握 

⑸ 消防庁舎等の被災状況の把握 

⑹ 警防本部（総務班・広報調査班）の開設準備 

⑺ その他必要な事項 

 

第４ 情報の収集と伝達 

総合的な状況判断と効率的な部隊運用を図るため、あらゆる手段を活用して、火災、そ

の他の災害発生状況等の情報収集・伝達活動を実施する。 

１ 情報収集・伝達の基本 

⑴ 情報の種類 

情報は、次の４種類に区分して取り扱う。 

 

 種 別 内     容 （例） 

１ 
地震情

報 

・気象庁等からの地震に関する情報（テレビ・ラジオ活用） 

・愛知県高度情報ネットワークシステムによる地震に関する情報 

２ 
災害情

報 

・ 負傷者、要救助者、行方不明者及び死者に関する情報 

・ 火災の発生 

・ 建物（住家・非住家）の損壊 

・ 崖の崩壊 

・ 主要道路及び橋梁の損壊、陥没、建物及び工作物の倒壊等による交通障

害 
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・ その他必要な情報 

３ 
警防情

報 

・ 消防庁舎の損壊、車両（部隊）出動の可否及び通信指令施設の障害 

・ 職員の動員状況及び消防隊等の編成状況（署所の手持ち隊数） 

・ 消防隊等及び消防団の活動状況 

・ その他必要な情報 

４  
本部情

報 

・ 災害対策本部からの情報 

・ 避難勧告・指示に関する情報 

・ その他必要な情報 

 

⑵ 収集項目と優先順位 

情報の収集項目と優先順位に配慮し、人命安全上又は部隊運用上重要な情報は時機を

失することなく担当班等に伝達する。 

なお、情報収集・伝達の優先順位は別表第１に示すものを原則とする。 

⑶ 情報収集・伝達体制 

ア 情報収集担当と情報伝達の流れは、下表に示すものを基本とする。 

 

情報の区

分 
収 集 担 当（伝達先） その後の情報の流れ 

地震情報 
① 優先順位 1位情報は通信班 

② 優先順位２・３位情報は、 

通信班又は総務班 

（通信班の人員体制が整うまでは、 

指揮隊及び総務班が支

援） 

⇒総務班（統制担当）⇒警防本部長  

 ⇒広報調査班 

災害情報 
⇒総務班（被害集計担当）⇒警防本部長 

 ⇒広報調査班 

警防情報 
⇒総務班（統制担当）⇒警防本部長  

 ⇒広報調査班 

本部情報 総務班（統制担当） ⇒通信班⇒警防本部長⇒広報調査班 

 

イ 情報の収集は原則として通信指令室で、情報の集約（総務班）は情報管理室におい

て行うものとする。 

２ 情報収集要領 

１１９番通報により入手する災害情報のほか、各班は、あらゆる手段を講じて必要な情

報を収集する。 

⑴ 高度情報ネットワークシステム等 

高度情報ネットワークシステム、テレビ及びラジオ等あらゆる手段で地震情報を収集

する。 

⑵ 消防用高所監視カメラ 

管内全域を巡回監視し、白・黒煙の上昇地点の確認を行うとともに、建物の損壊状況

その他の災害情報を収集する。 

   ⑶ 名古屋市消防航空隊 

     名古屋市消防航空隊へ偵察飛行を要請し、上空から災害・警防情報を収集する。 

⑷ 参集職員 



 

 

資 9-3-22 

 

 

参集職員は居住地域及び参集途上の災害・警防情報を収集する。 

⑸ 消防団員 

消防団員は居住地域及び参集途上の災害・警防情報を収集する。 

⑹ 広報車等 

必要に応じて広報車等を出動させ、情報収集にあたる。 

⑺ 災害出動消防隊等 

災害現場に出動した消防隊等の指揮者は、出動途上又は災害現場付近の災害情報、警

防情報を収集する。 

⑻ 災害対策本部 

総務班は災害対策本部との連絡を密にするため、連絡担当者を派遣（携帯無線機所持）

し、必要な情報を収集する。 

⑼ 情報収集上の留意事項 

ア 誤認防止 

発災当初は、家屋倒壊等のため土煙が発生し、火災と誤認することが多いので十分

注意する。 

イ 情報の確認 

署所付近の住民や通行人等から情報を得る場合は、必ずその者自身で視認したかど

うかを確認し、伝聞による場合は、必要に応じて複数の者から聴取するか、消防隊等

を派遣して確認する。 

３ 情報伝達要領 

⑴ 情報区分と伝達要領 

ア 地震情報 

通信班が収集した地震情報は、無線一斉指令及び庁内放送により伝達する。 

イ 災害情報 

（ア） 通信班が１１９番通報等で覚知した災害情報は、災害受信票（３枚複写）に記録

した後、通信班長及び総務班へ伝達する。 

（イ） 参集途上に収集した災害情報は、参集後、緊急な事案は断片的でも速やかに通信

班長へ、その他の事案は所属ごとに書面で集約して総務班（被害集計担当）へ伝達

する。 

ウ 警防情報 

（ア） 職員の動員状況及び消防隊等の編成状況に関する警防情報は、所属ごとにとりま

とめ、編成隊数に変動が生じたその都度、通信班を経由して総務班（統制担当）へ

伝達する。 

（イ） 消防隊等及び消防団の活動状況に関する警防情報は、通信班から総務班（統制担

当）へ伝達する。 

エ 本部情報 

総務班（統制担当）が災害対策本部等から収集した本部情報の内、緊急を要する内

容は、警防本部長及び通信班長へ、その他の内容は集約して総務班長へ伝達する。 

⑵ 情報伝達手段の優先順位等 
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ア 指令回線不通時等における情報伝達手段の優先順位は下表に示すものを基本とする。 

 

 伝 達 手 段 摘      要 

１ 内 線 電 話  

２ 加 入 電 話  

３ 電 話 F A X  

４ 消防系無線機 
状況に応じて通信指令室が使用波の指定等の無線統制を行

う。 

５ 救急系無線機  

６ 行政系イントラ網 取り扱う情報の区分と内容に留意する。 

 

イ 伝達手段は次の場合を除き、有線電話による伝達を原則とする。 

（ア） 緊急かつ重大な事態が発生した場合 

（イ） 基地局からの選択呼出しの場合 

ウ 情報伝達時の留意事項 

 各局は情報量を予測し、通信内容及び方法等について細心の注意を払い、円滑な情

報伝達に努める。 

 

第２章 災害応急活動 

第１ 活動方針 

消防が行う災害応急活動は、人命の安全確保を最優先とし、その基本方針は次のとおり

とする。 

１ 消火活動の優先 

地震時は、人命に対する多様な危険現象が複合的に発生するが、最も被害を増幅するも

のは、二次的に発生する火災である。 

したがって、地震時における警防活動は、地震発生の初期段階から小型動力ポンプを含

め全ての消防ポンプを効率的に運用することを最大の目的とし、炎上火災の早期鎮圧及び

拡大防止に総力を挙げなければならない。 

なお、運用可能な消防部隊数等は、別表第２のとおりである。 

２ 救助・救急活動 

大量の人命救助事象が発生した場合は、火災の発生状況により優先的にこれを実施する。 

３ 避難者の安全確保 

火災が著しく多発・拡大し、住民の生命に危険を及ぼすおそれが高い場合は、人命の安

全を優先し避難場所及び避難路確保のための活動を行う。 

第２ 消防隊等の運用 

地震時の消防隊等の運用は、総務班による運用と、全市的見地から防御体制をとるため

に行う警防本部長による運用の二種類とする。 
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また、出場隊の現場指揮者は各隊長とし、複数の消防隊が出場した場合は、先着消防隊

の隊長とする。 

なお、消防団の部隊運用については、下記によるほか「震災時における消防団活動マニ

ュアル」により活動する。 

１ 総務班運用 

総務班長（総務班長不在時は、その代行者、夜間・休日は本署当直責任者が代行）は、

１１９番通報、高所監視カメラ情報、望楼見張り等あらゆる手段により火災及びその他の

災害情報を収集した後、管内の災害状況を総合的に判断して、次により活動方針を決定し、

消防隊等を運用する。 

※ 初期段階は発生（覚知）優先対応でなく、災害の緊急度を判断することが重要！ 

⑴ 火災が多発しているときは、「消防隊運用の原則」に基づき、現有の全隊（救急隊を含

む。）をもって消火部隊を投入するほか、職員が参集した時点で、小型動力ポンプ運用隊

の編成及びポンプ隊要員の増強を図る。 

⑵ 震災時の火災出場は、原則として、１火災に１隊の出場とし、延焼火災については、

１延焼火災に２隊の出場とする。 

  なお、消防団が出場できる場合は、それぞれ１隊を付加し出場させる。 

 

 

火災に対する消防隊運用の原則 

１ 火災の発生が少なく消防力が優勢と判断した場合は、攻撃的防御を展開し、火災の一挙

鎮圧を図る。 

２ 火災の状況が消防力を上回る場合は、次の原則に基づき消防隊の運用を図る。 

⑴ 重要地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先する。 

⑵ 消火有効地域優先の原則 

重要度、危険度が同位にある火災が同時に発生した場合は、消火有効地域を優先する。 

⑶ 市街地火災優先の原則 

大規模建築物から出火し、多数の消防隊を必要とする火災の場合は、市街地に面する

部分及び市街地の延焼火災の消火活動を優先し、それらを鎮圧した後に他の延焼危険部

分の消火活動にあたる。 

ただし、不特定多数の者を収容する対象物及び地下室等から出火した場合は、人命救

助を優先に活動する。 

⑷ 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物周辺を優先

する。 

 

⑶ 火災発生件数が少なく、現有の消防力で対応できる見通しがあり、救助・救急活動が

実施可能な場合は、消火活動と並行して救助・救急活動を行う。 

⑷ 火災は発生しているが、延焼火災がない場合は、活動部隊数を可能な限り削減し、削
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減隊は消火活動ができる体制で救助・救急活動へ転戦する。 

２ 警防本部長運用 

地震発生直後におる消防隊等の運用は、前１によるものを原則とするが、参集職員によ

って消防本部・署の活動体制が時間の経過とともに強化されることから、警防本部におい

て全市的な災害状況の把握、各種情報の整理及び分析が可能となり、全市的見地から消防

隊等を運用することが、より効果的な震災防御活動を展開できると判断される時点をもっ

て、警防本部長運用に切り替える。 

第３ 消火活動要領 

１ 出場の時期 

出場は、原則としてホース増載等の初動措置（第１章第３参照）完了後とする。 

２ 出場報告 

出場隊の指揮者は、指令による出場であるか否かを問わず、出場の際には、通信指令室

へ出場地点（町・丁目）と災害種別を無線で報告する。 

なお、この際の通信指令室からの支援情報の伝達については、通行不能情報等、必要最

小限の内容のみにとどめる。 

 

３ 出場途上の措置 

⑴ 広報 

出場途上は車載マイクにより、付近住民へ出火防止、初期消火の徹底等について広報

する。 

⑵ 他の火災に遭遇した場合の措置 

火災出場途上は火災発見に努め、他の火災を発見した場合は、通信指令室へ報告し指

示を受ける。 

⑶ 救助事象に遭遇した場合の措置 

火災出場途上、人命救助事象を覚知した場合は、原則として火災現場に直行するとと

もに、その旨を通信指令室へ報告する。 

なお、この場合、付近の住民に協力を求め自主防災活動の活性化を図るものとする。 

⑷ 通行障害等に遭遇した場合の措置 

道路、橋梁及び歩道橋等の被害により出場を阻害され、適当な迂回路がない場合は、

応急処置による道路啓開に努め、それが不可能な場合は、その旨を通信指令室へ報告し

指示を受ける。 

４ 水利部署 

⑴ 水利の選定 

水利部署は、消火栓以外の水利を原則とする。 

なお、断水地域であり、かつ、消火栓以外の水利がない地域にあっては、自然流下地

域及び谷状の低地にある管径１５０ミリメートル以上の消火栓を選定し、使用を試みる。 

⑵ 部署位置 

ア 消防力が優勢な場合の水利部署は、努めて火流を挟撃できる位置とする。 
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イ 消防力が劣勢な場合の水利部署は、風向、風速を考慮し、火勢を阻止する側とする。 

５ 放水口数及び筒先部署等 

⑴ 放水口数 

放水口数は、水利の給水能力やホースの積載本数及び人員等により制限されるが、ポ

ンプ車については原則として１隊３口放水とする。 

なお、人員に不足を生ずる場合は、現場付近にいる住民の協力を得て、資機材の能力

を最大限に発揮できるよう努める。 

⑵ 筒先部署 

ア 原則として屋内進入は行わない。 

イ 消防力が優勢で攻撃的消火活動が可能な場合は、延焼危険が大の方向から順次包囲

態勢をとり、一挙鎮圧を図る。 

ウ 消防力が劣勢の場合は、守勢的消火活動とし、未燃建物に予備注水を行うなど、延

焼防止上重要な方向に筒先を配置する。 

エ 避難路確保の場合は、周囲の火流から避難者を保護するため、避難路に面する部分

を優先する。 

オ 重要対象物がある場合は、これに面する部分を優先する。 

⑶ 注水 

ア 死角のない場所を選定するとともに、十分な余裕ホースをとり、移動注水により筒

先担当火面長を広くとるよう努める。 

イ 筒先１口の担当火面長は、火災の様相により異なるが原則として約１５メートル以

上とする。 

ウ 注水は努めて大口径強力放水とするが、状況に応じた口径を活用する。 

エ 使用水量が不足するおそれがある場合は、火点外周の延焼火面のみに注水し延焼防

止を図る。 

６ 消火活動の心得 

⑴ 原則 

出場隊の指揮者及び隊員は、火災の様相、風向及び風速等に留意して、常に筒先の転

戦路を確保するとともに、限られた消防力を最大限に活用するため、消火活動中の火災

は出場隊の責任において鎮圧できるよう努めなければならない。 

⑵ 消火活動要否の判断 

出場隊の指揮者は、出火建物の状況、延焼・人命危険、消火効果及び他の地域の火災

状況等を考慮し、消火活動の要否を決定する。 

⑶ 延焼防止可否の判断 

出場隊の指揮者は、出火建物の火災状況により、延焼防止の可否を判断し、延焼防止

できないものと判断した場合は、火災の状況を通信指令室へ報告し応援を要請する。 

⑷ 応援要請 

ア 現場指揮者は、延焼防止及び人命の安全を確保するため、必要な場合は応援隊数と

集結場所等を明示して、通信指令室へ要請する。 

イ 所要応援隊数の算定が困難な場合は、応援隊が担当しなければならない火面長を通
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信指令室へ報告する。 

⑸ 周囲の状況判断 

出場隊の指揮者は、常に火災の進展状況に注意するとともに、上位優先地域への転戦

を考慮し、消防隊等の転戦路確保に留意するものとする。 

⑹ 飛火警戒 

出場隊の指揮者は、火災の状況、風向及び風速等により、飛火火災が発生するおそれ

があると判断したときは、車載マイク及び消防団員の巡回等により、風下側の住民等に

対して飛火の警戒と即時鎮圧を指示し、実施させる。 

７ 転戦要領 

⑴ 転戦の時期 

転戦は担当火災の他への延焼危険がなくなった時点とし、部分的な燃焼及び残火処理

は消防団及び自主防災組織等に指示し転戦する。 

⑵ 出場隊の指揮者の判断による転戦 

出場隊の指揮者は、担当火災よりも消火優先順位の高い延焼火災を認知し、自己隊が

転戦する必要があると判断したときは、通信指令室へ所要の報告を行い、担当火災が鎮

圧前であっても転戦することができる。 

⑶ 指令による転戦 

出場隊の指揮者は、通信指令室から転戦を指令された場合は、延焼阻止前であっても、

消防団へ依頼する等の措置をした後に転戦する。 

ただし、継続して消火活動を行う必要がある場合は、通信指令室へその状況を報告し、

指示を受ける。 

⑷ 転戦時の措置 

指揮者の判断により、転戦先における消火活動に必要な最小限のホースを収納するほ

か、転戦途上に消防署所がある場合は、立ち寄って不足するホースを補充し転戦する。 

８ 延焼防止要領 

火災が拡大し、大火流となった場合は、延焼阻止線を設定して消火活動を行う。 

⑴ 延焼阻止線の設定 

延焼阻止線の設定にあたっては、水利分布状況、水利容量、道路、河川、耐火建物及

び空地の状況等並びに火流の方向を十分見極めて設定する。 

なお、延焼を阻止できない火災が多数あり、延焼阻止線の数を限定しなければならな

い場合は、延焼阻止線により得られる効果と消防力等を考慮し、最も効果的で、かつ確

実に設定できる延焼阻止線を選定する。 

⑵ 風横における消火活動 

火勢が熾烈な場合は、火流の風下寄りの両側面に筒先部署し、両側から火流を挟撃し

て逐次火流の幅を狭めながら、最終的に延焼阻止線において阻止する。 

⑶ 風下における消火活動 

風下における延焼阻止線の活動は、部分破壊を併用しながら延焼方向街区に十分な予

備注水を行い、ここで火勢を一旦弱め、最終的には道路上で阻止する。 

⑷ 筒先配備 
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延焼阻止線上の筒先配備は、耐火建物等の焼け止まりが期待できる部分に対する筒先

配備数は少なく、他の部分を強化する。 

なお、耐火建物と耐火建物との間の部分は、風の影響が大きいので、筒先配備に十分

留意する。 

⑸ 可搬式放水銃等の活用 

放水は努めて大口径強力放水とし、可搬式放水銃、水幕ホース・金具等を活用する。 

⑹ 飛火警戒の徹底 

延焼阻止線において延焼を阻止するためには、消防団、事業所自衛消防隊及び地域の

自主防災組織等の協力を得て、あらゆる手段を用いて飛火警戒を徹底し、頭越しに延焼

阻止線を突破されることがないよう配慮する。 

９ 避難経路・避難所の防御要領 

⑴ 避難経路への限定出場 

要避難地域内に火災が多発し、住民の避難に支障を及ぼすと判断した場合は、発災直

後から避難経路へ消防隊を出場させ、又は既に避難勧告が発令された場合には、避難経

路の周辺以外に出場している消防隊等に転戦を命じ、この地域に集結を図って消火活動

を実施する。 

⑵ 優先する防御活動 

ア 火災の規模に対し、消防力が不足する場合は、避難経路等に面する部分を優先して

活動し、通過する避難者の安全を確保する。 

イ 避難経路全般に火災が多発し、避難経路の確保が不可能な場合は、避難所に近接し

た区域を優先して、可能な範囲で避難経路のための防御活動を行う。 

ウ 避難経路及び避難所が全面的に危険となった場合は、避難所において周辺の火災の

消火活動及び避難者への注水を行い、避難者の安全確保を図る。 

第４ 救助・救急活動要領 

１ 人命救助・救急活動の原則 

⑴ 救命活動の優先 

人命の救助及び救命活動を優先して活動する。 

⑵ 火災現場付近優先の原則 

規模が同じ程度の救助事象が、火災現場付近とその他の場所に同時に発生した場合は、

火災現場付近を優先して活動する。この場合、火災の拡大状況等から総合的に判断し、

救助の時機を失することのないよう十分留意する。 

⑶ 重症者優先の原則 

救助及び救急活動は、救命措置を必要とする傷病者を優先とし、その他の傷病者は消

防団及び付近住民に対し自主的な処置を行わせる。ただし、活動人員に比較し多数の要

救助者がある場合は、容易に救出できる者を優先とし、短時間に一人でも多く救出する。 

⑷ 幼児、高齢者優先の原則 

傷病者多数の場合は、幼児、高齢者等要救護者を優先して活動する。 

⑸ 救助・救急効率重視の原則 
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同時に複数の救助・救急事象が発生した場合は、救命効果の高い事象を優先して活動

する。 

⑹ 大量人命危険対象物優先の原則 

同時に複数の救助・救急事象が発生した場合は、不特定多数の者を収容し、多数の人

命危険が予想される対象物における救助活動を優先する。 

２ 救助・救急の活動体制 

⑴ 発災直後の活動体制 

地震発生直後（被害状況が把握されるまでの間）は、原則として署所周辺の救助・救

急活動を行い、仮救護所の設置と併せて積極的に大規模救助事象の発見並びに医療機関

の受入体制等を把握し、署所周辺以外の救助・救急活動に対応できる体制に移行する。 

また、瀬戸市地域防災計画に基づき、医療機関（医療班）及び土木建築業者（建設班）

等との連携に努める。 

⑵ 火災が少ない場合の体制 

火災発生件数が少なく、救助・救急事象が多発している場合は、早期に消防隊等を救

助隊に転用して救助体制を強化する。 

⑶ 救助出場の優先順位 

複数の救助事象を覚知した場合の出場優先順位は、概ね次表による。 

ただし、事故の規模等から推定して、これにより難い場合は、この限りでない。 

 

順位 救  助  事  象 

１ 危険物、毒・劇物、可燃性ガスの流出・漏洩事故 

２ 大規模店舗、病院等多数の者を収容する建築物の倒壊事故 

３ 電車・バスの衝突、転覆事故 

４ 一般建物、工作物の倒壊事故 

５ がけ崩れ等の事故 

６ その他の事故 

 

３ 救助・救急の現場活動要領 

⑴ 自己覚知事案への対応 

署所で自己覚知した事案については、通信指令室へ報告してから出場することを原則

とする。 

ただし、通信輻輳等により指令を受けることができない場合は、所属長の判断により

出場し、その後あらゆる手段により通信指令室へ報告する。 

なお、自己覚知報告を受信した通信指令室が、市内の災害発生状況等から出場先・対

応事案等の変更を必要とすると判断した場合は、出場先を修正して指令する。 

⑵ 出場途上の留意事項 

ア 火災を現認した場合の措置 

出場途上に火災を現認した場合は、通信指令室へ直ちに報告して指示を求める。 
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イ 他の救助・救急事象を発見した場合の措置 

出場途上に発見した救助・救急事象が、出場しようとしている救助・救急事象より

も重大で救助・救急活動の優先順位が高い場合は、その旨を通信指令室へ報告した後、

順位の高い現場へ出場する。 

⑶ 救助現場における措置 

ア 出場隊の指揮者は、災害の状況から消防隊数、救助資機材等に不足が生じると判断

した時は、通信指令室へ所要事項を付加して増強要請する。 

イ 救出した負傷者は、救急隊に引き継ぐことを原則とするが、これができない場合は、

消防団員、自主防災組織及び付近住民に指示して、直近の仮救護所又は医療機関へ搬

送させるか、警防本部を経由して市災害対策本部へ医療救護班又は医師の派遣を要請

する。 

⑷ 救急活動 

ア 搬送順位の決定 

搬送は、救命処置を必要とする重症者を優先する 

なお、この場合、軽症者等の割り込みにより救急車が占有されることのないよう、

毅然たる態度で臨むとともに、このような気配がある場合は現場の警察官等へ協力を

依頼し、混乱を避ける。 

なお、重症者は原則として救急隊により搬送するものとし、搬送先が特定の医療機

関に集中しないよう分散収容に留意する。 

イ 住民等への協力要請 

傷病者が多数発生して消防団員や自主防災組織等へ協力を求める場合は、可能な限

り応急手当用資機材を配布して、自主的な応急手当を行わせるとともに、直近の仮救

護所又は医療機関への搬送を依頼する。 

４ 仮救護所の設置 

⑴ 署所仮救護所の設置 

ア 署所仮救護所は、消防署所又はその付近に開設する。 

イ 署所仮救護所の要員は、発災当初は当務の救急隊員をもってあて、傷病者数に応じ

順次参集した職員をもって増強する。 

⑵ 現場仮救護所の設置 

ア 傷病者が多数発生している災害現場には、現場仮救護所を設置し、救護活動を行う。 

イ 現場仮救護所の要員は、初期においては先着救急隊を中心にあて、その災害状況等

に応じて順次後着した隊員をもって増強する。 

第５ 広域応援要請 

警防本部長は、災害情報と防御活動の推移状況から判断して、他の消防機関からの応援

が必要と認めるときは、次により広域応援要請を行う。 

１ 応援要請基準 

警防本部長が実施する応援要請の基準は次のとおりとする。 

⑴ 大規模延焼火災又は同時多発火災が発生し、本市の消防力のみでは防御活動が困難又



 

 

資 9-3-31 

 

 

は困難が予想される場合 

⑵ 要救助者が１０人以上と予測される多数救助事象が複数発生した場合 

⑶ 特殊な資機材を使用することが災害活動に有効であると判断される場合 

⑷ その他応援要請が必要であると判断される場合 

２ 応援要請先等 

応援要請の連絡は、総務班が次により実施する。 

⑴ 愛知県内消防機関への要請 

愛知県内広域消防相互応援協定及び愛知県消防広域応援基本計画に基づき応援要請順

位の上位消防機関へ要請する。 

 

 要  請  先 摘   要 

要請順位１位 一宮市消防本部通信指令課 尾張ブロック幹事消防機関 

要請順位２位 春日井市消防本部通信指令室 尾張東部地区幹事消防機関 

要請順位３位 名古屋市消防局情報指令課 代表幹事消防機関 

 

⑵ 愛知県外消防機関（緊急消防援助隊）への要請 

「瀬戸市緊急消防援助隊受援計画」に基づき、要請及び受援対応をとること。 

⑶ 愛知県高度情報ネットワークシステムの活用 

他消防機関への応援要請は、各担当部署へ有線で実施することを原則とするが、有線

途絶時には、高度情報ネットワークを活用する。 

３ 応援要請時の通報内容 

応援要請時の通報内容は、次のとおりとする。 

⑴ 災害状況（場所、災害種別、程度） 

⑵ 応援隊の任務の概要 

⑶ 必要とする人員、車両、資機材 

⑷ 応援予想期間 

⑸ 連絡担当者氏名 

⑹ 受入地点（集結場所） 

⑺ その他必要な事項 

４ 応援隊の受入 

⑴ 応援隊の運用 

応援隊の運用については、警防本部長運用とする。 

⑵ 受入地点（集結場所） 

警防本部長は、応援要請先消防機関や災害の推移状況により、集結場所を判断し、応

援側消防機関に集結場所を通報する。 

なお、集結場所（暫定）は次のとおりとする。 

ア 陸上部隊 

（ア） 本署管区 ：市民公園東駐車場 
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（イ） 東分署管区：品野陶磁器センター南広場 

（ウ） 南分署管区：県立瀬戸西高校南広場 

イ 航空部隊 

（ア） 市民公園陸上競技場 

（イ） 窯神グラウンド 

⑶ 応援隊の派遣先の決定及び部隊編成 

警防本部長は、災害の推移状況に応じた必要消防力を判断し、応援隊の派遣先と隊数

を決定し、集結場所を管轄する所属長へその旨を指示する。 

⑷ 所属長への指揮権の委任等 

警防本部長は、災害場所を管轄する所属長に対し、応援派遣隊に対する指揮権の委任

をする。 

⑸ 応援隊を受け入れる所属長の任務 

ア 警防本部長から応援隊の集結場所の指示を受けた所属長は、案内・誘導等の人員を

所定の集結場所に派遣し、応援隊を災害場所へ速やかに誘導する。 

イ 災害の推移状況により、応援隊の活動方針を決定するとともに、必要な指示・徹底

を行う。 

ウ 応援隊の活動状況について、適宜、警防本部長（通信班）へ報告する。 

５ 応援隊の引き上げ指示 

警防本部長は、災害の推移状況により受援の終結を決定し、災害場所を管轄する所属長

に対して応援派遣隊の引き上げを指示する。 

第６ 消防用緊急車両の通行確保 

消防用緊急車両の通行を確保するため、必要に応じて災害対策基本法第７６条の３の規

定に基づく措置命令及び措置（以下「命令等」という。）を実施する。 

なお、当該命令等は、警察官がその場にいないときに限り履行できるものであることに

注意する。 

１ 消防吏員による措置命令（災対法第７６条の３第４項関係） 

⑴ 警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員は、消防機関が使用する緊急通行車両

の円滑な通行を確保するため、次に掲げる措置をとることができる。 

ア 緊急通行車両以外の車両の通行禁止区域において、車両その他の物件が緊急通行車

両の妨害となることにより、災害応急対策の実施に著しい支障があると認めるときは、

当該車両その他の物件の占有者、所有者及び管理者に対し、当該車両その他の物件の

移動等の措置を命ずることができる。 

イ 前アによる措置を命ぜられたものが、当該措置をとらないとき、又はその命令の相

手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自ら

その措置をとることができる。 

この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において、車両その他の物

件を破壊することができる。 

⑵ 前⑴の「警察官がその場にいない場合に限り」の運用については、次の点に留意する
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こと。 

ア 権限を行使すべきまさにその場にいる警察官のすべてが、例えば負傷しているとき、

又は他の緊急の業務に専念しなければならない事情があるときは、「警察官がその場

にいない場合」に含まれる。 

イ 単に人手が足りず、十分に職務が果たせないと考えられる場合は、一般的には、「警

察官がその場にいない場合」にはあたらない。 

ウ 「警察官がその場にいない場合」の「その場」の範囲については、消防用緊急通行

車両の通行を確保するため、迅速に権限を行使することが可能な範囲であること。具

体的には個々の状況により判断されることとなるが、例えば、次のような場合が考え

られること。 

（ア） 遠方に警察官がいることは見えるものの、車両その他の物件が消防用緊急通行車

両の通行の妨害となっていることを認識しておらず、即座にその旨を当該警察官に

伝達することが困難と認められる場合 

（イ） 倒壊した建物、大量の瓦礫等の障害物により、警察官が権限を行使する地点に至

ることが困難と認められる場合 

⑶ これらの権限による処分等に係る損失補償について、当該処分等の実施主体は基本的

には警察官であること等から、都道府県警察において負担する。（災対法第８２条関係） 

２ 措置命令に係る通知（災対法第７６条の３第６項関係） 

⑴ 命令に係る通知 

命令を実施した場所を管轄する警察署長へ直接、又は命令を行った場所を管轄する都

道府県警察本部交通規制課を経由して、別記様式により日報形式で通知しなければなら

ない。ただし、必要がある場合は、命令を行ったその都度通知する。 

⑵ 措置に係る通知 

措置をとった都度、直面する災害応急対策に支障がない限り、ただちに措置を行った

場所を管轄する警察署長へ直接、又は措置を実施した場所を管轄する都道府県警察本部

交通規制課を経由して通知しなければならない。通知は口頭でも可とするが、口頭によ

る通知の後、速やかに別記様式により再度通知を行う。 

⑶ 破損行為に係る写真の送付 

破損を行った場合は、原則として、破損前後の写真を撮影し、⑵の通知の際に併せて

送付する。 

⑷ その他 

⑵の場合において、措置に係る物件の占有者、所有者又は管理者の住所・氏名を知る

ことができないときは、その理由及び措置に係る物件の詳細な状況を通知書に記載する。 

 

第３章 避難勧告・指示 

警防本部長は、地域住民の生命、身体を保護するため、住民を避難させる必要があると判断し

た場合は、瀬戸市長に対し、住民の避難勧告・指示を要請するとともに、市災害対策本部、警察

署長及び防災関係機関と協議、協力して次により避難の勧告、指示を実施する。 
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ただし、住民の生命、身体に危険が切迫していると認めた場合は、直ちに避難の勧告、指示を

実施する。 

１ 避難勧告・指示の要請基準 

避難勧告、指示の要請基準は、災害の様相により異なるので一律に基準を設けることは困

難であるが、概ね次のとおりとする。 

⑴ 火災が随所に発生し、延焼拡大のおそれがあり、人的被害が予測される場合 

⑵ 延焼拡大地域の風下に隣接し、延焼危険が大きい場合 

⑶ 避難路を断たれる危険のある場合 

⑷ 爆発災害が発生し、再爆発の危険圏内にある場合 

⑸ 酸素欠乏若しくは有毒ガス等が大量に流出し、広域な人的被害が予想される場合 

⑹ 地盤沈下、地すべり及び竜巻等異常な気象状況により人的被害が予想される場合 

２ 避難勧告・指示実施の報告 

避難勧告・指示を瀬戸市長から委任された権限範囲において消防機関単独で実施した場合

は、次の事項を速やかに災害対策本部へ報告する。 

⑴ 避難勧告・指示実施時期 

⑵ 避難勧告・指示対象地域の範囲 

⑶ 避難の理由 

⑷ 避難先 

⑸ 避難世帯・人口 

⑹ その他必要な事項 

 

 

第４章 広報活動 

警防本部長は、災害状況の進展に伴い、住民の生命、身体を火災から保護するため、災害対策

本部に対し広報活動を要請するとともに、災害対策本部長及び関係機関と協議、協力して可能な

限り広報活動を実施する。 

なお、消防部が行う広報は、次により実施する。 

１ 広報部隊 

⑴ 広報隊（広報調査班で編成） 

⑵ 消防隊（警防班で編成） 

２ 地震発生直後の広報 

出火防止及び初期消火の励行について広報する。 
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発生直後の広報文例 

① ガスコンロや石油ストーブの火を消してください。 

② 地震で怖いのは火事です。落ち着いて、もう一度火の元を確かめてください。 

③ 電気器具からの出火を防ぐため、ブレーカーを切ってください。 

④ 火が出たら、大声で協力を求め、小さなうちに消してください。 

 ※ 発生直後の広報は、できるだけ短くし、「火を消せ！火を消せ！」等連呼するように留

意する。 

 

３ 時間経過後の広報 

災害対策本部の要請に基づき実施するが、特に火災の発生状況、延焼拡大状況等に関する

情報を優先して実施する。 

４ 広報文の作成 

避難勧告・指示を含めた時間経過後の広報文については、災害対策本部と調整するととも

に、努めて広報調査班が作成し、伝達内容の統一を図る。 
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別表第１（情報収集・伝達の優先順位：第１章第４・１関係） 

 
優先順位 1位 

（緊急に） 

優先順位 2位 

（積極的に） 

優先順位 3位 

（余裕があれば） 

地震情報 
管内の震度情報 ① 管外の震度情報 

② 震源域と地震の規模 

 

災 

 

 

害

情 

 

報 

火 災 

① 発生場所、程度、現場

活動着手の有無、延焼

危険とその方向（現場

活動不要のものを除

く） 

② 消火活動火点の鎮火可

否の見通し 

消防隊による鎮火火災と

その程度 

 

① 市民が消火した火災及

び自然鎮火の火災 

② 焼損棟数の概数 

救 助 

救 急 

大規模救助・救急事象の発

生場所・程度 

① 救助・救急事象 

② 医療機関の受入体制 

③ 仮救護所の場所、収容

能力 

消防隊等による救出・救護

人員 

その他

災 害 

① 危険物、高圧ガス等の

大量流出、火災危険 

② 大量毒劇物・毒性ガス

の流出事故 

① 建物の損壊（死傷者・

交通障害のあるもの） 

② 崖崩れ（死傷者・交通

障害のあるもの） 

③ 重要対象物の被害状況 

電気、ガス、水道の被害状

況 

道 路

被 害 

① 通行不能な橋梁、歩道橋

の被害 

② 主要道路の損壊による

通行不能箇所 

 交通渋滞箇所 

警防情報 

① 手持ち隊数 

② 職・団員負傷の有無 

③ 庁舎の被害状況 

④ 通信指令施設の障害の

有無 

⑤ 出動不能車両 

① 職・団員の参集状況 

② 消防隊等、消防団の活

動状況 

③ 消防水利の使用可否 

④ 活動用資機材の充足状

況 

食糧、飲料水、燃料等の確

保状況 

本部情報 

① 避難勧告・指示に関す

る情報 

② 住民の避難状況及び避

難者の動向 

① 死傷者、行方不明者の

状況 

② 関係機関の活動状況 
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別表第２（運用可能な消防部隊数等：第２章第１・１関係） 

区  分 本 署 管 区 東分署管区 南分署管区 合計隊数等 

消防署 

火災系 

（救助

系） 

ポンプ 1 号車 

タンク 2 号車 

化 学 3 号車 

ポンプ 10号車 

輸送 71号車 

広報 62号車 

査察 74号車 

※小型 P×４台 

タンク 6 号車 

ポンプ 8 号車 

水槽 77号車 

輸送 75号車 

※小型 P×２台 

タンク 5号車 

ポンプ 9号車 

輸送 72号車 

※小型 P×２

台 

１４隊 

 

   は、小型動力ポンプ

運用隊を示し、特命系車両

との 

ペア出動により、1 隊相当

とする。 

救急系 

救助系 

救助 43号車 

救急 1号車 

救急 2号車 

救急 6号車 

救急 3号車 救急 5号車 ６隊 

特命系 

梯子 32号車 

指揮 51号車 

指揮 52号車 

広報 61号車 

査察 76号車  
空活 31号車 

広報 64号車 

８隊 

人員・資機材搬送、情報収

集、広報、その他の特命活

動に当たる。 

消防団 

火災系 

（救助

系） 

第１方面隊 

道 泉分団車 

效 範分団車 

水 南分団車 

水 野分団車 

第２方面隊 

深 川分団車 

古瀬戸分団車 

下品野分団車 

品野台分団車 

第３方面隊 

東明分団車 

祖母懐分団

車 

陶原分団車 

幡山分団車 

山口分団車 

１３隊 

   は、搬送車配備を示

す。 

 

合 

計 

火災系 

（救助

系） 

消防署 ７隊 

消防団 ４隊 

消防署 ４隊 

消防団 ４隊 

消防署３隊 

消防団５隊 

消防署 １４隊 

消防団 １３隊   

救急系 

救助系 
４隊 １隊 １隊  ６隊 

特命系 ５隊 １隊 ２隊  ８隊 

【参 考】 

自警団 
火災系 

（救助系） 

定光寺町自警団 

（搬送車付） 

下半田川町自警団 

上半田川町自警団 

白岩町自警団 

片草町自警団 

 

５団 

小型動力ポンプ運用隊 

定光寺町のみ搬送車あり 

そ の 他 

瀬戸市自衛消防連絡協議会に所属する１５事業所と「地震等大規模災害時にお

ける消防業務に関する協定」を締結している。 

⇒ 消火活動や人命救助活動等における後方支援活動を要請するもの。 

２７隊 
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別記様式：第２章第６・２関係  

措 置 命 令 
 通 知 書 

措     置 

年  月  日  

署長殿 

第１項の規定により 
 災害対策基本法第７６条の３第３項及び第４項の規定により準用する 

第２項の規定により 
措置命令 

を行ったので、同条第６項の規定により、下記のとおり通知します。 
措  置 
 

所属               
 

氏名            印  
 

１ 日  時 年   月   日  
午前 

午後 
時     分 

２ 場  所  

３ （命令･措

置） 

を行った者 

所 属  

氏 名  

４ 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

命令の 

 

 

 

場 合 

命令を受け

た者 

住   所  

氏   名  

番号標に表

示されてい

る番号 

 

措置の 

 

 

 

場 合 

措置に係る

物件の（占

有者・所有

者・管理者） 

住   所  

氏   名  

番号標に表

示されてい

る番号 

 

５ （命令・措置） 

の内容 
 

 

 



 

 

資 9-3-39 

 

 

 

備考 １ ５には、破損を行った場合、破損の有無及び破損の状況も記載すること。 

   ２ （ ）内については、該当するものを○で囲むこと。 

   ３ 破損を行った場合、破損前後の状況を撮影した写真も添付すること。 

   ４ 所定の欄に記載できないときは、別紙に記入の上、これを添付すること。 

  

６ （命令･措置） 

を行った場所 

の前後の状況 

 

７ 備   考 

 

 用紙の大きさはＡ４とする。 
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第４編 警 戒 宣 言 発 令 対 応  

※ 平成２９年１１月現在、東海地震に関連する各種情報の発表は中止され、「南海トラフ地震に

関連する情報」が発表されることとなっている。 

  南海トラフ地震に関連する情報については、取扱いが検討中であり、警戒宣言（東海地震発

生時に限定して内閣総理大臣から発令）との関連性についても検討中である。 

  よって、本章は「東海地震に関連する情報」を「南海トラフ地震に関連する情報」に代え、

警戒宣言が南海トラフ地震に関連して発令される形で仮運用とし、正式な運用が確定した段階

で再度修正することとする。 

 

第 1 章 警戒活動体制の確立 

「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発表された場合、消防機関は総力を挙げて警戒体

制をとるための機構や部隊編成を事前に定めて、速やかに通常勤務体制から警戒体制へ移行でき

るよう計画する。 

 

第１ 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発表されたときの体制 

１ 職員への伝達要領 

    通信指令室長等は、次により無線一斉指令と庁内放送を行う。 

    ただし、情報が未公開の場合は、実施せず内線電話等で伝達する。 

     

 

 

 

 

 

 

２ 職員の動員 

   ⑴ 通信指令室長等は、非常招集要領の第１号招集の１、第１号招集の２を行う。 

   ⑵ 招集の要領は、第３編｢災害応急活動｣第１章第２、３の招集要領に準ずる。 

３ 警防本部の設置 

    警防本部長は、警戒活動及び応急活動を円滑に実施するため警防本部を設置する。 

４ 警防本部会議（以下「本部会議」という。）の開催 

消防長は、南海トラフ地震に関連する情報（臨時）の報告を受けたときは、速やかに本

部会議を開催し、消防が実施すべき警戒活動の方針及び対策を指示する。 

 ⑴ 本部会議の構成員 

     構成員は本部会議のメンバーのほか消防長が指名するもの。 

     （参事、総務課長、予防課長、企画補佐、各主幹等、消防救急係等） 

５ 消防業務 

職員は、発表と同時に通常業務を停止し、初動措置を行い警戒体制に移行する。 

 

本日○時○○分、南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表されました。 

職員は警戒体制に移行してください。 

（繰り返す） 
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庁舎、機械器具等に対する初動措置 

庁  舎 機 械 器 具 

①出火防止措置、初期消火の準備 

②落下、転倒物の防護措置 

③車庫の扉シャッターの開放 

④非常電源の準備 

⑤その他必要事項 

①消防車両の安全確保 

②通信機器の準備、試験 

③消防資機材、応急資機材の確認増強 

④車両燃料の確保 

⑤その他必要事項 

 

６ 消防署・分署の消防隊等の編成 

各署所は、消防隊等を編成し、警戒活動体制及び災害応急活動体制を整える。 

当直責任者は、勤務者で次の消防隊の編成を行い、緊急出場に備える。 

⑴ 火災系（救助系）部隊 

   ⑵ 救急系（救助系）部隊 

   ⑶ 特命系部隊 

７ 部隊の編成要領 

    第３編「災害応急活動」の第２章第１、１関係、別表第２（運用可能な消防部隊数等）

による。 

 

第２ 「警戒宣言」が発令された場合の体制 

１ 職員への警戒体制伝達要領 

    通信指令室長等は、次により無線一斉指令と庁内放送を行う。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 警防本部の継続設置 

    警防本部長は、警戒活動及び応急活動を更に円滑に実施するため、南海トラフに関連する

情報（臨時）からの警防本部を継続する。 

３ 職員の動員 

    通信指令室長等は、非常招集要領の第 4号招集（全員招集）を行う。 

４ 消防団員の招集 

消防団員は各分団詰所に火災系（救助系）部隊として待機する。 

５ 関係機関との協議等 

 ⑴ 警防本部長は、警戒宣言発令後、円滑に情報収集を図るため、愛知県防災安全局危機

本日○時○○分、南海トラフ地震の警戒宣言が発令されました。 

職員は警戒活動を実施してください。 

（繰り返す） 
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管理担当課、市危機管理担当課、名古屋地方気象台等の関係機関と連絡を密にして、必

要事項を事前に協議する。 

⑵ 災害対策本部へ消防情報担当として消防課から１名を派遣する。 

   ⑶ 自警団及び自衛消防連絡協議会所属の事業所へ警戒体制の依頼 

６ 消防署・分署の消防隊等の編成及び編成要領 

各署所の当直責任者は、前第１ 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表され

た場合」の消防隊等編成を、参集者を含めた部隊編成とし、警戒活動体制及び災害応急活

動体制の増強を図る。 

なお、編成要領は前第１と同じ 

 

第２章 各種情報の収集、伝達 

    警防本部の広報調査班長は広範な情報収集を迅速的確に行い、警戒活動の円滑な 

実施を図るとともに、警防本部長に重要な情報を報告し、地震の発生に備える。 

    なお、情報収集、伝達要領は本計画第３編「災害応急活動」第１章第４、２「情 

報の収集と伝達」による。 

 

１ 情報の収集要領 

  次の方法で地震情報を収集する。 

 

種 別 情報の収集方法 

地震情報 

① 高度情報通信ネットワーク無線ファックス（８－８３０３－３１） 

同無線電話（８－８３０３－１１）同電子メール 

② 電話ファックス（２１－６６０５） 

③ テレビ 

 

２ 情報の優先順位等 

情報の優先順位及び処理担当は次のとおりとする。 

 

（参考：第３編災害応急活動の表） 

情報の区

分 
収 集 担 当（伝達先） その後の情報の流れ 

地震情報 ① 優先順位 1位情報は通信班 

② 優先順位２・３位情報は、通

信班又は総務班 

（通信班の人員体制が整うまでは、 

指揮隊及び総務班が支援） 

⇒総務班（統制担当）⇒警防本部長  

⇒広報調査班 

災害情報 
⇒総務班（被害集計担当）⇒警防本部長 

 ⇒広報調査班 

警防情報 
⇒総務班（統制担当）⇒警防本部長  

⇒広報調査班 

本部情報 総務班（統制担当） 
⇒ 通 信 班 ⇒ 警 防 本 部 長       

⇒広報調査班 
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⑴ 誤報による混乱防止のため、情報の出所を記録し、重要な情報は複数のルートから確

認する。 

⑵ 通信体制の混乱が予想されるため、無線統制の実施、携帯電話、衛星電話など通信手

段を確保する。 

 

第３章 警戒活動 

    警戒宣言が発令されてから地震発生（叉は解除）までの間は、次の事項を実施 

する。 

① 警戒広報の実施 

② 密集地、旧市街地の重点警戒 

③ 事業所等への指導 

④ 消防水利の点検、確保 

⑤ 緊急消防援助隊等の受け入れ準備 

※ 【留意事項】 

   ・ 警戒活動は、管轄管区もれなく実施する。 

・ 消防隊等の交替、職員の交替を適時行い、一つの部隊・隊員に負担がかからないよう

配慮する。 

 

第１ 警戒広報 

    警戒宣言が発令された場合は、発災に備えて管轄管区内の市民及び在留者（勤務者、旅

行者、通行者等）並び事業所等に正しい情報の伝達をするとともに、家具の転倒・落下防

止・出火防止及び初期消火等など、事前対策の徹底を図るように警戒広報を実施する。 

    なお、巡回広報は、移動するため理解しやすく要点のみを簡潔に行う。 

１ 重点的に実施する場所（以下「重点区域」という。） 

 ⑴ 主要駅及び商店街等の多数の者が集まる地域 

 ⑵ 木造建築物等の多い旧市街地及び密集地 

 ⑶ 地域防災計画で指定する急傾斜地崩壊危険箇所 

 ⑷ 危険物製造所等及び液化石油ガスの貯蔵・取扱所（以下「ＬＰＧ貯蔵所等」という。）

有する事業所（主に許可施設） 

 ⑸ その他警防本部長が必要と認める場所 

２ 広報実施上の留意事項 

 ⑴ 主要駅、商店街等多数の者が集まる場所の広報は、主に行動の自粛及び正しい情報の

収集について拠点広報を行う。 

 ⑵ 現行の耐震基準をクリアしていない木造建築物等が多い地域について、倒壊危険等を

巡回広報で知らせる。 

 ⑶ 急傾斜地周辺は、当該危険箇所であること、及び避難場所について巡回広報を行う。 

 ⑷ 危険物製造所等及びＬＰＧ製造所等は消防施設の点検、ＬＰＧボンベの固定の確認等

及び操業の自粛について巡回広報を行う。 
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 ⑸ 一般住宅地域の広報は、正しい情報の収集、家具の転倒・落下防止・出火防止及び初

期消火等について巡回広報を行う。 

３ 広報隊の発災時の措置 

    広報中に地震が発生した場合は、初期の段階においては、延焼危険の高い地域及 

び避難路周辺等を優先して、地震発生に伴う応急処置、初期消火実施について広報 

を行う。 

なお、人的被害等の災害に直面した場合は、災害応急活動に従事するとともに警防本部

へ連絡する。 

警戒宣言発令の広報文例 

市民の皆さん、こちらは瀬戸市災害対策本部です。 

内閣総理大臣は、本日○時○○分、南海トラフ地震の警戒宣言を発令しました。 

瀬戸市内で、震度５程度の強い地震が予想されますので十分警戒してください。 

市では、職員が非常配備し防災対策に全力を挙げていますが、市民の皆様もいざという時に備

えてください。 

火の使用、自動車の使用、危険な作業は自粛してください。 

消火の準備や飲料水の汲み置きをしてください。 

大切なのは、皆様の落ち着いた行動です。デマに惑わされず、テレビ・ラジオ、広報などで正確

な情報をつかんでください。 

また、避難するときは、市、消防、警察などの指示に従って行動してください。 

 

 

第２ 密集地等への重点警戒 

 １ 「震災対策消防計画」第２編の「事前対策｣で計画されている各ルート図を確認すると

ともに、延焼阻止ラインをチェックする。 

 ２ 前第１の｢警戒広報｣を行う。 

 

第３ 事業所への対応 

    各事業所に対して地震災害の未然防止、不特定多数の顧客等の混乱を防止するた 

め、次の措置を取れるように指導する。 

⑴ 不特定多数の者を収容する施設の対策 

  ア 食料品等の生活必需品を取り扱う店舗又はその部分は、できる限り営業を継続する。 

  イ 多数のものを収容する娯楽施設等の営業は自粛する。 

  ウ その他の施設で営業を継続する場合は、出火防止、物品の整理等地震防災対策の万

全を図る。 

 エ エレベーターの使用を禁止する。 

⑵ 危険物製造所等及びＬＰＧ貯蔵所等の対策 

 ア 危険物製造等及びＬＰＧ貯蔵所等は、操業若しくは営業を自粛する。 
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 イ 移送中の危険物タンクローリーの対応措置 

     （ア） 目的地が大震法に基づく、地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）以

外であるときは、移送を継続する。 

     （イ） 目的地が強化地域のうち静岡県内であるときは、移送を中止し、出荷施設へ戻る。 

     （ウ） 目的地が静岡県を除く強化地域であるときは、原則として移送を中止し出荷施設

へ戻る。ただし、目的地若しくは出荷施設との距離関係、道路交通態勢等の状況に

よっては、移送を継続する。 

     （エ） 道路交通及び安全態勢の状況により、やむを得ず一時駐車する場合は、可能な限

り、他の車両や民家から離れた場所に移動し駐車する。 

    ウ ＬＰＧボンベの固定及びバルブの閉鎖 

⑶ その他の事業所の対策 

 ア 営業又は操業を継続する場合は、出火防止、物品の整理等、地震防災対策の万全を

図る。 

 イ 従業員の退社については、時差を設けるなど交通混乱の防止に努める。 

  ウ 営業又は操業を停止する場合は、電気・ガスを遮断し出火防止の万全を図る。 

 

第４ 消防水利の確認 

    南海トラフ地震に関連する情報（臨時）発表後は、巡回広報とあわせ消防水利、特に耐

震性防火水槽を第一にチェックする。  

また、待機職員は図上で確認する。 

   【実施要領】 

   ① 消火栓 

     車両等の駐車が活動障害となる場合の移動要請 

   ② 防火水槽 

     取水口付近の障害物の除去 

   ③ その他の水利 

     プール、河川等の水利の使用の可否及び水量について確認する。 

 

第５ 緊急消防援助隊等の受け入れ準備 

   「緊急消防援助隊受援計画」による受け入れ要領を確認する。 

    



 

 

資 9-4-1 

 

 

資料９－４  

 

瀬戸市議会ＢＣＰ 

（業務継続計画） 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

 



 

 

資 9-4-2 

 

 

目 次 

１ 計画の背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

(1) 計画の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

(2) 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

２ 議会及び議員の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

(1) 議会の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

(2) 議員の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

(3) 事務局の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

  

３ 災害時の市との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

４ 想定する災害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

５ 議会災害対策支援本部の設置及び災害対策会議の開催・・・・・・・・・・・・5 

(1) 議会災害対策支援本部の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

(2) 災害対策会議の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

 

６ 非常時優先業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

 

７ 災害時の業務継続体制と行動基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

(1) 議会事務局の行動基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

(2) 議員の行動基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

 

８ 感染症発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

 

 

９ 情報の的確な収集・提供・共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

(1) 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

(2) タブレット端末等の有効活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

10 災害への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

(1) 議会の防災訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

(2) 防災用品等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

11 議会業務継続計画発動の解除及び議会災害対策支援本部の解散・・・・・・・10 

12 議会業務継続計画の運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 



 

 

資 9-4-3 

 

 

 

 

参考１ 各主体の主な行動の流れ 

参考２ 災害発生から議会業務継続計画発動・解除までの流れ 
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１ 計画の背景と目的 

(1) 背景 

   平成２３年３月の東日本大震災を契機として、震災前には関心が薄かった業務

継続計画（Business Continuity Plan 以下「ＢＣＰ」という。）の策定が地方

自治体にも広がりを見せている。併せて震災時において専決処分が多くなされる

など、二元代表制の一翼を担う議会の基本的な機能が果たされなかった経緯と教

訓から、市が策定する地域防災計画やＢＣＰ以外に、議会独自のＢＣＰの策定の

必要性がクローズアップされてきた。 

    また、本市においては、幸いにも大規模災害は発生していないものの、いつ、

どこで、どんな災害が起こるか想定できない状況となってきた。このことから、

本市議会においても、大規模災害発生時の行動指針として、「瀬戸市議会におけ

る災害対策時の対応要領」等を策定しているが、議会は、住民を代表する議決機

関として、多様な市民ニーズの反映に資するという議会機能を的確に維持し迅速

かつ適切に意思決定を行うため、必要となる組織体制や議員の行動基準などを定

めた瀬戸市議会業務継続計画（以下「議会ＢＣＰ」という。）を策定するものと

する。 

 

(2) 目的 

議会ＢＣＰは、災害発生直後から議会機能を概ね平常に運用できるまでの期間

を想定し、当該期間における議会及び議員の役割や行動基準等を明らかにするこ

とにより、迅速な議会の機能回復を図り、市民ニーズを的確に反映した復旧・復

興に早期に取り組むことを目的とする。 

 

２ 議会、議員並びに事務局の役割 

(1) 議会の役割 

議会は、議事・議決機関として市から提案される予算・決算、条例の制定・改

廃や重要な契約等について、市の意思決定をするとともに、市の事務執行をチェ

ックするなど、主権者である市民に代わり「監視・評価」する役割を担っている。 

これらの役割は、大規模災害時にあっても継続して果たすべきものであり、必

要に応じて審議が行えるよう体制を整えておく必要がある。加えて復旧・復興の

各段階で、住民代表機関として被災地域の実情や被災者のニーズを的確に反映し

た審議・決定を行う責務を有するものである。 

 

(2) 議員の役割 

    議員は、大規模災害時にあっても議会がその役割を果たせるよう、会議に出

席できる態勢を整えるとともに、被災地域の実情や被災者のニーズを的確に反

映した審議・決定を行うため、特に、災害発生初期においては、被災地域にお

ける救援・復旧活動等の地域活動に積極的に従事し、多くの災害情報や市民か
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らの意見を集約するよう努めるものとする。 

     また、地域の一員として身近な連絡・相談窓口としての役割を担うとともに、

瀬戸市災害対策本部等（以下「市対策本部等」という。）から収集した災害情報

や被災者支援の状況等について積極的に地域住民に伝達するよう努めるものと

する。さらに、議員は、議会ＢＣＰの発動に至らない程度の災害であっても、本

計画の趣旨を尊重し、非常事態に即応した活動に心掛けるものとする。 

 

(3) 事務局の役割 

事務局は、議員の安否確認をはじめ、議員の活動を支援するとともに、議会が

平常に開催できるよう準備を行う。また、市対策本部等と連携し、情報を議員に

伝えるとともに、議員が有する地域の情報を集約し、市対策本部に伝え情報共有

を図り、災害対策を講じるものとする。 

 

３ 災害時の市との関係 

  大規模災害時において、実質的かつ主体的に災害対応に当たるのは、市対策本

部をはじめ、その指揮下にある市の各組織であり、議会は、主体的な役割を果た

すものではない。議事・議決機関としての役割が基本であり、その範囲内で災害

に対応することとなる。 

   このことを踏まえ、特に災害初期においては、市では職員が情報収集や応急対

策業務などに奔走し、混乱状態に陥ることが予測されることから、議員個人から

の問い合わせや情報の提供、要請等の行動は、極めて緊急性が高いと判断する場

合以外には行わないなど、市職員が応急対策業務に専念できるよう配慮が必要で

ある。 

一方で、議員自らの役割である監視機能や審議・議決機能を適切に実行するた

めには、正確な情報を迅速に収集し、整理することが必要である。そのため、議

会と市とは、それぞれの役割を踏まえて、災害情報の共有を主体とする協力・連

携体制を整え、災害対応に当たる必要がある。 

 

４ 想定する災害 

   議会ＢＣＰの対象とする災害は、市対策本部等が設置される災害基準を概ね準

用し、次のとおりとする。 

災害種別 災害内容 

地震 ・震度５強以上の地震 

風水害 ・市の全域又は相当な地域に甚大な被害が発生、又は発生が

予測される場合で、本部長が必要と認めたとき 

その他 ・自然災害のほか、大規模火災などの大規模な事故、新型イ

ンフルエンザなどの感染症、大規模なテロなどで大きな被

害が発生した場合又はその恐れがあるもの 
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５ 議会災害対策支援本部の設置及び本部員会議の開催 

(1) 議会災害対策支援本部 

ア 設置 

瀬戸市議会災害対策支援本部（以下「議会本部」という。）の設置について

は、瀬戸市議会災害対策支援本部設置要綱の規定によるものとし、瀬戸市災

害対策本部が設置された場合で第３非常配備体制（震度５強以上又は甚大な

被害が予想される場合で本部長が認めるとき（全職員配備体制））においては

自動的に設置される。それ以外の時は、議長が必要と認める場合に設置し、

議会ＢＣＰを発動するものとする。 

ただし、議長が発動の決定を行うことが困難な場合は、代理者が行う。 

＜代理者の順位＞ 

①副議長 ⇒ ②議会運営委員長 ⇒ ③総務生活委員長 ⇒④厚生文教委員長 

    ⇒⑤都市活力委員長 ⇒⑥期数年齢順上位議員 

議会本部の設置は、議長又はその代理者が市役所に到着した時点をもって

設置とする。 

議会本部の構成員及び所掌事務は、瀬戸市議会災害対策支援本部設置要綱

に定めるとおりとする。 

 

イ 役割 

    議会本部は、議会ＢＣＰ発動中における議会及び議員の活動の司令塔とし

ての役割を担うものであり、議会本部が主体となって行う災害情報の収集・

伝達等を通じて、本部員である各議員が機能的かつ効果的・効率的に地域活

動が行えるように支援する。さらに、議会としての意思決定に当たっての事

前調整・協議の場として本部員会議を開催するとともに、執行部の災害対応

状況を監視し、災害対応の協議を行うなど議会として的確な災害対応を行う

ものとする。 

 

ウ 任務 

   議会本部は、以下の任務を担う。 

   １議員の安否確認 

   ２議会ＢＣＰに基づく議会機能の回復・維持 

   ３市災害対策本部との災害情報共有 

   ４議員への災害状況の情報提供 

   ５議員から提供される情報の集約、整理 

   ６地域活動を行う議員への支援 

   ７議会本部本部員会議の開催 

   ８執行部の災害対応状況の監視・評価 

   ９災害対応の協議・指示 
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   10その他、災害対応に必要と判断される業務 

(2) 議会本部本部員会議 

    議会本部の本部長である議長は、必要に応じて本部員を召集して議会本部本

部員会議を開催し、瀬戸市議会災害対策支援本部設置要綱に掲げる所掌事務の

ほか、次の業務遂行の意思決定を行う。 

      ・議会ＢＣＰに基づく議会機能の回復・維持業務 

    ・議会運営委員会、全員協議会等の各種会議開催要否の検討 

    ・近隣・関係自治体との連携、協力 

    ・その他災害対応に必要と判断される業務 

 

６ 非常時優先業務 

   大規模災害発生時において実施すべき非常時優先業務を定めることで、限られ

た人員及び資源等の有効活用が可能となり、業務立ち上げ時間の短縮を図るもの

とする。 

   内容は、概ね次のとおりとし、順次行っていく。 

Ｎo 業務名 業務種別 
着手時期 

（以内） 

1 議員の安否確認業務 応急対策 ３時間 

2 正副議長への災害状況の情報提供業務 応急対策 ６時間 

3 議会本部の設置・運営補助業務 応急対策 ６時間 

4 市対策本部との災害情報の共有化作業 応急対策 ６時間 

5 議員への災害状況の情報提供業務 応急対策 １日 

6 議員から提供される情報の整理業務 応急対策 １日 

7 本会議、委員会等の開催業務 応急対策 ２週間 

8 その他議会運営に関する通常業務 応急対策 １か月 

 

７ 災害時の業務継続体制と行動基準 

(1) 議会事務局の行動基準 

① 事務局職員の初動対応 

ア 平日日中（会議等開催中）における初動対応 

１ 議長又は委員長（以下、「会議の長」という。）に状況を報告し、直ちに 

本会議又は委員会を休憩又は延会する 

２ 自身の安全確保 

３ 会議の長の指示に基づき、議員及び傍聴者の避難誘導並びに被災者の救 

出・支援 

４ 議会本部の設置・運営等の非常時優先業務 

 

       イ 平日日中（会議等開催時間以外）における初動対応 

     １ 自身の安全確保 

     ２ 来庁している議員の避難誘導及び安否確認 
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     ３ 来庁していない議員の安否確認、家族の安否確認等 

     ４ 議会本部の設置・運営等の非常時優先業務 

 

    ウ 平日夜間・休日における初動対応 

    １ 自身と家族の安全確保、住居の被害状況確認及び安否確認 

    ２ 身近に被災者がある場合は、その救出及び支援 

    ３ 市対策本部規程に基づく配備職員は、市役所に参集 

    ４ 議員、その他事務局職員の安否確認等の初動対応 

    ５ 議会本部の設置・運営等の非常時優先業務 

 

②  事務局職員の参集基準 

 事務局職員は、「瀬戸市地域防災計画」の「瀬戸市災害対策運営要綱」に位

置づけられている「瀬戸市災害対策本部等の非常配備体制」に基づいて参集

する。 

 

③ 安否確認事項 

「議員安否確認表」（別添様式１）に基づき、次の内容を確認する。 

１ 議員の安否状況 

２ 議員の所在地 

３ 議員の居宅の被害状況 

４ 議員の連絡方法及び連絡先 

５ 議員の参集の可否と参集が可能な時期 

６ 地域の被災状況 

 

(2) 議員の行動基準 

① 議員の初動対応 

ア 平日日中（会議等開催中）における初動対応 

 １ 会議の長は、直ちに本会議又は委員会を休憩又は延会する 

２ 自身の安全確保 

３ 会議の長の指示に基づき、議員及び傍聴者の避難誘導並びに被災者の

救出・支援 

４ 議長への自身の安否報告、家族の安否確認等 

５ 議会本部の設置・運営等の非常時優先業務 

６ 正副議長以外は、議会本部員会議の参集指示があるまで地域での救

援・復旧活動等に従事する 

 

        イ 平日日中（会議等開催時間以外）における初動対応 

      １ 自身の安全確保 



 

 

資 9-4-9 

 

 

２ 議員の避難誘導並びに被災者の救出・支援 

３ 議長への自身の安否報告、家族の安否確認等 

４ 議会本部の設置・運営等の非常時優先業務 

５ 正副議長以外は、議会本部員会議の参集指示があるまで地域での救援・ 

復旧活動等に従事する。 

 

     ウ 平日夜間・休日における初動対応 

     １ 自身と家族の安全確保、住居の被害状況確認及び安否確認 

     ２ 身近に被災者がある場合は、その救出及び支援 

３ 議長への自身の安否報告 

     ４ 議会本部の議員は、市役所に参集 

     ５ その他の議員は、地域で災害支援活動に従事 

     ６ 議会本部の設置・運営等の非常時優先業務 

   

８ 感染症発生時の対応 

① 連絡 

議員、議会事務局職員が感染者、濃厚接触者になった場合、議会事務局に連 

絡する。 

 

② 議員、議会事務局職員、傍聴者に感染が発生した場合 

ア 定例会中（定例会前を含む） 

    ・一時的に事務局、議員控室、会議室等を閉鎖し、消毒。その後、議員、職

員の健康を確認の上、閉鎖を解除。 

    ・感染した議員、職員は、医師指定期間若しくは２週間の登庁（出勤）停  

     止（入院・自宅待機）。 

    ・感染していない議員、職員で濃厚接触者となった場合は、原則自宅待機。

症状が出た場合は保健所に連絡する。 

    ・感染していない職員は執務室や感染者の控室などを消毒。 

・必要により、議会運営委員会において日程変更や議会運営方法の変更を 

協議。 

・傍聴者へも感染状況を伝達する。（傍聴許可申請用紙に電話番号欄追加 

済み） 

イ 閉会中 

    ・一時的に事務局、議員控室、会議室等を閉鎖し、消毒。その後、議員、職

員の健康を確認の上、閉鎖を解除。 

    ・感染した議員、職員は、医師指定期間若しくは２週間の登庁（出勤）停 

     止（入院・自宅待機）。 

    ・感染していない議員、職員で濃厚接触者となった場合は、原則自宅待機。
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症状が出た場合は保健所に連絡する。 

    ・感染していない職員は執務室や感染者の控室などを消毒。 

 

③ 議員、議会事務局職員が濃厚接触者（家族が感染者等）に特定された場合 

ア 該当する議員、職員は、原則自宅待機とする。感染者及び濃厚接触者が 

検査において「陰性」となった場合登庁（出勤）可とする。 

イ  濃厚接触者ではない職員は執務室や濃厚接触者の控室などを消毒。 

 

④ 庁内での感染者の発生や市内での感染者が増大した場合 

ア 定例会中、定例会前の場合、議会運営委員会を開催し、日程変更や議会

の運営方法の変更等について協議。 

・定例会の日程の変更 

・本会議や委員会への議員・理事者の出席者の調整 

 

⑤ 議員が感染症について、感染者や濃厚接触者となった場合の報告等について 

ア 速やかに議会事務局に報告する。正副議長に報告するとともに、全議員

に周知する。併せて市対策本部に報告する。 

イ 議員が感染者となった場合のマスコミへの公表。 

※ 公表：年代、性別、保健所から認定を受けた日、現在の状態（入院、

軽症、自宅待機等） 等 

 

⑥ その他 

市庁舎管理部局で作成する庁舎全体のガイドラインについても順守するも

のとする。 

 

９ 情報の的確な収集・伝達・共有 

(1) 基本的な考え方 

災害時における議会の役割として、復旧・復興の各段階における被災地域の

実情や被災者のニーズを的確に反映した審議・決定を堅実に実行するためには、

議会として被災地域の状況や被災者のニーズ等を的確かつ迅速に情報収集する

必要がある。 

また、議会として適正な審議、決定を行うにあたっては、議会と市民、執行

部が正確な情報を共有することが重要であり、それぞれが有する情報を集約し、

共有できる仕組みが必要である。なお、議員の情報収集にあたっては、「情報収

集連絡表」（別添様式２）を用いて情報収集するものとする。 

 

① 議会本部による情報の収集・提供・共有 

災害情報は、様々な情報が集積される市対策本部からの情報が不可欠であ
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る。そのため、議会ＢＣＰ発動中に市対策本部の本部員会議が開催される際

は、本部員である議会事務局長が会議に出席し、最新情報の収集に努めると

ともに、各議員に情報提供し、議会本部で情報共有を図る。 

また、議会本部は、議員が地域活動を通じて得た情報を集約・整理し、議

会本部内で情報共有を図るとともに、市対策本部へ情報提供する。 

 

② 議員による情報の収集・伝達 

議員は、市の把握する災害情報に加え、より地域の災害状況や市民の声

を把握することが可能である。そのため、議員は議会本部からの参集の指

示があるまでは、地域での救援活動などに従事するとともに、災害状況の

調査や市民の意向の収集及び把握に努めるものとする。 

議員が収集する災害情報は、市が把握しきれていない情報を補完するな

ど有益ではあるが、一方で情報の混乱と錯綜によって、結果的に市の迅速

な災害対応の支障となる恐れもあるので議会本部で情報を整理する必要が

ある。 

 

 (2)タブレット端末等の有効活用 

   大規模災害が発生した場合は、被災地への電話が殺到して電話回線が混雑

し、固定電話、携帯電話ともにつながりにくくなる。一方、インターネット

回線による通信は、災害時にも比較的つながりやすいと言われており、グル

ープウェアの通信手段を活用する。 

また議員は、被災地域における救援・復旧活動等の地域活動を行う際、議

会事務局から貸与されているタブレット端末等を携帯し、写真や動画を撮影

し、記録する。また、議会本部に情報を伝達する場合は、その状況が分かる

写真や動画を添付して議会本部へメールする。 

 

１０ 災害への備え 

(1) 議会の防災訓練 

議会ＢＣＰの作成を踏まえ、災害時における議会と事務局の体制や行動基準、

非常時優先業務の内容などを点検・検証し、より実効性のあるものとするため、

議員と議会事務局を対象とした防災訓練等を毎年１回は実施することとする。 

（例：情報伝達訓練、参集訓練、安否確認訓練、避難訓練等） 

(2) 防災用品等の確保 

大規模災害が発生し、議会ＢＣＰを発動した場合は、正副議長及び事務局職

員が数日間にわたって議会に滞在し、非常時優先業務を中心に継続的に業務に

従事することが想定されるため、概ね３日間分の食料、飲料水を確保するほか、

携帯トイレ、衛生用品等の生活必需品を含んだ防災用品のセットの確保に努め

るものとする。 
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１１ 議会ＢＣＰ発動の解除及び議会本部の解散 

    議長は、議会の機能が十分に回復し、平常の議会運営に移行したと判断する

ときは、議会ＢＣＰの発動を解除する。 

     また、議会ＢＣＰの発動の解除をもって、議会本部は解散とする。 

 

１２ 議会ＢＣＰの運用 

(1)  議会ＢＣＰの見直し 

防災訓練などの実施により得られた情報、新たに発見された課題などについ

ては、適切に計画に反映させ、計画をレベルアップさせていくため、議会ＢＣ

Ｐは、その必要の都度、適宜継続的に改正を行うものとする。 

 

(2)  計画の体系図 

    計画の全般的な体系イメージとして、発災から１か月程度までの行動などに

ついて、災害が休日又は時間外に発生した場合を１つの基本的行動パターンと

して整理する。（別添フロー図参照）  
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各主体の主な行動の流れ 

 

〇災害発生 

 

 

 

 

 

      災害情報提供           事務局で取りまとめた 

被害状況等の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      災害情報提供            被害状況等の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会事務局 

〇正副議長安否確認・状況報告 

〇全議員安否確認 

〇災害状況の周知 

〇議会災害対策支援本部設置 

〇議員からの被害状況の把握 

〇議員からの市民要望の取りまとめ 

〇議会運営委員会等の開催（会議の開催についての

検討） 

市災害対策本部 

議員 

〇安否の報告 

〇地域での活動 

〇被害状況の報告 

〇議会災害対策支援本部設置に伴う参集 

〇市民要望の取りまとめ 

〇議会運営委員会等の開催（会議の開催についての

検討） 

 



参考２（地震・風水害） 
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〇 発災発生から議会業務継続計画発動・解除までの流れ（地震・風水害編）

議会 議員 事務局

①自身と家族の安全を確保
①自身と家族の安全を確保し
たうえで登庁

①正副議長は、議会災害対策
支援本部を設置

②正副議長は市役所登庁
②登庁した職員は議員及び職
員の安否確認

【当日に会議開催の場合】
災害対応を優先し、会議を延
期

③安否を事務局へ報告
③登庁した職員は議場等の被
害状況を確認

④正副議長以外は、地域での
救助・救援活動、避難所運営
支援

④局長は、市対策本部員会議
に出席、情報を各議員へ提供

①正副議長は、議会災害対策
支援本部の運営

①正副議長は、市対策本部の
情報を収集

①市対策本部の情報を各議員
へ情報提供

【翌日に会議開催の場合】
災害対応を優先し、会議を延
期

②各議員は、地域の被災状況
を収集、必要に応じて本部へ
報告

②各議員からの地域情報を集
約し、市対策本部へ報告

③各議員は、地域での救助・
救援活動、避難所運営支援

③議会災害対策支援本部の運
営補助

①議会災害対策支援本部の運
営

①各議員は、地域の被災状況
を収集、必要に応じて本部へ
報告

①市災害対策本部の情報を各
議員へ情報提供

②各議員は、市対策本部の情
報を地域へ提供

②各議員からの地域情報を集
約し、災害対策本部へ報告

③各議員は、地域での救助・
救援活動、避難所運営支援

③議会災害対策支援本部の運
営補助

①議会災害対策支援本部の運
営

①各議員は、地域の被災状況
や地域ニーズを収集、本部へ
報告

①市対策本部の情報を各議員
へ情報提供

②必要に応じて議会本部本部
員会議の開催

②各議員は、市対策本部の情
報を地域へ提供

②各議員からの地域情報を集
約し、市対策本部へ報告

③各議員は、地域での救助・
救援活動、避難所運営支援

③議会災害対策支援本部の運
営補助

①必要に応じて議会本部本部
員会議の開催

①各議員は、地域の被災状況
や地域ニーズを収集、本部へ
報告

①議会災害対策支援本部の運
営補助

②議会運営委員会、全員協議
会の開催に向けた準備及び開
催

②各議員は、市対策本部の情
報を地域へ提供

②議会運営委員会、全員協議
会の開催に向けた準備及び開
催

③本会議の開催に向けた準備
及び開催、通常業務への移行

③各議員は、地域での救助・
救援活動、避難所運営支援

③本会議の開催に向けた準備
及び開催、通常業務への移行
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瀬戸市議会災害対策支援本部設置要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、瀬戸市内で地震等の大規模災害が発生したときに、瀬戸市議会及

び瀬戸市議会議員（以下「議員」という。）が瀬戸市災害対策本部（以下「市対策本

部」という。）と連携し、議員の適切かつ迅速な対応により、市の災害対策を側面か

ら支援し、市民の安全・安心の確保と早期の復旧、復興に資するため、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 瀬戸市議会議長（以下「議長」という。）は、市対策本部が設置された場合に

おいて、これに協力し、支援する必要があると認めるときは、瀬戸市議会災害対策支

援本部（以下「議会本部」という。）を設置することができる。 

 

（議会本部の構成） 

第３条 議会本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は、議長をもって充て、議会本部の事務を総括し、本部員を統括する。 

３ 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、そ

の職務を代理する。 

４ 本部員は、本部長及び副本部長を除く議員をもって充て、本部長の統括の下、議会

本部の事務に従事する。 

５ 本部員は、積極的に被災地域に出向き、被災市民の相談・情報伝達業務に従事する。 

 

（所掌事務） 

第４条 議会本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

⑴  本部員の安否の確認を行うこと。 

⑵  市対策本部から災害情報の報告を受け、本部員に情報提供を行うこと。 

⑶  本部員からの災害情報を収集及び整理し、市対策本部に提供すること。 

⑷  被災地域の支援及び避難所運営等に協力すること。 

⑸  必要に応じて国、県等へ要望を行うこと。 

⑹  その他、本部長が必要と認める事項に関すること。 

 

（本部員の活動指針） 

第５条 本部員は、災害の発生を認知した場合は、次に掲げる指針により活動するもの

とする。具体的には、議会本部が設置されたときは、議会本部の指示に基づいて活動

する。 
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⑴  自らの安否及び居所又は連絡先を議会本部に報告し、連絡体制を確立すること。 

⑵  被災地域の救援活動に協力すること。 

⑶  被災者の相談に応じること。 

⑷  被災地域及び避難所等での情報収集を行い、必要に応じて議会本部へ報告すること。 

⑸  議会本部を通じて市対策本部から収集した災害情報や被災者支援等の状況につ

いて、地域住民に伝達すること。 

 

（議会本部への参集） 

第６条 議会本部を設置したときは、本部長及び副本部等は、瀬戸市議会に参集するも

のとする。 

２ 本部長は、必要に応じて本部員の参集を求めることができる。 

 

（議会事務局の職員の職務） 

第７条 議会事務局の職員は、議会本部の事務を補助する。 

２ 事務局長は、市対策本部の本部員会議に出席し、情報収集に努めるとともに、議会

本部に対してその情報を提供するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会本部において協議し定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和３年３月15日から施行する。 
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議員安否確認表 
 

   

          

議 員 氏 名   

報 告 日 時 令和  年  月  日    午前・午後  時  分 

内容確認者   

     

議員本人の被災状況 無・有（重体 重症 軽傷 その他（          ） 

所  在  地 自宅・自宅以外（                   ） 

居宅の被害状況 

無・有（全壊 半壊 一部損壊（            ） 

           

床上浸水 床下浸水 その他（     ） 

連 絡 方 法 固定電話 携帯電話 ファックス 携帯メール メール 

連  絡  先 本人：   家族：   

参集の可否 可・否       

参集可能な時期   

地域の被災状況   

そ  の  他   
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情報収集連絡表 
 

       

                    

議 員 氏 名   

報 告 日 時 令和  年  月  日    午前・午後  時  分 

受信者氏名   

連 絡 先   

          

発生概況 

発生場

所 
瀬戸市 

発生日

時 
令和  年  月  日  午前・午後  時  分 

概況   

被害状況 

死傷者 死者   負傷者   不明者   合計   

建物 全壊   半壊   一部損壊 

床上浸

水 

床下浸

水 

  

その他   

応急対応の状況   

避難状況   

市民のニーズ   

 


